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第1編  総則 

1.1. 適用範囲 

 

（１）この「道路橋の維持・補修の手引き（案）」（以下、本手引きという）は、東北地方整備局が

管理する既設道路橋のうち、橋梁定期点検で補修が必要と判断された H25 まで対策区分Ｃ、

H26 以降診断区分Ⅱ、Ⅲの橋梁について、当初設計で期待している機能を回復させるための

維持・補修に適用する。 

（２）本手引きは、劣化機構がアルカリ骨材反応や飛来塩分による塩害以外の損傷に適用するもの

とする。アルカリ骨材反応や飛来塩分による劣化が顕在化している損傷についてはこれらの

損傷を対象としている「アルカリ骨材反応による劣化を受けた道路橋の橋脚・橋台駆体に関

する補修・補強ガイドライン（案）」や「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）」を適用するも

のとする。なお、飛来塩分による塩害と飛散塩分による塩害の複合的損傷が想定される場合

は、 本手引きと「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）」を適用するものとする。 

（３）本手引きは、H25 までの対策区分Ｃ、H26 以降診断区分Ⅱ、Ⅲ判定以外の損傷でも、劣化機

構や追跡調査結果の段階で、予防保全の観点から補修が望ましいと判断された場合や、同時

に補修することが効率的と判断された場合にも適用できるものとする。 

（４）本手引きは、道路橋示方書（日本道路協会）、コンクリート標準示方書（土木学会）および

国土交通省東北地方整備局の設計業務等共通仕様書（案）で規定する主要技術基準・参考図

書等を補完するものである。 

（５） 本手引きは、第１編共通、第２編日常管理、第３編鋼橋、第４編床版、第５編ＰＣ橋、第

６編ＲＣ橋、第７編下部構造、第８編橋梁付属物、第９編耐震補強および参考資料編より構

成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 1.1. 1 本手引きの位置づけ 

橋梁定期点検
橋梁定期点検要領

平成２６年６月

劣化機構

・アルカリ骨材反応　　
・飛来塩分による塩害

診断区分
対策区分

・アルカリ骨材反応によ
　る劣化構造物の監視
・塩害特定点検

アルカリ骨材反応による劣化を受
けた道路橋の橋脚・橋台区体に関
する補修・補強ガイドライン（案）

塩害橋梁維持管理マニュアル（案）
（飛来塩分による塩害）

追跡調査

本手引き

アルカリ骨材反応，
飛来塩分による塩害 
以外の損傷を対象

 
Ｓ２

劣化顕在化

劣化顕在化

Ｃ１Ｃ２､
ⅡⅢ

要補修

顕在化せず

Ｓ１

補修不要

1-1



 

解説 表 1.1. 1 対策区分判定と健全性診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋全体の健全性は、部材単位での健全性を考慮し、全体評価する。一般的には次の通り。

工種区分 点検種別 適用点検要領

損傷程度の評価

Ａ Ｂ Ｅ1 Ｅ2 Ｍ Ｓ －

損傷が認め
られないか、
損傷が軽微
で補修を行う
必要が無い。

状況に応じて
補修を行う必
要がある。

橋梁構造の
安全性の観
点から、緊急
対応の必要
がある。

その他、緊急
対応の必要
がある。

維持工事で
対応する必
要がある。

詳細調査の
必要がある。

損傷程度の評価

Ａ Ｂ Ｃ1 Ｃ2 Ｅ1 Ｅ2 Ｍ Ｓ1 Ｓ2

損傷が認め
られないか、
損傷が軽微
で補修を行う
必要が無い。

状況に応じて
補修を行う必
要がある。

予防保全の
観点から、速
やかに補修
等を行う必要
がある。

橋梁構造の
安全性の観
点から、速や
かに補修等
を行う必要が
ある。

橋梁構造の
安全性の観
点から、緊急
対応の必要
がある。

その他、緊急
対応の必要
がある。

維持工事で
対応する必
要がある。

詳細調査の
必要がある。

追跡調査の
必要がある。

Ⅱ　予防
保全段階

Ⅲ　早期
措置段階

Ⅱ　予防
保全段階

道路橋の機
能に支障が
生じてない
が、予防保全
の観点から
措置を講ずる
ことが望まし
い状態。

道路橋の機
能に支障が
生じる可能性
があり、早期
に措置を講
ずべき状態。

道路橋の機
能に支障が
生じてない
が、予防保全
の観点から
措置を講ずる
ことが望まし
い状態。

・主に主部材の 悪値判定のウエイトに支配される場合が多いが、橋の構造に重要な２次部材（支承、落橋防止装置等）の健全性で決定する場合もある。

・なお、M判定は、部材単位判定は上表だが、日常管理作業で速やかに回復することで、橋梁の要求性能（安全性、使用性、耐久性）に影響ないものは、

　橋全体は健全（Ⅰ）として評価している

橋梁
２６の損傷について、要素毎、損傷毎のａ・ｂ・ｃ・ｄ・ｅにて評価

２６の損傷について、要素毎、損傷毎のａ・ｂ・ｃ・ｄ・ｅにて評価

個別に評価
（Ⅰではない）

Ⅳ
緊急措置段階

健全性の診断
（部材単位の診
断、
道路橋毎の診
断）

道路橋の機能に支障が生じ
てない状態。

Ⅰ　健全

道路橋の機能に支障が生じ
ている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を
講ずべき状態。

判　定　区　分　等

Ｃ

速やかに補修等を行う必要
がある。対策区分の

判定
（部材毎、
損傷種別毎）

対策区分の
判定
（部材毎、
損傷種別毎）

定期点検
橋梁定期
点検要領
Ｈ１６．３

新定期点検
橋梁定期
点検要領
Ｈ２６．６
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解説 表 1.1. 2 関係図書一覧表（１） 

※H29.3 時点であり、 新版を参照すること 

 

関係図書 発刊年 発 行 

道路橋示方書・同解説（Ⅰ～Ⅴ） H24.3 (社)日本道路協会 

鋼橋の疲労 H9.5 (社)日本道路協会  

鋼道路橋の疲労設計指針 H14.3 (社)日本道路協会  

道路橋の塩害対策指針（案）・同解説 S59.2 (社)日本道路協会 

道路橋支承便覧 H16.4 (社)日本道路協会  

鋼道路橋防食便覧 H26.3 (社)日本道路協会  

鋼道路橋設計便覧 S55.8 (社)日本道路協会 

鋼道路橋施工便覧（改訂版） H27.4 (社)日本道路協会 

コンクリート道路橋設計便覧 H6.2 (社)日本道路協会 

コンクリート道路橋施工便覧 H10.1 (社)日本道路協会 

道路橋床版・防水便覧 H19.3 (社)日本道路協会 

防護柵の設置基準・同解説 H28.12 (社)日本道路協会 

道路橋補修・補強事例集 H21.10 (社)日本道路協会 

道路橋補修・補強事例集（2012年版） H24.3 (社)日本道路協会 

鋼道路橋の細部構造に関する資料集 H3.7 (社)日本道路協会  

道路橋補修便覧 S54.2 (社)日本道路協会 

コンクリート構造物の維持管理指針（案） H7.10 (社)土木学会 

連続繊維シートを用いたコンクリート構造物の補修補強指針 H12.7 (社)土木学会 

道路橋支承部の改善と維持管理技術 H20.5 (社)土木学会 

道路橋支承部の点検・診断・維持管理技術 H28.3 (社)土木学会 

コンクリート標準示方書【設計編】【施工編】 

【維持管理編】【規準編】 
H25.3 (社)土木学会 

鋼床版の疲労 H22.12 (社)土木学会 

鋼橋における劣化現象と損傷の評価 H8.3 (社)土木学会 

腐食した鋼構造物の性能回復事例と性能回復設計法 H26.5 (社)土木学会 

道路橋床版の維持管理マニュアル H28.10 (社)土木学会 

道路橋床版防水システムガイドライン H28.10 (社)土木学会 
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解説 表 1.1. 3 関係図書一覧表（２） 

※H29.3 時点であり、 新版を参照すること 

 

 

関係図書 発刊年 発 行 

実務者のための鋼橋疲労対策技術資料 H24.3 国土交通省道路局国道・防災課 

橋梁定期点検要領 H26.6 国土交通省道路局国道・防災課 

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案） H16.3 国土交通省 

塩害橋梁維持管理マニュアル（案） H20.4 国土交通省 

アルカリ骨材反応による劣化を受けた道路橋の橋脚・橋台駆体

に関する補修・補強ガイドライン(案) 
H20.3 国土交通省 

鋼道路橋の部分塗替え塗装要領（案） H21.9 国土交通省 

予防保全マニュアル H19.10 国土交通省東北地方整備局 

鋼道路橋の桁端洗浄の手引き（案） Ｈ28.3 国土交通省東北地方整備局 

設計施工マニュアル（案）〔道路橋編〕 H28.3 国土交通省東北地方整備局 

設計・施工・維持管理のための資料集 H19.3 国土交通省東北地方整備局 

新設橋の排水計画の手引き（案） H26.10 国土交通省東北地方整備局 

東北地方におけるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物設計施工ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案） H21.3 国土交通省東北地方整備局 

道路橋マネジメントの手引き H16.8 (財)海洋架橋・橋梁調査会 
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【解説】（１）についてわが国の橋梁建設は、戦後の高度成長とともに急速に増加を遂げた。解説図

1.1.2 に示すように東北地方整備局管理の橋梁にあっても、1955 年から 1973 年にかけて全橋梁数の

約 40％が建設された。これらの橋梁は、これから 20年後には、経過年数 50 年以上が 60％以上とな

り、今後維持・補修を要する橋梁数が急速に増加することが予想される。さらに橋梁定期点検結果に

よれば、他地方には無いような冬季の日本海沿岸部における風雪を伴う激しい海水飛沫や飛来塩分の

影響、積雪寒冷地の凍害や凍結抑制剤散布による飛散塩分の影響を受けやすいなど東北地方特有の地

域特性が確認されている。従って、橋梁補修に際しては、これらの特性を十分勘案して実施しなけれ

ばならない。 

本手引きは、東北地方整備局の橋梁点検において補修が必要とされた橋梁について、損傷の進行抑

制や当初設計で期待している機能に回復させるための維持・補修を行う場合に適用するものであり、

当初設計で設定した耐久性や耐荷力等の力学的性能の向上を図る補強は適用外（耐震補強は除く）と

した。また、判断に専門的知識が求められる対策区分Ｅ１、Ｅ２及び診断区分Ⅳや、複合劣化などに

より損傷原因の推定が困難な場合は、別途その都度専門技術者や学識経験者の協力を得て対応するこ

とを原則とする。なお、本手引きは上記のような背景から、特に東北地方での適用を念頭に作成され

たものであるが、同様の損傷が見られる他地域の橋梁についても適用できるものである。 
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解説 図 1.1. 2 東北地方整備局が管理する建設年別の橋梁数分布 

H28.3 時点 
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（２）についてコンクリート構造物の劣化機構が、アルカリ骨材反応による場合や、沿岸地域の飛来

塩分による塩害による場合は、既に国土交通省が中心となり策定した「アルカリ骨材反応による劣化

を受けた道路橋の橋脚・橋台駆体に関する補修・補強ガイドライン（案）；平成 20 年 3 月」および「塩

害橋梁維持管理マニュアル（案）；平成 20年 4 月」が整備されているので、本手引きの適用範囲外と

した。なお、塩害には道路橋示方書で規定する海岸部付近の飛来塩分による塩害だけでなく、凍結抑

制剤を含んだ水が走行車両により巻き上げられる飛散塩分による塩害と、飛来塩分と飛散塩分による

複合的な塩害が想定される。このように飛来塩分による塩害と飛散塩分による塩害の区分が困難な場

合は、本手引きと「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）」を適用するものとし、損傷状況に応じて使

い分けるものとする。 

（３）について本手引きでは、劣化機構区分や追跡調査結果の段階で、予防保全の観点から補修が望

ましいと判断された場合についても適用できるものとする。東北地方の橋梁では、漏水を原因とする

損傷が多く発生していることが点検結果等より確認されている。これは、漏水が生じることで凍結抑

制剤による塩害、凍害による損傷が生じる可能性があること、ひびわれ、剥離・鉄筋露出の損傷の進

行を速めるためであると考えられる。従って、現在損傷が見られない場合でも、漏水が生じている橋

梁は、予防保全の観点から対策（伸縮装置非排水化、橋面防水工、水切り工など）を実施することが

望ましい。 

（４）について本手引きに示されない事項は、道路橋示方書（日本道路協会）、コンクリート標準示

方書（土木学会）および国土交通省東北地方整備局の設計業務等共通仕様書（案）で規定する主要技

術基準・参考図書等によるものとする。また、補修・補強に関する主な技術基準は、表 1.1.1 関係図

書一覧表以外に（社）日本橋梁建設協会、（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会、（社）日

本鋼構造協会、（社）日本コンクリート工学協会などから各種規格基準類が発刊されているので参考

にすると良い。 

（５）について本手引きは、第 1編を総則とし、第２編は日常管理、第３編以降は、鋼橋、床版、Ｐ

Ｃ橋、ＲＣ橋、下部構造、橋梁付属物の補修設計を行うときに判断材料となる具体的な選定表、選定

フローや設計施工上の留意事項等を中心に取りまとめた。 

また、第８編では耐震補強における基本的な考え方を取りまとめた。 
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1.2. 橋梁補修の基本的流れ 

（１）橋梁の補修設計を実施する場合は、損傷原因を特定し、同じ損傷が再発しないように損傷し

た部材の補修だけではなく、損傷原因まで取り除く原因対策型補修とすることを原則とす

る。本手引きにおける橋梁補修の基本的流れは図 1.3.1の通りである。 

（２）施工時の手戻り防止を図るために、補修設計に際しては「損傷対策検討」、「損傷原因対策検

討」、「施工計画（施工方法の検討）」を相互に検証し、適否を確認しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 1.2. 1 橋梁補修の流れ 

START

橋梁点検

変状の発見

損傷状況の把握

診断区分判定

判定のための調査

応急処置

要求性能

現地調査

損傷原因の特定

損傷程度の確認

損傷原因対策検討損傷対策検討
施工計画

（施工方法の検討）

相互関係の適否

補修工事

記録の作成
（補修・補強工事調書，他）

対策区分Ｓ１

診断区分Ⅳ

診断区分Ⅲ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

診断区分ⅠⅡ

ＮＯ

次回点検

本手引きの範囲

診断区分Ⅱ
でも同一橋梁で実施すべ

き損傷はあるか

詳細調査

書類調査

診断区分Ⅲ
以外の損傷

○日常管理
・パトロール時の異常発見
・予防保全(桁端洗浄,簡易止水)
・緊急措置が必要な損傷
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【解説】 

（１）について東北地方整備局管轄の橋梁点検結果によれば劣化損傷は、鋼橋では主桁端部や支承部

に多く見られ、ＲＣ床版ではひびわれ発生後に床版上面からの漏水により損傷が進行し、損傷対策が

必要となっている例が多く見られる。これらの原因は、伸縮継手部からの漏水や防水・排水工不良（防

水層未設置含む）によるものと考えられる。このような状態で、損傷原因を取り除かず損傷した部材

のみを対症療法的に補修するだけでは、同じ損傷が再発することとなる。 

損傷の原因に基づく対策型補修は、損傷の再発防止効果が高いため、本手引きでは損傷した部材の補

修だけではなく、損傷原因を特定し損傷原因を取り除く原因対策型補修を行うことを原則とした。 

（２）について補修に際し、現地状況や施工性を十分把握していない設計では、施工時点になって設

計と現地が適合せずに手戻りが生じることが多くなる。本手引きでは、このような手戻りを防止する

ために、設計者は、設計に際して損傷対策、損傷原因対策、施工計画（施工方法の検討）について相

互に検証するものとした。例えば、鋼橋の補修で施工上やむを得ず部材を外したり、切断する場合は、

施工中や施工後の構造物の安全を損なわないように設計段階から十分照査しておくことが重要であ

る。更に、損傷対策を部分補修とするのか橋梁全体で対策を行うのか、他の損傷対策との関係は整合

しているのかなど、橋梁全体について補修工法の検証をすることも重要である。 
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1.3. 用語の定義 

本手引きにおいて使用する用語は、下記の通り定義する． 

＜維持管理一般＞ 

1)損傷；橋梁または部材が損なわれ傷つく現象をいう。損傷を劣化・欠陥を含めた構造物または部

材の機能低下の総称として定義する。 

2)維持管理；既設橋梁および橋梁付属施設について、道路利用者の安全と便益を確保する目的から、

初期性能及び機能を保持するために行う全ての技術行為をいう。 

3)補修；損傷が生じた橋梁または部材について、損傷進行の抑制や耐久性の回復もしくは向上を目

的とした維持管理対策をいう。 

4)補強；現行基準を満足しない、もしくは損傷が生じた橋梁または部材について、耐久性や耐荷性、

剛性など力学的な性能の回復もしくは向上を目的とした対策をいう。 

5)耐久性；橋梁または部材に要求される性能（品質）に対して、長期性能変化に抵抗する性能をい

う。 

6)耐荷性；橋梁あるいは部材に要求される性能に対して、荷重に抵抗する性能をいう。 

7)第三者被害；既設道路橋において、劣化した部位などが落下して第三者に与える被害をいう。こ

こで第三者とは、道路管理に従事する者を除く、当該橋梁に接近する人や車両、列

車などをいう。 

8)橋梁点検；橋梁定期点検要領に準じて実施する橋梁の点検をいう。 

9)予防保全；構造物の機能低下を未然に防止し、使用可能な状態を維持するために行う計画的な維

持管理をいう。 

10)現地調査；現地状況、損傷の状況、環境条件などの概要を、設計図書、橋梁点検結果と比較、

確認するために実施する調査をいい、通常遠望目視により行う。 

11)詳細調査；損傷原因の特定、損傷規模と進行性の把握、補修及び補強の必要性の判断等を行う

ために実施する調査をいい、通常近接して行う。詳細調査には、必ず実施する補修

設計時標準調査と、損傷の原因に応じて実施する補修設計時追加調査がある。 

12)事後保全；構造物が機能低下、もしくは機能停止した後に本来必要とされる機能まで回復する

する維持管理をいう。 

13)桁端洗浄；橋梁点検車、高所作業車などの簡便な足場を用い、主に桁端部付近の洗浄(水洗い)

を行うことにより、堆積物や鋼桁に付着した塩化物イオン等を除去する作業をい

う。 

14)維持塗装；橋梁点検車、高所作業車などの簡便な足場を用い、桁端部の下フランジ上面等に発

生した腐食面を対象として塗替え塗装まで応急的に防食することをいう。 

15)桁端塗装；作業足場を用い、桁端部に広範に発生した腐食箇所の部位全面を対象とし、長期的

な防錆効果を目標として防食することをいう。 

16)部分塗替え塗装；特定の部材又は部位の劣化が著しい場合に、その箇所を塗替えることをいう。

17)全体塗替え塗装；橋全体又は、一部の区間の劣化が著しい場合に、その範囲を塗替えることを

いう。 
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＜鋼橋の損傷＞ 

1)劣化；材料の特性が時間とともに損なわれていく現象のことをいう。 

2)欠陥；橋梁または部材に必要な性能が主に初期状態から欠けていること。 

3)変状；車の衝突や地震、地盤沈下等の外的作用による幾何的な変状をいう。 

衝突による場合は、局部的な角折れに変形。地震による場合は、座屈変形と伸び変形。支点沈下の

場合は、鋼板の座屈変形や伸び変形。 

4)腐食；腐食は鋼材の表面部分で水分の存在により局部電池ができ、鉄がイオンになって溶出し酸

化することで酸化鉄、つまりさびが集中的に生じる現象である。 

5)亀裂；鋼橋における亀裂は、重交通および突風、共振現象による繰り返し荷重により疲労が蓄積

され、部材の溶接による連結部付近や断面急変部などの応力集中部から発生する、

割れおよびその状態をいう。 

6)ボルトのゆるみ・脱落；部材連結部の高力ボルト、普通ボルトにおいて、ナットにゆるみが生じ

たり、ナットやボルトが脱落している状態をいう。また、リベットも対象となる。

7)破断；破断損傷とは、鋼部材が完全に切れているか、切れていると見なせる程度に断裂している

状態をいう。 

8)塗装劣化；塗膜の劣化、変形、ひびわれ、ふくれ、はがれ等が生じている状態をいう。 

9)支承の機能障害；一般には長年にわたるすべり面や転がり面の腐食や損傷の蓄積によって有すべ

き荷重支持や変位追随などの一部、または全ての機能が損なわれている状態をい

う。 

 

＜コンクリート構造物の損傷＞ 

1)中性化;コンクリート中の水酸化カルシウムが大気中の二酸化炭素と反応して、コンクリートの

ｐH（通常 12～13 だが、中性化部は 8.2～10 以下）が低下していくことをいう。 

2)塩害;塩化物イオンの影響により鋼材の腐食が促進される現象である。コンクリート構造物の場

合、コンクリート中に塩化物イオンが浸透することで鋼材の腐食が促進される。こ

の腐食の進展により、腐食生成物の体積膨張がコンクリートにひびわれや剥離を引

き起こしたり、鋼材の断面減少などを伴うことにより、構造物の性能が低下し構造

物が所定の機能を果たすことができなくなる現象をいう。 

3)飛来塩分；海洋から潮風によって飛来し構造物内部に浸透した塩化物イオンをいう。 

4)飛散塩分；凍結抑制剤に含まれる塩分が、水に溶けた状態でコンクリートに浸透した塩化物イオ

ンをいう。 

5)塩化物イオン含有量；コンクリート中に含まれる塩分量を表す指標。コンクリート１ｍ3 中に含

まれる塩化物イオンの量で表し、単位はｋｇ/ｍ3。 

6)凍害；コンクリート中の水分が凍結・融解・膨張を繰り返す（凍結融解現象）ことによって、コ

ンクリート表面の剥離やひびわれが生じる劣化現象。凍害でコンクリート表面が薄

片状に剥離することをスケーリング、表面の狭い範囲が円錐状に飛び出すようにし

て剥落することをポップアウトという。 

7)化学的侵食；コンクリートが外部から酸類やアルカリ類、塩類、油類、腐食性ガスなどの化学的

作用を受けて劣化することをいう。酸性雨が多く発生する地域や温泉地域、下水処

理関連施設や化学工場などで問題となる。 
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8)アルカリ骨材反応；コンクリートの骨材の主成分である珪酸（ＳｉＯ2）質が、セメント中のア

ルカリ成分と反応してゲル（吸水膨張性のある物質）ができること、またゲルが吸

水・膨張してコンクリートに著しいひびわれを生じさせることをいう。 

9)疲労；繰り返し荷重の影響によってコンクリートや鉄筋などの部材にひびわれが発生し、それが

進展してコンクリートの剥落や鋼材の破断へとつながる劣化現象をいう。 

10)複合劣化；複数の劣化要因によってコンクリートが劣化することをいう。 

11)豆板(ジャンカ)；コンクリートの打設不良の一つであり、締固め不足や材料分離などにより空

隙ができ、もろくなっている初期欠陥をいう。躯体の表面部に発生した場合を「豆

板」、躯体内部まで広がって発生した場合を「ジャンカ」と区別することもある。

12)コールドジョイント；打ち込まれたコンクリートの凝結が進み、その上に新たなコンクリート

を打ち重ねたときに、一体とならない不連続な面が生じることをいう。 

13)温度ひびわれ；セメントと水分との水和熱によってコンクリートの内部温度が上昇して部材が

膨張、その後放熱によって収縮する際に収縮が拘束されることによって入るひびわ

れをいう。 

14)乾燥収縮ひびわれ；硬化したコンクリートの表面から水分が蒸発して自然に収縮し、コンクリ

ート表面に生じる微小なひびわれをいう。 

15)プラスチック収縮ひびわれ；打ち込み直後のコンクリート表面に発生する亀甲状のひびわれ。

コンクリート中の水分が急激に蒸発することが原因。 

16)遊離石灰；コンクリート中に単体で残存するコンクリート材料の１つで、セメント中に含まれ

る酸化カルシウム（CaO）のことをいう。これは、膨張性物質であり、多量に存在

するとコンクリート中で膨張ひびわれを起こす。 

17)エフロレッセンス（白華）；コンクリート内部に浸入した水分が蒸発する際にカルシウム分など

コンクリート中の成分が水に溶け出して表面に達し、白色や明褐色の結晶が生じる

こと。多くは空気中の二酸化炭素を取り込み炭酸カルシウム（CaCO3）として生成

される。析出物そのものが構造物の耐久性を損なうことは少ない。しかしながら、

コンクリートの変質や劣化が発生の原因になっていることが多い。 

18)錆汁；鋼材の腐食によって生成した物質が雨水や地下水などに運ばれてコンクリート表面に染

み出した状態をいう。 

19)砂すじ；型枠の隙間からブリーディング水が流れたり、型枠の表面をブリーディング水が上昇

する過程で、コンクリートの表面に砂が流れたような筋（実際は細骨材が縦縞に露

出したもの）が現れた状態になることをいう。 

20）土砂化；RC 床版上面のコンクリートが劣化によりセメント分が骨材（主に粗骨材）から溶出

して骨材が露出する現状。骨材化、砂利化と呼ぶ場合もある。 
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1.4. 記録 

道路橋の補修･補強を行った場合には、以下のデータを「記録」しなければならない。 

 (1) 「道路施設基本データ」（MICHI基幹システム） 

 (2) 「補修・補強工事調書」（全国道路橋データベースシステム） 

 (3) 「道路橋維持管理資料」および「橋梁記録保存一覧」 

【解説】 

道路橋の維持管理を適切かつ効率的に実施していく上で、点検・補修、その他の関連資料を確実

に記録・保存することが重要である。 

道路橋の供用期間中の維持管理に用いる資料としては、点検・診断・措置（補修･補強にかかる

設計及び工事等）に係る書類が対象となるが、H24 道路橋示方書において、新設段階の設計・施工

に関する事項の記録についても新たに規定されたことを受け、従前から運用の「MICHI 基幹シス

テム」、「全国道路橋データベースシステム」に加え、新設橋及び既設管理橋を対象に「道路橋維持

管理資料（橋梁記録保存一覧）」による資料の所在の明確化を図ることとされている。 

従って、道路橋を管理する上で把握しておくべき、新設時の設計施工情報及び点検結果･補修補

強履歴等の情報は、以下の理由により時系列でデータベース化した上で、整理・蓄積・更新するこ

とが必須である。 

 ① 道路橋の維持管理は、定期点検をはじめとする各種点検の結果を基に行われるべきもので 

ある。 

 ② 補修・補強履歴や点検結果を時系列の情報は、損傷原因の特定や過去の補強の適切性を判 

定する上で重要である。 

 ③ 新設時の計画・設計・施工に関する情報は、当該橋の耐荷性・耐久性・供用性を把握する   

上で重要である。 

 ④ 道路橋の予防的保全・緊急的損傷への措置等に対応した維持管理のためには、上記①～③ 

の蓄積された情報を管理・活用することが重要である。 

なお、記録・保存された資料等は一元的に管理され効率的に活用されるべきであるが、各データ

ベースシステム等の連携が未だ確立されていないことから、効率性に問題はあるが、当面は各シス

テム等を個別に運用することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説図 1.4.1 橋梁の維持管理に係る記録の流れの概念図 

 

定期点検

点検調書

その他

点検調書

施工

工事書類

設計

業務成果

その他

協議資料等

施工

工事書類

設計

業務成果

その他

協議資料等

橋梁管理カルテ

全国道路橋DBシステム

道路施設基本データ

ＭＩＣＨＩ基幹システム

補修・補強
工事調書

橋梁維持管理資料
（橋梁毎・段階毎）

橋梁記録保存一覧

点 検 維持管理(補修・補強) 新 設
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（１）「道路施設基本データ」（MICHI 基幹システム） 

道路施設全般の情報（概略諸元）を管理する基本データベースである。平成１９年度までは、(財)

道路保全センターへの委託業務によりデータ審査・登録がなされていたが、同財団の解散後、一時、

データベースの登録・管理の体制が不十分の期間が生じた経緯がある。 

現在は、新設・補修・補強等の全ての橋梁の工事における、工事成果品（電子納品データ）を基

に、施工事務所の CALS/EC 担当により本局サーバーにデータ登録され、事務所からの閲覧も可能

なデータベースシステムであるが、過去一時期の未登録データについての登録を進めなければなら

ない。 

道路橋に関しては、平成１９年以前、「橋梁管理支援システム（旧道路橋カルテシステム）」のデ

ータ構築の基礎情報として活用されていたが、平成２１年度以降、橋梁点検診断サイクルが２巡目

となった段階から道路橋データベースシステム自体で橋梁関係の基礎データが統合管理され、ＭＩ

ＣＨＩ基幹システムの依存せずに独立したデータベースシステムとなっている。 

〔道路施設基本データ保存要領(案)〕 
http://www.thr.mlit.go.jp/road/sesaku/dourokihon_manual/dourokihon_siryou/sakuseiyouryou/siryou1.pdf 

 

（２）「補修・補強工事調書」（全国道路橋データベースシステム） 

道路橋（溝橋含む）の点検･診断・措置に関する情報を統合管理（記録）するデータベースシス

テムで、点検調書（定期点検・塩害に関する橋特定点検）、第三者被害予防措置調書、補修･補強

工事調書のデータで構成され、東北技術事務所の橋梁診断業務により本省サーバに登録され、各

事務所からの閲覧が可能なシステム。 

なお、本データベースシステムを構成する「補修・補強工事調書」については、事務連絡「橋

梁の補修・補強工事調書について」(道路部道路管理課 H26.11.5）により、各工事の工事成果品

（特記仕様書明示）の一部とされ、当該調書を道路部道路管理課を経由し、東北技術事務所へ提

出しなければならないこととなっている。 

〔道路橋の補修・補強工事調書の作成要領(案)〕※イントラ  
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumonlan/B00045lan/k00850lan/doukan/hozen/08_hoshuu/index.htm 

 

（３）「道路橋維持管理資料」および「橋梁記録保存一覧」 

H24 道路橋示方書の改訂を受け、事務連絡「道路橋関連資料の記録及び保存について」（道路局

国道防災課・道路保全企画室 H24.6.28）により、新設･既設に関わらず全ての道路橋（溝橋含む）

において、計画･設計・施工、点検･診断･措置（補修･補強設計及び工事等）等、各段階全てにお

ける橋梁の維持管理に必要な資料を対象に、事務所管理担当部署において集約・保存し、「橋梁記

録保存一覧」によりその所在を明確にしておかなければならないものである。保存期間は当該橋

梁の供用期間中とし、電子データでの保存を原則としている。 

〔道路橋関連資料の保存要領(案)〕※イントラ  
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumonlan/B00045lan/k00850lan/doukan/youryou/kirokuhozon.pdf 

〔同 運用ガイドライン(案)【工事編】〕※イントラ  
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumonlan/B00045lan/k00850lan/doukan/hozen/07_romen/7-5_gaidorain.pdf 

〔道路橋のＩＤ付与実施要領(案)〕※イントラ 
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumonlan/B00045lan/K00850lan/doukan/youryou/dourokyo.htm 
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【 第2編　日常管理  】
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第2編  日常管理 

2.1 パトロール時の異常発見 

（１）通常巡回では、橋梁の主要部材の損傷が原因で橋面上に現れる異常に着目して点検を行うの

がよい。通常巡回時における橋梁の点検は、「パトロール時の異常発見（案）（橋梁編）平成

22年 12月 東北地方整備局 道路部 道路管理課」によるものとする。 

（２）近年増加傾向にある鋼橋の鉄筋コンクリート床版の損傷については、「鋼道路橋ＲＣ床版の

維持補修の手引き（案）」を参考に対応するものとする。 

（３）年に１回の頻度で実施する定期巡回では検査路を用いて橋梁の状況を確認するものとする。

   （２）および「2.2 緊急措置が必要な損傷」に着目して巡回を行うとよい。 

【解 説】  

（１）について 道路管理者は、竣工年次や損傷状況が異なる様々な橋梁を管理している。また、

橋梁毎に使用環境も異なるため損傷の進行状況も異なっている。このため、橋梁の異常を早期に発見

し適切な対応をとることは、橋梁保全および道路交通の確保の上で重要となる。これまでの事例では、

橋面上に異常が現れる場合は主要部材の損傷が原因である場合があり、重大な損傷や変状と関係して

いる可能性がある。通常巡回時における橋梁の点検は、「パトロール時の異常発見（案）（橋梁編）平

成 22 年 12 月 東北地方整備局 道路部 道路管理課」を参考にするとよい。また、確認する項目は

①道路交通の供用性、②橋梁部の排水状況、③周辺環境に着目して実施する場合の留意点を以下に示

すので参考にするとよい。 

① 道路交通の供用性の確認では高欄の通り、路面の異常、伸縮装置の段差、伸縮装置の遊間異常、

伸縮装置のフェース面の亀裂有無、異常音等に着目する必要がある。着眼点と関連する損傷は以

下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 欄

路 面

高欄の通り

ひびわれ，わだち，
たわみ等の異常値

伸縮装置

異常音，段差，
異常遊間，
フェースプレート亀裂

橋台・橋脚

主 桁

支 承

床 版

主 桁

橋台・橋脚

支 承

橋台・橋脚

支 承

伸縮装置

主 桁

沈下・傾斜・移動

異常たわみ・ひびわれ・座屈

沓座損傷

ひびわれ

異常たわみ・ひびわれ

沈下・傾斜・移動

移動不良・回転不良・沓座損傷

沈下・傾斜・移動

沓座損傷

欠損・変形

異常たわみ・ひびわれ・座屈

着目点 関連している損傷

解説 図 2.1. 1 通常点検着眼点と関連損傷の関係（１） 
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② 橋梁部における排水状況の確認では、橋面上の滞水、排水桝の土砂詰り、 排水桝蓋の固定状況、

伸縮装置の漏水、床版下面の漏水、沓座の滞水等に着目する必要がある。着眼点と関連する損傷

は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

          

 

路 面

排水枡の土砂詰り

路面上の滞水

沓座の滞水

排水枡の土砂詰り

排水不良

排水不良

地覆切目から下部工
への漏水

固定チェーンの切断

バックアップ材脱落

主桁，支承腐食

伸縮装置からの漏水

流末排水不良

着目点 関連している損傷

排水枡蓋の固定状況

伸縮装置からの漏水

解説 写 2.1. 1 伸縮装置の段差１） 解説 写 2.1. 2 伸縮装置の遊間異常及び段差１）

解説 写 2.1. 3 舗装の異常（舗装ひびわれ）１） 解説 写 2.1. 4 舗装の凹凸（わだち掘れ）１） 

解説 写 2.1. 5 排水桝の土砂詰まり１）

解説 写 2.1. 6 沓座の滞水１） 
解説 図 2.1. 2 通常点検着目点と関連損傷の関係（２） 
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③ 周辺環境の確認（橋梁の周辺法面状況、河川の増水、堤防の異常等）における着目点は以下の通

りである。 

(a) 橋梁の前後が切土区間となっており、縦断勾配が橋梁側に下がっている地形では、道路排水

処理が不適切だと、凍結抑制剤を含んだ土砂が伸縮継手部や流末から橋台沓座に堆積し、桁

端部や支承が損傷し易いので橋台沓座の土砂堆積に着目。 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 渓谷をまたぐ橋梁の場合、橋面排水が谷に垂れ流しとなっていると、雨水や凍結抑制剤を含

んだ水が谷からの風の吹き上がりで桁に付着しているので流末状況に着目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 大きな河川に架橋されている場合、 橋面排水が河川に垂れ流しとなっていると、雨水や凍結

抑制剤を含んだ水が河川からの風の吹き上がりで桁に付着しているので流末状況に着目。 

 

 

 

 

 

 

 橋梁周辺環境の確認では、河床洗堀による下部工変位や堤防法面崩落による下部工変状を事

前に把握するために河川の増水、堤防の異常にも着目する必要がある。 

④ その他（地覆・防護柵の異常等） 

 

 

 

 

 

 

          

 

土砂

土砂が堆積

風の吹き上げ

排水の

吹き上がり

排水升
桁に飛散

風の吹き上げ

排水の

吹き上がり

排水升
桁に飛散

解説 図 2.1. 3 切土区間からの土砂流入 

解説 図 2.1. 4 谷部からの排水の吹き上がり

解説 写 2.1. 7 防護柵の異常（衝突、劣化）１）

解説 図 2.1. 5 河川からの排水の吹き上がり 

塩分の付着
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（２）（３）について  

 近年では道路橋の高齢化とともに、鋼橋の鉄筋コンクリート床版の損傷が増加している。その補修

を行ったにもかかわらず、数年で再劣化（土砂化）する事例、あるいは床版の抜け落ちが発生するな

どの問題も報告されるようになってきた。このため、次項に示す「①路面の確認」「②床版下面の確

認」を参考に対応すること。 

応急復旧・補修の考え方については「第４編_床版」を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①土砂噴出 ②クモの巣状のひび割れ ③ポットホール

④センターライン、端部目地の開き 

【着目点】
①土砂噴出
②舗装のクモの巣状のひび割れ
③舗装のポットホール・舗装のうき
④センターライン、端部目地の開き

解説 図 2.1. 6 舗装の異常イメージ図 
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 ①路面の確認 

  床版劣化・陥没の兆候は舗装の異常と大きく関連するため、重大損傷を回避するためにも、日常

点検で舗装の状況（土砂の噴出、舗装のひび割れ、舗装のポットホール・うき）を確認することが

重要となっている。この様な異常が橋面舗装に見られた場合は、床版コンクリートの劣化が疑われ

ることから、床版下面の目視調査や、舗装を開削し、床版コンクリートの状態を確認する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 2.1.8 舗装の異常(土砂噴出) 解説 写 2.1.9 舗装の異常(クモの巣状のひび割れ) 

解説 写 2.1.10 舗装のポットホール 

（広範囲）  

解説 写 2.1.11 CL 目地の開き,舗装のうき, 

土砂噴出 
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 ②床版下面の確認（解説 図 2.1.7） 

  舗装の異常が確認された場合には、床版下面の確認を行わなければならない。 

  床版下面では、漏水の有無、ひび割れ状況(格子状、角落ちの有無)に着目する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 2.1.12 著しい漏水・遊離石灰 解説 写 2.1.13 格子状のひび割れ 

解説 図 2.1. 7 異常時の対応フロー 

4.1 を参照 
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2.2 緊急措置が必要な損傷 

（１）床版の抜け落ち 

（２）桁端部支点付近の腐食、欠損 

（３）特殊橋梁主要部材の亀裂、破断 

【解 説】  

 緊急措置が必要な損傷事例として（１）～（３）を示す。これらの損傷が確認された場合には直ち

に専門家を招集し、交通規制、応急対策の必要性について検討しなければならない。 

（１）について 

床版の抜け落ちは交通障害に直結し、重大事故の要因となる可能性がある。抜け落ちは、過去に

部分補修が繰り返し行われた箇所や周辺で発生しているため、部分補修はあくまでも応急措置である

ことを念頭に置かなければならない。日常点検において特に注意しなければならない状態として、橋

面からのドロ水と一緒に著しく漏水していたり、角落ちし摺りみがかれたコンクリート片が大型車の

通行と共に動いている等、陥没や抜け落ちに至る過程では必ずそれらの兆候が表れるので注意が必要

である。その場合には、緊急措置として敷鉄板を設置し、同時に応急対応として部分打換えが必要と

なることは言うまでもない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）について 

 腐食により主桁下フランジ、支点上補剛材の一部が欠損していたり、ウェブに欠損が生じている

場合には、部材耐力の低下が懸念される状況である。損傷の進行や地震により、ウェブに亀裂や座屈

が発生し、橋として致命的な損傷に至る可能性がある。 

 桁端部は凍結抑制剤の塩分を含んだ伸縮装置からの漏水などにより損傷の進行が早いため、緊急措

置として段差防止対策等の措置をとらなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

下フランジ及び垂直補
剛材の一部が欠損

解説 写 2.2. 2 抜け落ちの前兆(6 か月前) 解説 写 2.2. 3 抜け落ちの前兆(2 週間前) 

解説 写 2.2. 1 
抜け落ちの事例

解説 写 2.2. 4 桁端部の著しい腐食・欠損 解説 写 2.2. 5 サンドルによる応急対応 
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（３）について 

 １）上路式アーチ橋 

   アーチと鈑桁の掛け違い部(ゲルバーヒンジ部)に約 40 ㎜の段差が確認されたため桁下確認を

行ったところ、R の部分から亀裂が発生し、ウェブの下端まで足している状況であった。ゲルバ

ー部の破断、落橋に至る可能性があり、きわめて危険な状態であるため、車両規制を行うととも

に、応急対策として溶接当て板と、仮受け材(横桁)設置が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 2.2. 6 伸縮装置の段差 ２） 解説 写 2.2. 7 ゲルバー部の亀裂 ２） 

解説 写 2.2. 8 受け材の設置状況 ２） 解説 写 2.2. 9 溶接による当て板状況 ２） 
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２）下路式トラス橋 

  三重県の木曽川大橋の鋼材破断を受け、同形式の調査を実施していたところ、亀裂を発見。その

後鋼材が破断し全面通行止めとなった事例。 

  応急対策として破断箇所に当て板を取り付け後、専門家による調査を早急に行い、安全性を確認

したのちに片側交通規制に移行した。 

  その後、築島・ベントによる仮受け、ジャッキアップにより斜材を下部から持ち上げ破断部の空

きを縮めて再度当て板を取り付け、復旧工事が完了した。 

  復旧工事後は載荷試験を実施し、安全性を確認して全面交通開放となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

解説 写 2.2. 10 床版接触部の腐食状況 解説 写 2.2. 11 はつり調査後の亀裂状況 

解説 写 2.2. 12 トラス斜材の破断状況 解説 写 2.2. 13 破断箇所の応急対策状況 

解説 写 2.2. 14 築島・ベント設置状況 解説 写 2.2. 15 破断部の空きを縮め再度当て板

を取り付け 
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2.3 予防保全 

2.3.1 桁端洗浄 

路面から橋面水が桁端部へ落水することによる塵埃や、これに伴う損傷の進行を防止するため

に、桁端部等の予防保全として、桁端部の洗浄や維持塗装等を適切に行うことが望ましい。桁端部

等の予防保全を行うにあたっては、「鋼道路橋の桁端洗浄の手引き(案）(平成 28 年 3 月)東北地方

整備局」を参考にするのが良い。 

洗浄実施の際は、あらかじめ伸縮装置からの漏水の有無を確認するとともに、漏水が生じている

場合は、次項を参考に対策を検討するものとする。 

【解 説】 

 路面から橋面水が排水型伸縮装置を通って桁端部に落水すると、桁端部や支承に橋面水が付着ある

いは橋座コンクリートに浸透したり、支承まわりに橋面水が運んできた泥が堆積する場合がある。こ

のような条件下では、桁端部や支承の劣化が他の部位に比べて著しく早くなる場合がある。このため、

桁端部の洗浄や塗装などにより、損傷の進行を抑制させることが望ましい。桁端洗浄や維持塗装の具

体的な方法は、「鋼道路橋の桁端洗浄の手引き(案)(平成 28年 3 月)」を参考にするとよい。なお、同

手引きは主に鋼橋を対象としているが、コンクリート橋であっても支承まわりの塵埃は支承だけでな

く桁の劣化を早める原因となるので、桁端部の洗浄を行う場合に準用することができる。 

桁端洗浄の作業内容を１）～３）に示す。 

１）橋座清掃 

  洗浄作業に伴い、橋座に堆積した土砂・塵埃等が流出す

る場合が多いことから、橋座の清掃を実施する。作業は人

力による清掃・収集が多い。橋座清掃時には主桁下フラン

ジ上面、端対傾構の部材上面等へ堆積した塵埃も清掃し除

去する。 

２）桁端洗浄 

  洗浄機により洗浄水を吐出して鋼部材を洗浄し、付着塩

分を除去する。一般的に高圧洗浄機が用いられる。飛散防

止が必要な場合は、仮設防護シートの設置や排水回収型洗

浄機、人力洗浄が使用される場合もある。 

３）維持塗装 

  洗浄箇所の鋼部材に軽微なさびが見られる場合がある。さ

びの生じた箇所の腐食進行の抑制のため、洗浄箇所が乾燥

した後に維持塗装を行う。 

維持塗装は簡易なさび落とし（ワイヤブラシなどによる

清掃程度）を行いタッチアップによる防錆塗装を行う。塗

装材料は下塗り用塗装材が使用されている。 

  特にコンクリートと鋼材が剛結構造などで接触している

橋梁タイプについては、定期的に洗浄を行い長寿命化に努

めなければならない。 

 

 

解説 写 2.3.1 橋座清掃３） 

解説 写 2.3.2 桁端洗浄３） 

解説 写 2.3.3 維持塗装 ３） 
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2.3.2 簡易止水構造 

 桁端洗浄作業などで、伸縮装置からの漏水が見られた場合に検討するものとする。 

【解 説】 

伸縮装置本体が健全であり、部分的な漏水にとどまる場合などは、伸縮装置の下面からの維持施工

が可能な対策を実施することが望ましい。特に、漏水が軽微であったり歩車道境界部や、張り出し部

のみの漏水である場合には、図 2.3.1、及び図 2.3.2 に示すような簡易的な排水樋の設置が効果的で

ある。 

●設置事例（角どいタイプ） 

  桁遊間が広い場合の対策としては、既製樋等で

樋構造を構築する対策が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●設置事例（ゴムタイプ） 

  桁遊間が狭く、作業スペースが限られる場合に

は伸縮装置と鋼材を連結し、ゴムシート等により

樋構造を構築する対策が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 2.3.4 張り出し部設置事例 

解説 写 2.3.5 桁間部設置事例 

解説 写 2.3.6 歩車道境界部設置事例 

解説 写 2.3.7 張り出し部設置事例 

解説 図 2.3.1 角どいタイプの止水構造 

解説 図 2.3.2 ゴム樋タイプの止水構造 

躯体側 躯体側 

角どい

打込式アンカー

角どい取付金具

シーリング材

シーリング材

押さえF.B

排水ゴム管

シーリング材

止水ゴム板

ボルト付金具

打込式アンカー
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2.3.3 その他清掃作業など 

維持工事で対応可能な日常管理を徹底すること 

（１）清掃；路面清掃、排水構造物清掃など 

（２）除草・剪定；橋梁周辺の材木、歩道、地覆周りなど 

（３）舗装；土工部アスカーブ設置、軽微なひびわれ、端部目地の補修など 

（４）除雪；路肩、歩道など 

【事 例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 2.3.8 排水桝の清掃 解説 写 2.3.9 排水桝の清掃 

解説 写 2.3.10 歩道部の除草 解説 写 2.3.11 アスカーブの設置 

解説 写 2.3.12 ひびわれの注入 解説 写 2.3.13 歩道の除雪 
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第3編  鋼橋 

3.1 腐食 

3.1.1 損傷の特徴 

（1） 腐食は、（塗装やメッキなどによる防食措置が施された）普通鋼材では集中的に錆が発生して

いる状態、又は錆が極度に進行し板厚減少や断面欠損（以下「板厚減少等」という。）が生じ

ている状態をいう。耐候性鋼材の場合には、保護性錆が形成されず異常な錆が生じている場

合や、極度な錆の進行により板厚減少が著しい状態をいう。 

（2） 腐食しやすい箇所は、漏水の多い桁端部、水平材上面など滞水しやすい箇所、支承部周辺、

通気性、排水性の悪い連結部、泥、ほこりの堆積しやすい下フランジの上面、溶接部等であ

る。 

（3） 鋼トラス橋、鋼アーチ橋の主構部材（上弦材・斜材・垂直材等）が床版や地覆のコンクリー

トに埋め込まれた構造では、雨水が部材上を伝わって路面まで達することで、鋼材とコンク

リートとの境界部での滞水やコンクリート内部への浸水が生じやすいため、局部的に著しく

腐食が進行し、板厚減少から破断が生じることがあり、注意が必要である。 

（4） 鋼コンクリート合成床版の底型枠（底鋼鈑等）は、鋼部材として扱う。 

【解説】 

 鋼材の腐食反応は、水と酸素の存在下で起こる。腐食反応の速度や腐食の範囲や程度には、気温や日照、

湿潤環境、塩分や排ガス等が影響する。日射や飛来塩分やＮＯｘ、ＳＯｘ等の作用により、塗膜や金属の皮

膜が劣化して鋼材保護性能が低下すると、腐食が進行して板厚減少等に至ることがある。 

 伸縮装置からの漏水によって、桁端部の局部的な腐食や塗膜劣化の発生事例が多い。東北地方においては

凍結抑制剤が散布されるため、鋼橋の路面水には多量の塩化物イオンが含まれており、伸縮装置や排水施設

の不具合や床版のひび割れからの漏水があると、比較的短時間に腐食が生じる可能性が高い。 

特に桁端部は空間が狭隘で湿気がこもりやすく著しい腐食が発生することがある。 

 代表的な腐食損傷の着眼点を図 3.1.2に示したので参考にするとよい。 
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3.1.2 損傷原因 

（１）伸縮装置および床版端部からの漏水により、主桁・端横桁・支承部に塗膜劣化による腐食が発生

する。飛来塩分の多い地域、凍結抑制剤を使用する地域では特に注意が必要である。 

（２）ＲＣ床版の防水不良等により、主桁上フランジ、ウェブに漏水し、腐食が発生する。腐食が発生

している場合の多くは、床版の貫通ひび割れも懸念されるため注意が必要である。 

（３）箱桁内部では、伸縮漏水や結露等により、箱桁内部は水分が滞水しやすく損傷が進行しやすい環

境である。 

【解 説】 

 （１）について 

  桁端部には、桁の変形を吸収するとともに路面の連続性を確保するために伸縮装置が設けられている。こ

の伸縮装置の排水機能が不十分な場合には、この部位から雨水が漏水し、主桁端部のフランジ、ウェブや端

対傾構部材などに腐食が発生する。この種の腐食は、一般環境下での腐食として も一般的な腐食である。

桁端部は、荷重を下部構造に伝達する重要な部分であり、この部分の腐食は桁の座屈や変形につながる恐れ

がある。同様に桁端部における腐食であるが、伸縮装置上を車両が通過するときの衝撃によりＲC 床版の端

部が劣化し、この部位からの遊離石灰を含んだ雨水が漏水し腐食が生じることもある。 

海岸に面した地点あるいは河口部に架けられた橋梁においては、飛来塩分の付着が腐食を促進し、上部構

造全体に腐食が進行している事例がある。また、山間寒冷地などにおいて凍結抑制剤（塩化ナトリウムや塩

化カリウム）が路面に散布される橋梁においても同様の腐食が生じることがある。この場合でも、腐食の程

度は各部で異なり、付着塩分が雨水で洗い流されにくく堆積するような部位、例えば鈑桁橋の外桁内側や内

桁、トラス・アーチ橋の床組部材や部材格点部、現場継手部などにおいて腐食の発生が著しい。塩分の付着

を伴う腐食表面は著しい凹凸状態となっており、断面欠損も著しい。 

 

 （２）について 

ＲＣ床版の打継ぎ部やひび割れ劣化部からの漏水が、鋼桁部の腐食を起こすことがある。床版内を伝わっ

た雨水はアルカリ性であり、アルカリに弱い塗装系では、塗膜が早期に劣化し、桁のフランジやウェブ部が

局所的に腐食する場合がある。 

 

（３）について  

 伸縮装置や箱桁内部に設置された排水管の不良などにより、箱桁内部に水が滞水し、フランジやウェブ、

縦リブなどに腐食が生じる事例がある。湿気のこもりや結露などが原因の一つと考えられるが、高力ボルト

継手部におけるすき間や桁端ダイヤフラムの開口部からの雨水の浸入も大きな要因である。 
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3.1.3 工法検討にあたっての調査 

 

補修設計に際しては、原因対策型の補修を実施するために、必要に応じて詳細調査を実施して損

傷原因を特定するとともに、損傷の程度や範囲を確認しなければならない。 

損傷の程度や範囲の確認にあたっては板厚測定を実施のうえ、当て板補修の要否を検討しなけれ

ばならない。 

検討にあたっては、3.1.4 5）を参照すること。 

全体塗替えを実施するにあたっては、旧塗膜中に含まれる鉛やクロム、ＰＣＢ等の有害な化学物

質の有無について把握し、必要な対策を講じなければならない。 

※鉛等有害物質を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

［Ｈ26.5 厚生労働省労働基準局安全衛生部］ 

【解 説】 

 補修設計にあたっては、損傷自体の対策だけでは同原因の損傷を再度発生（再劣化）する可能性があるた

め、損傷原因の把握と対策が非常に重要である。 

局部的な腐食の場合は、腐食の原因となる水の浸入経路について確認し、止水対策を先ず行うことが重要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
解説 図 3.1. 1 腐食の損傷原因の抽出 
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補修の必要性の判断、補修工法の選定、補修範囲の確定のためには、損傷の原因、程度や範囲を詳細調査

により把握しなければならない。従って補修設計時調査、詳細調査は、損傷原因の特定、損傷の程度や範囲

を把握することを目的に行う必要がある。特に鋼橋の補修においては、腐食による断面欠損など応力照査を

伴う場合もあるため、詳細調査においては部材厚や部材寸法等を計測して把握する必要がある。 

 補修設計時調査、詳細調査で把握すべき損傷項目と記録すべき事項を以下に示す。 

（１）防食機能の劣化 

防食機能の劣化は、錆、ふくれ、割れ、はがれ、白亜化、変退色、よごれなどについて、標準的な写真

や限度見本標準図などとの比較照合により行う。鋼橋全体を巨視的に見て、塗膜劣化が環境および部位別

で偏りがあるか否かを観察することにより、局部的な損傷（桁端部等）の状況、平均的な経年劣化の状況

を把握することが重要である。 

（２）腐食 

 腐食損傷は、腐食している部材（主桁、横桁等）、部位（桁端部、桁端部以外など）、範囲（寸法計測）

および腐食による残存板厚の測定を行う。腐食鋼板の残存板厚の測定は、腐食が進んだ部材の力学性能を

評価するために実施する。引張強度を検討する場合には、抵抗断面の減少の程度が重要であり、圧縮強度

を検討する場合には、抵抗断面の減少とともに、部材や部材を構成する板の座屈を誘発するような形で、

腐食が部分的あるいは局部的に進行していないかの確認が重要となる。 

 鋼部材の防食機能の劣化、腐食は伸縮装置が非排水型ではないための橋面水の漏水や床版損傷部からの

漏水により発生する事例が多いため、以下の部材に着目する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 3.1. 2 腐食損傷の着眼点 

床版損傷部からの漏水による
主桁、対傾構、横構の発錆・腐食

高力ボルト、リベット継手部の
塗膜の劣化、発錆・腐食

桁端部の上・下フランジ、ウェブ、
端補剛材の発錆・腐食

支承部の発錆・腐食、支承機能の劣化、
泥・ゴミの堆積

端対傾構、端横桁部材
の発錆・腐食

排水装置の泥の堆積、
伸縮継手本体の発錆・腐食

導水パイプの抜け

床版水抜きパイプ

排水管からの漏れ
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１）ノギスによる測定 

 ノギスにより、腐食による残存板厚を計測する場合は、フランジ等の挟み込める箇所に限られる。腐

食深さを測定する場合は、ノギスのデプスバーを使用することで測定できる。 

 ２）超音波厚さ計による測定 

 腐食が進行した鋼板に対して、超音波厚さ計（超音波パルス反射法）を適用する場合は、測定面を平

滑化するための処理が必要となる。これは、表面を錆が覆っており表面に凹凸がある場合には、測定端

子と鋼板とが密着せず入射できる超音波が微弱となること、反射波が錯乱して SN 比や精度の低下を招

くことなどによるからである。JIS Z 2355（超音波パルス反射法による厚さ測定方法）では、「測定面に

腐食による錆、浮いたスケール、異物の付着又は剥離している塗装の場合には、これをワイヤブラシ又

は剥離剤などによって除去し、砥石、サンドペーパーなどを用いて表面粗度を 25a（100S）以下に仕上

げる」とされている。 

 ３）塗膜成分調査 

試料採取により塗膜中の「鉛量の測定」及び「PCB含有量試験」を行う。塗膜分析は事前に過去の再塗

装履歴を調査し、採取箇所を決定すること。過去に塗替が実施されたものでは、３種ケレンにより旧塗膜

を除去しないまま塗り重ねが行われている橋梁も多いため、竣工時の塗装系、塗替時の塗装系に留意しな

ければならない。 

試料採取時は、素地調整によって生じた旧塗膜のケレンダストは周辺の土壌や河川等を汚さないよう十

分留意するとともにその廃棄を適切に行うこと。また、作業員の健康と周辺環境への影響を考慮し、ケレ

ン屑のばく露防止対策を行うこと。 

調査項目の例を以下に示す。 

解説 表 3.1. 1 調査項目（例） 

調査項目 数量 採取方法 分析方法 

鉛・PCB 

含有量試験 
試料 

スクレイパーまたは 

ジェットタガネ 

によるはつり作業 

鉛 ：平成 24 年底質調査方法Ⅱ.5.2 

PCB：平成４年厚生省告示第１９２号 

第三の部材試験方法 

■ 試料採取概要（例） 

   塗装は 1 箇所あたり 50cm×50cm 程度を剥ぎ取り、1 試料あたり 50g を分析試料とする。 

   なお、飛散防止対策として、採取箇所を養生し採取を行う。（サンプリング状況写真参照） 

   ケレンダストは周辺への飛散が無いよう、作業直下にはブルーシート等を敷設したうえで、ビニール

袋内に漏れの無いよう確実に集塵格納して、産廃処理とする。 

 作業員は、防塵マスクや防護服等で全体を被覆して、健康被害が生じないよう配慮徹底する。塗装採

取箇所は、一時的には市販の塗装（防錆スプレー）で仮処理を行い、Rc-Ⅱ相当の塗装系で復旧を行う。 

 

サンプリング状況（例） ジェットタガネ（参考） 

解説 図 3.1. 3 機材とサンプリング状況（例） 
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以下に分析方法及び判定基準、定量下限値を示す。 

（１） 鉛 

① 分析方法：平成 24 年底質調査方法Ⅱ.5.2 

② 判定基準：なし 

③ 定量下限値：0.2mg/kg 

（２） PCB 

① 分析方法：平成４年厚生省告示第１９２号第三の部材試験方法 

② 判定基準：0.01mg/kg 

③ 定量下限値：0.01mg/kg 

 

【参考】塗膜中に含まれる可能性のある有害物質 ２） 

※土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン（案）平成 28年 9月 より 

 

・鉛化合物 

 鉛丹、亜酸化鉛、一酸化鉛、シアナミド鉛、塩基性クロム酸鉛などの形態で、従来の塗料用原料の中に着

色顔料、防錆顔料、硬化促進剤などとして使用されていた。鉛には蓄毒性があり、血中の濃度が一定以上に

なると、慢性中毒による貧血、腹部症状、神経症状等を引き起こす。現在では鉛フリー化された塗料が主流

となっている。鉛を含む塗膜の除去、及び素地調整作業においては、含有量にかかわらず「鉛中毒予防規則(厚

生労働省令第 71 号、2012.4.2)」の適用を受ける。また、平成 26 年 5 月 30 日に「鉛等有害物を含有する塗

料の剥離やかき落とし作業における鉛化合物による健康障害防止について(基安労発 0530 第 1 号、基安化発

0530 第 1 号、2014.5.30)」が厚生労働省より発出され、鋼構造物等塗膜の除去作業における鉛化合物による

健康障害防止を徹底するため、解説 表 3.1.2 に示す事項について通知された。 

 

・クロム化合物 

 鉛と同様に、従来の塗料原料中に多く含まれていた重金属の一種である。クロムの単体および三価クロム

は無害であるが、六価クロムの化合物は極めて毒性が高い。発がん性があり、鼻腔から長時間吸引すること

で鼻中隔穿孔と言われる症状を引き起こす。現在ではクロムフリー化された塗料が主流となっている。クロ

ム酸またはクロム酸塩を含む塗膜の除去および素地調整作業においては、含有量が重量の１％を超えると、

「特定化学物質障害予防規則(厚生労働省令第 141 号、2015.9.17)」の適用を受ける。 

 

・ＰＣＢ 

 ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、塗料においては主に昭和 40 年代に製造された塩化ゴム系塗料に、

可塑剤として用いられていた。 近では、同じ設備の使用によるコンタミネーションや、塗料用顔料の一部

で製造工程中に非意図的に微量のＰＣＢが副生する可能性が指摘されており、 近では塩化ゴム系塗料以外

でも低濃度のＰＣＢが検出される事例が報告されている。ＰＣＢを含む塗膜の除去および素地調整作業にお

いては、含有量が重量の１％を超えると「特定化学物質障害予防規則」の適用を受ける。１％以下の場合で

も、人体へのばく露および環境への拡散を極力防ぐ必要がある。 
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解説 表 3.1. 2 「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における 

労働者の健康障害防止について」抜粋２） 
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3.1.4 補修工法 

補修工法の選定は、詳細調査で確認した損傷の程度、範囲、原因に応じた適切な補修工法の選

定と、損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めなければならない。 

 

【解 説】 

補修設計にあたっては、同じ損傷を繰り返さないために、損傷自体の対策だけでなく、損傷の発生原因を

含めた対策を行わなければならない。なお、補修範囲は当該損傷だけに着目せず、別損傷の状況、他の径間

に生じている損傷状況など橋梁全体を総合的に評価して決定する必要がある。 

 補修工法の選定は、予防保全、残存供用期間を考慮のうえ、 小のライフサイクルコストを実現できる時

期、工法を採用することが望ましい。ただし、本手引きにおいては、対策区分Ｃ１Ｃ２の損傷について、原

因を含めて適切に補修することを主眼としているため、損傷の原因、程度、範囲から補修工法を選定するこ

ととした。架替え予定の橋梁の補修などは、個別に検討して判断すること。 
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 １） 塗装一般 

（１）塗装一般 

 道路管理者は、定期点検や詳細点検の結果に基づき、防食機能が合理的に維持されるよう塗替え

時期や塗装仕様等の塗替え計画を立案・実施しなければならない。また、防食機能以外にも景観・

美観上の配慮を特に必要とする場合には、変退色や汚れの程度も考慮するなど、必要に応じて防食

機能に限らずその橋の塗装に要求された性能劣化の観点から塗替え時期や塗装仕様等を検討しな

ければならない。 

 塗替え塗装にあたっては、塗膜劣化程度が部材ごとに一様でないことを考慮し、塗膜劣化調査に

基づき、塗替え塗装に大きな影響を与えない程度の部分的な塗膜劣化を許容しての塗替え計画を行

なうものとする。なお、塗替え塗装時に損傷調査で発見できなかった亀裂を発見した場合は、その

まま塗装するとその後の亀裂の追跡ができなくなるので絶対行ってはならない。 

（２）塗膜劣化調査 

 塗膜の点検は、塗り替え計画を合理的に策定するため 2～5 年に 1 回程度行い塗膜劣化の傾向を

把握することが望ましいが、現状は橋の定期点検時に併せて行うことが多い。 

 塗膜点検の種類は大別すると以下の通りであり、点検要領は「資料編２.関連通達：橋梁定期点

検要領（案）」によるものとする． 

   ① 定期点検 

   ② 詳細調査 

（３）素地調整 

 素地調整は、塗装範囲によらず素地調整 1種を原則とする。 

【解 説】 

 （１）について 道路管理者は定期点検等の結果に基づき、塗替え計画を立案・実施しなければならない。

塗替え時期を逸してしまうと鋼部材の防食機能の劣化にとどまらず、腐食による減厚によって耐荷力の低下

を引き起こすことにもなりかねないので留意する必要がある。また、塗装仕様についても旧塗膜の塗装系及

び塗替え後の塗膜に期待する耐用年数によって塗装仕様を選定していたが、ＬＣＣの観点から従来よりも耐

久性の優れた重防食塗装系を基本に選定するのがよい。 

 塗膜劣化現象としては、錆、はがれ、割れ、膨れ、変退色、光沢の低下、チョーキング（白亜化）がある

ので、その形態や進行の程度を踏まえて塗替え時期を計画する必要がある。 

 塗替え計画は、損傷の進行が早い箇所について部分塗替えを繰返し実施し、塗替えを実施しない箇所につ

いては、防食機能に大きな影響を与えない程度の部分的な塗膜劣化を許容するものとする。全面塗替え塗装

は、全体的に防食機能の低下が見られるようになった時期に行なうものとする。 

（２）①について 定期点検は、多数の橋の塗膜を効率的に維持管理するために、定期的に塗膜の劣化状況

を点検し、塗替え計画の策定に必要なデータを取得して適切な時期に塗替が行われるようにするものである。

近接目視により塗膜外観の調査（錆、はがれ、割れ、膨れ、変退色、汚れ）および漏水や滞水等の塗装に影

響を及ぼす原因の有無あるいはその状況の確認を行う必要がある。点検においては、橋全体の塗膜劣化程度

を把握することが望ましいが、困難な場合は少なくとも塗膜劣化を代表する箇所を把握する。塗膜点検は下

表に示すような構造や環境条件からさびの生じやすい箇所は確実に点検し、見落としの無いようにする。 
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解説 表 3.1. 3 塗膜劣化が生じやすい箇所と原因１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②について 詳細調査は、塗膜の早期劣化や特異な変状が現れた場合には、その原因を明らかにする

ために実施し、補修の要否、塗替え塗装系、素地調整方法を検討する。 

  近接目視による塗膜外観の調査（錆、はがれ、割れ、膨れ、変退色、汚れ）と架設環境の変化および漏水

や滞水等の塗装に影響を及ぼす原因の有無あるいはその状況の確認を行う必要がある。必要に応じて機器を

用いた付着力、光沢、チョーキング並びに付着塩分量を測定することが望ましい。検査路、橋梁点検車、足

場を用いて塗膜に近接し、各部位の詳細な塗膜劣化状況を調査する必要がある。 

（３）について 部分塗替え塗装、全面塗替え塗装を行う際の塗装仕様は、耐久性を考慮して下塗に有機ジ

ンクリッチペイントを塗布する重防食塗装系を原則とする。有機ジンクリッチペイントは適切な素地調整が

なされれば良好な防食性能を発揮することが既往の促進試験でも確認されているため、素地調整はブラスト

法により素地調整 1 種、ISO Sa1/2 相当以上に仕上げることを原則とする。なお詳細については「鋼道路橋

の部分塗替え塗装要領（案）」を参照されたい。工事上の制約によって素地調整程度１種ができないで場合に

は、別途検討を行うものとする。重防食塗装から重防食塗装への塗替えにおいては、一般部については「鋼

材を錆びさせない＝有機ジンクリッチペイントを痛ませない」ことであるため、フッ素樹脂塗料が劣化した

ら４種ケレンでそこだけ調整して再塗装すれば防食性は維持、向上される。ただし、塗膜の乗りづらい下フ

ランジの角部や、竣工時から無機ジンクリッジペイントが塗られていない可能性があるトルシア高力ボルト

のピンテール部分については別途検討が必要である。 

 なお、素地調整程度と作業内容は解説 表 3.1.4に示す通りである。 

解説 表 3.1. 4 素地調整と作業内容 １） 

素地調整程度 錆面積 塗膜異常面積 作業内容 作業方法 

１種 － － 
錆、旧塗膜を完全に除去し鋼材面を露出

させる 
ブラスト法 

２種 30%以上 － 

旧塗膜、錆を除去し鋼材面を露出させる。 

ただし、錆面積 30%以下で旧塗膜がＢ、ｂ

塗装系の場合はジンクプライマーやジン

クリッチペイントを残し、他の旧塗膜を

全面撤去する。 

ディスクサンダ

ー、ワイヤホイル

などの電動工具

と手工具との併

用、ブラスト法 

３種Ａ 15～30% 30%以上 
活膜は残すが、それ以外の不良部（錆、

割れ、ふくれ）は除去する。 
同上 

３種Ｂ 5～15% 15～30% 同上 同上 

３種Ｃ 5% 5～15% 同上 同上 

４種 － 5%以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上 

塗膜劣化が生じ易い箇所 考えられる原因 

部材の鋭角部 

フランジ下面 
塗膜厚不足 

ボルト継手部 

溶接部 

素地調整が不十分 

塗膜厚が不均一 

添接部 アルカリ性スラグやスパターの付着 

伸縮継手周辺部、支承 

桁の架け違い部 

床版の陰の部分 

箱桁の内部 

雨水やほこりが溜り易い 

湿気が溜り易い 
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 ２） 部分塗替え 

（１）部分塗替え塗装は、桁端部等特定の部材又は部位の劣化が著しい場合に、その箇所を含むあ

る範囲を塗替えることを示す。箱桁内部も含むものとする。 

（２）部分塗替え塗装系は重防食塗装系を採用することを原則とする。 

（３）新塗膜と旧塗膜との境界部には、塗り重ね部を設けるものとする。 

（４）塗装範囲は腐食が局部的であっても維持管理を考慮する範囲をまとめて塗替えるものとし、

局部的な塗装は原則として行わない。 

（５）桁端部を対象とする場合は、腐食環境に配慮し橋座面上を塗装の 小範囲とする。 

（６）部分塗替え塗装完了後に、電子媒体への記録と主桁端部の腹板等の見やすい位置に塗装記録

表を残すことを原則とする。 

【解 説】  

部分塗替え塗装の詳細については「資料編２．関連通達：鋼道路橋の部分塗替え塗装要領（案）平成 21 年 9

月 国土交通省」を参照されたい。 

（１）について ここでいう特定の部材又は部位とは、橋全体に対する一部の部材、あるいは主桁の桁端部、

下フランジの下面等の一部の部位や添接板等の小規模な範囲を示す。また、端部の下フランジに滞水が生じ

やすい箱桁内面についても腐食状況を確認のうえ部分塗替えを実施することとした。 

（２）について 桁端部は塗装の劣化が特に顕著となり、維持管理上の着目すべき箇所であり、狭く施工環

境が厳しい箇所でもある。このような箇所で頻繁に塗替えを繰り返すことは、不経済になるばかりか、素地

調整の騒音等の社会的な影響も大きいことから耐久性に優れる重防食塗装系を採用することを原則とした。 

 なお旧塗膜が一般塗装系である A 塗装系、B 塗装系の場合は塗装・防食便覧に示されるＲｃ-Ⅰ塗装系に準

拠し下表の使用によることを原則とする。また、C 塗装系又は耐候性鋼材、溶融亜鉛めっき、金属溶射につ

いては別途検討が必要である。 

解説 表 3.1. 5 Ｒｃ－Ⅰ塗装系（スプレー）１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 表 3.1. 6 Ｒｄ－Ⅲ 箱桁内面塗装系（はけ、ローラー）１） 

 

 

 

 

塗装工程 塗料名 使用量（g/㎡） 塗装間隔 

素地調整 １種 
4 時間以内 

下 塗 有機ジンクリッチペイント 600 

1 日～10 日 

下 塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240 

1 日～10 日 

下 塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240 

1 日～10 日 

中 塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 170 

1 日～10 日 
上 塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 140 

塗装工程 塗料名 使用量（g/㎡） 塗装間隔 

素地調整 ３種 
4 時間以内 

第１層 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 300 

2 日～10 日 
第２層 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 300 
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（３）について 部分塗替え塗装を行った場合、旧塗膜と新塗膜の境界部は腐食因子等が侵入して弱点とな

りやすいため、必ず新旧塗膜の塗り重ね部を設けるものとする。ただし新旧塗料の組み合わせが適切でない

と密着不良やしわが発生するので、塗装仕様を決定する際に十分な検討が必要である。以下に旧塗膜が A 塗

装系の場合の塗り重ね部の処理の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）について 塗膜劣化箇所が点在するなどそれぞれの面積が小さい場合に、タッチアップ塗装のような

施工をすることは品質確保上好ましくない。また、そのような点在箇所を施工した場合には、他の部位と分

別して維持管理していくことが困難であることから、将来の維持管理を考慮してある範囲をまとめて塗替え

るのが望ましい（解説 図 3.1.5参照）。ただし、構造上連続性がとぎれるなどの理由から、塗装範囲をまとめ

ることが困難な場合や、このような施工を行うことが著しく不経済となる場合等において、部材単位や構造

単位、あるいは塗膜劣化部分のみを対象に部分塗替え塗装を行うことを妨げるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）について 桁端部は通気性が悪く、路面排水処理の不備や伸縮装置の漏水等により桁が長期間に渡っ

て湿潤状態になるなど、非常に厳しい環境下に曝される箇所である。したがって、桁端部における部分塗替

え塗装の範囲は橋座面上を 小範囲とする（解説 図 3.1.6（a）参照）。また、地形等の特徴から桁下空間が確

保されず、風通しが悪いなど良好な環境が望めない範囲についても塗替え対象に含めるのが望ましい（解説

図 3.1.6（b）参照）。 

解説 図 3.1. 4 新旧塗膜の塗り重ね部の処理（旧塗膜が A塗装系の場合）３） 

解説 図 3.1. 5 劣化部位に応じた塗装範囲の決定例 ３) 
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 また、上記（４）、（５）の塗装範囲にとらわれずに現地判断において腐食全体を覆う必要な範囲を塗装す

ることを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）について 塗装系、塗料名称、塗装時期が明示されている部分塗替え塗装の記録（解説 図 3.1.7）は

データベース化して保存するものとする。 

 また、塗装工事者は塗装工事終了後に塗装記録表（解説 図 3.1.8)を橋梁に記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腐食が残っている 

腐食箇所が残っている 

 

解説 図 3.1. 6 部分塗替え塗装の範囲（桁端部）３） 

解説 写 3.1. 1 塗装範囲設定が好ましくない例 

解説 図 3.1. 7 部分塗替え塗装の記録 ３） 
解説 図 3.1. 8 塗装記録表 ３) 

解説 図 3.1. 9 部分塗替え塗装の記録 ３) 
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 ３） 全面塗替え 

（１）橋全体または一部の区間の劣化が著しい場合に、その範囲全面を塗替えることを示す。 

（２）全面塗替え塗装系は、重防食塗装系を採用することを原則とする。 

（３）全面塗替え塗装完了後に、電子媒体への記録と主桁端部の腹板等の見やすい位置に塗装記録

表を残すことを原則とする。 

【解 説】  

全面塗替え塗装の詳細については「鋼道路橋塗装・防食便覧」を参照されたい。 

（１）について 一部の区間とは、ここでは単一又は複数の径間、あるいは主桁全体など塗替え塗装の作業

範囲としてある一定規模以上の範囲を対象とする場合を示す。 

（２）について 全面塗替え塗装系は、部分塗替え塗装と同様の重防食塗装Ｒｃ-Ⅰ塗装系とするのが良い。 

（３）について 部分塗替え塗装と同様に記録するものとする。 
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 ４） 塗膜剥離工法について 

（１）塗膜剥離剤は、土木鋼構造物の既存の塗膜を飛散させることなく、産業廃棄物量を必要以上に増や

すことなく、従来の素地調整工法に比べて安全かつ確実に除去・回収するために用いる。 

（２）鋼構造物塗装の塗替え塗装工事における素地調整では、事前調査結果に基づき、必要に応じて塗膜

剥離剤を用いた塗膜除去工法を選定する。 

（３）塗膜除去工法の要求性能については、『土木研究所資料 土木構造物塗膜剥離剤ガイドライン（案）

Ｈ28.9』を参考にすること。 

【解 説】 

 （１）について  

    従来の素地調整では、物理的に既存塗膜を除去する工法（ブラスト処理工法、動力工具工法、手工具処

理工法）が主として用いられており、処理面の遺物や劣化した塗膜を除去するのと同時に、錆を除去し鋼

材表面に適度な表面粗さを形成することができる。しかしその一方で、塗膜を粉砕して除去するため、ケ

レンダスト（粉塵）の飛散や騒音等の発生が問題となっており、旧塗膜が一般塗装系の場合には、塗膜に

有害物質（鉛、六価クロム化合物、ＰＣＢ等）が含まれていることがあるため、作業者の健康影響や周辺

環境の汚染を未然に防ぐために厳重な対策が求められる。 

 （２）について  

  塗膜除去工法の選定の例を解説 図 3.1.10 に示す。塗替え塗装を行う場合には、3.1.3 3）により調査を

行う必要がある。 

  塗膜剥離剤は湿潤化による塗膜除去工法であり、従来の物理的処理工法に比べて粉塵の発生を大幅に抑

制することができ、安全かつ確実に塗膜を回収することができる。ただし、塗膜剥離剤では、さびや黒皮

は除去することができない。また、長ばくエッチングプライマーのような鋼材と科学的に反応している塗

膜などに対しては、鋼材面の微細なくぼみに侵入した塗膜が除去しにくいため、必要に応じてこれらの除

去方法を別途検討すること。 

 

 

 

解説 図 3.1. 10 塗替除去工法の選定の流れ ２） 
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 （３）について  

  【要求性能】 

①塗膜剥離性 

②作業性 

③安全性 

以上の観点から塗膜剥離工法を選定すること。詳細は『土木研究所資料 土木構造物塗膜剥離剤ガイドラ

イン（案）Ｈ28.9』を参考にするよい。 

 

  ※火災安全性について ２） 

  近年、塗替え塗装工事における火災事故が発生していることなどを受けて、現場塗装工事においては、

従来よりも厳しい水準での火災安全性の確保が求められている。塗膜剥離剤の選定にあたっては、一定

以上の高い引火点を有する塗膜剥離剤を用いることにより火災の危険性を低減することが必要である。 

   塗膜剥離剤の種類によっては、塗膜剥離後に専用のクリーナーやシンナー等による拭き取り作業を必

須としているものがある。そのため、塗膜除去作業において塗膜剥離剤以外に用いられる材料について

も火災安全性を確認すること。 
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 ５） 減肉・欠損部補修 

（１）補修設計は、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施するものとする。 

（２）補修設計は、損傷の程度に応じて部材の応力状態などに留意して実施しなければならない。 

（３）補修範囲の設定に際しては、損傷の範囲や原因に応じて決定しなければならない。 

【解 説】  

  東北地方のような積雪寒冷地においては、凍結抑制剤の塩分を含んだ水分供給により、桁端部（支承部

付近の主桁下フランジ、ウェブ）で板厚減少等が数多く報告されている。一方で、その補修・補強方法に

ついては明確に示されていないのが現状である。 

ここでは、既往の研究結果、文献に基づいた補修設計の考え方を参考として示す。腐食に対する全般的

な考え方は『腐食した鋼構造物の性能回復事例と性能回復設計法(土木学会 2014)』を、桁端部の腐食につ

いては『鋼橋桁端部の腐食対策に関する研究(土木研究所平成 22 年 3月)』をそれぞれ参考にするとよい。 

（１）について   

補修設計は、再劣化を防止するために、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施する必要

がある。特に補修履歴がある損傷（再劣化）は、損傷原因を先ず除去しないと、同原因により再度損傷

することとなる。このように再劣化した場合は、損傷原因の除去が特に重要であり、その効果（適切な

原因除去がなされているかなど）を追跡調査等により確認する必要がある。 

（２）（３）について  

  a）補修の要否について 

補修の要否を判断する手法としては、腐食部位の板厚計測から得られた現況の断面積を用いて残存耐

荷力を照査する方法があげられる。前述した『腐食した鋼構造物の性能回復事例と性能回復設計法(土木

学会 2014)』では、既存の耐荷力評価式によって評価する方法として引張を受ける板について以下の式

が紹介されている。 

 

    Pu＝ σy Amin 

        Pu：引張耐荷力  σy：部材の降伏応力 Amin：板の引張力と直交する断面の 小断面積 

 

    現時点で「板厚が○○%減少すると補修が必要」という明確な判断基準は示されていないため、損傷

部材の要求性能や部材に作用する外力の種類に応じて個別に判断するものとする。 

    

腐食・減肉に対する補修（当て板等）の代表的な部位

は、応力が 大となる桁端部、支間中央部に着目して実

施する。 

主桁の発生断面力の傾向と部位の関係は解説図 3.1.11

のとおりであり、曲げモーメントが 大となる支間中央

部では下フランジの減肉が耐荷力に大きく影響する。 

また、せん断力は支点部が 大となるため、ウェブと

垂直補剛材の減肉が大きく影響する。 

    

 

P(kN)
q(kN/m)

L(m)

+

-

曲げモーメント分布

せん断力分布

解説 図 3.1. 11 主桁の応力分布図 

3-17



  b）当て板工法 

    ①概要 

     板厚減少等が生じた部材に対して、鋼板や形鋼により当て板することで断面減少部を補う工法であ

る。近年は腐食した鋼構造物に対してＦＲＰで補修する工法の研究がすすめられているが、東北管内

では実施事例がないため、ここでは当て板の材料として鋼材を用いることを原則とする。 

     なお、ＦＲＰ補強について採用を妨げるものではなく、検討にあたっては『設計要領第二集橋梁保

全編【東日本高速道路株式会社】』に記述されているため参考にするとよい。 

    ②接合方法 

     母材とは高力ボルトにより接合する方法と現場溶接により接合する方法がある。補修工事は供用下

で実施されており、施工箇所も狭隘な場所が多い。高力ボルトによる連結は交通供用下の施工も可能

であり、確実に連結することができ、疲労耐久性に優れる。一方、現場溶接による接合は連結ボルト

の配置が不要なため補修範囲を 小限にできるものの、交通供用下では振動等により溶接の品質に影

響を与える。これらのことから、主要部材における溶接接合は原則不可とする。 

    ③添接面の不陸整正 

     ケレン後の母材は不陸が生じているため、当て板との間に隙間が生じ、高力ボルトで締め付けても

摩擦接合継手としての性能を発揮することができない恐れがある。また、隙間から水が侵入し、再劣

化も懸念される。そのため、母材と当て板との間にエポキシ樹脂や金属パテを塗布し、隙間を充填し

て不陸を整正し、接着面を確保しなければならない。 

      さらに、当て板の全周にシール材を充填し、水の浸入を防ぐことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブ

下フランジ

補強板

弾性シール材
全周

エポキシ樹脂
金属パテ等

エポキシ樹脂
金属パテ等

解説 図 3.1. 12 不陸整正のイメージ 

解説 図 3.1. 13 当て板補修の例２） 

*桁接触面は平らに仕上げること。

″a″ 部 詳 細

6
*

C8

ウェブ

補強板

弾性シール材 弾性シール材

弾性シール材

補強板"a"

補強板

下フランジ

ウェブ
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④構造詳細 

 ④－１ 補強断面 

当て板による補強断面の決定方法は、腐食部分の断面を欠損断面とし、追加部材によって不足断面

を補う設計を基本とする。断面計算の方法は以下に示す計算方法 1～3 の 3 通りに分類される。 

 計算方法１；残存断面で死荷重を、当て板で活荷重の負担を期待して断面計算を行う。 

 計算方法２；残存断面に荷重の負担を期待せず、当て板で死活荷重を負担するものとして断面計算

を行う。 

 計算方法３；当て板の断面計算を行わず、損傷部材の当初設計と同等の板厚および材質の当て板を

設置する。 

 過去の事例では、施工時の足場仮設後の調査、再塗装時のケレン後など、施工が開始された後に著

しい腐食が確認されることが多く、断面照査を行わずに計算方法３により実施される場合が多い。   

このため、計算方法１、２を行う場合としては、アーチやトラスなどの主要部材で、破断により落

橋の恐れが生じる部材などが考えられる。 

 

④－２ 範囲 

当て板による補修工法は、既設部材へ新たに設置した当て板への荷重の伝達経路を変更することで、

腐食損傷箇所に作用する応力を低減させるものである。このため、支間中央部など作用応力が大きい

箇所においては、腐食損傷範囲の前後で荷重伝達区間を考慮した範囲とすることが重要である。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷範囲 応力伝達区間応力伝達区間

解説 図 3.1. 14 当て板補修範囲の概要図 ４） 
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  c）部材交換 

    ①概要 

     当て板では性能回復が困難な場合に部材そのものを交換する工法である。 

    部材交換は荷重伝達が変化する可能性を考慮し、各部位の荷重分担などに留意して検討を行わなけ

ればならない。また、施工時において部材を撤去する場合には、撤去部以外の部材の荷重分担が大き

く変化するため、ベントやバイパス部材、補強材の使用などにより安全性を確保しなければならない。 

   

②桁端部の部材交換 

  鋼桁の桁端部は構造上腐食因子がとどまりやすく、加えて凍結抑制剤の塩分を含んだ伸縮装置から

の漏水により、支承近傍の主桁部材である主桁ウェブと主桁下フランジの接合部付近の腐食が加速度

的に進行する場合がある。このような場合、減肉、欠損箇所は支承のソールプレートと近接している

ため、ボルト接合は困難であり、当て板では十分な補修効果が得られないことから部材交換が必要と

なる。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    桁端部の部材交換は、支点の仮受け後に腐食

部分の撤去、新設部材への取替を行う。 

    支点の仮受けの際は、あらかじめ仮受け補強

材を配置する。また、部材撤去時は大幅に断面

が小さくなるため、部材の変形防止のための補

強材を設置しなければならない。 

    接合方法は現場での作業環境などから適切

に選定する。ボルト接合の場合は、添接ボルト

設置により補修範囲が大きくなるため、端部の

横組み（対傾構、横桁、ガセット）も交換、ま

たは一時撤去となる場合があるため、既設部材

との取り合いに留意すること。 

    一部材の寸法の決定にあたっては、現場条件、

資機材の搬入方法等を十分考慮の上、無理な

く安全に施工できる大きさ（重さ）にするよ

うにしなければならない。

施工時補強材

部材交換

添接部材

主桁仮受け
補強材

沓座

仮受けジャッキ

仮受けブラケット

弾性シール材
全周エポキシ樹脂

金属パテ等

解説 写 3.1. 2 支点部付近の腐食事例 1 解説 写 3.1. 3 支点部付近の腐食事例２ 

解説 図 3.1. 15 部材交換図の例 
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③横組み（横桁、対傾構、横構）の部材交換 

横構・横桁・対傾構は架設条件、対象部材箇所により腐食因子が異なる。桁端部では伸縮装置から

の漏水等により他の部位と比べ腐食が生じやすい。また、床版水抜きパイプ、排水管の流末不良等に

よる漏水の影響で、部分的に腐食、断面欠損が生じる場合もある。 

交換は、対象箇所の補強が必要な場合を除き、竣工当初の設計断面と同等の部材を設置する。 

部材交換は供用下で実施されることが一般的であり、活荷重が作用している状態で一時的に架設時

の構造を変化させることになるため、横桁部材が取り外された状態の影響を確認する必要がある。 

特に曲線Ⅰ桁橋での部材交換は注意が必要である。 

対傾構やその周辺の横構は、地震時に橋軸直角方向の水平変位によって、変形することもあるので、

主桁ウェブや垂直補剛材に亀裂等の影響を及ぼす前に、耐震性能確保の観点から、速やかに部材交換

をする必要がある。 
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3.1.5 補修材料 

 １） 鋼材 

 鋼橋補修で使用する鋼材は、一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101 SS 材)、溶接構造用圧延鋼材(JIS G 3106 

SM 材)、溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材(JIS G 3114 SMA-W 材)とする。その化学成分、機械的性質は道路

橋示方書･同解説Ⅱ鋼橋編(表-解 1.6.3、1.6.4)によるものとする。 

【解 説】 既設鋼材に溶接等の補修を行う場合、既設鋼材の化学組成（炭素当量、割れ感受性指数）等に

十分留意して実施する必要がある。解説 表 3.1.7に古い鋼材に対する加工上の留意点を示す。 

解説 表 3.1. 7 古い鋼材に対する加工上の注意点５) 

鋼材名 製作時期 加工上の注意点 判別方法 

主として 
錬鉄 

1883年程度以前（明

治 26 年以前） 

・材質が不均一で層状剥離を起こすこともある。 
・強度は現行の 41 キロ材より低い（引張強度：70～80%、伸び：

数分の１程度、じん性：非常にもろいものが多い） 
・P、S が多いものもあり、溶接は避けるべきである。 

・火花試験 
・成分試験 
・引張試験 
・製作年代からの推定 

主として 
ベッセッマ

ー鋼 

1909年以前の鋼（明

治 42 年以前） 

・強度は現行の鋼材と変らないものもある。しかし、特にベッ

セマー鋼はばらつきが大きく、錬鉄と同程度と考えれば安心

できる。 
・Si が少ないため、溶接性は劣るので、溶接は避けた方がよい。

・P、S、O の含有率が高いため、じん性は劣る。 

・火花試験 
・成分試験 
・引張試験 
・制作年代からの推定 

鋼 

S39
1926 年～1928 年以

前（大正 15 年～昭

和 3 年以前） 

・材質的には不均一のものが多い（S、Cu、O が多く、Si が少

ない）。 
・強度的には規格値は保証されている。 
・しかし、じん性は低く割れやすい。 
・溶接は可能であるが、その方法は検討の余地もある。 
・老朽化した母材は、溶接部よりもじん性は劣っているし、い

ったん亀裂ができると大きな割れに結びつきやすい。 

制作年代がある程度判

明すれば 
・成分試験 
・母材の COD 試験もし

くは衝撃試験で十分 SS39
1928 年以降（昭和 3
年以降） 

SS41

1940 年以降（昭和

15 年以降） 
・ほぼ現行の鋼材と同じ性質である。 
・ただし、腐食が著しく進行しているものは、腐食に対する配

慮が必要となる。 

製作年代と JIS 鋼種の

適用が判明すれば十分

である。 

1951 年以降（昭和

26 年以降） 

SM41
1970 年以降（昭和

45 年以降） 

 補強鋼材で使用する現在用いられている鋼材の概要を以下に示す。 

 １）SS 材（一般構造用圧延鋼材） 

 SS 材の化学成分は、JIS では P 量及び S 量が 0.050%以下とだけ規定されており、鋼材の成績表に含

有量を示せば、必要に応じて他の合金元素を添加できる。強度を上げるために通常は C 量で調整してい

る。SS 材は強度のみを保証し、熱処理や溶接を前提としていないが、溶接については板厚 50mm 程度

を超えなければあまり問題は生じない． 

 ２）SM 材（溶接構造用圧延鋼材） 

SM 材は溶接構造用であり溶接熱影響部における硬化、脆化を防ぐために C 量を低く抑えている。こ

れらのうち SM490Y は、降伏点を高めたもので Nb または V 添加鋼が主体である。SM520 は Si-Mn

系の高張力鋼、SM570 は調質鋼が主体の高張力鋼であり熱処理記号が付けられる。 

 ３）SMA 材（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

耐候性への成分元素の影響は、P が も効果的であり次いで Cu、Cr といわれており、これらの元素

を含有したものが SMA 材（耐候性鋼材）である。SMA 材の使用方法は、塗装（P）仕様と無塗装（W）

仕様があり、無塗装仕様には裸仕様とさび安定化処理仕様がある。現在では、飛来塩分量が 0.05mdd を

超えない地域では無塗装仕様が選定される。
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 ２） 塗装・防食 

 鋼材へ被覆による防食を行う場合は、塗装を基本とする。桁端部等の腐食環境の厳しい部位につ

いては、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を考慮して塗装以外の防食法の選定も検討する必要があ

る。被膜による防食で使用される材料は、塗装の場合で塗料、溶融亜鉛めっきの場合で亜鉛、亜鉛

アルミニウム、金属溶射の場合で亜鉛、亜鉛アルミニウム、アルミニウムマグネシウム等となって

いる。塗料の成分などについては、鋼道路橋塗装・防食便覧によるものとする。 

【解 説】 

 鋼橋で被覆による防食を行う場合は塗装を基本とする。桁端部等の腐食環境の厳しい部位の補修において

は、解説 表 3.1.7を参考に、塗装に加えて溶融亜鉛めっき、金属溶射について検討する。 

解説 表 3.1. 8 代表的な鋼道路橋の防食法１） 

防食法 
①塗装 

耐候性鋼材 ②溶融亜鉛めっき ③金属溶射 
一般塗装 重防食塗装 

防食原理
塗膜による環境遮

断 

塗膜による環境遮

断とジンクリッチ

ペイントによる防

食 

ちみつな錆層によ

る腐食速度の低下

亜鉛被覆による環

境遮断と亜鉛によ

る防食 

溶射被覆による環

境遮断と亜鉛によ

る防食 

劣化因子

紫外線、塩分、水

分（湿潤状態の継

続） 

紫外線、塩分、水

分（湿潤状態の継

続） 

塩分、水分（湿潤

状態の継続） 

塩分、水分（湿潤

状態の継続） 

塩分、水分（湿潤

状態の継続） 

防食材料 塗料 塗料 
腐食速度を低下す

る合金元素の添加
亜鉛 

亜鉛、亜鉛・アル

ミニウム、アルミ

ニウム・マグネシ

ウム 

施工方法

スプレーやはけ、

ローラーによる塗

布 

スプレーやはけ、

ローラーによる塗

布 

製鋼時に合金元素

を添加 

めっき処理槽への

浸漬（めっき工場） 

溶射ガンによる溶

射 

構造、施工

上の制限

（原則）

温度、湿度等施工

環境条件の制限 

温度、湿度等施工

環境条件の制限 
滞水・湿気対策 

めっき処理槽によ

る寸法制限と熱ひ

ずみ対策 

溶射ガンの運行上

の制限 

外観 

（色彩）
色彩は自由 色彩は自由 

色彩は限定（茶褐

色） 

色彩は限定（灰白

色） 

色彩は限定（梨地

状の銀白色） 

維持管理

さびの発生や塗膜

の消耗、変退色の

調査。塗膜劣化が

進行した場合は塗

替え 

さびの発生や塗膜

の消耗、変退色の

調査。塗膜劣化が

進行した場合は塗

替え 

異常なさびが形成

されていないこと

の確認。腐食が進

行した場合は塗装

による防食 

亜鉛層の追跡調

査。亜鉛層の消耗

後は塗装による防

食 

亜鉛・アルミニウ

ム層の追跡調査。

溶射皮膜の消耗後

は金属溶射もしく

は塗装による防食 

複合防食 － － － 塗装との併用 塗装との併用 

 補修に用いる防食法は解説 表 3.1.8 の①塗装、②溶融亜鉛めっき、③金属溶射である。各防食工法の概要

を以下に示す。 

①塗装 

塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物質を遮断

（環境遮断）し鋼材を保護する防食法である。 

塗膜には、鋼材の防食のための環境を遮断する以外にも、色彩選択の自由度が高く周辺景観との調和を

図りやすい。従って、通常は使用目的や環境条件等に応じて異なる塗料を複数層組み合わせて塗膜を形成

し、それぞれの仕様を塗装系として分類している。例えば、厳しい環境条件では塗膜の 下層に金属亜鉛

を含有した塗料を用いてその犠牲陽極作用によって防食性能の向上を図った塗装系が高い防錆効果を発揮

することから適用されている。
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②溶融亜鉛めっき 

溶融亜鉛めっきは、鋼材表面に形成した亜鉛皮膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進

する物質を遮断（環境遮断）し鋼材を保護する防食法である。 

過酷な腐食環境下（塩害地域、凍結抑制剤散布の道路等）に対しては、溶融亜鉛(Zn)－アルミニウム(Al)

合金めっきが用いられるようになってきた。ただし、コストが通常の溶融亜鉛めっきの 1.5 倍～2.5 倍程度

となることや、めっき槽に大型のものがないこともあって、橋本体へは適用されておらず、付属物（高欄、

検査路、落下物防止柵等）に適用されている。 

 

③金属溶射 

金属溶射は、鋼材表面に形成した溶射皮膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物

質を遮断（環境遮断）し鋼材を保護する防食法である。 

金属溶射には単に環境を遮断する以外にも、溶射材料に亜鉛を用いてその犠牲陽極作用によって防食性

能の向上を図った溶射皮膜を形成するものもあり、溶射材料によってそれぞれ性能が異なるいくつかの種

類がある。鋼橋に使用されている代表的な金属溶射皮膜には、亜鉛溶射皮膜やアルミニウム溶射皮膜、亜

鉛・アルミニウム合金及び擬合金溶射皮膜等がある。 

一般に、金属溶射皮膜は多孔質の皮膜であるため、溶射皮膜に別途封孔処理が施される必要のあるもの

が多い。 
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3.1.6 補修事例 

 １） 当て板補修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２） 部材交換 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 3.1. 2 桁端部の当て板補修事例 解説 写 3.1. 3 桁端部の当て板補修事例 

解説 写 3.1. 4 支点部付近の腐食・欠損 解説 写 3.1. 5 補強材の設置状況 

解説 写 3.1. 6 腐食部切断状況 解説 写 3.1. 7 部材交換実施後 
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3.2 腐食（耐候性鋼材） 

3.2.1 損傷の特徴 

（１）耐候性鋼材は以下の環境条件下では腐食速度は低下せず、うろこ状さびや層状さびが生成

されることが知られている。 

   ①乾湿の繰り返しが行われずに常に湿潤状態にある場合 

   ②塩分の影響を強く受ける場合 

（２）板厚減少を伴う異常錆が生じた場合に「腐食」として扱い、粗いさびやウロコ状のさびが

生じた場合は「防食機能の劣化」として扱う。 

【解 説】 

 耐候性鋼材は、普通鋼材に適量の銅、リン、クロムなどの合金元素を添加することにより、鋼材表面に緻

密なさび層（保護性さび）を形成させ、これが鋼材表面を保護することで以降のさびの進展を抑制する（板

厚減少を抑制する）防食法である。保護性さびは、適度に乾湿が繰り返され、かつ大気中の塩分量が少ない

条件で形成される。しかしながら、飛来塩分量が多い環境や、鋼材表面の湿潤状態が継続するような厳しい

環境条件下では、層状剥離さびによる異常なさびが発生し、それが進展して板厚が減少することがある。 
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3.2.2 損傷原因 

（１）耐候性鋼材が防食機能劣化を生じる原因には環境要因や明確な原因が容易に判断できない

ものも含まれるが、過半数は排水施設や床版からの漏水が原因である。 

各橋梁特有の原因を把握し、原因を適切に排除することが必要である。 

【解 説】 

解説 図 3.2.1は東北地方整備局管内の耐候性鋼材を使用した橋梁 108 橋のうち主桁部材に防食機能劣

化を生じていた橋梁を抽出し、それぞれの損傷原因を確認・整理した結果である。この結果から、環境

原因等の容易には対処出来ない原因が 30%程度存在するものの、65%の損傷原因は、スラブドレーンの

流末不備や伸縮装置漏水、床版ひび割れからの漏水等の維持補修対策が可能な原因である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 耐候性鋼材の維持補修に関する基本的な考え方 

（１）耐候性鋼材を使用した橋梁において著しい防食機能劣化を生じた場合は、ブラスト処理や

塗装により速やかに補修を行う。 

（２）耐候性鋼材の補修を行う際には、具体的な損傷原因を特定し、損傷原因の除去を併せて行

う。 

（３）耐候性鋼材自体は再塗装を要しないため維持管理費用が軽減できるが、耐候性鋼材が想定

している損傷原因の無い環境を、構築及び維持管理する必要がある。 

（４）原因を除去できない場合や環境が不適合な場合には、耐候性鋼材のまま使用するか塗装仕

様に切り替えるかを判断する必要がある。（解説 表 3.2.1） 

 

 

解説 図 3.2. 1 東北地方整備局管内における耐候性鋼材使用橋梁に主桁防食機能劣化が生じた原因 
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耐候性鋼橋梁は、飛来塩分量や凍結抑制剤散布、湿気の影響により緻密なさびが形成しにくい場合がある。

解説 表 3.2.1に示す環境においては、耐候性鋼材を無塗装で使用してはならない。 

 

解説 表 3.2. 1 耐候性鋼材を無塗装で使用してはならない環境 

 使用してはならない環境※ 

① 飛来塩分の影響

を受ける地域 

飛来塩分量 0.05mdd（mg/100cm2/day）を超える地域 

適用地域 
日本海沿岸部 海岸線から 20km 以内 

太平洋沿岸部 海岸線から 5km 以内 

② 凍結抑制剤散布

の影響を受ける

場所 

地山との近接 水平距離 5m 以内で、かつ鉛直距離 2m 以内 

並列橋の影響 水平距離 3m 以内で、かつ鉛直距離 2～10m 以内 

交差道路の影響 防止剤散布する交差道路から路面までの高さ 10m以内 

③ 湿気の影響を受

ける場所 

水面の影響 
川などの動水面は、水面から桁下まで 2.4m 以内 

湖などの静水面は、水面から桁下まで 3.0m 以内 

植生の影響 植生と近接している場所 

  ※表内の数値は一般的な値であり、架橋地点の状況を考慮して適否を判断する必要がある。 

 

ここで示す適用環境は新設・既設にかかわらず、すべての耐候性鋼橋に適用するものとする。既設橋にお

いて、使用してはならない環境に該当する場合は、塗装仕様に変更を行う等の対策を講じる必要がある。 

解説 表 3.2.1 の環境に該当しなくても、うろこ状さびや層状剥離さびが発生している場合は、原因を特定

し対策を講じる必要がある。原因が特定できない場合や対策を施しても改善されない場合には、適用環境で

ないと判断し塗装仕様に変更を行う等の対策を講じる必要がある。 
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3.2.4 工法検討にあたっての調査 

 １） 変状調査 

補修方法の検討に先立って、部材の腐食箇所・範囲、腐食原因の調査を行わなければならない。 

 

【解 説】 

腐食速度が低下せずに腐食が進行してしまった箇所は、耐候性鋼材に適した環境条件が整っていない

状況であると言える。 

特に、冬期間に凍結抑制剤を散布する地域では、橋面水に塩分が含まれているため、その影響を受け

る範囲では、腐食速度が低下しにくい傾向にある。 

 

腐食速度が低下しにくい原因と箇所は、耐候性鋼材を使用した橋梁の損傷状況の調査結果や既に報告

されている事例などから、主として以下の①～⑦及び解説 図 3.2.2、図 3.2.3、図 3.2.4のようなものがあ

げられる。 

 

① 地山・水面・湿地との近接や植生の影響により常時湿潤状態となっている箇所 

② 橋面排水管や床版排水装置の排水を原因として、排水管等の破損や腐食に伴う漏水やその流末の

影響を受ける箇所 

③ 床版防水工の不良による漏水を原因として、その漏水の影響を受ける箇所 

④ 伸縮装置の非排水機能の不良や伸縮装置の導水不良による漏水を原因として、その影響を受ける

箇所 

⑤ 凍結抑制剤混じりの橋面水を原因として、張り出し床版の水切りの不具合で流れる箇所 

⑥ 橋梁の並列配置により、隣接橋からの凍結抑制剤混じりの飛沫の影響を受ける箇所 

⑦ 下路橋の斜材など、路面から凍結抑制剤混じりの飛沫の影響を受ける箇所 

 

このため、腐食箇所と排水流末や漏水箇所との関係、縦・横断勾配等の橋の構造条件と橋面水の流下

方向や漏水の流れ方との関係、常時湿潤状態であるか等を注意深く点検し、腐食が進行してしまった原

因の特定を行うことが重要である。 

 

上記の他に、凍結抑制剤混じりの飛沫の影響を受ける箇所として、本来は耐候性鋼材を適用すべきで

はない堀割りタイプの立体交差橋（鋼道路橋塗装・防食便覧（Ⅲ-18））が、過去には造られた場合があ

るので、損傷状況及び損傷原因の調査において留意する必要がある。 
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床版水抜きパイプ 

からの排水 

解説 図 3.2. 2 耐候性鋼材の腐食速度が低下しにくい原因と箇所 

解説 図 3.2. 3 耐候性鋼材の腐食速度が低下しにくい原因と箇所 

解説 図 3.2. 4 耐候性鋼材の腐食速度が低下しにくい原因と箇所 
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 ２） さびの評価 

 

さび層の状態の指標については、比較的容易に判定できる外観評価を基本とする。 

 

評価は、下記文献を参考に決定する。 

H26 橋梁定期点検要領（国土交通省道路局国道・防災課） 

H26 道路橋定期点検要領（国土交通省道路局） 

H26 鋼道路橋防食便覧（日本道路協会） 

H21 耐候性鋼橋梁の適用性評価と防食予防保全（日本鋼構造協会） 

H18 耐候性鋼橋梁の可能性と新しい技術（日本鋼構造協会） 

 

【解説】 

評点１、２は要対策、評点３は経過観察、評点４、５は対策不要と判断できる。 

解説 表 3.2. 2 文献毎の外観評価対比表 
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H26 橋梁定期点検要領 P7～8 より抜粋 
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H26 道路橋定期点検要領 鋼部材の損傷①腐食 P32～35 より抜粋 

判定区分Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。（予防保全段階） 
例） 
耐候性鋼材で、主部材に顕著な板厚

減少は生じていないものの、明らか

な異常腐食の発生がみられ、放置し

ても改善が見込めない場合 

判定区分 Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。（早期措置段階） 
例） 
耐候性鋼材で、明らかな異常腐食が

生じており、拡がりのある板厚減少

が生じている場合 

判定区分 Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。（緊急措置段階） 
例） 
主部材の広範囲に著しい板厚減少

が生じている場合（所要の耐荷力が

既に失われていることがある） 

詳細調査が必要な事例  

 

例） 
耐候性鋼材に明確な異常腐食の発

生が認められる場合（板厚計測など

詳細な調査をしなければ、耐荷力へ

の影響が推定できないことがある）
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H26 鋼道路橋防食便覧 Ⅲ-51～52 より抜粋 
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H21 耐候性鋼橋梁の適用性評価と防食予防保全 P114～115 より抜粋 
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H18 耐候性鋼橋梁の可能性と新しい技術 P46～47 より抜粋 
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 ３） 詳細調査・経過観察 

（１）損傷原因が不明な場合は、詳細調査を行うものとする。 

（２）対策区分Ｓ２に該当する場合は、経過観察を行うものとする。 

【解説】 

（１）について 

損傷原因が不明な場合には、飛来塩分調査や温度計や湿度計、風速計を用いた環境調査を行い、損傷

原因を究明するものとする。 

また、既設橋にワッペン試験片を取り付け、短期暴露試験（1 年間）を行い、腐食量の経年予測式Ｙ＝

Ａ・ＸＢを予測することにより、50 年後の腐食減耗量が 0.3mm を超えないかどうかの判定を行い適用性

の評価を行うのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 耐候性鋼橋梁の可能性とあたらしい技術 日本鋼構造協会 P10 より抜粋 

 

（２）について 

対策区分Ｓ２に該当する場合は経過観察とし、橋梁定期点検時にさびの状態（評点評価）の経過を記

録し、状況を確認するものとする。 

 

解説 写 3.2. 1 既設橋梁型ワッペン式暴露試験の実施例 
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3.2.5 補修工法 

 １） 設計一般 

損傷箇所に対する補修と併せて、損傷の発生原因に対する措置を行わなければならない。 

また、損傷箇所と同条件にある箇所についても、予防保全の観点から併せて対策をしておくこと

が望ましい。 

 

【解 説】 

損傷箇所の補修だけではなく、損傷箇所と同条件にある箇所についても、損傷を引き起こした原因を

除去することは、再劣化を抑制し、橋梁の長寿命化を図る上で重要である。  

 耐候性鋼材の補修方法の検討では、腐食損傷の発生原因を的確に把握しその根源を除去することが必

要であるが、原因の除去が可能な場合であっても、確実に原因が除去できるか否かによって、次のよう

に腐食損傷した箇所の処置が異なるので注意が必要である。  

① 腐食原因の除去が可能でその効果の持続が期待できる場合は、うろこ状さびや層状さびを除去し、

必要に応じて付着塩分を除去することにより、初期の環境状態に復元できるため、塗装など他の

方法による補修の必要はなく耐候性鋼材の無塗装使用を継続することができる。なお、目安とし

て付着塩分量が 100mg/m2程度を超えている場合は、腐食原因の除去とともに水洗い等により付着

塩分を除去することが重要である。  

② 腐食原因の除去が困難もしくはその効果の持続が期待できない場合（伸縮装置からの漏水の影響

や、狭い空間で湿気がなかなか抜けない桁の端部や地山近接箇所、橋梁の並列配置による隣接橋

からの飛沫の影響を受ける箇所など）は、その不適合部分について耐候性鋼材の無塗装使用とは

せず、塗装などにより防食機能を回復する必要がある。 

また、塗装などにより防食機能を回復する場合においても、防食機能の耐久性の観点から、不適

切な導排水によって同じ箇所に雨水が飛散・滞留しないように腐食原因を極力取り除いておくこ

とが重要である。 

 

このように、損傷を引き起こした原因除去について、効果の確実性、持続性を考慮し、補修方法を検

討することが必要である。 
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 ２） 補修対策フロー 

（１）耐候性鋼材の適用性、損傷原因およびその原因の除去、損傷範囲を踏まえて、対策を検討

する必要がある。 

（２）板厚が減少し耐荷力に影響がある場合は、別途必要な補強設計を適切に行い、対策を講じ

る必要がある。 

【解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設橋における 
適用環境 

＜適用判定＞ 

本手引き表 3.2.1 

① 飛来塩分の影響を受ける 

② 凍結抑制剤散布の影響を受ける 

③ 湿気の影響を受ける 

損傷原因の除去 

全面的に 

塗装仕様に変更 

耐候性鋼材 
の使用 可 

耐候性鋼材 
の使用 不可 

部分的に 

塗装仕様に変更 

原因排除・補修を

行い経過観察※１ 

損傷範囲が限定的 
原因除去 

可能 

原因除去 
不可能 

損傷が 
桁端部や下フ

ランジに限定 
桁全体が損傷 

損傷原因 

詳細調査 

原因不明

原因明確 

健全性の判定 

健全性Ⅱ～Ⅳ 
及び対策区分 S1・S2 

通常管理 

健全性 
Ⅰ 

経過観察 

対策区分 A・B 

対策区分 S2 

※１付着塩分量を計測し、100mg/m2 程度をこえる場合は、水洗い・ブラストを実施する。

※２50mg/m2 をこえる場合は塗膜欠陥を生じやすいため、素地調整後に付着塩分量を測

定し、付着塩分量が 50mg/m2 以下であることを確認する。 

層状剥離さび等は除去 

板厚が減少し耐荷力に影響がある場合は、補強対策の実施が必要 

塗装前は付着塩分量を

50mg/m2 とする※2 

塗装前は付着塩分量を

50mg/m2 とする※2 

付着塩分量 100mg/m2 を基準

に維持管理する※1 

解説 図 3.2. 5 耐候性鋼橋の補修対策フロー 
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 ３） 補修対策 

（１）適用環境を満足しない場合や損傷原因を排除できない場合は、耐候性鋼材の補修対策方法

は、塗装仕様への変更を基本とする。塗装仕様は、Ｒｃ－Ⅰを基本とする。 

（２）適用環境を満足する場合や損傷原因が明確で排除可能な場合は、損傷原因を排除し経過観

察を行うこととする。 

（３）損傷の有無に限らず、桁の端部が無塗装の耐候性鋼材の場合は塗装を行うこととし、塗装

仕様は、Ｒｃ－Ⅰを基本とする。 

（４）腐食により板厚が減少し耐荷力に影響がある場合には、補強設計を実施し適切に対策を行

う必要がある。 

（５）必要に応じて、排水設備や構造ディテール等の改善を行う。 

 

【解説】 

（１）について 

耐候性鋼材の無塗装仕様を継続するか、塗装仕様に変更するかは、損傷の状況、発生原因の 除去の確

実性、経済性、施工性、維持管理の容易性等を総合的に判断して決定することとなるが、適用環境を満

足しない場合や損傷原因を排除できない場合は、耐候性鋼材の防食機能が確保できないことから、塗装

仕様への変更を基本とする。 

こ線橋やこ道橋等、架橋状況によってはブラストや塗装ができない場合も考えられることから、飛来

塩分を遮断する桁カバー等の対策を別途検討する必要がある。 

 

（２）について 

漏水や排水施設の不具合等による原因の場合、その原因を排除・改善し経過観測を行う。経過観測は、

該当箇所の板厚計測や目視評価を基本とする。経過観測にて再度不具合が確認された場合には詳細調査

を行い、原因を解明する必要がある。 

 

（３）について 

新設橋において、桁の端部は湿潤環境になるためＣ－５塗装系により塗装を行うこととされている。

既設橋においても同様に、桁の端部は保護性さびが生成しにくいことから Rc-I 塗装系による塗装を行う

必要がある。 

 

（４）について 

板厚の減少が著しい場合には、耐荷力の低下が懸念されることから、あて板等の補強を行う必要があ

る。具体な補強内容については、詳細調査、耐荷力照査、補強設計を実施し対策方法を決定する。 
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3.2.6 補修材料 

 １） 耐候性鋼材の塗装仕様 

（１）桁端部の塗装は、維持管理、耐久性を考慮し、金属溶射＋ふっ素樹脂塗装を基本とする。 

（２）既設橋において桁端部の現場施工が困難な場合には、Ｒｃ－Ｉ塗装系とする。 

 

【解説】 

桁の端部塗装の範囲は、以下に示す①および②のいずれか大きいほうの範囲とする。 

 

① 新設橋において必要とされる桁の端部塗装範囲 

（地山と近接範囲、桁高＋1.0m 以上の直近の垂直補剛材までのどちらか大きい方） 

② うろこ状さびや層状剥離さびがみられ、腐食が進行している部分 

 

なお、桁の端部塗装範囲の設定においては、構造条件・現場条件によっては比較的支間中央寄りで腐

食している事例もあるので、水の流れる状況やそれに伴う腐食範囲に注意し、水切りと併せて塗装範囲

を検討する必要がある。  

また、耐候性鋼材の部分塗装は、塗装橋梁を部分塗装する場合と異なり、無塗装部と塗装部との境界

付近が弱点となる可能性が高い。したがって、適切な境界部の位置設定および慎重な施工管理が必要で

あり、その後の維持管理において境界部の状態を注意して確認することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場塗装：金属溶射＋ふっ素塗装

（困難な場合：Ｒｃ－Ⅰ塗装系）

現場塗装：金属溶射＋ふっ素塗装 

（困難な場合：Ｒｃ－Ⅰ塗装系） 

解説 図 3.2. 6 桁の端部塗装範囲および塗装仕様 

3-41



 

桁端部の塗装仕様（平成 27 年 10 月 29 日 事務連絡）を以下に示す。耐候性鋼材の層状さびや固着さ

びはブラストによる素地調整では困難もしくは処理費用が膨大となるため、層状さびはハンマーケレン

で削ぎ落とし、固着さびはダイヤモンド工具等を用いて事前に除去するのが良い。 
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解説 表 3.2. 3 素地調整の例 

層状さび除去 ハンマーケレン 

固着さび除去 
動力工具ケレン（ダイヤモンド工具、ブリストルブラスター;Netis CG-110021-V

等） 

素地調整 

（試験施工）部分的な１種ケレン（Sa 2～2 1/2） 

（試験施工）付着塩分量測定 

付着塩分量 

50mg/m2以下の場合 50mg/m2以上の場合 

１種ケレン（Ｓa 2～2 1/2） 

１種ケレン（Sa2～2 1/2） 

水洗い・付着塩分確認 

１種ケレン（Sa 2～2 1/2）（戻りさび除

去） 

 

 

 

解説 表 3.2. 4  Rd-III 塗装系 箱桁内面（はけ、ローラー）1) 

塗装工程 塗料名 
使用量 

（g/m2） 
塗装間隔 

素地調整 ３ 種 
４時間以内 

第１層 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ３００ 
２日～１０日 

第２層 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料※ ３００ 

※旧塗膜がタールエポキシ樹脂塗料である場合、タールのブリードによる変色むらが生じることがあるが、

塗膜性能上問題とならない。 
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 ２） 施工時の留意点 

 

【塗装施工時の注意事項】  

 

塗装の施工においては、鋼道路橋防食便覧 平成 26 年 3 月（第Ⅱ編塗装編 第 7 章塗替え塗装、第

Ⅲ編耐候性鋼材編 第 6 章維持管理）及び鋼道路橋塗装・防食便覧資料集 平成 22 年 9 月（第Ⅱ 編塗

装編 2.2 塗替え塗装の施工）による他、下記事項に注意する必要がある。  

 

① 塗装に先立ち、塗装の耐久性に考慮し素地調整程度１種（留意 1）により、できるだけさびを除去する。  

② 50mg/m2 以上の塩分が付着していると塗装後早期に塗膜欠陥を生じやすいことから、素地調整後にお

いて付着塩分量を測定し、必要に応じて水洗い（留意 2）、乾燥、再度の素地調整を行い、塗装前に付着塩

分量が 50mg/m2 以下であることを確認（留意 3）する。  

 

なお、平成 24 年度に腐食損傷した耐候性鋼材橋を塗装により補修した工事（以下、平成 24 年度の補

修工事）で、さびの外観評価の評点 3（平均外観粒径 1～5mm 程度）と評点 1（層状で厚いか、剥離が

ある）の箇所について、素地調整後及び水洗い後の塩分付着量を測定した。その結果の概要を以下に示

す。  

 

評点 3：素地調整１回で基準値（付着塩分量 50mg/m2以下）を満足した。 

例）素地調整１回後 36.6 mg/m2  

評点 1：層状さび等をハンマーケレンで除去した後に、素地調整を 2 回行ったが基準値を満足

せず、さらに水洗いを行った後に基準値を満足した。  

例）素地調整１回後 191.4 mg/m2 → 素地調整２回後 146.3 mg/m2  

→ 水洗い後 45.4 mg/m2  

評点 1 の箇所で、素地調整を 2 回行った後も付着塩分除去の基準値を満足できなかった理由と

しては、層状剥離さび等をハンマーケレンで除去した後にできた凹部に、素地調整の研削材が十

分に投射できないことが考えられる。  

また、評点 1 の箇所の結果から、水洗いによる付着塩分除去の有効性が確認できた。  

（参考：鋼道路橋防食便覧 平成 26 年 3 月 第Ⅲ編耐候性鋼材編 

6.2 さびの状態と評価手法） 

 

③ 終の素地調整から下塗（有機ジンクリッチペイント）までの作業間隔は、3 時間以内を標準（留意 4）と

する。なお、湿度の高低や現場状況によっては、戻りさび（ブラスト処理した鋼材表面に赤さびが浮き

出るターニング現象）発生までの時間にばらつきが生じる可能性がある。このため、作業の状況や戻り

さびの発生状況を観察しながら施工するものとし、必要に応じて作業間隔を変更してもよい。作業間隔

を変更する場合は、部分的な試験施工、あるいは類似事例での実施結果などについて適用性の検討を行

ったうえで決定するものとするが、 長は 4 時間とする。 
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④ 無塗装部と塗装部との境界付近は、塗装の弱点となる可能性が高く、また、次項に後述する水切り板の

設置に伴い、常に同じ箇所が水切り箇所となり弱点となるため、慎重な施工に努める必要がある。  

⑤ 塗装部の部材自由縁となる角部は、膜厚不足が生じないように、必要に応じて部材の角部の処置（留意 5）

を行うことが望ましい。  

⑥ 塗装部にあるトルシアボルトは、ピンテール跡を必要に応じてグラインダーなどで平滑処理（留意 6）を行

うことが望ましい。  

 

（留意１）：耐候性鋼材の塗装補修では、うろこ状さびや層状さびは硬く鋼材に食い込んでいるため、

ブラストのみで素地調整程度 1 種（ISO(SIS)規格 Sa2～Sa2 1/2）にすることが困難もし

くは処理費用が膨大になる恐れがある。 

このため、ハンマーや動力工具により層状さびや固着さびを除去した後に、ブラストに

より素地調整程度 1 種を確保するとよい。 

なお、補修工事の計画にあたっては、余裕を持った工程の立案や材料手配を行うことが

望ましい。例えば、平成 24 年度の補修工事での実績では、試行的に作業を行ったことも

あり、標準的な素地調整工に比べ、1 日当たりの施工量が半分以下、研削材の使用量は 2

割程度増加となった例もある。  

 

（留意２）：水洗いについては色々な方法が考えられるが、代表的な方法として、高圧水洗浄とブラ

シによる手洗いの特徴を以下に示す。施工規模や現地条件により適した方法を選定するの

がよい。 

高圧水洗浄：施工規模の大きい場合に適する。洗浄水使用量が多く、更に洗浄前に研

削材の回収も必要となる。なお、高圧水洗浄の方法については、「簡単な

予防保全による橋梁の延命化 橋梁洗浄の手引き(案)（東北地方整備局 道

路部・東北技術事務所）」を参考にするとよい。  

ブラシ手洗い：施工規模の小さい場合に適する。洗浄水使用量が少ない。 

 

（留意３）：塗装前の付着塩分量の確認は、電導度法による測定機器により行うことを標準とする。

また、確認箇所は、さびの外観評価毎に施工規模、構造形式、さびの発生状況などを勘案

のうえで決定するのがよい。参考として、平成 24 年度の補修工事での実績を以下に示す。  

単純鋼箱桁橋：1 箇所／約 4 m2 

単純鋼鈑桁橋：1 箇所／約 1 m2  

なお、電導度法による測定箇所は、測定後 10 分程度で赤さびが発生するため、再ブラ

ストが必要となる。 
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（留意４）：素地調整後の鋼材表面にはさびが再発生しやすいことから、素地調整後から 3 時間以内

に下塗（有機ジンクリッチペイント）を塗装しなければならない。この作業間隔への対応

として、日当たり塗装面積、塗装方法、素地調整作業時の集塵方法、段取り替えや素地調

整の検査の効率化など、規定時間内で完了できる塗装の日作業量を計画する必要がある。

下塗りについては、スプレーよりもはけ・ローラーでの施工が望ましい。なお、素地調整

後から下塗りまでの作業間隔は、平成 24 年度の補修工事での試験結果を踏まえ 3 時間以内

としている。  

（参考：鋼道路橋塗装・防食便覧資料集 平成 22 年 9 月 第Ⅱ編塗装編 

2.2.3(1)ブラスト作業と塗替え塗装までの作業間隔への対応） 

 

また、塗装前の付着塩分量の確認では、部分的な試験施工を行い、水洗いの必要性や水

洗い後の付着塩分量を事前に確認しておき、本施工での付着塩分量の測定を省略するなど、

作業の効率化を図ることも有効である。  

 

（留意５）：部材の角部は、塗料が十分に付着せず塗膜が薄くなり発せい（さび）し易いため、グラ

インダー等による曲面仕上げ（2R 以上）を行うとともにその部分を先行塗装による増し塗

りなど部材の角部の処置を行うことが望ましい。なお、作業空間が狭いなどの理由により、

グラインダー等による曲面仕上げを行わない場合でも塗装による増塗りの処置は行うこと

が望ましい。 

（参考：鋼道路橋防食便覧 平成 26 年 3 月 第Ⅱ編塗装編 

第 3 章 3.2.1 腐食対策 i)、3.2.3 部材の角部の処置） 

 

（留意６）：トルシアボルトのピンテール跡は鋭利な形状をする事が多く、塗料が十分に付きにくい。

この場合にはピンテール跡をグラインダーなどで平滑に仕上げれば、通常のボルト頭やナ

ット部と同等の塗装品質が確保できる表面形状とすることができる。 

（参考：鋼道路橋防食便覧 平成 26 年 3 月 第Ⅱ編塗装編 

第 3 章 3.2.1 腐食対策 xii)） 
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【塗装面境界の水切り】 

耐候性鋼材を塗装すると、塗装面を水が流れ易くなり、塗装範囲を超えて腐食範囲が拡大する場合が

ある。 

これを防止するため、塗装面の境界には水切りを設けることが望ましい。  

水切り板の設置にあたっては、以下に留意する必要がある。  

 

① 勾配の関係で滞水させることないように配慮すること。  

② 常に同じ箇所が水切り箇所となり弱点となるため、施工にあたりフランジ角部で膜厚不足がない

かなど、塗装が良好なものであることを確認すること。  

水切り板の取り付けは、疲労上の弱点となることや塗膜への影響があることから溶接での取り付けは

避け、塗膜への影響がない接着剤等により取り付けるものとする。なお、接着剤の劣化に伴う水切り板

の落下により第三者被害が懸念されることから、接着剤が劣化しても水切り板の落下が防げる構造に配

慮する必要がある。解説 図 3.2.7 では、下フランジを水切り板で挟み込みステンレスボルトナットで固

定することにより落下防止を図っている例である）  

 

このように、水切り部は弱点となり易いことから、日常の点検や定期点検などにおいて注視する必要

がある。解説 図 3.2.7において水切りの構造について記載しているので参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 3.2. 7 塗装面境界の水切りの例 
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3.2.7 損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応急対応状況】【事例説明】：初回点検において、排水管の主桁貫通部で伝い水が原因とみられる
「防食機能の劣化：ｄ（錆外観評定：２※）」および「その他：ｄ（伝い水跡）」が確認され
た事例。

【損傷原因の想定】：主桁貫通部の排水管との遊間が小さいため、伝い水が桁を通
過せずに主桁に伝わってしまっている。（貫通部の排水管との遊間が大きい個所で
は、伝い水跡や防食機能の劣化は確認できなかった。）
【設計及び施工時の配慮】：耐候性鋼材を採用している橋梁において排水管の主桁
貫通部では、伝い水対策（水切り）や主桁と排水管との遊間の確保等の対応が必
要と考える。

↑
主桁貫通部の手前に水切りを設け
伝い水が主桁に伝わるのを防止

出張所にて応急対応済

※保護性錆が未生成で5mm以上のうろこ状の錆

解説 写 3.2. 2 排水管から伝い水による防食機能の劣化 
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3.3 疲労（亀裂） 

3.3.1 損傷の特徴 

（１）鋼材に生じた亀裂は、応力集中が生じやすい部材の断面変化部や、溶接接合部などに多く現れる。 

（２）亀裂は鋼材内部に生じる場合もあり、この場合は外観性状からだけでは検出不可能である。 

（３）亀裂の大半は極めて小さく、溶接線近傍のように表面性状がなめらかでない場合には、表面きずや

錆等による凹凸の陰影との見分けがつきにくいことがある。なお塗装がある場合に表面に開口した

亀裂は、塗膜割れを伴うことが多い。 

（４）鋼部材の亀裂、破断は繰返し荷重による疲労で溶接部に発生する事例が多いため、以下の部材に着

目する必要がある。 

（５）疲労亀裂の中には、伸展すると脆性破壊を生じて部材を破断し、構造物の安全性をおびやかすもの

がある。代表的な発生箇所を図 3.3.2 参考にするとよい。 

【解説】 

 疲労亀裂は重交通などの外力が繰り返し作用することによって、溶接部や切欠き部などの応力が集中しや

すい部分に発生し、 終的には部材の破断に至る。橋全体がたわみやすい場合の主桁と横桁の接合部におい

ては、部材間の相対変位が大きくなるため疲労亀裂が発生する。 

 一般に、鋼部材の疲労亀裂は変動応力振幅の３乗に反比例するとされており、鋼道路橋においては、トラ

ック等の大型車両の重量及び走行台数の影響を大きく受ける。なお、構造部材の疲労強度は、接合部の構造

的な応力集中や溶接部形状等に起因する局部的な応力集中と材質に支配される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解説 図 3.3. 1 亀裂が発生しやすい部位 
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 主桁の一次応力により亀裂が進展し、脆性破壊により部材破断を生じる可能性がある箇所 

一次応力；主桁の曲げ応力などの設計で考慮されている応力 

二次応力；設計の仮定と実構造の違いなどにより発生する、設計上考慮されていない応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁下フランジに

進展したき裂

主桁ウェブに
進展したき裂

主桁ウェブに

進展したき裂

横桁下フランジ

主桁下フランジ
主桁下フランジ

水平補剛材

主桁ウェブに
進展したき裂

主桁ウェブに

進展したき裂

横構ガセット

主桁下フランジ

カバープレート

主桁下フランジに
進展したき裂

支点部 桁端切欠き部 

主桁ウエブと横桁下フランジ交差部 主桁下フランジ側の水平補剛材 

下横構ガセットプレート 主桁下フランジのカバープレート 

解説 図 3.3. 2 危険な亀裂の発生箇所３） 
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3.3.2 損傷原因 

 亀裂が生じた橋梁に対して適切な補修補強対策を実施するためには、損傷の原因を明らかにし、

その原因を除去できる方策を選定することが重要である。疲労損傷が発生する原因としては大き

く下記の４つに分類される。 

（１）不適切な構造ディテールや設計では想定していなかった二次応力による応力集中に起因す

る疲労損傷 

（２）疲労強度の低い継手の採用に起因する疲労 

（３）製作時の溶接欠陥に起因する疲労 

（４）予期せぬ振動に起因する疲労 

 

【解 説】 

 （１）について 

  部材接合部には、設計計算上の仮定と実構造の挙動との違いにより、設計上考慮されていない二次応力

の発生や、応力集中が作用することがある。 

  設計上はピン結合と仮定して設計を行っている場合は、曲げモーメントは考慮せず、軸力やせん断に対

して設計されている。しかし実際の構造物では高力ボルトまたはリベットにより曲げを伝達する継手構造

となっているため、端部の拘束や周辺部材の変形により曲げモーメントが生じ、二次応力により亀裂が発

生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
解説 図 3.3. 3 上路アーチ橋の垂直材の変形と疲労損傷例３） 

活荷重無載荷状態

垂直材

補剛材

実際の変形挙動

アーチリブ

アーチリブ

橋軸方向変位差
による連結部の
２次的な曲げ

δ：補剛材とアーチリブ
の橋軸方向変位差

き裂

ピン結合

活荷重無載荷状態（アーチ支間1/4点）

垂直材

Ｐ：活荷重

ガセット
プレート

設計時のモデル

垂直材

補剛材
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 （２）について 

  現行の疲労設計では、疲労耐久性を確保するために継手形状や溶接の止端仕上げにより、溶接継手の疲

労強度等級が設定されている。 

しかし、2002 年以前までは、道路橋では鋼床版を除き疲労に対する照査が行われてこなかったため、そ

れ以前に設計された橋梁では、疲労強度の低い継手が採用され、疲労損傷が生じている事例が多い。この

ため、亀裂が生じている箇所の継手方法を確認し、疲労等級を把握することが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）について 

  溶接構造物の疲労強度は、溶接割れ、融合不良などの溶接

欠陥が継手内部に残存すると、継手の疲労強度が大きく低下

する。制作時の溶接結果に起因する疲労の代表的な事例とし

て、主桁下フランジの板継溶接部の疲労損傷があげられる。 

   

（４）について 

  アーチ橋の吊材やつり橋の吊材などのように比較的細長い部材は、風による渦励振により部材端部に亀

裂が発生することがある。また、橋梁付属物も風による渦励振、あるいは交通車両による橋梁振動との共

振により、亀裂が発生することがある。 

 

解説 図 3.3. 4 重ねガセット継手（主桁下フランジよりもソールプレート幅が大きい場合）３） 

解説 図 3.3. 5 主桁フランジ板継溶接部の亀裂 

解説 写 3.3. 1 つり橋吊材の亀裂７） 

主板

止端き裂

付加板

主桁ウェブ

主桁
フランジ

支承
重ねガゼット継手の主板
・主板縁部でガゼット板裏側

への回し溶接なし：H等級
・主板縁部でガゼット板裏側

への回し溶接あり：H'等級

支承機能が低下し、主桁下フラ
ンジ幅よりもソールプレートが突
出し、溶接接合されている場合

主桁
フランジ

主桁下フランジ
板継溶接部のき裂

板継溶接部
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3.3.3 工法検討にあたっての調査 

 詳細調査は、点検で発見された亀裂もしくは塗膜割れを対象に、発生原因の推定、補修補強の

必要性や補修補強方法の選定を目的として行う。 

 調査内容としては、亀裂の長さや亀裂先端位置の確認、発生応力の測定などがあり、点検で報

告された損傷状況をもとに、橋梁全体の構造的な特徴、構造詳細（板厚、材質、板組、溶接詳細

など）、供用年数、交通量などを考慮して目的にあった調査方法を選定することが重要である。 

 以下に、一般的に用いられている調査方法の概要について示す。 

 

１）浸透探傷試験（PT） 

 浸透探傷試験は、亀裂内部に浸透液を浸み込ませ、浸透液が現像剤の微粉末中に毛細管現象により吸

い出される現象を利用した方法である。浸透探傷試験では、試験範囲の塗膜やさび、塵埃などの付着物

をワイヤブラシやグラインダー等を用いて丁寧に除去し、地肌を完全に露出する必要がある。ただし、

グラインダーを用いる場合に、亀裂の表面を塗料等により埋めてしまわないように留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）磁粉探傷試験（MT） 

 鋼材を磁化したとき、鋼材の中を磁束が通る。磁束を遮るような不連続部が存在すると、その部分で

磁束は迂回して外側に漏れてくる。そこに鉄粉を近づけると、鉄粉が磁化されて凝集吸着し、磁粉模様

が形成される。試験面は、油脂、塗料、錆およびその他の付着物を除去する。磁路の途中で異なった材

質のものが存在する箇所や断面寸法の急変部には疑似模様が現れやすいため留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

浸透液 現像液
ウェス

指示模様 

(a)浸透処理        (b)除去処理         (c)現像処理         (d)観 察 

ＳＮ

ＳＮ

ＳＮ
ＳＮ

表面開口亀裂 

Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ Ｎ Ｓ 

漏洩磁束（不連続部で表面に漏れる磁束） 

磁粉 

解説 図 3.3. 6 浸透探傷試験の概要 

解説 図 3.3. 7 磁粉探傷試験の概要 
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３）超音波探傷試験（UT） 

 超音波パルスを鋼材表面に当てた探触子（送受信器）より伝播させ、内部より戻ってくる反射波（エ

コー）をモニター上で観察する方法である。エコーの位置と高さにより欠陥の表面からの位置（深さ）

とその大きさを知ることができる。超音波探傷試験は、亀裂がルートから発生したものと疑われた場合

に、亀裂の板厚内部の状況（亀裂の長さや深さ）や、その発生原因を推定するために実施される。さら

に板の裏面側で直接表面亀裂を確認することができない場合にも実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

４）表面切削調査 

亀裂の確認箇所において、鋼材表面の切削（1～2mm 程度）と磁粉探傷試験を繰り返し実施し、亀裂の

深さ・方向についての確認を行う。表面に近い部分のみの亀裂で、切削により亀裂が除去された場合は

切削を止める。切削はバーグラインダーを用いて行い、0.5mm 程度削り込むように切削する。なお、溶

接止端部の場合、 大深さは 2mm 程度を限度とする。残亀裂の有無の確認は磁粉探傷試験により、切削

深さはデプスゲージを用いて測定する。 

   表面切削調査は削りすぎないことが重要であり、溶接部を極端に削り込んだためにのど厚不足などが

生じることの内容に注意する必要がある。 

調査は解説 図 3.3.9に示すように、まず指示模様の中央を切削し、消失するか否かを確認してから両端

部の切削を行う。中央部および両端部の指示模様が消失することが確認できたら、指示模様全長を切削

除去する。除去後は切削部位を滑らかに仕上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（探傷面）
ｙ 

入射点

板
厚
 

深
さ
 

θ 
ビーム路程

探触子・欠陥距離 
ｙ 

ビーム路程 θ 
屈折角 

板
厚

 

深
さ

 

(a)直射法                (b)一回反射法 

Ｔ：送信パルス

Ｆ：欠陥エコー 

ビーム路程 
解説 図 3.3. 8 超音波探傷試験の概要 

解説 図 3.3. 9 表面切削調査の概要 ６） 
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５）応力計測 

   応力計測は、発生原因の推定、補修補強方法の選定などを目的として応力集中が生じている箇所の局

部応力や、橋梁全体の応力の発生状況の把握、継手の累積疲労損傷度の算定などのために行われる。ま

た、補強効果を確認するために、補強前後での応力を計測することもある。 

   計測は大きく、動的計測と静的計測に分けられる。静的計測は対象橋梁上に荷重車を停止させて各部

位に生じる応力を計測するものであり、動的計測は車両が橋梁上を通過するときに発生する応力を計測

する。 

静的計測では、車線規制を行い、所定の位置に重量が既知の荷重車を停止させて応力計測を行い、車

両重量と発生応力の関係を確認する。荷重車は総重量が 20ｔもしくは 25ｔになるように調整されたト

ラックを用いることが多い。 

一般に疲労損傷を対象とした応力計測では、一般車両を対象として動的計測が行われ、 大発生応力、

応力範囲の頻度分布を求めるために 24～72 時間連続して行われることが多い。ただし、交通量は曜日

や計測時期によって異なるため、標準的な交通量の日を選定するか、１週間連続して計測を行う場合も

ある。 

   計測・評価方法については、応力頻度測定要領（案）【(財)道路保全技術センターＨ8.3】、実務者のた

めの鋼橋疲労対策技術資料【国土交通省道路局国道・防災課Ｈ24.3】に準じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 3.3. 10 応力計測の概要 

解説 写 3.3. 2 ひずみゲージ設置状況【鋼橋】 解説 写 3.3. 3 ひずみゲージ設置状況 
【コンクリート橋】 
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3.3.4 補修工法 

（１） 鋼部材の疲労に対する補修・補強工法の選定に際しては、疲労の発生部位、原因、進行程

度を十分に考慮しなければならない。  

（２） 疲労に対する補修・補強は、以下の対策を適切に組合わせ実施するものとする。  

① ストップホール 

② 溶接補修と溶接継手の疲労強度向上  

③ 当て板工法  

④ 構造詳細の改良  

⑤ 全体構造の改良  

（３）亀裂の種類・部位ごとの対策の考え方については、「実務者のための鋼橋疲労対策技術資料

(Ｈ24.3) 国土交通省道路局国道・防災課」を参考にするとよい。 

①亀裂補修（ストップホール） 

ストップホールは、亀裂先端部に孔を明け、亀裂先端での高い応力集中を低減させる方法であるが、

この方法による効果は亀裂進展の一時的な停止である。一般的に、他の恒久対策との併用、応急対策と

して採用される。ストップホールの効果を高める方法として、円孔に高力ボルトを挿入して締め付ける

方法があり、円孔部分の変形が拘束され、円孔縁での応力集中を緩和することができる。ストップホー

ルの留意点を以下に示す。 

・亀裂の先端部がストップホール孔内に入るよう孔明位置を確定することが重要である。 

・ストップホール施工後、孔面から新たな亀裂が発生しないよう棒

グラインダー等を用いて孔面仕上げを行うと同時に、孔面に亀裂

が残留していないか確認する必要がある。 

・孔径は大きい方が望ましいが、通常は高力ボルトによる締付けを

併用することから、孔径は 24mm が望ましい。 

・亀裂先端が溶接線上にある場合は、そこにストップホールを設置しても異なる方向に亀裂が進展す

る可能性があるため、経過観察してから対応方法を決定する必要がある。 

 ②-1溶接補修 

軽微な亀裂をグラインダー等で除去した後に再溶接することで損傷部を補修する方法である。この方

法は、損傷の主原因が溶接欠陥や工場傷等であり、溶接補修によりこれらの原因を除去することが可能

である場合のみ有効な方法である。溶接補修の留意点を以下に示す。 

・再溶接による残留応力、ひずみの増加、新たな溶接欠陥の発生など損傷発生前の状態よりも疲労強度

の低下をきたす可能性があるので、所要の品質が確保できるような溶接方法および施工管理を決定す

ることが必要である。 

・損傷が軽微な場合や、他の恒久対策との組合せを前提とする場合に採用するのが良い。 

 

 

 

 

 

 

板厚貫通亀裂板厚未貫通亀裂 

Ｐ 
Ｍ Ｍ 

亀裂先端 

(a)亀裂が完全に除去された施工例         (b)亀裂先端が残置された施工例 

ストップ 

ホール 

溶接部 

亀裂先端

疲労亀裂

解説 図 3.3. 11 ストップホール工 

解説 図 3.3. 12 溶接補修の概要６） 
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 ②-2亀裂補修（疲労強度の改善） 

溶接部のビード形状を改良することにより、止端部の局部的な応力集中を低減し継ぎ手の疲労強度を

向上させる工法である。形状を滑らかにする方法としては、グラインダーにより切削加工する方法と特

殊な溶接により止端部を再溶融して形状を滑らかにする方法（ＴＩＧ処理）がある。それぞれの留意点

を以下に示す。 

・グラインダーによる方法は、ＴＩＧ処理による方法よりも、作業者の技量や使用する砥石の種類など

による品質のばらつきが大きく定量的に管理するのが難しい。 

・ＴＩＧ処理は、加熱溶融を溶接機を用いて行うことから施工条件を管理することができ、グラインダ

ーによる処理よりも一定品質の仕上げが得られる。 

・ＴＩＧ処理では母材の板厚方向への溶け込みが期待できるため、亀裂深さが浅い場合にはＴＩＧ処理

により亀裂の溶かし込みが可能である。ただし、溶け込み深さは 1～2mm 程度であり、これ以上の深

さを有する亀裂についての溶かし込みは不可能である。 

・溶接補修後は必ず検査を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

ルート部から発生する亀裂について、完全溶け込み溶接を行い、亀裂の発生点であるルート部をなく

す方法である。 

 

 

 

 

 ③亀裂補修（当て板補修） 

亀裂発生部に当て板を接合し、亀裂部分を閉じ合わせるとともに、亀裂の進展に伴う断面欠損を補う

工法である。当て板による補修は、すみ肉溶接よりも高力ボルトによる摩擦接合で行う方法の方が多く

採用されている。当て板補修の留意点を以下に示す。 

・当て板には母材と同等以上の強度を確保できる鋼板を使用し、当て板への応力伝達を円滑に行わせる

ため、亀裂をはさんである程度の広範囲に当て板を設置することが望ましい。 

・高力ボルトを用いた当て板補修の場合には、亀裂先端にストップホールを設けて亀裂の進展防止対策

を施せば、必ずしも補修部の疲労亀裂を溶接により埋め戻す必要はない。 

タングステン電極 

イナートガス（アルゴンガス）

ガスノズル 

コレット 

すみ肉溶接 

アーク

高周波発生装置 

溶接電源 

溶け込み

ＴＩＧ処理 

すみ肉溶接 

亀裂 ルート部 

Ｐ

完全溶込み溶接化

Ｐ

解説 図 3.3. 13 ＴＩＧ処理５）

解説 図 3.3. 14 ルート亀裂の発生防止策６） 

解説 図 3.3. 15 当て板補修６） 
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 ④構造詳細の改良（構造ディテールの改善） 

疲労亀裂の発生は、局部的な応力状態に支配されるため、ディテールに固有な応力集中が亀裂の原因

となることが多い。このため構造のディテールを改良し、「応力の伝達を円滑にする」、「構造ディテール

の剛性を増加させ発生する応力を低減する」、「接合部における変形に対する拘束を開放し拘束によって

生じた二次応力の発生をなくす」等の対策を講じる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤全体構造の改良 

  全体構造の改良としては、二次応力の発生原因となる主桁や床版の変位を減少させるために部材を取り

付けるなどの方法がある。 

  発生応力そのものを低減させる恒久的な対策となるが、新たに部材を取り付けるため施工が大がかりとな

り、施工費も高くなる。そのため、横桁、対傾構連結部の補強対策として単独で用いられることはほとん

どなく、床版劣化や車両大型化に対応するための床版補強として行われることが多い。 

  a)縦桁増設 

   縦桁増設は主に、主桁間隔が広く床版厚が薄い橋梁の床版補強として行われることが多い。主桁間に

縦桁を取り付けることで、床版のたわみが小さくなるため、主桁上フランジの回転量が小さくなり、垂

直補剛材やウェブギャップ板の上端部に作用する二次応力を低減させる工法である。 

詳細は第 4編 4.1.4参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  b)床版増厚 

   床版増厚は劣化した床版に対する補強として行われることが多い。増厚されることにより床版の剛性

が増し、主桁のたわみ差や床版のたわみが減少する。ただし、横桁、対傾構連結部に対する応力低減効

果の程度は橋梁によって異なると考えられる。 

   床版増厚の方法には、上面増厚と下面増厚があり、上面増厚ではアスファルトおよび既設床版の一部

を撤去した後、鋼繊維補強コンクリートで増厚を行うのが一般的である。 

   詳細は第 4編 4.1.4参照すること。 

亀裂

(a)損傷構造と損傷状況               (b)リブ添接版による改良構造例 

解説 図 3.3. 16 桁端部切り欠き部の改良例６） 

解説 図 3.3. 17 縦桁増設の概要６）  

輪荷重

引張 圧縮

横桁への取り替え

増設縦桁
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3.3.5 補修材料 

    3.1.5 に準じるものとする。 

 

3.3.6 補修事例 

 １） 当て板補修（添接板補修） 

   横桁と主桁上フランジ高さが同じ形式では切り欠き部の曲率半径Ｒが小さい場合や切断面に製作不良

が残っている場合には、解説 写 3.3.4 に示すように「横桁母材」から亀裂が発生する場合がある。主な

発生原因は、主桁のたわみ差および床版のたわみによる二次応力であると考えられる。 

   亀裂が伸展している場合の補修対策は発生個所に添接板を設置することで亀裂を閉じ合わせるととも

に、亀裂発生部の断面欠損を補う対策が挙げられる。添接板補修は亀裂発生部材と添接版との接合に高

力ボルトを用い、添接板へ応力伝達させることで疲労強度の向上を図る対策である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２） 部材交換 

   連結部の発生応力が高い場合や、亀裂の補修を行ってから亀裂が再発した場合では、発生応力を低減

させるために構造の改良が行われることがある。対策としては、解説 写真 3.3.7 に示すように横桁に発

生する曲げモーメント(二次応力)をスムーズに伝達するために、横桁上フランジと主桁ウェブを添接板

で連結する方法が挙げられる。また、事例ではガセットプレートの形状が急変しているため応力集中が

生じやすく、過去に横桁が破断した経緯もあることから横桁本体の交換も合わせて実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 3.3. 4 亀裂状況(ストップホール有) 解説 写 3.3. 5 当て板補修 

解説 写 3.3. 6 既設横桁(垂直補剛材の亀裂) 解説 写 3.3. 7 横桁交換(構造ディテールの改善)
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3.4 鋼部材の変形 

3.4.1 損傷の特徴 

（１）車両の衝突や施工時の当てきず、地震の影響など、その原因にかかわらず部材が局部的な

変形を生じている状態をいう。台風、積雪などの自然災害による想定外の外力により損傷を

受ける場合もある。 

（２）その他、火災により局部的に部材変形が生じることがある。 

【解説】 

 （１）について 

  車両の衝突など、設計で考慮されている値を大きく上回る荷重が作用した場合、構造物に塑性変形や座

屈が生じ、変形が残留する。変形は作用した荷重の大きさや位置によって、損傷が広範囲に及ぶ可能性が

あり、変形部材の周辺やその溶接部、さらに荷重の集中する部材接合部や支承付近にも発生することがあ

るので注意と確認が必要である。 

  残留した変形は耐荷力を大きく低下させることがある。変形に伴い他の部材が損傷したり、大きい荷重

の作用によって座屈するなどの危険性がある。橋の形式や規模によっては一部の部材の損傷や異常が、橋

全体の崩壊などの致命的な状態につながる可能性があることに注意する必要がある。 

 

 （２）について 

  鋼部材は、火災時の温度上昇によって膨張による変形や強度低下が生じることがある。熱影響により、

鋼材の性質が変化していることがあるので、補修の際は注意が必要である。特に、熱処理された高張力鋼

では、受熱温度が熱処理温度以上になるとその強度等の機械的性質が失われる。 

  発生した変形は耐荷力に影響を与える、放置すると変形が進行したり、座屈が生じたりする可能性があ

る。火災により一時的に剛性が低下すると、変形が生じたり死荷重の再分配が生じるため構造系の荷重状

態が変わっている可能性があることから注意する必要がある。 

塗膜は低温によりはがれ、高温になると焼失、炭化する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 3.4. 1 車両衝突による損傷 解説 写 3.4. 2 火災による主桁の変色・劣化 
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3.4.2 工法検討にあたっての調査 

（１）変形調査は、変位・変形の影響の範囲を明らかにし、健全な部分を基準として変形の形状

や量を計測する。 

（２）変位・変形は立体的に生じていることが多いため、立体的な変位・変形を表現できる調査

を行う必要がある。 

（３）変形による損傷が生じる場合には、部分的に過大な応力が作用しているため、周辺の溶接

継手部の亀裂やボルト継手部のすべり、ゆるみなどに注意して調査を行う必要がある。 

【解 説】 

 調査にあたっては水糸を利用するなどし、変形量や変形の範囲を正確に計測し、補修範囲を設定しなけれ

ばならない。車両の衝突による場合には、補修範囲の重要な決定根拠となるため、変形状況、変形量を記録

すること。 

 衝突などの外力による変形の場合には、周辺部材にも影響が及んでいる可能性がある。 

 主桁間の横組み、連結ボルト、基部の変状については、「磁粉探傷試験」「超音波探傷試験」を適宜実施し

て確認すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水糸の設置 

解説 写 3.4. 3 変形計測状況 解説 写 3.4. 4 橋脚基部の確認 

解説 写 3.4. 5 横桁の塗膜の剥離 解説 写 3.4. 6 磁粉探傷試験結果(亀裂あり) 

解説 写 3.4. 7 連結ボルト状況 
塗膜の剥離 

解説 写 3.4. 8 超音波探傷試験状況 
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3.4.3 補修工法 

部材の補修方法としては、変形した部材を元に戻す加熱矯正、溶接補修、部材交換、変形がさらに進

行したり座屈が生じたりしないように補強板を添架する方法などがある。変形損傷を補修する場合の留

意点を以下に示す。 

・加熱矯正等により変形を元に戻す場合は、部材の当初強度を低下させないように留意して補修方法

を計画する必要がある。 

・変形が生じている部位によって、耐荷力等への影響度が異なる。対象となる部位の応力度の余裕な

どを考慮に入れて、補修の実施の有無、補修工法の選定を実施する必要がある。 

 

【解 説】 

１）変形補修（加熱矯正） 

変形した部材は常温で矯正するためにはかなりの塑性変形を作用させる必要があり、矯正後のじん性

の低下を考慮すると加熱矯正を用いるのが一般的である。矯正は、一般にジャッキを用いて変形の大き

い箇所から始めて、小さいほうに向かって徐々に矯正し、これを何回も繰り返す。加熱矯正の留意点を

以下に示す。 

・非調質鋼材の加熱矯正の適正な温度は、900℃程度である。調質鋼材は加熱による材質および強度へ

の影響を調べる必要があり、一般に適切な加熱温度は非調質鋼材よりも低い。 

・加熱終了後、荷重を載荷できる温度は約 250℃であり、これに要する放熱時間は一般の鋼材では 30～

40 分である。 

・冷却はできるだけ水をかけずに、自然放冷とするのが良い。ただし、300℃以下であれば水冷しても

あまり材質に悪影響を及ぼさない。 

  

２）変形補修（部材交換） 

変形量が大きく加熱矯正による修復が困難であり、施工上取替えが可能な場合には部材交換について

検討する。ただし、変形した部材には予想外の力が作用しているのでガス切断などの応力開放時には、

部材の跳ね上がりなどを考慮した安全対策を講じる必要がある。 
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第4編  床版 

4.1 ＲＣ床版 

4.1.1 損傷の特徴 

（１）床版上面の劣化（舗装の変状） 

（２）床版上面、部分補修部の再劣化 

（３）床版下面のひび割れ、漏水・遊離石灰 

（４）上面補修材、下面補修材の接着不良、再劣化 

【解 説】 

 コンクリート床版は比較的薄い部材であるにもかかわらず、舗装を介して車両の走行荷重を支え

ているため、疲労による損傷を生じやすい。また、昭和 48 年道路橋示方書・同解説よりも前の基準

で設計された床版、床版厚が薄く鉄筋量が少ない傾向にあり、疲労耐久性が低いものが多い。 

 特に近年、大型車の交通量が増大していること、冬季の凍結抑制剤の散布量が増加していることか

ら、これらに起因する重大な損傷が数多く発生している。床版の損傷は通行車両の事故の原因になる

ばかりではなく、大規模な補修を行うことは現道交通に重大な影響を及ぼすため、床版特有の損傷を

的確に把握し、重大な損傷を未然に防ぐことが重要である。 

  

（１）（２）について 

 床版上面に変状がある場合は、下面側でも変状を起こしている場合があるので注意が必要である。

床版上面の変状としては、舗装ひび割れ（クモの巣状）、ポットホールが一般的である。また東北地

方のような積雪寒冷地においては舗装変状部から雨水が浸透し、凍結融解作用により床版上面コンク

リートが劣化する特有の事例が見られる。このため、ひび割れや部分補修部から析出している水の色

に留意する必要がある。なお、この損傷は建設年次に関係なく生じているため床版厚が厚い場合であ

っても床版上面コンクリートが劣化する可能性がある。 

日常点検において留意すべきポイントをとりまとめた「ＲＣ床版異常の点検ポイント」を参考にす

るとよい。 

（３）について  

竣工初期の段階においては、コンクリートの乾燥収縮、および、主桁剛性による拘束の影響を受け、

橋軸方向に内部引張ひずみが発生し、ひずみが大きい場合には橋軸直角方向のひび割れが発生する場

合がある。一般にＲＣ床版の損傷は大型車両の繰り返し走行による疲労劣化が支配的であるが、積雪

寒冷地である東北においては凍害や塩害（凍結抑制剤の散布）により、いわゆる土砂化が助長されて

いるケースがある。よって、ひび割れの性状、幅、漏水・遊離石灰、錆汁等に留意しなければならな

い。 

（４）について 

 床版上面補修時のマイクロクラックの発生、脆弱コンクリートの撤去不足などにより、補修材の

接着不良による再劣化事例が見られるようになった。 

また、床版下面からの補修においても、上面からの水分遮断を実施しないまま下面の補修を行い、

橋面水の漏水・滞水等により床版コンクリートの劣化が進行してしまう事例がある。このため、補修

済みの橋梁においても、水分の遮断が行われているかに留意しなければならない。 
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（１）RC 床版に生じる主な損傷 

 ＲＣ床版に生じる主な損傷として、ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、変色・劣化につ

いて、想定される損傷原因を解説 表 4.1.1に示す。 

解説 表 4.1. 1 主な損傷と損傷原因 

主な損傷 

主な損傷原因 

外 的 原 因 内 的 原 因 

外力作用 環境 材料劣化 構造 製作・施工 

ひびわれ 

疲労、 

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重 等 

乾燥収縮、 

温度変化、 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

凍害、 

化学的侵食 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

 

 

 

 

構造不良 

鉄筋不足、厚

さ不足 等 

 

施工不良、 

品質不良、 

防水・排水工不良剥離・ 

鉄筋露出 

疲労、 

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重 等 

漏水・遊離

石灰 
（ひびわれの進行による） 

変色・劣化 火災 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

化学的侵食、 

死滅したかび（黒

色） 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

－ 品質不良 

 

（２）環境条件が原因の損傷 

 環境条件による塩害（飛来塩分）、凍害、化学的侵食および、漏水による塩害（凍結抑制剤による

飛散塩分）、凍害などの劣化は、損傷の直接的な損傷原因ともなるし、損傷を加速させる二次的な損

傷原因ともなる。どちらの場合も確実に損傷原因として抽出できるようにするため、ひびわれパター

ンによる損傷原因抽出フローとは別に損傷原因を抽出することとした。  

 

（３）ひびわれパターン 

 RC 床版は、ひびわれの幅、間隔、性状によって損傷程度を区分することとしている。また、床版

の損傷は、直接目視確認できる床版下面に変状があらわれていなくても、土砂化など床版上面の損傷

が進行している場合がある。従って、床版下面のひびわれのパターンと舗装上の舗装ひびわれに着眼

して床版の損傷原因を推定することとした。ひびわれ、舗装ひびわれの発生パターンと推定される損

傷原因を解説 表 4.1.5 に示す。 

 ひびわれパターンを用いて損傷原因を推定するに当たり、ひびわれパターンの選択方法について以

下に留意点を示す。 

 

 

 

 

 

 

・⑥⑧以外のひびわれパターンは、解説 表 4.1.2に示す発生位置（中間床版、張出し床版等）、ひび

われ方向（橋軸直角方向、２方向等）の全てに着目して選択する． 

・⑥⑧については、発生位置によらずひびわれ形状だけに着目して選択する． 

（例）中間床版に疲労によらない亀甲状のひびわれがあれば④ではなく⑧を選択 
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（４）床版の疲労損傷 

 １）疲労損傷の要因 

 コンクリート床版は、床版の支間長（主桁間隔）に対して厚さの薄い構造であり、変動の激

しい輪荷重を直接支える部材であるため、荷重の繰り返しがもたらす疲労の影響による性能低

下が顕在化する構造である。床版が疲労により劣化する主な要因を解説 表 4.1.2に示す。また、

昭和30年代以前は、鉄筋に付着の劣る丸鋼を使っていたことも劣化しやすい要因と考えられる。 

解説 表 4.1. 2 床版の疲労劣化の要因１） 

床版疲労の原因 解 説 

使用条件 過積載車両の走行 
昭和 30 年代の高度経済成長に伴う交通量の飛躍的な増大と、積載制限を

超過する車両の影響を受けた。 

設 計 

薄い床版厚 
昭和 39 年以前の鋼道路橋設計示方書により設計施工された鉄筋コンクリ

ート床版は、床版厚が 180mm 程度と薄く、このため大型車両の走行によ

り曲げひびわれが発生しやすかった。 

主桁拘束の影響 
鉄筋コンクリート床版は、合成桁はジベルにより、非合成桁がスラブ止め

により主桁に固定され、乾燥収縮によるひびわれが潜在的に発生しやすか

った。 

主鉄筋に比べて少な

い配力鉄筋 

昭和 39 年以前の鋼道路橋設計示方書により設計施工された鉄筋コンクリ

ート床版は、配力筋が主鉄筋の 25%程度であり、主筋方向（橋軸直角方向）

の曲げひびわれが発生しやすかった。 

施 工 コンクリートの品質

疲労損傷した床版の施工は、コンクリート用の粗骨材が砂利から砕石へ移

行した時期に一致し、ワーカビリティを得るために練り混ぜ水の割り増し

とセメント増量を必要としたことから、結果としてモルタル分の多いコン

クリートとなり、乾燥収縮によるひびわれを生じやすかった。 

環 境 雨水の浸透 

乾燥収縮や荷重作用により発生したひびわれが貫通すると、路面からの浸

透水によりひびわれ面の磨耗が促進するとともに、鉄筋コンクリート床版

上縁の圧縮側コンクリートを分離させる骨材化現象をもたらすことから、

更に疲労が促進された。 
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２）床版の設計基準の変遷 

 昭和 40 年(1965 年)頃より床版の抜け落ちが顕在化した後に改定された道路橋示方書（昭和

47 年 3 月）は、 小床版厚を 16cm とすること、床版支間長は 3.6m 以下を原則とすること、

配力鉄筋量は主鉄筋量の 70%以上とすること、床版厚を厚くとると相対的に断面鉄筋比が下が

ることから、ひびわれ発生を緩和するために、鉄筋許容応力度に対して約 20N/mm2程度の余裕

をとることなど、疲労に係る基準改定がなされている。 

解説 表 4.1. 3 RC 床版の設計基準の変遷 

制定年月 基準名称 設計活荷重 
小 

床版厚 

床版 

支間長 

配力 

鉄筋量 

鉄筋の許 

容応力度 

昭和 14年 2月 
鋼道路橋設計示方書（案） 

（内務省土木局） 

1等橋：T-13 P=5.2tf 

2 等橋：T-9 P=3.6tf 
規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 

昭和 31年 5月 
鋼道路橋設計示方書 

（日本道路協会） 

1等橋：T-20 P=8.0tf 

2 等橋：T-14 P=5.6tf 

14cm 

( 小有効

厚さ 11cm) 

4m 以下 

主筋断面 

の 25%以上 

1800kgf/cm2 
昭和 39年 6月 

鋼道路橋設計示方書 

（日本道路協会） 

昭和 42年 9月 

鋼道路橋の一方向鉄筋コ

ンクリート橋床版の配

力、鉄筋量設計要領 
主筋断面 

の 70%以上 昭和 43年 5月 
鋼道路橋の床版設計に関

する暫定基準（案） 

t0=3L+11 

≧16cm 
1400kgf/cm2 

昭和 46年 3月 
鋼道路橋の鉄筋コンクリ

ート床版の設計について 

昭和 47年 3月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 3.6m 以下

を 原則 と

する 

配力筋 曲

げモー メ

ント式 に

より算出 

昭和 48年 4月 

特定路線にかかる橋高架

の道路等の技術基準 

（建設省通達） 

1等橋：T-20 P=8.0tf 

(大型車が1方向1000台/

日以上の場合 9.6tf) 

ただし、特定路線、湾岸

道路、高速自動車道他に

あっては、上記以外に以

下の荷重を考慮し設計す

る。 

TT-43 P=6.5tf 

2 等橋：T-14 P=5.6tf 

昭和 53年 4月 

道路橋鉄筋コンクリート

床版の設計施工について 

（建設省通達） 

t0=3L+11 

t=k1･k2･t0 

k1:交通量

の係数 

k2:付加モ

ー メ ン ト

の係数 

3m 以下が

望ましい 

1400kgf/cm2 

で 

200kgf/cm2 

程度余裕を

持たせる 

昭和 55年 2月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

平成 2年 2月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

原 則と し

て 3m 以下

とする 

平成 5年 11月 

橋、高架の道路等の技術

基準における活荷重の取

扱について（建設省通達） 

T荷重 P=10.0t 

平成 6年 2月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

B活荷重 P=10.0t 

A 活荷重 P=10.0t 

平成 8年 2月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

平成 14年 3月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

平成 24年 3月 
道路橋示方書 

（日本道路協会） 

【参考】 

※平成元年；コンクリート中の塩分総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領 

※平成５年；脱スパイクタイヤ法施工 凍結抑制剤散布量の増加 
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３）道路橋示方書の変遷と RC 床版の鉄筋量の比較 

 現行基準の B 活荷重を 1.0 とした時の主鉄筋及び配力筋を比較したものを下表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編 平成 14 年 3 月より抜粋 

 

 

 

TT-43

t 8.0 9.6 9.6

m 3.5 3.5 3.5

主鉄筋 t・m

配力筋 t・m

主鉄筋 t・m 3.920 4.704 5.268

配力筋 t・m 3.120 3.744 3.744

主鉄筋 － 0.738 0.886 0.992

配力筋 － 0.800 0.960 0.960

※1: S31道示及びS42通達では配力筋方向の曲げモーメント算出式が示されておらず、主鉄筋量に対する配力筋量の割合が示されている。

鉄筋量は曲げモーメントとほぼ比例関係にあるため、主鉄筋方向の曲げモーメントにその鉄筋量の比率を乗じることで算出した。

※2: その他関連事項に示す事柄は鉄筋量にかかわる道示・通達内容である。

その他関連事項 ※2

・鉄筋許容応力度
・床版厚の規定値

■S31道示
σsa=1,300kg/cm2

■S39道示
σsa=1,300kg/cm2(SR24)
σsa=1,600kg/cm2(SR30)
σsa=1,800kg/cm2(SD30)

■S43通達
σsa=1,400kg/cm2(SD30)
床版厚d=3L+9≧16cm
■S48道示
σsa=1,400kg/cm2(SD24)
σsa=1,400kg/cm2(SD30)
床版厚d=4L+11≧16cm（単純版）
　　　d=3L+11≧16cm（連続版）

■S53通達
床版厚d=k1･k2･d0
　d0はS48のdと同様
　k1･k2は床版厚割増係数
σsaにさらに200kg/cm2の余
裕を見込み1,200kg/cm2とし
全材質共通とした
■H6道示
S53通達とほぼ同様だが活荷
重変更に合わせ床版厚割増
係数を見直し

算出式

算出結果

曲げ比率
(B活=1)

5.308

3.900

1.000

1.000

年次

荷重

設計輪荷重　P

床版支間　　L

0.226 0.632

2.466 ※1

3.523

0.664

3.523

0.881 ※1

0.664

(0.12L+0.07)P*K
K：TT-43の支間による割増

(0.10L+0.04)P

(0.12L+0.07)P*K
K：支間による割増

(0.10L+0.04)P

0.5P(L-1)/(L+0.4)*(1+i)
i=20/(50+L)

主鉄筋の25%以上配筋

0.5P(L-1)/(L+0.4)*(1+i)
i=20/(50+L)

主鉄筋の70%以上配筋

8.0 8.0 10.0

3.5 3.5 3.5

TL-20 TL-20 B活荷重TL-20

S31道示 S42通達 S48道示・通達 H6道示

解説 表 4.1. 4 床版設計曲げモーメント変遷表 
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 ４）床版の疲労損傷のメカニズム 

・乾燥収縮等の影響により１方向（橋軸直角方向）にひびわれが発生し、並列の梁状となる。 

・床版は等方性版から異方性版へと変化する。すなわち、橋軸方向へのモーメント分配が減少

し、主鉄筋（橋軸直角方向）の応力が増加し、２方向ひびわれへと進行する。 

・縦横のひびわれが交互に発生し、格子状のひびわれ密度が増加する。縦横のひびわれが徐々

に進行し、せん断、ねじりせん断剛性が徐々に低下していく。さらにひびわれは亀甲状とな

り、下面から発生した曲げひびわれが上面にまで貫通する。 

・貫通したひびわれの破面ですり磨き減少が生じ、破面は平滑化され、せん断抵抗力を徐々に

失っていく。せん断抵抗力の低下は、水が存在する場合に特に著しい。 

 

解説 表 4.1. 5 ひびわれパターンと損傷原因【Ｈ26 要領に修正】 

中間床版 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

損

傷

程

度

ｂ

 

 

漏

水

遊

離

石

灰

な

し

 

 

 

 

 

 

①橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔：概ね 1.0m 以上 

 大ひびわれ幅：0.05mm 以下 

（ヘアークラック程度） 

・乾燥収縮 

 

 

損

傷

程

度

ｃ

 

 

 

 

 

 

 

②橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔は問わない 

 ひびわれ幅：0.1mm 以下が主 

 （一部に 0.1mm 以上も存在） 

③格子状のひび割れ【二方向】 

 格子の大きさは 0.5m 程度以上 

 ひびわれ幅：0.1mm 以下が主 

 （一部に 0.1mm 以上も存在） 

・乾燥収縮～疲労（配筋不足、厚

さ不足、交通荷重等） 

外縁鉄筋に沿ったひびわれの

場合 

・かぶり不足による中性化 

・塩害（飛来塩分） 

 

 

 

 

 

 

 

損

傷

程

度

ｄ

 

 

 

 

 

 

漏

水

遊

離

石

灰

な

し

 

 

 

 

 

 

 

②橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔は問わない 

 ひびわれ幅：0.2mm 以下が主 

 （一部に 0.2mm 以上も存在） 

④格子状のひび割れ【二方向】 

 格子の大きさは 0.5m～0.2ｍ 

 ひびわれ幅：0.2mm 以下が主 

 （一部に 0.2mm 以上も存在） 

・疲労（配筋不足、厚さ不足、交

通荷重等） 

 

漏

水

遊

離

石

灰

あ

り

 

 

 

 

 

 

 

●橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔は問わない 

 ひびわれ幅：0.2mm 以下が主 

 （一部に 0.2mm 以上も存在） 

 

●格子状のひび割れ【二方向】 

 格子の大きさは問わない 

 ひびわれ幅：0.2mm 以下が主 

 （一部に 0.2mm 以上も存在） 

・疲労（配筋不足、厚さ不足、交

通荷重等） 

・防水不良 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

③ 

 

② 

 

① 

 

 

① 

 

① 

 

② 
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中間床版 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

 

 

 

損

傷

程

度

ｅ 

 

漏

水

遊

離

石

灰

な

し

 ②橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔は問わない 

 ひびわれ幅：0.2mm 以上が目立ち

部分的な角落ちも見られる 

④格子状のひび割れ【二方向】 

 ひびわれ間隔：0.2m 以下 

 ひびわれ幅：0.2mm 以上が目立

ち、部分的な角落ちも見られる。 

・疲労（配筋不足、厚さ不足、交

通荷重等） 

 

漏

水

遊

離

石

灰

あ

り

  

●橋軸直角方向のひびわれ【一方向】 

 ひびわれ間隔は問わない 

 ひびわれ幅：0.2mm 以上が目立ち

部分的な角落ちも見られる 

●格子状のひび割れ【二方向】 

 ひびわれ間隔：0.2m 以下 

 ひびわれ幅：0.2mm 以上が目立

ち、部分的な角落ちも見られる。 

 

 

 

・疲労（配筋不足、厚さ不足、交

通荷重等） 

・防水不良 

その他のひび割れ 

部位 ひび割れパターン  

 

 

 

 

中間床版 

⑤中間床版の、床版支間の 1/4～1/6

に発生するひびわれ 

・構造不良（主鉄筋の曲げ上げ位

置の不適正） 

 

 

 

 

 

その他 

⑥亀甲状、くもの巣状のひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇

所の微細なひびわれの場合） 

 

 

 

 

 

張出し床版 

⑦張出し床版の橋軸直角方向のひび

われ 

・乾燥収縮 

外縁鉄筋に沿ったひびわれの

場合 

・かぶり不足による中性化 

・塩害（飛来塩分） 

 

 

 

 

舗装上 

⑧舗装上に発生した損傷（舗装ひび

われ、ポットホールなど） 

※埋設ジョイントなどジョイント上

に舗装してある場合の、ジョイン

ト上の舗装ひびわれは除く 

・疲労（配筋不足、厚さ不足等）

・塩害（飛散塩分：橋面からの凍

結抑制剤） 

 

①

 

②

 

④

 

②

 

①

 

 

④

 

⑤

 ⑥ 

 
⑦ 

 

⑧ 舗装上 
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【参考】Ｈ16要領とＨ26要領の変更について 

    平成 26年 6月の橋梁定期点検要領の改訂に伴う床版ひび割れ評価の違いを示す。 

解説 表 4.1. 6 Ｈ26.6 要領改訂に伴う評価の違い 

Ｈ16要領 
Ｈ26 

要領 

事例写真 

（Ｈ16点検要領では１ランク下） 
床版 

ひび割れ 

漏水 

遊離石灰 

a(損傷無し) a a - 

a 

(軽微な損傷) 

ﾍｱｰｸﾗｯｸ 

a b 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

c 

a 

a 
c 

 

 

 

 

 

 

 

b 

(軽微な損傷) 

c 

d 

c、d、e 

 

c、d、e 

a 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

b(重症) 

d 

e 

角落ちを伴う 

c、d、e 

c、d、e 

a、c、d、e 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷程度ｂ【Ｈ27 直轄点検結果より】 

損傷程度ｃ【道路橋の定期点検に関する参考資料】 
国土技術総合政策所（2013）

損傷程度ｄ【道路橋の定期点検に関する参考資料】 
国土技術総合政策所（2013）

損傷程度ｅ【道路橋の定期点検に関する参考資料】 
国土技術総合政策所（2013）
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4.1.2 損傷原因 

RC 床版の劣化要因は主に「大型車の輪荷重による疲労」、「建設地域の環境条件による損傷」、「水

分の供給」、およびこれらの複合的な劣化が考えられている。 

近年確認されている課題である、橋面防水や部分補修後の再劣化等については 4.1.5 にて詳述す

る。 

 床版の損傷原因として考えられる一般的な項目を解説 図 4.1.2に示したので参考にするとよい。

損傷原因は損傷状況、環境条件などにより多岐にわたるため、詳細調査等により個別に判断する

ことが望ましい。 

【解 説】 

  建設地域の環境条件による損傷とは、積雪寒冷地などで凍結抑制剤の散布が多い地域での凍結融

解、海岸線などで飛来塩分が多い地域での塩害、アルカリシリカ反応などで劣化進行へ影響が多い環

境条件のことを言う。 

RC 床版の劣化要因として走行荷重による繰り返し荷重（疲労）が挙げられ、水分の供給により劣

化が加速的に進行することが知られている。さらに、疲労とそれ以外の劣化が複合した場合には、単

独の場合よりも急速に劣化が進行する。塩害、中性化、凍害、アルカリシリカ反応などの疲労以外の

劣化により、水および塩化物イオンなどの劣化因子の浸透を加速させ、疲労とそれ以外の劣化の複合

劣化により損傷が加速すると考えられている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両の繰り返し荷重の載荷による疲労

（※持続的な水分供給で疲労進行性が更に加速される）

凍結抑制剤に含まれる塩化物イオンの影響

（鉄筋の腐食など）

凍結融解による

コンクリートの劣化

水分

床版上面の土砂化（砂利化）

(活荷重による摺り磨き，凍害，

鉄筋の腐食膨張)

内部鋼材の腐食

(水分・塩分供給)

ひび割れの進行

(活荷重の繰り返し作用による疲労)

水平ひび割れ発生

内部コンクリートの劣化

活荷重

骨材のアルカリシリカ反応等

によるコンクリートの劣化

解説 図 4.1. 1 床版の劣化要因の概念図(推定) 
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 損傷原因の抽出は、環境条件による損傷原因抽出フロー、ひびわれパターンによる損傷原因抽出フ

ロー、剥離・鉄筋露出の損傷原因抽出フロー、漏水・遊離石灰の損傷原因抽出フローを用いて実施す

る。ここで、環境条件による損傷原因抽出フローは、ひびわれ、剥離・鉄筋露出の有無に限らず必ず

実施するものとする。なお、本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果、何れにも該当しない場合

は、専門技術者に相談して損傷原因を推定する必要がある。 

 ひびわれパターンについては、フロー図の利便性を考慮して、主な損傷原因が同じであるひびわれ

パターンをグルーピングしているため、個々の詳細について確認する場合は、解説 表 4.1.2 を参考

にすると良い。 

 

 本フロー図は、可能性のある損傷原因を漏れなく抽出するためのものである。そのため本フロー図

の利用方法を以下に示す。 

・箱書きの条件に該当する場合は、横方向に進み損傷原因を抽出するとともに次の箱書きに進む。 

・箱書きの条件に該当しない場合は、そのまま次の箱書きに進む。 

・このように箱書きの条件に該当する場合はその都度横方向に進み、該当する損傷原因を一つに限定

することなく、複数抽出することとする。 

 フローの利用方法 

 損傷原因の推定において、条件１、条件３に該当する場合は、原因Ａと原因Ｃの二つが損傷

原因として推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

該当しない

次に進む

END

該当する

該当する

条件３原因Ｃ

条件４原因Ｄ

条件１原因Ａ

原因Ｂ 条件２

条件１に該当する

場合は、原因Ａを

抽出するとともに

次の条件に進む 

該当した損傷原因

を抽出する 

該当した損傷原因

を抽出する 

条件２に該当しな

い場合は、そのま

ま次の条件に進む
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解説 図 4.1.2 環境条件、ひびわれパターンによる損傷原因の抽出 解説 図 4.1. 2 環境条件、ひびわれパターンによる損傷原因の抽出 

推定される損傷原因

次に進む

③,④② ⑧ ⑤

ひびわれパターンによる損傷原因抽出フロー環境条件による損傷原因抽出フロー

該当する

END

START

END

次に進む

ひびわれパターン図

(1)沿岸部における
塩害環境下

(2)塩害によると
思われる損傷

該当する

損傷箇所に
漏水，滞水がある

(3)凍結抑制剤
散布地域

次に進む

該当する 該当する

(4)凍結環境
該当する

次に進む

(5)架設年が古い
（概ね50年以上）

次に進む

該当する

次に進む

(4) 外縁鉄筋位
置に沿って発生

(3)沿岸部における
塩害環境下

該当する 該当する

該当する

(8)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

該当する

(9)上記(3),(7)に該
当しない

次に進む

該当する

①⑦

次に進む

(12)環境条件を含め，損
傷原因に該当が無い

次に進む

次に進む

該当が無い

アルカリ
骨材反応

塩害
（飛来塩分）

塩害
（飛散塩分）

凍害

中性化

かぶり不足

品質不良
施工不良

(7)地覆からの回り
水が見られる

⑦

次に進む

次に進む

⑥

※ 本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果，何れ
　　にも該当しない場合は，専門技術者に相談して損傷
　　原因を推定する必要がある

(1)粗骨材に沿って亀
甲ひびわれが進展

乾燥収縮
(2)橋軸直角方向

規則的なひびわれ

該当する

疲労

次に進む

(11)疲労耐久性が
低い，交通量多い

次に進む

該当する

構造不良

(10)舗装面上の損
傷発生頻度が多い

該当する

(6)凍結抑制剤散
布地域

該当する

該当する

次に進む

(5)1973年（昭和
48）年以前の架設

次に進む

次に進む

①,②

次に進む

該当する

  

①

  

② 

  

③ 

  

④ 

  

⑤ 

  ⑥

  ⑦ 

  
⑧舗装上
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 コンクリート構造物には、「ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰」などの損傷が多く生じているた

め、ひびわれと同様にそれぞれの損傷原因の推定フローを解説 図 4.1.3、4.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

－－－－－－－－－－－ 損傷原因抽出フローの条件判断に関する説明 －－－－－－－－－－－－ 

 環境条件による損傷原因推定フロー  

(1)沿岸部における塩害影響地域 

 沿岸部における塩害影響地域とは、「道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート橋編 平成 14 年 3 月  

日本道路協会」に規定されている表-5.2.2 塩害の影響地域とする。 

「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）平成 20 年 4 月 橋梁塩害対策検討委員会」 

 東北地域の塩害地域を解説 表 4.1.7に示す。 

解説 表 4.1. 7 東北地域の塩害の影響地域 

地域 
区分 

地 域 海岸線からの距離 

塩害の影響度合いと 
対策区分 

対策 
区分 

影響度合い 

Ｂ 

青森県のうち蟹田町、今別町、平館村、

三厩村（東津軽郡）、北津軽郡、西津軽

郡、大間町、佐井村、脇野沢村（下北郡） 
秋田県、山形県 

海上部及び海岸線から 100m まで Ｓ 影響が激しい 
100m をこえて 300m まで Ⅰ 

影響を受ける 300m をこえて 500m まで Ⅱ 
500m をこえて 700m まで Ⅲ 

Ｃ 上記以外の地域 

海上部及び海岸線から 20m まで Ｓ 影響が激しい 
20m をこえて 50m まで Ⅰ 

影響を受ける 50m をこえて 100m まで Ⅱ 
100m をこえて 200m まで Ⅲ 

解説 図 4.1. 3 剥離・鉄筋露出の損傷原因の抽出 解説 図 4.1. 4 漏水・遊離石灰の損傷原因の抽出

剥離・鉄筋露出の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

該当する

次に進む

該当する

次に進む

該当なし

次に進む

END

該当する

次に進む

該当する

(1)衝突又は接触し
た跡が見られる

(2)鉄筋露出部
のかぶりが不

足している

(3)スケーリング
からポップアウト

に進展

(4)鋼材の腐食
膨張によると
考えられる

(5)上記いずれにも
該当しない

外力

かぶり不足

凍害

ひびわれパタ
ーンによる損傷
原因抽出フロー

環境条件に
よる損傷原因
抽出フロー

品質不良
施工不良

漏水・遊離石灰の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

END

該当する 床版下面からの
漏水・遊離石灰

橋面防水機能の
不備・不良

次に進む

該当する 桁端部から床版下
面への漏水

伸縮装置
非排水機能の

不備・不良

該当する 地覆から張出し
床版への漏水

張出し部
水切り機能の
不備・不良

該当する 排水枡まわりから
の漏水

施工不良

次に進む

歩車道境界から床
版下面への漏水

次に進む

該当する
歩車道境界

ブロックと舗装の
防水不良
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 (2)塩害によると思われる損傷 

 塩害によると思われる損傷とは、塩害環境下にあり「橋梁定期点検要領 平成 26 年 6 月」に従った点検で

確認される、⑥ひびわれ、⑦剥離・鉄筋露出、⑧漏水・遊離石灰、⑩コンクリート補強材の損傷、⑫うきと

する。「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）平成 20 年 4 月 橋梁塩害対策検討委員会」 

(3)凍結抑制剤散布地域 

 東北地方の国道は、ほぼ全域で凍結抑制剤を散布してお

り、東北地整管内の平均散布量は 10～15ton/km である。

特に山岳地域では、散布量が 30ton/km以上となっている。 

(4)凍結環境 

 東北地方は、ほぼ全域で冬季に０℃以下となるので凍結環境にあ

る。凍害は、漏水の状況、コンクリート中の空気量、日照、高濃度

塩分によって損傷の進行速度が異なる。従って、該当箇所の向き（日

射の影響）、凍結抑制剤の散布状況などを含めて確認する必要がある。

解説 図 4.1.5 は、凍害発生の危険度を示したものであり、東北地域

全域が凍害の危険度が高いことがわかる。 

 凍害の ASTM 相当サイクル数を用いた劣化予測２）により「盛岡、

南向き部材、漏水有り」の条件に合致する場合の試算では、約 40 

年以上経過すると凍害が著しく進行することになる。凍結抑制剤が散布されると、さらに凍害が加速するこ

とも報告されているため留意が必要である。 

 ひびわれパターンによる損傷原因推定フロー  

(1)ひびわれからゲルが滲出 

 アルカリ骨材反応による損傷は、東北地方から北陸にかけての日本海沿岸で多く見られる。アルカリ骨材

反応のひびわれは、亀甲状、網目状のひびわれが発生し、白色のゲル状物質が滲出する。同年代の竣工でア

ルカリ骨材反応による変状が著しい構造物が周囲にある場合には同種の骨材を使用している可能性が高い。 

 アルカリ骨材反応に関しては、昭和 61 年 6 月「アルカリ骨材反応暫定対策について」が建設省技術調査室

から通達、昭和 61 年 10 月 JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」にアルカリ骨材反応抑制対策が盛

り込まれた。従って、これ以前の橋梁はアルカリ骨材反応対策の有無を確認すること。なお、凍結抑制剤に

含まれている塩分は、アルカリ骨材反応を促進することから、アルカリ骨材反応による損傷が顕在化してい

る箇所で、漏水、回り水等により凍結抑制剤が損傷部に供給されている場合は特に注意する必要がある。 

(2)橋軸直角方向の規則的なひびわれ 

 合成桁のＲＣ床版はずれ止めにより、非合成桁のＲＣ床版はスラブ止めにより鋼桁に固定されているため、

コンクリートの乾燥収縮により床版に引張応力が生じることにより、橋軸直角方向に規則的なひびわれが生

じやすい。橋面上からの水の浸透により、ひびわれから遊離石灰が生じるとともに、損傷の進行が速くなる

ため留意する必要がある。特に歩道部は、車道部に防水工がなされていても歩道部には防水工が実施されて

いない場合があること、マウンドアップ部に砕石を入れている場合滞水しやすいことなどに留意する必要が

ある。 

(3) 沿岸部における塩害影響地域 

 塩害部における塩害影響地域（解説 表 4.1.7）においては、張出し床版下面、桁フランジ下面に飛来塩分が

付着しやすい。張出し床版下面の主鉄筋が塩害によって腐食し、「ひびわれ」⇒「広範囲の剥離・鉄筋露出」

に至る場合がある。腐食が進むとひびわれから錆汁が見られる。 

凍 害 
危険度 

色 
凍害の 

予想程度 

極めて大きい 

大きい 

やや大きい 

軽微 

ごく軽微 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

旭川

札幌

釧路 
室蘭 

函館 青森 

盛岡

秋田 

仙台 

山形 

福島 

水戸 

新潟

宇都宮 

解説 図 4.1. 5 凍害危険度の分布図１） 
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(4) 外縁鉄筋位置に沿って発生 

 外縁に配置された床版の主鉄筋は、塩分の浸透により 初に腐食が生じる鋼材であり、 外縁鉄筋に沿

ったひびわれが生じる。鋼材の腐食が進むと錆汁が生じる。 

(5)1973 年（昭和 48年）以前の架設 

 連続版の主鉄筋の曲げ上げ位置は、1973 年（昭和 48 年）以前の基準では床版支点から床版支間Ｌの１／

４の位置で曲げるものとしていた。しかし床版としての応力解析結果によると、正の曲げモーメント形状が

放物線形ではなくなべ底形になることが判明した。このため、従前のものは主鉄筋の曲げ上げ部分で鉄筋量

が不足し、この部分に橋軸方向のひびわれが多く発生することとなった。現行の基準では、曲げ上げ位置を

支点からＬ／６の位置に変更している。なお、折り曲げ鉄筋は原則として連続させることが昭和 60 年の東北

地方整備局 設計施工マニュアル（橋梁）から記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)凍結抑制剤の散布地域 

 凍結抑制剤を散布する地域において、橋面防水工がなされていない場合は、床版上面のひびわれに凍結抑

制剤の塩分が侵入することとなる。床版に発生した乾燥収縮ひびわれに橋面からの塩分が侵入すると、床版

上側鉄筋が塩害により腐食することとなる。損傷のメカニズムは以下のように考えられている。 

 ・コンクリート床版の上面に乾燥収縮によるひびわれが発生 

 ・車両の通行に伴って、雨水が高圧で注入・吸引（ポンピング作用）され、徐々にひびわれが拡大していく 

 ・ひびわれが上側鉄筋に達すると、鉄筋は発錆しやすくなり、発錆時の膨張圧によりかぶりコンクリート

が浮く 

 ・浮いた状態のコンクリートが、交通荷重の影響により、すり磨き作用等が生じてコンクリートが泥状化

する 

 ・舗装面のひびわれ、ポットホールとして損傷が顕在化する 

 このように床版上面の塩害と疲労の複合劣化は、床版下面からの観察ではひびわれ、遊離石灰等が確認さ

れないことも多いため注意して舗装面を点検する必要がある。舗装面のひびわれからは、泥状の噴出物が見

られる場合もある。 

(7)地覆からの回り水が見られる 

 凍結抑制剤を散布する地域では、床版の防水工が機能していても、地覆や歩車道境界ブロックからの回り

水により張出し床版下面に塩分を含んだ橋面水が付着する。従って地覆等からの回り水が見られ、張出し床

版下面に 外縁鉄筋に沿ってひびわれが発生している場合は、凍結抑制剤による塩害が懸念される。 

解説 図 4.1. 6 床版に発生する曲げモーメント 

L/4 L/42L/4 

放物線形 ○＋

L/6 L/6 4L/6

なべ底形 ○＋
○－

ひびわれの発生

○－ ○－ ○－ 

旧基準 現行基準
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(8)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微細なひび

われ、ポップアウトが生じる。また、南西方向の構造物面などでは、日射により凍結融解を繰り返すような

箇所に生じやすい。 

(9)上記(3)、(7)に該当しない 

 外縁鉄筋は、 もかぶりが薄い鉄筋である。 外縁鉄筋位置でひびわれが発生しており、塩害ではない

場合は、中性化、かぶり不足が考えられる。 

(10)ひびわれ、ポットホールの発生頻度が多い 

 コンクリート床版の疲労は、一般的に下面のひびわれとして観測される（(11)参照）。下面ひびわれが進行・

貫通して床版上面の損傷が進行すると、交通荷重の影響によりすり磨き作用等が生じ、泥状化して、舗装ひ

びわれやポットホールとして損傷が顕在化する。逆に言えば、舗装ひびわれやポットホールが見られる場合

は、該当箇所の床版下面の損傷が進行している恐れがあるため、注意して点検する必要がある。 

 なお、埋設ジョイントなどジョイント上に舗装してある場合における、ジョイント上の舗装ひびわれは、

疲労によるものではなく桁の伸縮によるものである。 

(11)疲労耐久性が低い、交通量が多い 

 古い基準で設計された疲労耐久性の低い床版、大型車交通量の多い橋梁では、床版の疲労損傷の進行が速

くなる。P4-2～P4-8 に、床版疲労の主たる要因、設計基準の変遷、疲労損傷のメカニズムを詳述しているた

め参考にすると良い。 

(12)環境条件を含め、損傷原因に該当が無い 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良、施工不良について検討する。 

 

 剥離・鉄筋露出の損傷原因推定フロー  

(1)衝突又は接触した跡が見られる 

 剥離・鉄筋露出箇所周囲に、衝突又は接触した跡が見られる場合は、交通車両の接触、桁架設時の接触等

によりコンクリートが欠損したと考えられる。 

(2)鉄筋露出部のかぶりが不足している 

 鉄筋が露出している箇所のかぶりが、設計上必要なかぶりを確保されていない場合、中性化などにより鋼

材が腐食膨張して剥離に至る。 

(3)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微細なひび

われ、ポップアウトが生じる。また、日照状況から凍結融解を繰り返すような箇所で生じやすい。 

(4)鉄筋露出部に腐食が見られる 

 ひびわれからの劣化因子の侵入により鉄筋が腐食し、膨張圧により剥離・鉄筋露出が生じている場合は、

ひびわれパターンによる損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

 塩害の進行、中性化の進行により鉄筋が腐食し、膨張圧により剥離・鉄筋露出が生じている場合は、環境

条件による損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

(5)上記いずれにも該当しない 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良（使用骨材やセメント不良等）、施工不良（締固め不足

等）、構造不良（局部応力集中等）について検討する。 
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4.1.3 工法検討にあたっての調査 

損傷状況から抽出された損傷原因については、原因対策型の補修を実施するために詳細調査を

実施して損傷原因を特定しなければならない。更に詳細調査では、損傷の程度や範囲を把握し、

損傷の程度や原因に応じた適切な補修工法の選定と、損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めな

ければならない。 

【解 説】 

 床版の損傷がどの過程にあるかは、床版下面のひびわれ状態を観察することにより評価できるため、解説 表

4.1.8を参考に劣化過程を評価する。ただし、ひびわれ密度は飽和することがあるため、その量だけで劣化過

程の期間を評価するには無理がある。この場合は、外観の変状に加えてひびわれの開閉量や段差量などのひ

びわれ挙動の観測や路面の変状などを観測する。 

 ・ひびわれ状態（方向性、密度、幅、角欠けの有無） 

 ・漏水、遊離石灰の有無（水が浸入すると、損傷の進行が著しく速くなる） 

 ・舗装ひびわれ、ポットホール（ひびわれが貫通して損傷が進行すると舗装面に変状が現れる） 

 ・ひびわれの挙動（深さ、開閉量、段差量）・・・必要に応じて 

 ・補修した床版で漏水が見られる場合は、舗装を部分的に撤去して床版上面の状態を確認 

解説 表 4.1. 8 ひびわれの状況と劣化過程 

外観上の
グレード

ひびわれ状況 定 義 

状態Ⅰ 

(潜伏期)

 

 

 

・乾燥収縮もしくは載荷による、主筋に沿った一方向ひびわれが数本程度確認

できる段階。 

・主桁の拘束条件によっては乾燥収縮や主桁温度変化による橋軸直角方向のひ

びわれが進行することもある。 

・凍結抑制剤散布下では、床版上面から塩化物イオンが侵入する。 

状態Ⅱ 

(進展期)

 

 

 

・主桁作用による主筋に沿った曲げひびわれが進展するとともに、配力筋に沿

う方向のひびわれも進展し始め、格子状のひびわれ網が形成される段階。 

・外観上ひびわれの密度の増加は著しいが、床版の連続性（二方向性）は失わ

れていない。 

・凍結抑制剤散布下では、床版上面から凍害、塩害(鉄筋の腐食)が進展する。 

状態Ⅲ 

(加速期)

 

 

 

・ひびわれの網細化が進み、ひびわれの開閉やひびわれ面のこすり合わせが始

まる段階。 

・ひびわれのスリット化や角落ちが生じるとコンクリート断面の抵抗は期待で

きないので、床版の押抜きせん断耐力は急激に低下し始める。 

・漏水・遊離石灰が確認されている場合は床版の押し抜きせん断耐力が急激に

低下し、損傷が加速する可能性がある、 

・凍結抑制剤散布下では、鋼材腐食、スケーリング、水分の侵入および疲労の

複合的な劣化により、上側鉄筋近傍で水平ひび割れの発生と砂利化が顕在化

する場合がある。 

 

状態Ⅳ 

(劣化期)

 

 

 

・床版断面内にひびわれが貫通して床版の連続性が失われ、貫通ひびわれで区

切られたはり状部材として輪荷重に抵抗することになる段階。 

・貫通ひびわれの間隔やコンクリート強度、配筋量などが部材としての終局耐

力に影響する。 

・雨水の浸透や鉄筋腐食などにも配慮する必要がある。 

・凍結抑制剤散布下では、水平ひび割れ、砂利化の進行により、急速に疲労耐

久性が低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版の陥没

 

 

④
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（１）外観変状調査 

  1）打音・目視調査 

   床版上面のうきや剥離箇所を舗装撤去後の打音調査や目視調査により確認することが重要である。

床版上面の調査では、交通規制が必要となり、時間等の制約を受ける場合が多いことから、舗装工事

で既設の舗装をはぎ取った際に調査が行われることが多い。 

 

2) 床版下面からの損傷調査 

 橋面の規制が困難であったり、床版下面からの調査

が比較的容易な場合は、床版下面から衝撃弾性波試験

により損傷状況の把握を行うことができる。（床版下面

にひびわれが見られる場合は、「疲労」を参照） 衝撃

弾性波試験は、加速度センサーを床版下面に設置し、

その近傍を打撃して弾性波を発生させ、コンクリート

中を伝搬して反射してきた弾性波をセンサーで観測し、

周波数解析することでひびわれの有無、位置を測定す

る方法である。 

 

（２）コア採取 

 上面劣化等の変状が見られる床版において、打音や目視調査では十分な情報が得られない場合には、

劣化程度や原因を特定することを目的として、床版上面からコアを採取し、圧縮強度、静弾性係数、塩化

物イオン含有量、残存膨張量(ASR)などの試験を実施する。コアの採取箇所は損傷部を主とするが、可能

であれば健全部からも採取し、両者の状況を比較することが望ましい。 

 コア採取に当たっては、鉄筋探査により鉄筋位置を確認し、鉄筋を傷つけないように留意する必要が

ある。コアの採取寸法は目的とする室内試験、採取対象の部材厚、粗骨材の 大寸法を考慮して決定し

なければならない。一般にはφ50mm×100mm～φ75mm×150mm の場合が多い。 

 採取したコアや、採取孔を観察し内部ひび割れやコンクリートの品質について目視調査もあわせて実

施する。復旧は対象物の設計基準強度を満足する材料とし、早期の交通開放のため、速硬性ポリマーセ

メントモルタルで実施される場合が多い。 

 

 

 

 

ひびわれ部 

受信点 打撃点 受信点 打撃点 

周波数解析 周波数解析 

Ｄ(厚さ) Ｄ(厚さ)

周波数 周波数 

ひびわれ 衝撃弾性波

Ｄ 

床版厚 ひびわれ 

健 全 部

解説 図 4.1. 7 衝撃弾性波試験 
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（３）電磁波レーダ法による床版上面調査 

   電磁波レーダとラインセンサカメラを搭載した測定車により、舗装下の床版上部の状態を非破壊で調

査を行うものである。時速 40km/h 程度で測定でき、交通規制が不要であるため、広範囲で面的な調査

を実施することができる。 

電磁波は橋梁舗装面に発信されると、アスコン層と床版の境界や床版内部の鉄筋等、電気的性質（材

料）の異なる境界で反射する特性を持っている。特にアスコン層や床版面で生じる土砂化などの破損個

所では異常信号を示し、その反射時間と電磁波電波速度の関係から破損個所の深さや範囲を推定する。 

   電磁波レーダ調査はアスコン層や床版の損傷を異常信号としてとらえることはできるが、完全な精度

ではないため、詳細調査のための事前のスクリーニングに適用できる。また、橋面防水施工（舗装切削）

にあたり、概ねの床版上面補修の施工量（材料手配）把握することで施工工程が立てやすくなるといっ

た活用事例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.1. 8 測定車の例 

解説 図 4.1. 9 解析事例 

4-18



 

4.1.4 補修工法 

（１）ＲＣ床版では、劣化要因に対する水の影響が大きいため、排水処理や滞水状況を考慮しなけ

ればならない。 

（２）ＲＣ床版では、床版下面と上面の損傷状況を考慮して対策を検討しなければならない 

（３）対策工は損傷状況に応じて、要求性能を満足する対策工を選定すること。 

   一般には、以下に示す対策工が選定するのがよい。 

   ・炭素繊維接着工、下面増厚工 

   ・上面増厚工 

   ・断面補修工法 

   ・局部打換え工法、全面打換え工法 

   ・増桁工法 

   ・剥落防止工法 

   ・ひび割れ注入工法 

（４）応急対策工（表層補修）実施にあたっては、事前調査、劣化部の撤去・補修方法等、施工に

十分留意し、再劣化の要因を遮断する対策を検討しなければならない。 

   具体的な方法は「4.1.5」に示したので参考にするとよい。 

【解 説】 

（１）について 

 疲労に関しては水の影響の有無で耐久性が大きく異なることは既往の研究により明らかであり、輪荷重走

行試験を水張状態で行った場合の疲労寿命は、乾燥状態に比べると 50～300 倍以下になることが知られてい

る。また、床版上面の凍害劣化により、床版のせん断耐力が低下して少ない交通荷重履歴にも関わらず押し

抜きせん断破壊に至る事例も生じている。したがって、対策検討にあたっては水の影響を常に考え、排水処

理の現状や水の移動経路や滞水状況などの現状を把握しなければならない。 

（２）について 

 積雪寒冷地域においては交通量に関係なく、凍結抑制剤による塩害や、床版上面の滞水・凍害から上面コ

ンクリートが劣化し、床版のせん断耐力が小さくなることで押し抜きせん断破壊が生じる特有の事例が見ら

れる。したがって、東北地方のような積雪寒冷地においては、床版下面のひび割れのみではなく、上面の劣

化にも留意して、その両側面から対策の検討を行う必要がある。 

（３）について 

 ここでは損傷部位、床版の損傷グレードに応じた一般的な対策工を示した。 

 補修材で床版の下面全体を覆う工法は、床版上面からの雨水の侵入により補修材の上面で滞水することが

懸念され、それが原因で腐食や凍結融解による補修材の剥離が生じる可能性があることに十分留意しなけれ

ばならない。 

（４）について 

 東北地方整備局管内のＲＣ床版は、損傷や劣化の増加に伴い、これまで補修対策を実施してきているが、

補修後数年で再劣化が発生している。既往の検討結果では、補修面の処理、復旧時の処理、材料等が影響し

ていると考えられているため、「4.1.5」を参考に適切な処理を行わなければならない。 
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ＲＣ床版の補修工法は、「2013 年制定 コンクリート標準示方書[維持管理編]」を参考に、外観上のグレー

ドに応じた標準的な対策工法を例示する。 

解説 表 4.1. 9 外観上のグレードと標準的な工法の例３） 

外観上のグレード 標準的な工法 

状態Ⅰ（潜伏期） 橋面防水（予防的に実施される工法） 

状態Ⅱ（進展期） 橋面防水、炭素繊維接着、上面増厚、下面増厚、増設桁 

状態Ⅲ（加速期で浸透水の影響有り） 橋面防水(表層補修・局部打換え含む)、上面増厚 

状態Ⅲ（加速期で浸透水の影響なし） 橋面防水(表層補修・局部打換え含む)、上面増厚、増設桁 

状態Ⅳ（劣化期） 供用制限、局部打換え、全面打換え 

 

 

 

解説 図 4.1. 10 疲労対策工法選定フロー 

グレードⅡ

グレードⅣ

　　　　　詳細調査
・ひびわれ状態（方向性，密度，幅，角欠
　けの有無）
・漏水，遊離石灰の有無
・舗装面のひびわれ，ポットホール
・ひびわれの挙動（深さ，開閉量，段差
　量）・・・必要に応じて

グレードの評価

・橋面防水工
（予防的に実施）

グレードⅠ

・橋面防水工
・炭素繊維接着工
・上面増厚工
・下面増厚工
・増設桁工

・橋面防水工
（上面補修・部分
打換え含む）
・上面増厚工

疲　労

・橋面防水工
・上面増厚工
・増設桁工

・供用制限
・打換え

浸透水の影響
影響あり

グレードⅢ

影響なし

状態Ⅰ 状態Ⅱ 状態Ⅲ 状態Ⅲ 状態Ⅳ
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 ●対策工選定にあたっての留意点（補修の目的） 

 ・既設床版の設計荷重が TL-20 の場合は以下の点に留意が必要 

   現行の道路構造令および車両制限令では、25ｔ車の通行を認めている。その際、既設橋梁の取り扱い

については、耐荷力照査の結果、目安となる基準(設計上の許容値を超え、安全率の余裕内)を下回った

橋梁のみ曲げ耐力向上を目的に補強を実施したが、満足した橋梁は「25ｔとみなし」補強はしない扱い

としているものである。したがって、対策工はひびわれなどの補修が目的であり、B活荷重の補強目的

で炭素繊維などを施工するものではないので注意が必要である。 

 

解説 表 4.1. 10 各工法の特徴および留意点 

工法 特徴および留意点 

炭素繊維接着工 

・炭素繊維の連続シートを、一定の間隔をあけて格子状に貼り付ける工法である。 

・橋面からの浸透水があっても格子の隙間から抜けるため、床版下面での滞水の可能性が少な

く、床版に与える悪影響が少ない。 

・格子部からコンクリートが露出しているため、施工後も目視により経過を観察できる。 

・連続繊維シートは面外せん断剛性のない材料であるため、床版の損傷が格子状に進展して遊

離石灰が見られるなど、せん断耐力が著しく低下した段階には適用できない。 

下面増厚工 

・床版下面に補強鉄筋を配置し、ポリマーセメントモルタル、鋼繊維補強超速硬モルタル等を

用いて既設床版と一体化させる工法である。 

・曲げに対する耐荷力の向上に有効である。 

・床版上部から雨水の浸透があると、既設床版と補強部界面に浸透水が滞水し、疲労耐久性が

低下するため、橋面防水工が必要。 

上面増厚工 

・床版上面に必要に応じて鉄筋網を設置して鋼繊維補強コンクリートを打設し、既設床版と一

体化させる工法である。 

・せん断および曲げに対する耐荷力の向上に有効である。 

・専用の施工機械が必要である。床版上面からの施工となり、交通規制が必要である。 

・伸縮装置の嵩上げが必要である。 

・既設床版と一体化していることが前提であり、既設床版上面が局部的に劣化している場合な

どにはコンクリートのはつりや局部打換えを実施すること。 

増設桁工 

・床版支持桁間に新たに１～２本の縦桁を増設し、床版支間を短くする工法である。 

・増設桁が車輪走行位置の直下にないと、押し抜きせん断力に対して有効に機能しない。 

・狭隘な桁下での施工性に劣ることから、近年施工事例は少ない。 

※ 補修材は、死荷重が作用している状態での補修（接着）であるため、活荷重に対してのみ抵抗する。 

※ 補修後の既設鉄筋の応力度は、既に作用している死荷重応力度に、補修材を加えた断面で計算した活荷重応力度を加

算する。 

※ 炭素繊維接着工は既往の文献では標準量としている目付量による補修が示されているが、その他目付量の組み合わせ

についても経済性を十分に考慮したうえで決定すること。 

具体的には、炭素繊維は高強度タイプ（200～600 目付）、中弾性、高弾性タイプがあり、それぞれ目付量や引張弾性率が

異なっている。このため、補修の目的に応じてタイプを選定するとともに、目付量の多いシートを選択し、貼付層数

を少なくするなどして経済的となるように検討する必要がある。 
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１）  炭素繊維接着工 

炭素繊維接着工は、シートの面外方向のせん断剛性のない材料であるため、床版の損傷が格子状に進

展して遊離石灰が見られるなど、せん断耐力が著しく低下した段階には適用できない。炭素繊維接着補

修が採用できる目安としては、二方向のひびわれが発生し角落ちが生じていない段階までである。土木

研究所で行った輪荷重走行試験では、このような損傷段階に対して炭素繊維接着工で補修することによ

り、疲労耐久性の大幅な改善が認められている。８）ただし、ひび割れが一方向の場合でも漏水、遊離石

灰があり、角落ちを伴うひび割れが主となる場合は適用にあたり十分な検討が必要である。 

炭素繊維接着工の貼り付けは、以前は床版下面全面に貼り付けていたが、近年は以下の理由により格

子状に貼り付けることが多くなっており、本手引きにおいても本方法を基本とする。 

・シート補修を床版全面に実施して路面から漏水があると、床版内に滞

水するため更に劣化が進行しやすい。路面の防水工を実施すること

で漏水を防止できるが、長期にわたり完全に防止できない場合も想

定される。格子状に貼り付けることで既設床版の点検が可能となる。 

・格子状に貼り付けることで、炭素繊維を貼っていない箇所での床版 

の損傷（ひびわれ、遊離石灰等）の進行状況が確認できる。損傷の進 

行が確認できることにより、抜け落ち等の大きな損傷に至る前に必要な対策を講じることが可能である。 

炭素繊維を短冊状に貼り付ける補修効果については、ひびわれを発生させた状態で輪荷重走行試験を

した結果７）「格子接着でも全面接着と同様の補修効果が得られる」と結論付けている。 

 ・近年では、格子状に補修を行ったものでも補修後早期に劣化が生じた事例があるため、適用に際しては

床版の損傷グレードに応じて適切に実施するとともに、必ず橋面防水工を先行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＲＰシート 

シート間隔 

(1)コンクリート表面処理 

・ケレンによる研磨と劣化部の除去 

・格子隙間部のマスキング後、プライマー塗布 

・マスキングを除去し、養生 

・貼付範囲を墨出しして、不陸整正 

(2)シート貼り付け 

（この工程は層ごとに繰り返す） 

・墨出しとマスキング 

・樹脂の塗布（下塗り） 

・シート貼り付け 

・しごき含浸、脱泡 

・樹脂の塗布（上塗り） 

・しごき含浸、脱泡 

・マスキングの除去 

(4)仕上げ工 

・格子の隙間部のマスキング 

・塗装の施工（中塗、上塗） 

・養生後、マスキングを除去 

主筋・配力筋方向１層の例 

解説 写 4.1. 1 格子状の例

解説 図 4.1. 11 炭素繊維接着工フロー 解説 図 4.1. 12 炭素繊維接着工の概要 

⑤不陸修正工(エポキシパテ)

②格間養生

①下地処理工

④格間養生

③プライマー塗布

⑥格間養生

⑦含浸・接着樹脂下塗り

⑧炭素繊維シート

⑨含浸・接着樹脂上塗り

⑩格間養生

⑪含浸・接着樹脂下塗り

⑫炭素繊維シート

⑬含浸・接着樹脂上塗り

⑭格間養生

⑯格間養生

⑮仕上塗装中塗りエポキシ樹脂

⑰仕上塗装上塗りアクリルウレタン

主筋方向

配力筋方向
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２）  下面増厚工 

・床版下面は長期に渡る供用により、表面が劣化して脆弱層がある。この脆弱層がモルタルと既設床版

との付着に悪影響を及ぼすことから、ウォータージェット工法もしくはブラスト工法により脆弱層を

取り除き、研掃する必要がある。 

・モルタルが硬化するまで床版に振動や変形を与えないために、交通規制を行うなどの処置が必要にな

る。 

・床版上面等からの雨水の浸透があると、既設床版と補強部境界に浸透水が滞水し、床版の劣化が進行

する恐れがあるため、必ず橋面防水工を先行しなければならない。 

・下面増厚部の 大厚さは 70mm（設計要領第二集橋梁保全編(東日本高速道路株式会社)）とし、過

度に増厚を行った場合、材料重量増加の影響により、主桁の応力超過、補修材の剥落の恐れがあ

ることから十分な検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリマーセメントモルタ

ルの断面構成の例 

鋼繊維補強超速硬セメント

モルタルの断面構成の例 

ポリマーセメ
ントモルタル 補強筋 

かぶり厚さ 
1Dor10mm 以上 

補強筋 

SF 超速硬セメ
ントモルタル 

超速硬セメント
モルタル 20mm 

かぶり厚
さ 30mm 

(1)コンクリート表面処理 

・ブラスト等でコンクリート床版の脆弱部の除去

と目粗しを実施 

(2)鉄筋組立て 

・電磁波レーダーにて床版の鉄筋位置を確認 

・アンカー孔を削孔し、あと施工アンカーを設置 

・アンカー鉄筋を利用し、補強鉄筋を配筋 

(3)増厚（吹付け） 

・吹付け面には新旧コンクリートの付着を高める

ためプライマーを塗布 

・吹付け機、コンプレッサーを使用してモルタル

を吹き付ける 

解説 図 4.1. 13 下面増厚工フロー 

 

吹付モルタル 

鉄筋網 
アンカー鉄筋

解説 図 4.1. 14 下面増厚工の概要 
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３）  上面増厚工 

・床版上面増厚量は、増厚後の厚さが現行の道路橋示方書に示された値以上になるようにする。ただし、

施工性を考慮して増厚コンクリートの 小厚は 5cm 程度以上とする。 

・既設床版の床版上面の劣化部を確実に除去するため、1cm 程度を切削する。 

・遊離石灰を有する二方向のひびわれ間隔が 50cm 以内の箇所は、打換えを実施した後に床版上面増厚工

を実施する。 

・供用下での施工においては、通過交通による振動で再劣化が生じる恐れがあるため適用にあたっては

十分に留意しなければならない。 

・供用下で実施する場合、交通規制が必要になる。交通規制の時間的制約、規制範囲を十分考慮したう

えで計画する必要がある。 

・床版の切削において、床版上側の鉄筋を欠損しないように行う。なお、鉄筋に欠損を生じさせてしま

った場合は、補強筋を配置することなどにより耐荷力、耐久性について問題とならないように措置す

る。 

・上面増厚部材は、既設床版との付着が確実に取れるように留意する。(1.0N/mm2 以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】 

 ・上面増厚工法は床版耐荷力補修の効果は高いが、混合繊維

が鋼繊維の場合は凍結抑制剤に含まれる塩分の影響による

腐食や、補修時の路面切削により、鋼繊維の毛羽立ちによ

り、防水層損傷の恐れがあるため注意が必要である。 

 

(1)アスファルト舗装切削 

(2)床版コンクリート切削 

・旧コンクリートの表面脆弱部分を除去 

(3)研掃工 

・コンクリート間の付着を確保するため、スチー

ルショットブラストで旧コンクリート面を研掃 

(4)鉄筋工 

・鉄筋補強が必要な場合は補強筋を設置 

(5)コンクリート工、養生、防水工 

(6)アスファルト舗装工 

施工前 施工後

アスファルト舗装 
アスファルト舗装

鋼繊維コンクリート

1
80
 

7
5 

3
0 

1
20
 

3
0 

1
70
 

6
0 

2
30

 
6
0 

防水層 

解説 図 4.1. 16 上面増厚工フロー 

解説 図 4.1. 15 上面増厚の構成断面の例 

解説 写 4.1. 2 上面増厚施工状況８） 

解説 写 4.1. 3 舗装切削後の鋼繊維の突出
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【上面増厚コンクリート補修材料の品質規格】 

 

1）上面増厚コンクリート補修材料の品質規格 

 

解説 表 4.1. 11 鋼繊維補強超速硬コンクリートの配合、品質管理試験の項目、頻度、管理基準値 

 
試験方法 規格値 

品質管理項

目 

設計基準強度 

(圧縮強度) 

JIS A 1108 等 

(試験頻度 1回) 

所定材齢(通常 3時間)で

σck=24N/mm2以上 

スランプ JIS A 1101 

(試験頻度 3回) 

5±1.5cm 

空気量 JIS A 1116 

   1118 

   1128 

(試験頻度 1回) 

中心値に対し±1.5% 

曲げ試験   

可使時間  室内試験 40 分程度 

施工性 

(試験施工)

新旧コンクリートの一体化 現場引張試験 

直接引張試験 

1N/mm2程度以上 

切り出し供試体の目視観察 目視観察 異常がないことを確認 

※「構造物施工管理要領」；東日本高速道路株式会社(平成 28 年 8月)床版上面増厚工より抜粋 

解説 表 4.1. 12 鋼繊維補強超速硬コンクリートの配合 

 
目安となる値 

配合設計 水セメント比 (W/C=35～59，平均 40)※2 

単位水量 上限値 185kg/ｍ3 

単位セメント量 400kg/ｍ3以上が望ましい 

鋼繊維混入率 1.27vol.%(100kg/m3) 

粗骨材の 大寸法 20mm を標準 

細骨材率 (s/a=50～65,平均 58)※2 

空気量 3.0% 

混和材料の単位量 セメント重量の 2% 

(高性能減水剤) 

※2．「上面増厚工法設計施工マニュアル」；財団法人 高速道路調査会(平成 7 年 11 月) 資料 A-1 上面増

厚工法の主な実績(15 橋)のデータより記載 

 

解説 表 4.1. 13 接着剤の規格 

 

項目 試験方法 基準値 

新旧コンクリートの付着耐久性能 試験法 434 所定の負荷後、新旧コンクリート界面の付着強度が

1.0N/mm2 以上あること 

※「構造物施工管理要領」；東日本高速道路株式会社(平成 28 年 8月)床版上面増厚工より抜粋 
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解説 表 4.1. 14 コンクリート材料の規格 

材

料 

 
試験項目 試験方法 規格値 

鋼
繊
維
補
強
超
速
硬
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

セ
メ
ン
ト 

品質規格 

－ 

メーカー品質規格範囲内 

細
骨
材 

粒度 JIS A 1102 標準粒度範囲内 

絶乾比重 JIS A 1109 2.5 以上(承認がある場合は 2.4 以上) 

吸水率 3.5%以下(承認がある場合は 4.0%以下) 

粘土塊量 JIS A 1137 1.0%以下 

洗い試験で失われる量 JIS A 1103 3.0%以下(コンクリートの表面がすりへり作用を受け

ない場合) 

有機不純物 JIS A 1105 標準色液の色よりも濃くないこと 

石炭・亜炭等で比重 

1.95 の液体に浮くもの 

JIS A 5308 付属書 2 0.5%以下(コンクリートの外観が特に重要でない場合

1.0%以下とすることができる) 

塩化物量 JSCE-C 502 もしくは 

C-503 

0.04%以下(海砂を使用する場合、砂の絶乾質量に対し、

NaCl に換算した値で示す。) 

アルカリ骨材反応 JIS A 5308 付属書 7 

および付属書 8 

無害と判定されたもの 

安定性 JIS A 1122 10%以下 

粗
骨
材 

粒度 JIS A 1102 標準粒度範囲内 

絶乾比重 JIS A 1110 2.5 以上(承認がある場合は 2.4 以上) 

吸水率 3.0%以下(承認がある場合は 4.0%以下) 

粘土塊量 JIS A 1137 0.25%以下 

洗い試験で失われる量 JIS A 1103 1.0%以下 

石炭・亜炭等で比重 

1.95 の液体に浮くもの 

JIS A 5308 付属書 2 0.5%以下(コンクリートの外観が特に重要でない場合 

1.0%以下とすることができる) 

アルカリ骨材反応 JIS A 5308 付属書 7 

および付属書 8 

無害と判定されたもの 

安定性 JIS A 1122 12%以下 

 
[セメント] 
・早期強度発現性に優れた超速硬セメントを使用 
・超速硬セメントはブリージングを生じないため防水工施工時のレイタンス処理が不要 
・注水直後に水和反応を開始する(10 秒から数分)ため、通常は凝結遅延剤を使用して可使時間(通常は 30～
40 分)を確保 

 
[細骨材] 
・砕砂は単位水量を大幅に増加させる傾向があるので使用しないことが望ましい 
 (使用する場合は所定の品質を確保しているか確認し、十分な試し練りにより合理的な配合設計が可能か確 
認する) 

 
[粗骨材] 
・アルカリ骨材反応に対する安定性については、無害と判定された骨材以外は用いてはならない 
 
※「上面増厚工法設計施工マニュアル」；財団法人 高速道路調査会(平成 7年 11 月)より抜粋 
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解説 表 4.1. 15 鋼繊維、混和材の規格 

材

料 
試験項目 試験方法 規格値  

鋼 

繊 

維 

長さ JSCE-E 101-2010 

CL50 SFRC 指針 

±2mm 以内 

 

・土木学会基準「コンクリート用鋼繊維」に適合した鋼繊

維もしくはこれと同等以上の性能を有していることが

確認された鋼繊維を使用 

・本来ぜい性的な材料であるコンクリートに鋼繊維を混入

することにより、コンクリートの引張性能を改善 

・（薄層施工のため）乾燥収縮に起因するひび割れの危険

性を大幅に低減、ひび割れ幅の抑制 

・鉄筋補強上面増厚工法では鋼繊維の拘束効果により、補

強鉄筋の定着・付着性能を改善 

・使用実績：長さ L=30mm，径 d=0.5～0.6mm，アスペクト

比 l/d=50～56 

 ※アスペクト比が大きくなるにつれ強度が増大 

質量 ±15%以内 

 

引張強度 600 N/mm2 

混
和
材 

品質規格 

- 

メーカー品質規

格範囲内 

・高性能減水剤(もしくは高性能 AE 減水剤)および凝結遅

延剤を使用 

・【高性能減水剤(もしくは高性能 AE減水剤) 】 

 ①早期強度を確保しなければならないため、水セメント

比を小さくする 

 ②所要のコンシステンシーを得るのに必要な単位水量

が多くなるので、単位水量の大幅な減少を図る 

・【凝結遅延剤】：可使時間を確保する 

※「上面増厚工法設計施工マニュアル」；財団法人 高速道路調査会(平成 7年 11 月)より抜粋 
 

【参考】ハイブリッド有機繊維補強コンクリート（ＨＦＲＣ）について 

 従来の鋼繊維補強コンクリートは、既設アスファルト舗装補修時の切削作業で補強コンクリートの中の鋼

繊維が露出すると上層のアスファルト舗装との付着性能が低下したり、防水層の不具合が生じる恐れがある。 

この課題に対して、曲げタフネスが鋼繊維と同等レベル確保できる複合繊維(ハイブリッド)を配合したＨ

ＦＲＣが開発されている。有機繊維の場合、繊維が毛羽立った場合でも、加熱等により容易に処理ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図_首都高メンテナンス東東京株式会社ホームページより 

http://www.shutoko-me.jp/technology/?id=1489025861-574802 
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４）  増設桁工 

  既設の主桁間に新たな縦桁を増設することで既設床版の支間を短縮し、主に床版に発生する曲げモーメ

ントを減少させ、床版の曲げ耐力向上を図る工法である。主に既設橋梁の上部工が鋼 I 桁および鋼箱桁の

場合に適用される工法である。 

  床版と増設する縦桁の間には一定の隙間を保って樹脂などを充填し、床版と縦桁間に隙間が生じないよ

うにしなければならない。施工は床版下面で行われるため交通開放をしながらの施工が可能である。床版

下面の一部を覆うだけなので、補強後の損傷の変化を確認することが可能である。 

  既設橋の場合、すでに耐震補強として落橋防止システムや、橋脚補強が行われている場合が多く、縦桁

増設による死荷重増の影響を確認しなければならない。 

  本工法は、床版支間が比較的長く、輪荷重による曲げモーメントが大きい場合に効果的であるが、損傷

が進展し、貫通ひび割れが形成されている床版に対しては、押し抜きせん断耐力を増加させる効果は少な

いため、大きな補修効果は期待しにくい。よって損傷が軽微な床版に対して適用することが望ましい。 

  押し抜きせん断耐力に対する補修効果も期待した適用工法としては、路面のレーンマーク位置を事前に

調査し、車輪の通行頻度が高い位置の直下に縦桁を増設する方法が考えられる。輪荷重の一部を直接伝達

させることで、床版自体に作用するせん断力を低減する効果が期待できる。 

 ただし、河川橋の主桁間には添架管が配置されていることが多いため、縦桁、横桁の配置が困難となる場

合があるため注意が必要である。 
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4新設縦桁新設縦桁

新設横桁 新設横桁

新設縦桁新設縦桁

新設横桁 新設横桁

新設縦桁新設縦桁

新設横桁 新設横桁

新設縦桁新設縦桁

新設横桁 新設横桁

解説 図 4.1. 17 車両載荷位置確率密度分布 

解説 図 4.1. 18 輪荷重位置に合わせた縦桁配置例 
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５）  局部打換え工 

局部打換え工は材料劣化等による耐荷性能の低下により、局部的に供用に支障が生じた、もしくは生じ

る恐れがある場合に劣化部全層を部分的に撤去後、既設床版と同等な材料で断面修復することにより床版

を補修する工法である。 

局部的にひび割れが進展し、すり磨き作用による角落ちが広がっている状態では、耐荷力の低下により

部分的な抜け落ちが懸念されるため、局部打換え工法による補修を検討する必要が生じる。 

この工法は原形復旧が基本であることから耐荷性能、耐久性能が 新基準の要求レベルに改善されない。

また、経年的に劣化が進んだ既設部と局部打換え部は剛性が異なるため、境界部に応力集中が生じ、構造

的な弱点となったり、舗装境界部から漏水が生じて劣化が進行することがあるため注意が必要である。 

 

【局部打換え施工の例】 

・新旧コンクリートの付着向上を目的とし「浸透系接着材」「コンクリート接着材」を実施する。た

だし、ウォータージェット等使用の場合、浸透系接着材は省略可 

・補修部分には防水工の実施を原則とし、舗装施工目地には止水対策を実施する 

・初期ひびわれ抑制対策としてポリプロピレン繊維等を使用する 

・その他、型枠の沈下などに留意する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.1. 19 局部打換え補修施工時の留意点 

コンクリート全層打換範囲

⑤補修材料
・超速硬コンクリート
・繊維材の混合

付着性を向上させる対策
・浸透系接着剤
・コンクリート接着剤の塗布

④コンクリート接着剤

③浸透系接着剤
（マイクロクラック対策）

②既設鉄筋が腐食している場合は防錆対策を実施
・欠損が著しい場合は添え筋を行う
・鉄筋は結束等により固定する

①床版コンクリート型枠は沈下
しないよう堅固に固定する

舗装復旧範囲

フェザーエッジとならない形状とする

既設防水工との重ね合わせ
（既設防水工を残した場合）

※コンクリート補修材表面に皮膜養生材を用いる場合は防水材との付着性能の確認が必要
図中の番号尾は基本的な施工順序を示す。ただし、現場条件により制限するものではない

⑥防水工（塗膜系防水）

⑧シール材注入
※新旧舗装境界の表面にはシール工を施す

⑦アスファルト舗装復旧
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【参考：短繊維補強材の仕様】 
 鋼繊維 アラミド繊維 ビニロン繊維 ポリプロピレン繊維 

概要 

 
 
 
 
 
 

   

引張強度 
[N/mm2] 

1000 3500 900 500 

密度 7.85 1.44 1.30 0.91 

材料の特徴 

・使用実績は多い 
・補修時の毛羽立ちにより

防水損傷の恐れがある 
 (写真-3.1.5) 
・腐食環境では発錆の可能 
性がある 

・引張強度は高い 
・材料の入手性に劣る 
・コスト面で比較的高額 
・耐アルカリ性が他の材料

に比べ劣る 

・引張強度は鋼繊維と同等 
・耐アルカリ性は高い 
・2.0%混合により鋼繊維と

同程度の曲げ靭性が期待

できる 

・引張強度は低い 
・耐アルカリ性は高い 
・2.0%混合により鋼繊維と

同程度の曲げ靭性が期待

できる 

曲げ試験結果※ 
(曲げ靭性係数) 

6.62[0.3%混合] 3.95[1.0%混合] 6.36[2.0%混合] 7.41[2.0%混合] 

参考価格 
(材料単価) 

111,866 円[0.3%混合] 174,454 円[1.0%混合] 149,272 円[2.0%混合] 122,693 円[2.0%混合] 

商品名称 ドラミックス 
ケプラー繊維 
テクラーノ 

ニュークリート 
クレテック 

バルチップＭＫ 
クラックバスター 
タフライトＪr 

テレフタロンＡＣ 
シムロックＳＸ 

※曲げ試験結果：東北技術事務所で実施した試験結果による 

 

【参考：繊維補強コンクリートの品質管理基準値】 

項目 試験方法 管理基準値 備考 

スランプ JISA1101 5±1.5cm  

空気量 JISA1116 等 中心値に対し±1.5% 配合上見込んだ空気量 

圧縮強度 JISA1108 等 所定材齢で必要強度以上  

曲げ試験 JSCE-G 552 － (※必要に応じて) 試験材齢 7 日が標準 

※繊維の混合の際はコンクリートのスランプに留意が必要 
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６）  全面打換え工 

本工法は疲労劣化や材料劣化等による耐荷性能の低下により供用に支障が生じた、もしくは生じる恐れ

がある場合に抜本的な対策工法であり、劣化床版の撤去後に新設橋梁と同様場所打ち工法やプレキャスト

床版を架設することにより新規に床版を構築する。現況基準に準拠した床版構造となるため、耐荷性能、

耐久性能が 新の要求レベルに改善されるが、主桁は竣工時のものを利用する場合が多いため、既設上部

工、下部工を含めて検討が必要である。 

  床版打換え時には、主桁に対し以下の状況となると考えられる。 

・打換え床版の床版厚は、現行基準に合わせるため、既設床版に比べて床版厚が厚くなる傾向にある。こ

の結果、主桁に作用する死荷重が大きくなる。 

・床版打換え時には施工上、床版と主桁の合成がとれない場合が多く、主桁は非合成桁の状態になる。 

・一般的な条件下での床版打換えは、一部の車線を交通開放して行われることが多く、一部の桁が非合成

の状態で活荷重に抵抗する状況になる。 

  以上のことから、主桁に対し、施工段階ごとの応力照査、キャンバーの照査が必要になる。以下に、合

成桁と非合成桁の場合の主桁の照査項目を示す。 

 ・合成桁  既設床版撤去時（非合成状態）：交通解放部活荷重に対する照査 

       床版打換え時（非合成状態）：打換え床版荷重と交通解放部活荷重に対する照査 

       床版合成後（合成状態）：打換え床版荷重と橋面荷重と活荷重に対する照査 

 ・非合成桁 床版打換え後（非合成状態）：打換え床版荷重と交通解放部活荷重に対する照査 

  

 【合成桁 RC 床版補修の留意点】 

①打ち換え部分の主桁は、合成して活荷重を受ける床版が無いため、応力超過や不安定となって横

倒れ座屈に至る可能性がある。 

②床版を撤去された主桁は、残る片側分（未撤去部）の主桁の影響により、たわみが生じ、このま

ま床版を打設した時には、主桁に付加応力が作用するなど主桁と床版の合成効果が低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 成 桁 非 合 成 桁 

床版と主桁で活荷重を支持 主桁のみで支持

桁が応力超過,座屈の可能性 問題なし
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 【合成桁 RC 床版補修の対応例】 

①外ケーブル工法 

   主桁下フランジに仮設用のＰＣケーブル等を配置し、主桁にたわみが生じないよう軸方向に緊張

力を与えることで、主桁上フランジの圧縮応力を低下させ、横倒れ座屈の安全性を高め、また所定

のキャンバーに調整することもできる。 

 

 

 

 

②軸力導入工法 

   打ち換えた新床版と旧床版の目地部に橋軸方向の軸力（反力）を伝達させる装置を設置し、合成

効果を保持しながら床版打ち換えを行う工法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③主桁補強による非合成桁化 

   主桁下フランジ及び上フランジに鋼板や形鋼による補強をすることで、主桁のみで活荷重を受け

る構造に予め変更し、ＲＣ床版の打ち換えを容易にする工法である。 

 

 

 

 

 

 

 

【既設床版撤去時の留意点】 

 既設床版を撤去する際、コンクリートカッターを用いる場合は、カッター位置と主桁位置を十分に確認し

ないと、誤って主桁の上フランジを切断してしまう可能性もあるため、十分な注意が必要である。 

 

【外ケーブル緊張力導入時】 【緊張力解放時】

新床版に橋軸方向の軸力既設床版打ち換え

定着ブラケット

軸力伝達装置

新床版 覆工板 順次繰り返し床版打ち換え

主桁

超早強コンクリート

カッター切断

【上フランジ補強】

既設主桁上フランジ

既設主桁下フランジ

【下フランジ補強①】

既設主桁下フランジ

【下フランジ補強②】

※原則ボルト接合とする 
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4.1.5 応急復旧工（表層補修工） 

 応急復旧の実施にあたっては、再劣化の発生要因を踏まえ、適切な処置を実施しなければならない。

 （１）復旧にあたっては再劣化の要因（補修面の処理、復旧時の処理、材料）を踏まえたうえで施工

を実施しなければならない。 

 （２）復旧にあたっては事前調査を実施し、劣化深さ、範囲を特定しなければならない。 

 （３）劣化深さに応じて表層補修、局部打換え補修を適切に実施すること。 

（４）部分的に異常が確認された場合、その他周辺箇所においても潜在的に異常箇所が存在している

可能性があることに留意しなければならない。 

（５）応急復旧を実施するまでの間、抜け落ち等、重大な損傷が生じる恐れがある場合には、応急復

旧までの緊急措置として、敷鉄板による養生や交通規制などの措置をとらなければならない。

【解 説】 

 東北地方整備局管内のＲＣ床版は、損傷や劣化の増加に伴い、これまで補修対策を実施してきているが、

補修後数年で再劣化が発生している。 

 そのため、ＲＣ床版における再劣化の要因を把握し、今後の補修計画に反映させることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に補修を実施した部分

防水工の不連続

表面処理（脆弱部の残留）不足
撤去作業時の衝撃影響
（マイクロクラック発生）

補修部周辺の土砂化
土砂化の範囲が
補修部下面に進行

下面の漏水

土砂噴

舗装のひび割れ
不陸の発生

補修した部分

路面排水の進入

補修してない部分補修してない部分

内部鋼材の腐食膨張
（防食不足）

薄層による補修

舗装部分打ち換え施工目地からの
土砂噴出

床版上面薄層補修後の
下面ひび割れ・遊離石灰の増加

補修時

1年経過後の下面

解説 図 4.1. 20ＲＣ床版再劣化のメカニズム 

解説 写 4.1. 4ＲＣ床版の再劣化事例 
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 （１）について  

【再劣化の発生要因】 

   ①補修面の状況 

・舗装切削機やエアブレーカーの衝撃により既設床版にマイクロクラックが発生し、補修材料や防水

工との付着力が低下 

・舗装切削時において舗装やアスファルト乳剤が残存し付着性を阻害 

・床版撤去時において脆弱部コンクリートの除去不足 

・断面修復面の清掃不十分、内部鋼材への防食対策が不十分 

→極力衝撃を与えないはつり、既設床版における十分な脆弱部の撤去や清掃、防食対策が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脆弱コンクリート除去不足による
土砂化

内部鋼材の腐食膨張による
コンクリートの脆弱化

補修材

既設床版

腐食グレードⅡ

塩分含有量
1.012kg/m3

アスファルト

防水層

コンクリート

※マイクロクラック；外部からの作用により微視的に発生したひび割れ

増厚Co

既設Co

マイクロクラック発生

切削機による舗装撤去

撤去面

エアブレーカーはつり

解説 写 4.1. 5 劣化事例 

解説 写 4.1. 6 マイクロクラックの発生要因 
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②復旧時の配慮不足 

・断面補修部端部のすりつけ施工による「フェザーエッジ」の発生 

・薄層での補修（上側鉄筋より上）により補修コンクリートの付着性低下、割れ等 

・既設コンクリートと補修コンクリートの弾性係数の違いによる補修部周辺の土砂化 

（弾性係数が異なる場合、既設コンクリートと一体となった変形追従性が低い） 

・既設部と補修部における防水工の不連続による止水性の低下 

・低温時による施工による舗装付着力不足、床版と防水層の付着性能の低下 

・部分補修時の舗装施工目地からの水の浸入 

・既設防水層と新設防水層の接着が不十分 

→補修部の構造細目（はつり形状、深さ、補修材料、防水工範囲、施工目地など）や補修時の気温に

留意した施工が望ましい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フェザーエッジ部分の劣化による
再劣化

補修部分周辺の土砂化
（既設床版と一体化していない）

補修材のうき

フェザーエッジ

※フェザーエッジ；
はつり箇所の端部が薄く斜めに欠けた状態 はつり範囲床版

既設防水工との接着不良による
コンクリートの土砂化

舗装施工目地の止水不足による
土砂噴出

施工目地

接着不良

解説 写 4.1. 7 復旧材周辺の劣化事例 

解説 写 4.1. 8 劣化事例 
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 （２）について  

【事前調査】 

・応急復旧工実施にあたり、劣化範囲特定のため舗装を開削し事前調査を実施する 

・床版上面の劣化深さが浅い場合は、応急復旧工までの措置として断面修復材等による復旧を行う。

その際、床版部分へのアスファルト合材復旧は原則行わない 

・応急復旧を実施する範囲は、床版上面の土砂化範囲のほか、下面の漏水およびひび割れ範囲を含め

総合的に決定する（解説 表 4.1.16～17に基本を記載） 

・上面の劣化が深部まで達しており、床版下面にも漏水や格子状ひび割れが発達している場合は、交

通規制、敷鉄板等による緊急補修工を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【橋面舗装・既設床版コンクリート劣化部撤去工】 

・橋面舗装カッター範囲は補修予定範囲+50cm 程度かつ、刃は舗装内に留める 

・切削機を使用する場合はアスファルトを 10mm 程度残し、残りを人力により実施する 

※付着性能向上案；ウォータージェット、ショットブラスト、小型研削機工法など 

・既設防水工を残せる場合は極力残し、補修する防水工と重ね合わせを行う 

・補修深さは床版上面鉄筋下 2cm 程度を基本とし、境界部のフェザーエッジに留意する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

床版上面劣化深さ 劣化深さが浅い 劣化深さが浅い 劣化深さが浅い 

床版下面の状態 異常なし 
異常あり 

（浮きなし） 

異常あり 

（浮きあり） 

応急対策方法 表層補修 表層補修 全厚打換 

 

床版上面劣化深さ 劣化深さが深い 劣化深さが深い 劣化深さが深い 

床版下面の状態 異常なし 
異常あり 

（浮きなし） 

異常あり 

（浮きあり） 

応急対策方法 表層補修 表層補修 全厚打換 

 
※劣化深さ      ；床版上面鉄筋位置より浅いか深いかで判断 

※床版下面の異常あり ；漏水を伴う二方向ひび割れが発達した状態 

解説 表 4.1. 16 床版上面コンクリートの劣化深さが浅い場合 

解説 表 4.1. 17 床版上面コンクリートの劣化深さが深い場合 

解説 図 4.1. 21 橋面舗装、既設床版コンクリート劣化部撤去工 

50cm程度
の余裕

50cm程度
の余裕

既設防水工
20cm程度残す

アスファルトカッター工
・既設床版鉄筋を切断しないよう切断深

を明確に管理

コンクリート劣化部撤去範囲

既設橋面舗装

床版コンクリート

床版鉄筋

床版鉄筋

既設鉄筋下2cm程度を補修深さとする
既設床版と接する面はマイクロクラックの発生に留意する
※ウォータージェットによる表面処理が望ましい

フェザーエッジとならない形状とする

電動ピック等により極力衝撃を与えない
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（３）について  

【床版表層補修施工】 

再劣化を抑える対策としては、以下の内容が挙げられる。「全厚打換」実施までの期間を勘案し、現場

条件に応じて適宜採用するものとする。 

・新旧コンクリートの付着向上を目的とし「浸透系接着材」「コンクリート接着材」を実施する。（た

だし、ウォータージェット等使用の場合、浸透系接着材は省略できる） 

・表層補修時の補修コンクリート（モルタル）はコンクリート硬化過程における車両の走行による振

動に配慮し、超速硬系（強度発現時間が 3 時間程度のもの）を使用する。また、初期ひびわれ抑制

対策としてポリプロピレン繊維等を使用する。 

※コンクリート系材料に既設床版と同等の静弾性係数を有する材料を用いる場合は、材料コストと全

厚打換実施までの期間を勘案し、採用の可否を検討するものとする。 

  （床版補修における各材料の特性については解説表 4.1.18参照） 

・コンクリート系材料の場合には充填不良が生じないように突棒やバイブレーターを使用する。 

・補修部分には防水工（塗膜系）の実施を原則とし、舗装施工目地には止水対策を実施する。 

・あくまでも全面的な補修を行うまでの応急的な措置であることに注意しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【局部打換え施工】 

    ・表層補修のみでは対応できない状態（局部的にひび割れが進展し、すり磨き作用による角落ちが

広がり耐荷力が低下している状態）においては、抜け落ちが懸念されるため、局部的な全層打換

えを実施すること。 

・局部打換え工は表層補修に対して、損傷が生じている部分（パネル）を全層打換えるため再劣化の

リスクが少ない。このため応急復旧工ではなく、補修工法に分類することとした。詳細は 4.1.4  5)

を参照すること。 

②浸透系接着剤
(マイクロクラック対策)

舗装復旧範囲

⑤防水工（塗膜系防水）
⑦シール材注入
※新旧舗装境界の表面にはシール工を施す

※コンクリート補修材表面に皮膜養生材を用いる場合は防水材との付着性能の確認が必要
図中の番号尾は基本的な施工順序を示す。ただし、現場条件により制限するものではない

コンクリート劣化部補修範囲

③コンクリート接着剤

④補修材料
・既設床版コンクリートと同等の

静弾性係数の材料
・繊維材の混合

①既設鉄筋が腐食している場合は防錆対策を実施
・欠損が著しい場合は添え筋を行う
・鉄筋は結束等により固定する

付着性を向上させる対策
・浸透系接着剤
・コンクリート接着剤の塗布

既設防水工との重ね合わせ
(既設防水工を残した場合)

⑥アスファルト舗装復旧

解説 図 4.1. 22 表層補修施工時の留意点 

フェザーエッジとならない形状とする 
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解説 表 4.1. 18 床版コンクリート補修材料の仕様 [局部打換工（表層補修，全厚打換）] 

 

 

 

 

 

 
モルタル系材料 コンクリート系材料 

超速硬セメント 

[通称名;ジェットモルタル] 

超速硬型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 

[通称名;ゴムラテモルタル] 

 超速硬コンクリート 

[通称名;ジェットコンクリート] 

超速硬型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

[通称名;ゴムラテコンクリート] 

速硬性混和材 

[通称名;ファセットコンクリート] 

製品名称 

・ジェットセメント 

（住友大阪セメント株式会社） 

・スーパージェットセメント 

（小野田ケミコ株式会社） 

 

・ゴムラテモルタル 

（太平洋マテリアル株式会社） 

・ＰＤゴムラテ・モルタル 

（中日本高速技術マーケティング株式会社）

・ジェットパック 

（住友大阪セメント） 

・スーパージェットコンクリート 

（小野田ケミコ） 

・ゴムラテコンクリート 

（太平洋マテリアル株式会社） 

・ＰＤゴムラテ・スラブ 

（中日本高速技術マーケティング株式会社） 

・Ｆａｃｅｔ 

（太平洋マテリアル株式会社） 

 

材料の特徴 

・現場練りの超速硬セメント 

・セメント、水、細骨材、混和材等で配合 

・コンクリート接着剤の併用で付着性が向上 

・現場練りの超速硬セメント 

・セメント、特殊混和材で配合 

・プレミックスタイプであるため、製品の品

質は確保できる 

・静弾性係数が床版相当 

・コンクリート接着剤の併用で付着性が向上

・現場練りの超速硬コンクリート 

・セメント、水、細骨材、粗骨材、混和材で 

 配合 

・プレミックスタイプであるため、製品の品

質は確保できる 

・コンクリート接着剤の併用で付着性が向上 

・現場練りの超速硬コンクリート 

・セメント、特殊混和材、骨材（ 大粒径6mm）

で配合 

・プレミックスタイプであるため、製品の品

質は確保できる 

・静弾性係数が床版相当 

・コンクリート接着剤の併用で付着性が向上 

・設計基準強度30N/mm2 以上の普通ポルトラ

ンドセメントに添加することで材齢 6～12

時間で24N/mm2 以上の圧縮強度が得られる

コンクリート混和材 

・練混ぜではアジテータが必要となる 

・コンクリート接着剤の併用で付着性が向上 

一般的な物性値 

・圧縮強度；20N/mm2以上[材齢3時間] 

・静弾性係数；規格なし 

・付着強度；規格なし 

・圧縮強度；22.8N/mm2[材齢2時間] 

・静弾性係数；25.8kN/mm2[材齢28日] 

・付着強度；2.2N/mm2[材齢28日] 

・圧縮強度；24N/mm2以上[材齢3時間] 

・静弾性係数；規格なし 

・付着強度；規格なし 

・圧縮強度；20.7N/mm2[材齢2時間] 

・静弾性係数；30.4kN/mm2[材齢28日] 

・付着強度；2.2N/mm2[材齢28日] 

・圧縮強度；24.0N/mm2以上[材齢4時間] 

・静弾性係数；規格なし 

・付着強度；規格なし 

品質管理基準（NEXCO） ・付着力；1.5N/mm2以上 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 

参考施工単価 
250,000円/m3 

※現場配合が異なるため参考値 
941,800円/m3 473,000円/m3 868,000円/m3 

7,600円/m3 

※20m3/日出荷の場合 

標準施工量 1.5m3/日 1.5m3/日 1.0m3/日 1.0m3/日 20m3/日 

既設床版への適用性 

・小規模な床版上面補修に適する 

・高強度なコンクリートであるため既設床版

との一体化が図れない可能性が有ありコン

クリート接着剤との併用が望ましい 

・小規模な床版上面補修に適する 

・コンクリートの弾性係数が既設床版同等で

あるためマイクロクラック発生抑制効果有

・コンクリート接着剤との併用で再劣化の可

能性が低くなる 

・補修範囲が比較的大きい、床版全層打換え

時に適する 

・高強度なコンクリートであるため既設床版

との一体化が図れない可能性が有りコンク

リート接着剤との併用が望ましい 

・補修範囲が比較的大きい、床版全層打換え

時に適する 

・コンクリートの弾性係数が既設床版同等で

あるためマイクロクラック発生抑制効果有 

・コンクリート接着剤との併用で再劣化の可

能性が低くなる 

・補修範囲が比較的大きい、床版全層打換え

時に適する 

・硬化までの時間が他の材料に比べ長いため

振動の影響により、既設床版との一体化が

図れない可能性があり、コンクリート接着

剤の効果が得られない場合がある。 

施工上の留意点 
・薄層での補修は交通荷重載荷により割れる

可能性有り 

・同左 ・粗骨材があるため既設コンクリートと鉄筋

の空きを確保する必要有り 

・同左 ・混和材を添加することによる再配合計画が

必要（流動性が悪くなる可能性有り） 

補修工事での 

採用上の留意点 

・補修範囲が局部的かつ小範囲で、流動性が

求められる場合での使用が望ましい 

・付着性を高めるための配慮として 

  ①既設床版コンクリート脆弱部の丁寧な

除去（除去方法は） 

  ②補修範囲を床版鉄筋より2cm程度深い

範囲までとする 

  ③コンクリート接着剤の併用 

 がよい 

・左記同様であるが、材料が高額であること

に留意 

・既設床版の劣化が著しい場合は、十分な効

果が期待できない可能性があるため費用対

効果を十分に検討する必要がある 

・補修範囲が広範囲に及ぶ場合で採用 

・付着性を高めるための配慮はモルタル系材

料に同じ 

・流動性が悪いため充填には十分な配慮が必

要となる 

・ジェットコンクリートに比べ材料が高額で

あることに留意が必要 

・既設床版の劣化状態によっては十分な効果

が期待できない可能性も年頭におく必要が

ある 

 

・硬化までの時間が他の材料に比べ長いため

振動の影響を受ける可能性が高い 

・流動性が悪いため充填には十分な配慮が必

要となる 

薄層補修のため、あくまでも応急対策であることを念頭におく必要がある 

(再劣化の可能性があるため、重点管理を継続する) 

薄層補修の場合は、あくまでも応急対策（重点管理を継続） 

局部的な劣化部を床版全厚で打ち換えることで再劣化の可能性が少なくなる 

再劣化を回避するため、補修後の防水工が必須 
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【コンクリート補修材料の品質規格】 

 

1）床版表層の断面補修材料の品質規格（表層補修） 

 

解説 表 4.1. 19 床版上面の断面補修材料の試験項目、方法、規格値 

要求性能 試験項目 基準値 試験法 

施工性能 硬化時間 始発時間が 30分以上であること JIS A 1147

初期強度 時間制約がある場合 
2 時間：10N/mm2以上であること 
4 時間：24N/mm2以上であること 

JIS A 1108

 時間制約が特にない場合 
24N/mm2以上であること 

 

断面修復に要す
る性能 

寸法安定性 0.025%以下であること 試験法 439 

ひび割れ抵抗性 5 面拘束試験でひび割れを発生させないこと 試験法 439 

熱膨張率 1.0×10-5/℃±0.5 であること JSCE-K561 

コンクリートと
の付着性 

コンクリートと断面修復材との付着強度は 1.5N/mm2

以上であること 
試験法 439 

耐久性能 中性化抵抗性 補修設計で定めた中性化速度係数と同等 試験法 439 

凍結融解抵抗性 負荷後の相対動弾性係数が 60%以上かつ負荷後のコン
クリートと断面補修材との付着強度が 1.5N/mm2以上 

試験法 439 

遮塩性 補修設計で定めた塩化物イオンの拡散係数と同等 試験法 439 

力学的性能 静弾性係数 材齢28日における静弾性係数が26.5±5kN/mm2以上で
あること 

JISA1149 

※「構造物施工管理要領」；東日本高速道路株式会社(平成 28 年 8 月)床版上面における断面修復の性能照査

より抜粋 

※コンクリート系材料に既設床版と同等の静弾性係数を有する材料を用いる場合は「力学的性能」を管理項 

目とする。 
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2）床版補修のコンクリート系材料の品質規格 

※「土木工事共通仕様書」；首都高速道路株式会社(平成 24年 7 月) 超速硬コンクリートより抜粋 

 

解説 表 4.1. 20 超速硬コンクリートの化学成分 

強熱減量 アルミナ(Al2O3) 酸化第２鉄(Fe2O3) 
酸化マグネシウム

(MgO) 
無水硫酸(SO2) 

JIS R 5202 
3%以下 

8.5～13% 3%以下 4%以下 9～13% 

注）試験方法は JIS R 5202:2010「セメントの化学分析方法」によるものとする 

 

解説 表 4.1. 21 超速硬コンクリートの物理的性質 

比表面積(cm2/g) 凝結時間(分) 圧縮強度 N/mm2 

5,000 以上 
始発 終結 3 時間 6 時間 1 日 

20 以下 30 以下 8.8 以上 11.8 以上 18.6 以上 

注(1)凝結試験の方法は JIS R 5201-1997(2011 確認)「セメントの物理試験方法」によるものとする 

注(2)圧縮強度試験方法は20℃において凝結遅延剤(セメントに対し0.2%)を添加したJISモルタル(セメント

1：標準砂 3、水セメント比 0.50)を用いて 

JIS R 5201-1997(2011 確認)により行うものとする 

 

解説 表 4.1. 22 コンクリートの品質 

コンクリートの設計基準強度 

3 時間で 19.6N/mm2 

 

 

解説 表 4.1. 23 コンクリートの配合設計に用いる条件 

粗骨材の 大寸法(mm) スランプの範囲(cm) 単位セメント量(kg/m3) 

25 12±3.5 400 

 

 

解説 表 4.1. 24 関連基準 

JIS R 5201-1997(2011 確認) セメントの物理試験方法 

JIS R 5202:2010 セメントの化学分析方法 

JIS A 1132:2006 コンクリート強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1108:2006 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1101:2005 コンクリートのスランプ試験方法 

※骨材及び水については「土木工事共通仕様書」の「セメントコンクリート材料」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

4-40



 

（４）について  

・舗装や床版に異常が確認された場合は、異常個所が部分的である場合でも潜在的に 

 異常個所が存在している可能性を把握しておく必要がある。そのため、ここまでの 

 補修方法は、あくまでも応急対策として位置付けする 

・応急対策実施後は、①損傷箇所以外の異常確認、②全面的な補修計画（恒久対策） 

  [例；全面防水工、打換え、上面増厚工など]を十分に検討する必要がある 

解説 表 4.1. 25 健全性の確認内容と方法 

内 容 方 法 備考 

①脆弱部の存在 ・電磁波レーダー 非破壊調査 

②材料特性 強度特性 ・圧縮強度試験 

・静弾性係数試験 

コア採取による 

塩分浸透 ・塩分含有量試験    〃 

ＡＳＲの可能性 ・偏光顕微鏡観察      〃 

中性化 ・中性化試験    〃 

③その他 局部的な床版下面ひび割れ ・近接目視、打音調査  

床版内部水平ひび割れ ・コア採取による観察 コア採取による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装-床版上面位置での調査結果；電磁波レーダ

調査結果より、応急対策以外の異常個所や全体の損傷量を
把握し今後の補修計画を検討する上での基礎資料

解説 図 4.1. 23 電磁波レーダによる床版全体の内部劣化状況の把握例 

解説 写 4.1.9 床版のコア採取による調査の例

［コアカッターによるコア採取状況］ 

 

解説 写 4.1.10 採取コア観察の例 
［床版内部で水平ひび割れが発達］ 
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（５）について  

   ・敷鉄板は舗装面の上に設置し、前後を擦り付けするのを基本とする。 

    走行車両の走行安全性を考慮し、すべり止め加工のある鋼板を使用しなければならない。 

※敷鉄板の上面側には薄層樹脂滑り止め舗装や、鋼床版用アスファルト乳剤とアスファルト合材を

組み合わせた簡易舗装等により、走行車両のスリップ対策を施すものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.1. 11 敷鉄板の設置① 解説 写 4.1. 12敷鉄板の設置と舗装の擦り付け

解説 図 4.1. 24 敷鉄板による緊急対策の例 

既設舗装

床版

摺付舗装
3000

敷鉄板+スリップ対策
4500

走行車両のスリップ対策
※

敷鉄板 t=22mm

ﾚ ﾍ ゙ ﾘ ﾝ ｸ ゙ t≒10mm 総厚 32mm

(ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 混合物)

摺付舗装
3000

1500 1500 1500

※薄層樹脂滑り止め舗装
鋼床版用アスファルト乳剤とアスファルト合材を組み合わせた簡易舗装など
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4.1.6 補修事例 

１）  部分打ち換え事例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）  部分打ち換え事例（合成床版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.1. 13 局部打換え工状況 解説 写 4.1. 14 床版打換え支保工状況 

床版部分打ち換え範囲
(斜線部)

合成桁であり、床版との一体性が損なわれるため、
主桁上のコンクリートの撤去にあたっては注意

“A”部

“A”部

“A”部

段差を設けて部分的に打ち換え
垂直に取壊しを行うと、コンクリートの付着が不足した場合
床版の一体化が図れない。

解説 写 4.1. 15 局部打換え工状況 

解説 図 4.1. 25 ハンチ部 
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 事例）合成桁の局部打換えについて 

    打換え部床版抵抗断面の減少時の設計計算を実施し、安全性を確認して打換えを実施しなければなら

ない。※ハンチを残しての局部打換え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版抵抗断面

平面位置図

解説 図 4.1. 26 局部打換え照査のモデル 
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３）  全面打換え工（合成床版） 

     合成桁は段階施工時に非合成桁となるため、施工ステップを考慮した計算を行い、必要に応じて

桁補強・横桁増設を行う。 

 

 

 

 

 

解説 図 4.1. 27 全面打換え工のステップ（合成桁） 

片側交互通行規制状況

主桁補強材

主桁補強材

主桁補強材

片側交互通行規制状況

解説 写 4.1. 16 床版交換時の状況 
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4.2 グレーチング床版 

4.2.1 損傷の特徴と原因 

（１）床版裏面の底鋼板に、床版内部への雨水の侵入が疑われる漏水・遊離石灰、腐食、うきが多く確認

される。定期点検では「コンクリート補強材の損傷」として扱われる。 

（２）損傷しやすい箇所は、上面からの水分が供給されやすい地覆下面や、底鋼板と主桁上フランジの境

界部、底鋼板の継ぎ目部等である。 

（３）床版内部に侵入した雨水は外部に排出されないため、凍結抑制剤に含まれる塩分の影響により、内

部で床版の劣化が進み、突然の抜け落ちに至る可能性がある。 

（４）グレーチング床版の鋼板自体は型枠であるため、損傷自体は床版耐力に影響はないが、漏水が生じ

ている場合には、床版に貫通ひび割れが生じている可能性があり、床版コンクリートの劣化が進行

している可能性があるため、注意が必要である。 

 【解説】 

  グレーチング床版は下面が鋼板で覆われていることから、下面コンクリートの剥落は無いなどの優位性

を有している一方で、コンクリートの劣化損傷については視覚的な確認は難しく、舗装の損傷などが路面

に生じて初めて外観確認ができるため、発見された段階で既に鋼板上あるいは鋼板内で砂利化していた事

例もある。このため、疑わしい損傷が発見された場合には追加調査を検討することが重要となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ型鋼
（床版支間方向鋼材）

地覆

床版コンクリート

舗装

鉄筋
（床版配力筋方向）

床版底鋼鈑
（施工時の型枠の役割）

解説 図 4.2. 1 グレーチング床版の構造 

解説 写 4.2. 1 主桁上フランジ境界部の腐食 解説 写 4.2. 2 底鋼板継ぎ目部の腐食 
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4.2.2 工法検討にあたっての調査 

舗装面のひび割れ、床版下面の漏水、遊離石灰、錆汁の有無、鋼板の腐食やうきなどの損傷状態

を目視およびたたき点検により行わなければならない。 

更に詳細調査では損傷の程度や範囲を把握し、損傷の程度や原因に応じた適切な補修工法の選定

と、損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めなければならない。 

【解 説】 

   基本的には RC 床版に示した通りであるが、グレーチング床版は下面が鋼板でおおわれていることに

留意しなければならない。考えられる劣化機構としては、腐食、凍害、塩害、疲労、中性化であり、こ

れらの劣化は水の影響で助長されている点を意識しなければならない。 

 （１）外観変状調査 

  １）床版上面 

    雨水や凍結抑制剤を含んだ水分により、凍害や塩害の損傷が考えられる。これらに対しては目視に

よる舗装面のひび割れや陥没の有無等、橋面上での情報収集が重要となる。 

  ２）床版下面 

コンクリート下面を鋼板で覆う構造であるため、床版下面コンクリートにひび割れなどの損 傷が

生じた場合、その損傷を目視確認することができない。よって、底鋼板や継手部の腐食などが一番に

考えられる変状となる。 

 （２）舗装開削調査 

路面の異常（舗装のひび割れ、ポットホール、土砂噴出等）が確認された場合には、床版上面コン

クリートの脆弱化の恐れがあるため、舗装開削によりたたき点検・はつり調査を実施する。 

はつり調査時には内部鋼材（主にＩ形鋼）の腐食状況を確認するとともに、必要に応じてコンクリ

ートコアを採取し、コンクリート性状試験（圧縮強度、静弾性係数、中性化、塩分含有量）を実施し、

劣化原因・補修の要否を検討すること。 

上面コンクリートの脆弱部ははつりとり、部分補修を実施する。 

※部分補修の方法については、4.1.5に準じて実施するものとする。 

     

 

 

 

解説 写 4.2. 3 舗装の異常事例 解説 写 4.2. 4 舗装開削調査事例 
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4.2.3 補修工法 

対策工は調査結果に基づき、劣化要因に応じた対策工を選定しなければならない。 

対策工は、床版の損傷状況に応じて、ひび割れ注入、止水、コンクリート上面補修、コンクリー

ト局部打換えなどを選定するのがよい 

【解 説】 

  対策工は床版の損傷状態に応じて選定することとした。コンクリートの軽微なひび割れや錆汁を伴わな

い状態に対してはひび割れ注入や止水などの対策工を用いるのがよい。また、著しいひび割れによって床

版の剛性が低下している場合には、損傷部を部分的に床版上面から除去して、新たにコンクリートなどを

打ち込む上面補修、部分打ち替えを用いる必要がある。これらの対策工は 4.1.4、4.1.5 のＲＣ床版の対策

工に準じて行う必要がある。 

特に上面部のコンクリートの劣化に伴う上面補修を選定する場合には、4.1.5に準じて適切に行わなけれ

ばならない。 

 

また、下鋼板の腐食が目立つ場合（主桁上フランジ付近と張り出し部、地覆部）は、部分的に撤去を行

いコンクリートの劣化状況を確認するとともに断面補修等の対策を実施する。グレーチング床版（I 型格

子床版）の下鋼板は型枠鋼板であり、撤去を行っても耐荷力に影響のない部材である。 
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4.2.4 補修事例 

    下鋼板の損傷事例としては、水分供給の多い地覆側面から水分が浸入し、張り出し部と主桁上フラ

ンジの腐食が進行する事例が挙げられる。張り出し部の鋼板を撤去してみるとジャンカになっており、

錆汁が一面に付着している状況であった。 

    対策事例としては、地覆コンクリートの劣化部の補修後、表面にコンクリート塗装を行う対策が挙

げられる。写真は跨線部であるため、剥落防止対策を行った。 

    また、腐食が目立つ主桁上フランジと添接部の塗装塗替えを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.2. 5 主桁上フランジの腐食(側桁) 解説 写 4.2. 6 張り出し部下鋼板の腐食 

解説 写 4.2. 7 張り出し Co のジャンカ 解説 写 4.2. 8 右写真の接写 

解説 写 4.2. 9 補修後（張り出し部剥落防止） 解説 写 4.2. 10 上フランジと添接部の塗替え状況
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4.3 鋼合成床版 

4.3.1 損傷の特徴と原因 

（１）損傷傾向は 4.2グレーチング床版に準じる 

（２）舗装面、伸縮装置部周辺の異常 

（３）床版下面の漏水、底鋼板、ハンチ鋼板の腐食 

 【解説】 

 （１）について 鋼・コンクリート合成床版は、前項のグレーチング床版（Ⅰ型格子床版）と同様、コン

クリート下面を鋼板で覆う構造であるため、損傷傾向は同じである。一方、床版下面に設置されている底鋼

板は型枠を兼用した構造部材であるため、床版コンクリートと一体化されている必要があることに留意する。 

（２）について 合成床版上面では、舗装面の劣化、防水機能の劣化によりコンクリートの劣化が生じる

可能性があるため、RC 床版と同様、舗装面、伸縮装置周辺の変状に留意する 

（３）について 床版内部に雨水が侵入した場合、滞水しやすい構造となっている。滞水の有無は鋼板に

設けられているモニタリング孔や、鋼板の継手部、付属物境界部など隙間からの漏水により確認する。損傷

の程度は漏水の色（白色、錆汁）の状態により判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.3. 1 予想される変状 ９） 
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１）損傷事例 

 合成床版（耐候性鋼材）では、床版継目（床版橋軸方向継目、主桁ハンチ部）、コンクリート壁高欄接合部

での漏水が影響し、保護性錆の生成不良が確認され、竣工後間もない状態で「判定区分Ｃ1」と判定されてい

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版橋軸方向継目の漏水

床版ハンチと主桁接合部の漏水

保護性錆の形成不良

床版橋軸方向継目の漏水

保護性錆の形成不良

コンクリート製壁高欄継ぎ目の漏水

解説 写 4.3. 1 新設橋の不具合事例 

さび外観評点 3 

防食機能の劣化「b」

判定区分「S2」 

さび外観評点 3 

防食機能の劣化「b」

判定区分「C1」 
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２）配慮事項 

 以下に示すような、床版防水工の細部構造への配慮が必要である 

①鋼板接合部にはシール材を施工する 

 ②地覆立ち上がり部までの防水工の延長 

 ③複合防水、高性能防水等の防水工のグレードアップを検討 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シール材

シール材

シール材

シール材シール材

Ａ部

壁高欄

合成床版

端部防水

解説 図 4.3. 2 合成床版接合部のシール処理 

解説 図 4.3. 3 地覆立ち上げ処理 
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4.4 鋼床版 

4.4.1 損傷の特徴 

（１）鋼床版下面、地覆立ち上がり部は橋面舗装からの雨水の浸透により、滞水が生じやすく、特

に縦横断勾配の低い箇所では防食機能の劣化及び腐食が発生しやすい。 

（２）鋼床版は大型車両の通行による荷重履歴に大きな影響を受け、輪荷重載荷位置直下に亀裂が

多数発生する傾向にある。 

【解 説】 

（１）について 

鋼床版は鋼版のみからなる構造であり、鋼板の腐食により板厚が減少すると、直接的に断面性能が低下

する。鋼床版では端支点部において伸縮装置からの漏水があると他の部位よりも水の影響頻度が高くなり

腐食が進みやすいことや、ボルト接合部においては塗膜厚が確保しにくく腐食が生じやすい。 

（２）について 

鋼床版はコンクリート床版と比べて軽量化が図れることなどから、長支間橋梁等で多数採用されている。

鋼床版は一般に厚さ 12 ㎜（2012 以前は 12 ㎜、以降は 16 ㎜）のデッキプレートを縦リブおよび横リブ等

の薄肉鋼板で補強した溶接構造であり、輪荷重の通過ごとに複雑な応力変動が生じるなど、 近の重交通

や過積載車両等の影響あって、疲労に対して厳しい環境におかれている。 近、多数発見されている疲労

損傷は、デッキプレートと閉断面縦リブの溶接ルート部を起点としてデッキプレートを貫通するタイプで

ある。疲労亀裂はデッキプレートを貫通するまでには比較的長時間を要するが、現場で１箇所でもこのタ

イプの損傷が発見された場合には、橋梁全体にわたって疲労亀裂が内在している可能性がある。 

  この損傷は、鋼床版上に施工されている舗装を撤去しなければ目視が困難であり、亀裂が伸展した場合

には、デッキプレートが陥没して舗装に割れやポットホールが発生するなどの報告もある。 

 

 

（参考：鋼床版の歴史） 

日本で現存する も古い鋼床版は、1954 年（昭和 34 年）に建設された中里こ線橋（東京都）である。鋼床

版は、比較的薄い鋼板を溶接により組立てた構造であり、舗装を介して直接的に自動車の輪荷重の影響を受

けるとともに、溶接部で複雑に大きな応力変動が繰り返される部材である。鋼床版は過去から様々な亀裂損

傷が確認されてきたが、多くは鋼床版下面が開口する亀裂であり、下面からの目視点検によって異常を確認

できるものが多かった。しかし近年、重交通路線においてデッキプレートを貫通した亀裂が報告されており、

下面からの目視可能な位置に開口しないこと、デッキプレートが陥没して走行安全性上問題であることから、

デッキプレート厚の見直しや、非破壊による調査方法の研究が進められている。 
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4.4.2 損傷原因 

（１）主として交通量の増大や車両の大型化等による疲労損傷と考えられる。 

上記の他、デッキプレートの板厚、溶接部の疲労強度不足による原因も考えられる。 

（２）デッキプレートは橋面からの水分供給を受けると排水されない構造であるため、漏水・滞水

により腐食が生じる。 

【解 説】 

補修設計にあたっては、損傷自体の対策だけでは同原因の損傷を再度発生（再劣化）する可能性があるた

め、損傷原因の把握と対策が非常に重要である。 

 鋼床版に生じる主な損傷として、防食機能の劣化・腐食、亀裂・破断（破損）について、想定される損傷

原因を解説 表 4.4.1に示す。 

解説 表 4.4. 1 主な損傷と損傷原因 

主な損傷 

主な損傷原因 

外 的 原 因 内 的 原 因 

外力作用 環境 材料劣化 構造 製作・施工 

防食機能劣化・腐食 
火災（防食機

能劣化） 
化学的腐食 品質の経年変化 － 

製作・施工不良、 

防水・排水工不良 

亀裂・破断（破損） 
繰返し荷重、

衝突、地震 
－ － 

構造形式不良、 

形状不良 
製作・施工不良 

  局部的な腐食の場合は、腐食の原因となる水の浸入経路について確認し、止水対策を先ず行うことが重

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

局部的な腐食の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

END

次に進む

該当する 床版下面からの
漏水・遊離石灰

排水管からの
飛沫水が付着

排水管の損傷，
延長不足

橋面防水機能の
不備・不良

ドレーンからの
漏水・滞水

伸縮装置，ス
ラブドレーンから

の導水不良

該当する

次に進む

該当する 桁端部から橋座
面への漏水

伸縮装置
非排水機能の

不備・不良

該当する 地覆から張出し
床版への漏水

張出し部
水切り機能の

不備・不良

解説 図 4.4. 1 腐食の損傷原因の抽出 
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4.4.3 工法検討にあたっての調査 

補修の必要性の判断、補修工法の選定、補修範囲の確定のためには、損傷の程度や範囲を詳細調

査により把握しなければならない。従って補修設計時標準調査、補修設計時追加調査は、損傷原因

の特定、損傷の程度や範囲を把握することを目的に行う必要がある。 

鋼床版は大型車両の通行による荷重履歴に大きな影響を受け、輪荷重載荷位置直下に亀裂が多数

発生する傾向にある。亀裂の発生が懸念される箇所を解説 図 4.4.2 に示す。 

【解 説】 

 次の条件に合致する鋼床版において、デッキプレート貫通型の亀裂をはじめとする閉断面リブの溶接部の

亀裂が多く発見されているため、特に注意して調査する必要がある。 

  ① 鋼床版の構造諸元に次の条件に合致するものが用いられている。 

    ・デッキプレート厚 12mm 

    ・トラフリブの厚さ 6mm または 8mm 

  ② 供用開始以来の１車線あたりの累積大型車交通量が 2000 万台以上であること。 

  ③ 舗装の更新履歴があるか、または舗装の補修履歴が多いこと。 

  （特に特定位置の車線方向にポットホールの発生や連続的なひびわれが報告されている場合） 

 

 新設橋への鋼床版の適用については、 小板厚の見直しが平成 21年 12 月 25 日の事務連絡で周知されてい

る。ここでは、閉断面リブ（Ｕリブ）を使用する場合、大型車の輪荷重が常時載荷される位置直下において

は、デッキプレートの板厚は 16mm 以上とすることを標準とされている。 

 

 補修設計時標準調査、補修設計時追加調査で把握すべき損傷項目として亀裂について以下に示す。 

１）目視調査 

 鋼床版の詳細調査で行う目視調査では、解説 図 4.4.2 に示す鋼床版の代表的な疲労損傷の発生箇所につい

て亀裂の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解説 図 4.4. 2 代表的な鋼床版の疲労損傷１０） 
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①：縦リブとデッキプレートとの溶接線 

この部位で、溶接ルート部からデッキプレート内部を上面に向かって進展する亀裂は下面からの

目視調査では直接確認できないが、溶接ビードを破断させる方向に進展する亀裂は、塗膜割れや錆

の発生で発見できることが多い。 

なお塗膜割れのみで亀裂を伴わない場合もあるため、疑わしい塗膜割れについては、スクレーパ

ーなどにより塗膜を部分的に除去して確認する必要がある。このとき必要に応じて磁粉探傷試験や

超音波探傷試験を行うことでより確実に判定ができる。 

②：縦リブと横リブ交差部の上側スカラップの縦リブ側 

横リブの面内曲げの影響に加えて、輪荷重の移動による面外の曲げが作用する部位であり、輪荷

重直下の縦リブと横リブ（または横桁）交差部を優先的に調査するのが良い。 

また、ビード性状が平滑でなかったり、塗膜厚さが均一でないなどにより塗膜割れを生じている

ことも多いため、亀裂の確認は慎重に行う必要がある。 

③：縦リブと横リブ交差部の下側スリット周辺 

損傷②と同様に、輪荷重直下の縦リブと横リブ交差部に多く見られる。また、この種の疲労損傷

のうち、縦リブ側の溶接止端部に発生する疲労亀裂は、縦リブの現場高力ボルト接合部に設けられ

る防錆用の密閉ダイヤフラムの拘束が大きな影響を与える可能性が指摘されており、縦リブの現場

高力ボルト接合部に隣接する交差部については、特に慎重に調査する必要がある。 

④：縦リブ現場溶接継手部 

主に輪荷重直下に位置する縦リブどうしの突合せ溶接に発生する。縦リブ支間が大きい場合は溶

接部の応力も高く亀裂発生の可能性が相対的に高くなるため、縦リブ支間が 2、500mm を超えるよ

うな長支間では特に注意が必要である。 

⑤：スカラップ位置 

輪荷重直下または近傍にあたるスカラップ位置では亀裂を生じている場合がある。特にスカラッ

プの開口が大きい場合は注意が必要である。 

⑥：縦リブと端横リブ（または端横桁）の溶接部 

対象箇所が少ないため、調査対象となった橋梁の端横リブ（または端横桁）との溶接部の全数を

目視調査することが望ましい。 

⑦：主桁垂直補剛材上端部とデッキプレート下面との溶接部 

主桁ウェブ位置と輪荷重位置が一致している場合に発生が見られる。このため簡易調査で特定し

た輪荷重走行位置と鋼床版裏面構造の位置関係を比較し、主桁ウェブ位置と一致するか極近傍にあ

る場合には特に注意して調査する必要がある。 

なお主桁ウェブ位置と輪荷重位置が一致すると橋軸方向に同じ条件の垂直補剛材があるため、一

箇所でも発見されると橋梁全長にわたって同様の亀裂が既に発生しているか、今後発生する可能性

が高いといえる。 

⑧：横リブ現場継手部のスカラップ周辺 

損傷⑤と同様に、主に輪荷重直下にスカラップが位置する場合に発生のおそれがあるものである。

特にスカラップ長が大きい場合については注意しなければならない。 
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２）非破壊調査 

 鋼床版の溶接各部およびその周辺の表面および表面に近い部位に発生している亀裂の検出および長

さ測定の調査には磁粉探傷試験を適用する。溶接の内部に発生または進展している亀裂の検出および長

さと深さの測定の調査には超音波探傷試験を適用する。 

 １）磁粉探傷試験による調査 

湿式蛍光磁粉探傷試験は、鋼材などの磁性体の表面きずを磁気エネルギーを利用して磁気吸引作用

によりきずに磁粉が吸着する原理を利用してきずを検出するものである。磁気エネルギーは、鋼材な

どの磁性体の表面および表面に近い部位のみ磁化させることができるため、表面および表面に近い部

位に発生している亀裂の検出および長さ測定の調査に適している。磁粉探傷試験の留意点を以下に示

す。 

①磁粉探傷試験においては、亀裂先端が確認できる範囲まで塗膜を除去し、亀裂の全体の状態が正

確に把握できるようにしなければならない。このとき、検査箇所表面に付着している汚れや油な

らびに除去した塗膜片などは確実に除去するなど、適切な方法による前処理を行わなければなら

ない。なお、塗膜の除去にあたっては開口部を除去した塗膜片でふさぐことの無いように注意す

る必要がある。 

②磁粉指示模様の接写については、亀裂指示模様のサイズが対比できるようにスケールを設置して

撮影するのが良い。磁粉探傷試験によって亀裂が認められた場合は、以後の亀裂進展調査のため

亀裂両端にポンチにて印を打刻するなどで先端位置が次回の調査時に分かるようにするととも

に、それらが写しこまれた写真を撮影する。 

 

 ２）超音波探傷試験による調査 

超音波探傷試験は、送信した超音波がきずにより反射し戻って来る原理を利用してきずを検出する

ものである。超音波は、比較的減衰せず鋼材中を伝搬することができ、きずで反射する特徴を有して

いるため、反射してくる超音波の位置や深さを調査することにより、内部に発生または進展している

亀裂の検出および長さと深さの測定の調査に適している。 

デッキプレート貫通型亀裂の調査は、90度縦波斜角探触子および 70度斜角探触子を用いて縦リブ

とデッキプレート溶接部におけるデッキプレート板厚方向の亀裂の有無、深さを測定する。なお、90

度縦波斜角探触子による方法では、デッキプレート母材方向へ進展が認められるある深さ以上の亀裂

の有無だけを検出するには比較的容易で合理的な方法であるが、原理上きずの深さの判断は困難であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デッキプレート Ａ部

Ｕリブ

Ａ部詳細図

亀裂

90度縦波斜角探触子

亀裂 

θ

屈折角 

70 度斜角探触子 

解説 図 4.4. 3 亀裂の有無、深さの測定方法 10） 
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4.4.4 補修工法 

（１）鋼床版の補修設計に際して漏水が見られる場合は、水の遮断・抑制を図るため、伸縮継手の非

排水化、橋面防水、排水流末処理等の計画をしなければならない。 

（２）補修設計は、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施するものとする。 

（３）補修範囲の設定に際しては、損傷の範囲や原因に応じて決定しなければならない。 

（４）疲労損傷箇所と同一の輪荷重直下の部位は、現在損傷がなくても今後発生する可能性があるこ

とを考慮のうえ対策方法を立案する必要がある。 

（５）疲労損傷対策として SFRC 舗装工法を採用する場合は、橋体への影響を適切に考慮する必要があ

る。 

【解 説】 

 （１）について 鋼床版の腐食損傷の多くが、排水などが直接鋼材に流れ落ちる箇所に発生している。

例えば、以下に示す箇所では腐食損傷が生じている場合が多い。 

 ① 床版下面から出ているスラブドレーン長が短く、排水が鋼床版に流れ落ちている箇所 

 ② 排水管が腐食損傷で短くなり、排水飛沫が直接鋼床版にかかる状態となっている箇所 

 従って、鋼床版の腐食を予防し長寿命化を図るためには、排水の流末処理を適切にすることは重要で

ある。このため、補修設計を行う場合には、対策区分Ｃ損傷の補修工事にあわせて橋梁全体の排水の流

末処理などが適切な状態になるように計画することが望ましい。 

（２）について  補修設計は、再劣化を防止するために、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優

先に実施する必要がある。特に補修履歴がある損傷（再劣化）は、損傷原因を先ず除去しないと、同原

因により再度損傷することとなる。このように再劣化した場合は、損傷原因の除去が特に重要であり、

その効果（適切な原因除去がなされているかなど）を追跡調査等により確認する必要がある。 

（３）について  補修範囲の設定にあたっては、劣化原因の抑制や除去、施工性等も加味して総合的

に判断する必要がある。 

（４）について  疲労損傷の補修に当たっては、個々の橋の損傷状況を把握し、損傷原因を推定した

うえで、現状の制約条件を踏まえた適切な対策工法を選定することが重要である。ただし、鋼床版の場

合、損傷箇所と同一の輪荷重直下の構造部位では、現状では亀裂が発生していなくても将来発生する可

能性があるので、それらの部位への今後の維持管理も想定しながら対策を選定する必要がある。なお、

鋼床版の疲労の対策方法は現在研究、開発段階であるため、「2010 年改定 鋼床版の疲労 土木学会」の

補修補強事例、その他 新の研究成果、補修工事報告などを参考に、専門技術者に相談のうえ対策工法

を選定する必要がある。 

（５）について 既設のアスファルト舗装を同厚の SFRC 舗装に置き換える場合、両者の単位重量は

同程度であるため、死荷重応力はほとんど増加しない。SFRC 舗装と鋼床版の合成効果により、鋼桁に

は新たに SFRC の乾燥収縮による応力や温度応力が加わるものの、これらによる増加分はわずかであ

り、合成効果による活荷重応力の軽減分によってほぼ相殺される傾向にある。従って、SFRC 舗装と鋼

床版の合成効果の橋全体系への影響について一般的に考慮する必要はない。ただし、舗装を厚くする場

合や、鋼床版に大規模な補強対策を併用する場合等、死荷重の大幅な増加が見込まれる場合には、鋼床

版および鋼桁への影響を確認する必要がある。SFRC 舗装に発生する主桁作用による活荷重応力につい

ては、鋼桁上フランジの設計活荷重応力から推定する等、作用応力として問題ないことを確認するのが
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望ましい。 

 

損傷部を補修する損傷対策工法の選定について、防食機能の劣化、腐食については、 3.1 腐食を参考

にすると良い。鋼床版の疲労亀裂については、発生メカニズム、対策工法などが研究途上であることか

ら、対策工法の選定に当たっては専門技術者による詳細な検討が必要である。 

 

 （１）防食機能の劣化 

 塗装塗替え工法（全面塗替え、部分塗替え） 

（２）腐食 

  当て板補修工法、部材取替え工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防食機能の劣化

断面減少量が
軽微である

損傷が局部的
であり，当て板のス

ペースがある

損傷が部分的

全
面
塗
替
え
塗
装
工

部
分
塗
替
え
塗
装
工

当
て
板
補
強
工

部
材
取
替
え
工

腐食

Yes

No

No

Yes

Yes

No

解説 図 4.4. 4 補修工法選定フロー 
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（３）疲労亀裂 

 「鋼床版の疲労耐久性向上技術に関する共同研究」では、鋼部材の補強や舗装構造の改良を対象と

して、解析、実験により応力軽減・疲労耐久性の改善効果、着目部位以外の他の溶接への影響、補強

構造としての疲労耐久性、施工性等の検討が進められている。 

１）デッキプレートとＵリブの溶接部の亀裂を対象とした対策工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)当て板補強１ 

デッキ進展亀裂に対して、デッキプレート上面に鋼板を設置するもので補強板の高力ボルトによ

る取付け（支圧接合）による断面補強である。施工は路面上での交通規制を必要とするが、補強部

材は鋼板と高力ボルトのみであり、破断している部分を補強板（当て板）で連結する。デッキプレ

ート貫通亀裂が発見された際に応急対策として適用されている。 

 (b)当て板補強２ 

ビード進展亀裂およびデッキプレート進展亀裂の両方に対する対策であり、デッキ表面側の添接

版、Ｕリブを加工した補強板などを高力ボルトにより連結する補強である。Ｕリブ内のＣＴ形鋼は、

亀裂発生部位を対象に設置する。補強時に一時的に閉断面リブを開断面化（既設Ｕリブに雨樋型の

開口部を設置）して作業性を向上させるとともに、横リブ間の疲労亀裂および横リブを跨いだ疲労

亀裂の補強に対応可能な構造である。 

 (c)Ｕリブモルタル充填・縦桁補強 

本工法は、路面上の交通規制ができないなど施工上の制約がある場合に、デッキプレート下面の

作業で対応可能な工法である。Ｕリブ内部には高流動軽量モルタルを充填し、かつＵリブ間は補強

縦桁を横リブに取付け部材を介して設置する。 

 (d)鋼繊維補強コンクリート舗装による補強 

従来のアスファルト舗装よりも剛性の高い繊維補強コンクリート（Steel Fiber Reinforced 

Concrete、以下 SFRC）舗装を採用し、デッキプレートと一体化させることにより面外剛性を高め

て溶接部近傍の局部応力を低減させて疲労耐久性の向上を図る工法である。しかし、既にデッキ進

展亀裂やビード進展亀裂がある程度進展している場合には、低い応力下でも亀裂が進展する可能性

があることから、SFRC 舗装と併せて、亀裂先端の状態確認および進展抑制のために亀裂先端部へ

の削孔による孔と他の鋼部材による断面補強等の対策を検討する必要がある。 

２）垂直補剛材上端部の亀裂を対象とした対策工法 

(a)当て板補強１ (b)当て板補強２ 

(d)ＳＦＲＣ舗装 

当て板 

支圧接合用高力ボルト

スタッド 

（幅員端部のみ） 

接着剤 

ＳＦＲＣ 

(c)Ｕリブ充填・縦桁補強

縦桁 軽量モルタル 

当て板 損傷箇所 
コーナープレート

ＣＴ形鋼 

解説 図 4.4. 5 デッキプレートとＵリブ溶接部の亀裂対策例１０） 
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垂直補剛材の先端部直上もしくは周辺に輪荷重が載荷された場合に、デッキプレートのたわみが

垂直補剛材によって拘束されることによって生じる、デッキプレートの曲げ変形もしくは垂直補剛

材への支圧応力に起因して発生しているものと考えられる。現在検討が進められている補強工法を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)上端切断 

垂直補剛材とデッキプレートの溶接部そのものを無くした構造であるが、主桁ウェブギャップの

局部的な板曲げにより、新たにまわし溶接部に応力集中が生じる。 

 (b)半円切り欠き設置 

デッキプレートを垂直補剛材位置で弾性支持とし、デッキプレートの板曲げ変形の緩和を狙った

構造である。 

 (c)Ｌ形鋼設置、(d)Ｔ型部材設置 

これらの工法は、デッキプレートの板曲げ変形を抑制するため、デッキプレート、Ｕリブに補強

部材を取付けた構造である。 

 

３）縦リブと横リブの交差部の亀裂を対象とした対策工法 

この亀裂は、Ｕリブの回転変形を横リブが拘束することによる応力集中、横リブの鉛直方向の変

形によるスリットＲ部周辺の応力集中に起因していると考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)(b)スリット部切り欠き 

スリット部を斜め上方に切り欠いた形状とし、Ｕリブと横リブ間の拘束度を緩和させ、応力集中

箇所をまわし溶接部から遠ざけることを狙った構造である。応力集中がスリット R 部に発生するこ

ととなり、まわし溶接部に応力はほとんど生じない。 

 (c)Ｌ形鋼補強 

Ｕリブの回転変形をＬ形鋼により拘束する工法である。Ｕリブ底面を固定しているため、スリッ

トが潰される変形となり、まわし溶接部に応力集中が発生する。 

 (d)Ｌ形鋼補強＋スリット部切り欠き 

Ｌ形鋼補強とスリット部切り欠きを併用した工法である。 

解説 図 4.4. 6 垂直補剛材上端部における対策工法例１１） 

解説 図 4.4. 7 縦リブと横リブの交差部の亀裂対策例１１） 
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4.4.5 補修材料 

 補修材料は、工法や材料の特徴を十分に理解し、劣化や損傷の原因、施工条件、経済性等を考慮

して、適切なものを選択しなければならない。 

【解 説】SFRC 舗装工の材料 

 １）コンクリート 

交通規制を伴う SFRC 舗装の施工では時間的制約を受けるため、超速硬セメントを使用した鋼

繊維補強コンクリートを用いる。超速硬セメントについては、これまでの SFRC 舗装工や RC 床

版の上面増厚工の使用実績を参考にすると良い。 

 ２）鋼繊維 

SFRC の強度、ひびわれに対する抵抗性は、鋼繊維の寸法形状や混入率によって変化するが、一

般に土木学会基準「コンクリート用鋼繊維品質規格（JSCE-E101）」に適合する解説 表 4.4.2に示

す鋼繊維が使用されている。 

解説 表 4.4. 2 鋼繊維の例１２） 

材  質   JIS G 3532 に適合した鉄線 

形  状   両端フック型 

寸 法 直 径   0.6mm 

長 さ   30mm 

引張強度   600N/mm2以上 

 ３）補強材 

主桁ウェブ直上等の負曲げが生じる部分ではSFRC舗装にひびわれが生じる可能性が高いため、

耐久性を確保するために補強材を使用する。必要な強度および剛性を有し、軽量でハンドリングが

容易であり、ひびわれから水が浸入しても腐食の懸念がないことから、解説 表 4.4.3に示す炭素繊

維強化プラスチック（CFRP）を 100mm 間隔の格子状に成型した CFRP 格子筋を使用する。 

解説 表 4.4. 3 補強材の例（CFRP）１２） 

材   質  炭素繊維強化プラスチック（CFRP） 

材 料 寸 法  2、000mm×3、000mm 

筋 材 断 面 積  39.2mm2（約 6.3mm×6.3mm） 

筋材引張強度  1、400N/mm2 

筋材引張弾性率  1.0×105N/mm2 

筋 材 ピ ッ チ  100mm 

単 位 重 量  1、120g/m2 

 ４）スタッド 

舗装表面から境界面への雨水等の浸入による端部境界面の部分的な劣化や、乾燥収縮等による端

部の反り上がりによる劣化を抑制する役割を期待し、SFRC 舗装の打継目、舗装端部の近傍に頭付

きスタッドを設置する。解説 表 4.4.4にスタッドの標準寸法を示す。 

解説 表 4.4. 4 スタッドの標準寸法１２） 

直径 

（mm） 

頭部径 

（mm） 

頭部厚 

（mm） 

長さ 

（mm） 

溶け代 

（mm） 

9 19 7 40 4 
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4.5 ＰＣ床版 

4.5.1 損傷の特徴 

（１）PC ケーブル定着部の腐食 

（２）現場打継部のひび割れ、漏水 

（３）プレストレス導入不足によるひび割れ 

【解 説】 

  PC 床版は PC ケーブルを用い１方向あるいは２方向に床版内にプレストレスを作用させた床版構

造である。現場でコンクリート施工をする場所打ち床版と、ブロックごとに工場で製作し、現場では

間詰部のみを打設するプレキャスト PC 床版に大別される。既設橋の床版交換工事では、工場制作で

あるため安定した品質が得られること、現場作業の省力化による工期短縮を図ることができることな

どからプレキャスト PC 床版を一般的となっている。 

剛性が大きく、耐荷力・耐久性ともに RC 床版を上回ることから、一般に高耐久性床版に位置づけ

られる。使用材料は同一であるため、劣化機構や雨水等が影響を与える点は RC 床版と同様である。 

  ただし、PC 床版特有の構造として、シース管や PC 鋼材、床版継手部を有しており、これらの特

性を踏まえて PC 床版の維持管理を行うことが重要である。 

  PC 床版の損傷事例は現時点ではあまり報告されていないためここでは想定される損傷や一部の損

傷事例を挙げる。 

（１）について 

 場所打ちの PC 床版の場合、PC ケーブルのシース管内への雨水の侵入や、定着部の防錆機能の低下

などにより、PC ケーブルが腐食し、進展すれば破断する場合が想定される。PC ケーブルは張力が導

入されていることから万が一破断した場合には PC ケーブルが飛び出す可能性がある。 

（２）について 

 プレキャスト PC 床版の場合、間詰部となる継手部はその他の部位に比べて弱点になりやすい。 

 また、排水桝付近においても部分的に切り欠き・場所打ちコンクリートによる継ぎ目がある。このた

め漏水が生じやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）について 

 場所打ち横締め PC 床版の場合、桁端部など、横桁の剛性が大きい部位は、横締め時に横桁がプレス

トレスの一部を担って床版へのプレストレスロスが生じやすく、設計どおりの圧縮力が作用していない

場合があることが想定される。 

解説 写 4.5. 1 継手場所打ち部 解説 図 4.5. 1 継手部構造 
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4.5.2 事例 

  １）既設床版施工時の事例 

    床版交換工事において、既設床版を切断する際に、床版カッターで上フランジ部の添接板ま

で削ってしまった事例がある。床版交換工事にあたっては、切断位置は添接板範囲を避けた位

置とし、ハンチ内の鋼材厚の情報を施工者に適切に伝えるなど、配慮しなければならない。ま

た、切断位置のハンチコンクリート部分は事前に全箇所はつり出し、上フランジ鋼材の厚さが

わかるように露出させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

＜床版切断に伴う留意事項＞

・切断位置は添接板範囲を避けた位置とする。

・切断位置のハンチコンクリート部分を事前に（全箇所）はつり出し、

上フランジ鋼材の厚さを露出・確認の上施工する。
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解説 図 4.5. 2 床版撤去・交換概要図の例 
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4.6 床版防水 

4.6.1 設計一般 

（１）床版防水はコンクリート床版、防水層、舗装、排水設備一体となって機能するものとする。 

（２）床版防水の要求性能は施工される橋の構造、床版の種類や供用環境、施工環境等によって異な

るため、適切に計画、設計しなければならない。 

（３）床版防水を設置するコンクリート床版面は、床版防水の性能に影響を与えないよう、適切な床

版面を構築するものとする。下地処理については 4.6.5 によるものとする。 

（４）保全における端部防水設計に際しては、既存の歩車道境界ブロックや地覆端部などからの漏水

が懸念されるため、端部防水処理を徹底すること。 

（５）舗装は 4.6.3 を参考に決定するものとする。 

【解 説】 

（１）について 

  床版防水は、床版の性能を低下させる劣化因子を抑止し、かつ橋面に滞留する雨水などを速やかに

排水するなど、橋梁構造物全体として 適に機能するように設計しなければならない。 

  そのため、防水仕様だけではなく、床版コンクリートの劣化状況に応じた補修、舗装仕様、橋面水

を確実に排水するための排水設備からその流末に至るまで、検討しなければならない。 

（２）について 

  コンクリート床版はライフサイクルコストなどの観点から、長期にわたり維持していくことが求め

られている。このため、防水層については可能な限り耐久性の高いものを設けることが望ましい。 

  ただし、その適用については、施工環境や既設のコンクリート面、経済性を考慮して適切に選定す

る必要がある。一般的な防水仕様の採用を妨げるものではないが、長期耐久性は担保できないことに

留意しなければならない。過去の傾向では、歩車道境界ブロック・地覆立ち上がり部や排水桝周辺か

らの漏水による劣化が顕著である。このことから、全面的に耐久性の高い防水層を施工することが困

難である場合には、部分的に端部や排水桝周辺に耐久性の高い防水層を用いることも有効である。 

（３）について 

  舗装撤去後のコンクリート床版面は、残存タックコートの付着、舗装切削の影響による不陸、マイ

クロクラックの発生などが懸念され、これらの影響により防水層の各性能が低下する場合があること

も報告されている。したがって、床版面を損傷させないよう丁寧に舗装切削を行い、残存するタック

コートなどを除去した適切な床版面に仕上げる必要がある。具体的な内容は 4.6.5で詳述する。 

（４）について 

  歩車道境界ブロックは建設時の目地材が劣化し、通水・滞水しやすい状況となっている場合がある。

また、地覆端部においても防水層の立ち上げ処理が不十分であったり、成型目地材の付着不良等によ

り、水分供給が生じやすい箇所となっている。このため、端部の防水処理を徹底することが重要であ

る。具体的な内容は 4.6.4で詳述する。 

（５）について 

  防水層と舗装との付着は一般に舗設時のアスファルト混合物の熱量によって接着する機構が用い

られていることが多いため、防水層の接着性は舗設時の合材温度に大きく影響を受ける。また、舗装

の厚さは、舗装と防水層との界面に生じるせん断応力に大きく影響することから、舗装厚が著しく薄

くなることのないように留意するとともに、水密性、耐久性の高い高機能舗装を用いることも検討す

ること。 
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4.6.2 損傷の特徴 

（１）舗装の劣化・損傷に起因するもの。 

（２）狭隘、形状が複雑、境界部に近い場所では、防水工の一体化が難しく、水分が侵入しやすい

ため、早期に劣化が生じる。 

（３）防水工が連続していない半断面施工時のセンターラインや歩車道境界ブロックなどでは、隙

間から水分がしやすい。 

（４）施工時の配慮不足に起因するもの。 

【解 説】 

 床版防水層は床版の耐久性確保の点で重要であるとの認識はあるものの、防水層を設置しても長持ち

せず交通量が多い路線では、防水層の打換え工事が頻繁にできない場合もあり対応に苦慮しているのが

現状である。近年に維持補修で床版防水層を設置した橋梁を抽出した実態調査では、防水層設置から平

均 7.1 年で漏水が発生していることが報告されている。このうち早いものは 2 年で漏水が発生している

という報告もある。このため、品質・耐久性を低下させてしまう要因を排除し、防水層の性能を確保す

ることが重要である。 
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解説 図 4.6. 1 交通量と防水層寿命の関係 

※防水層の種類はすべて従来型(塗膜、シート系)である 

解説 写 4.6. 1 床版防水層の再劣化の例 

（シート防水の剥離、周辺の滞水・コンクリートの砂利化） 
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（１）について 

  舗装のひび割れから、輪荷重等により開閉作用が働き、防水層が損傷する場合があり、防水層の損

傷は、舗装の劣化に起因するものと考えられる。このため、防水工と舗装が一体となって、防水シス

テムとしての性能が確保されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）について 

  常温型シートや成型目地材は現場での取り扱

いが容易であるため、一般的に多く使われてい

るが、舗設時の温度により溶融し構造物に接着

する材料であるため、伸縮装置や地覆端部の境

界部では、転圧不足等により、接着不良が生じ

やすく、その隙間から水分が侵入する場合があ

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防水材

付着不良

隙間

地覆

床版

端部は十分な転圧が出来ない

接着不良

土砂化・防水工下へ水分が流入

常温型シートは付着不良が生じやすい 成型目地材

シート状端部防水材

構造物
(地覆等)

床版 床版

床版 床版

舗装のひび割れから、輪荷重等により開閉
作用が働き、防水層が損傷する

水分供給により、凍結融解や凍結抑制剤に
よる塩害でコンクリート上面が劣化する

滞水した箇所で輪荷重により局部的に土砂
化が進行する

土砂化が進行し、路面のひび割れや、
土砂の噴出が生じる

舗装

防水層

舗装

防水層

舗装

防水層
舗装

防水層

解説 図 4.6. 2 舗装と床版防水損傷のメカニズム(想定) 

解説 図 4.6. 3 端部処理の不具合 

解説 写 4.6. 2 伸縮装置付近の劣化 解説 写 4.6. 3 排水桝付近の防水工の劣化 
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（３）について 

  車道部と歩道部の境界のため防水が不連続であったり、水分が浸入しやすく、歩車道境界ブロック

下の調整材に砂を用いている場合では水道となり水分の移動が生じやすい。また、歩車道境界ブロッ

クの目地材はモルタルが一般的であるが、劣化により漏水が発生する恐れがある。 

  補修では半断面施工による工事が一般的であり、施工境界部であるセンターラインは舗装のひび割れとともに

防水が不連続になりやすく、劣化が生じやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）について 

  路面切削による床版の削り込みにより不陸が生じたり、床版表面付近にはマイクロクラックが生じ

る。表面部分が脆弱化することで、防水層と床版の付着性能が低下する場合がある。また、 も注意

しなければならないのは、既設床版を路面切削により削りすぎ、RC 床版としての有効高（ｄ）を小

さくし、曲げ耐力を減少させることである。東北地方では、低温期の防水工の施工とならざるを得な

いケースが多く、施工時の気温が防水の性能に影響を及ぼす傾向が見られる。このため、気温の影響

を考慮した施工時期の設定等が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端部処理の
不具合

砂層の場合
水みちとなる

周辺コンクリート
の劣化

水分の浸入

境界ブロック

車道

歩道

マイクロクラックが見られる(付着強度低下の原因) 

アスファルト

防水層

コンクリート 

解説 写 4.6. 4 歩車道境界ブロック撤去後の状況 

解説 写 4.6. 5CL 部の舗装のひび割れ 解説 写 4.6. 6 写真の床版下面 

解説 図 4.6. 4 写真の概要図 

解説 写 4.6. 7 防水工施工前の床版 解説 写 4.6. 8X 線造影撮影法による観察結果 
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4.6.3 補修の仕様 

（１）既設床版の劣化状況に留意して防水仕様を検討しなければならない。 

（２）防水層は車道・歩道を含む床版全面を対象に配置し、可能な限り一体として継ぎ目を設けな

いものとする。 

（３）防水層は地覆、歩車道境界、伸縮装置などの舗装端部とコンクリートの境界部（立ち上げ部）

にも適切な高さまで配置しなければならない。 

【解 説】 

（１）について 

  既設床版は過去の舗装切削等により、不陸が生じていることが多いため、従来型の防水仕様では付

着に課題がある場合が多い。このため、床版防水の仕様の検討にあたっては、既設床版コンクリート

の状況に合わせた仕様を検討しなければならない。 

  １）に防水仕様の例を示すので、個々の状況に応じて選定するものとする。 

 

（２）（３）について 

  防水層の施工範囲については、「道路橋床版防水便覧 (社)日本道路協会」に準拠するものとし、直

接車両走行の影響を受ける車道部のほか、歩道部、地覆・壁高欄部分においても水の侵入を防止する

ための対策を実施しなければならない。詳細は 4.6.4を参考にすること。 
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１）防水仕様【各床版補修工で共通】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来工法 その他の工法 

塗膜防水 シート系防水（常温型） シート系防水（流貼型） 複合防水 高性能防水（シート・ウレタン） 

防水工の構成 

(一般) 

 

 

 

 

    

工法名称の例 

・セロシールＳＳ－Ｂ工法（ニチレキ）他 ・フレッシュシート工法（ニチレキ）他 ・ラバソイドⅡ工法（ニチレキ）他 ・デッキコート複合防水工法（デンカ） 

・ＡＤＯＸ床版防水工法（日本アドック

ス） 

・ＨＱラバソイド工法（ニチレキ） 

・ＨＱハイブレンＡＵ工法（ニチレキ） 

工法の特徴 

・アスファルトに合成ゴムや合成樹脂を添

加したものを現場で溶解して塗布するこ

とで防水層を形成するもの 

・プライマーを塗布した床版に常温で粘着

力の高いアスファルトで製造された防水

シートをシートの持つ粘着力で直接貼り

付けて床版防水層を構成する工法 

・貼り付けシートはアスファルト混合物の

熱と重機の転圧によって床版防水層とし

て溶融一体化する 

・基材にポリエステル系やガラス繊維など

の不繊布に改質アスファルトを含浸させ

て積層したシートを、プライマーを塗布

した床版に溶融した貼り付けアスファル

トを流し込み、防水シートを床版に貼り

付ける工法 

・複数の異なる種類の防水材料を組み合わ

せて防水層を形成する工法 

・工法としては浸透系防水材料（エポキシ

樹脂系・アクリル樹脂系）と加熱アスフ

ァルト型塗膜系防水材料の組み合わせに

よる工法が製品化されている 

・従来のシート系防水に比べ高品質のシー

ト材料を使用することで高耐久化を図っ

た工法 

・シート材料には高品質のシートやウレタ

ン吹きつけによる工法が製品化されてい

る 

・左記の工法と比べ、NEXCO規格のグレード

Ⅱ性能を満足している 

防水性能 

(防水便覧相当) 
防水性能Ⅰを満足する性能を有する 防水性能Ⅰを満足する性能を有する 防水性能Ⅰを満足する性能を有する 

防水性能Ⅰを満足する性能を有する 

(防水性能Ⅱは満足しない) 
防水性能Ⅱを満足する性能を有する 

参考施工単価（材料費） 1,800円/m2 2,300円/m2 2,800円/m2 4,500円/m2 10,000円/m2 

標準施工量 200m2/日 600m2/日 400m2/日 200m2/日 200m2/日 

適用性 

局部補修(打換)

・施工面に多少の凹凸がある場合でも施工

が 

可能 

・施工面に凹凸がある場合はシートの貼り

付 

けが困難となる 

・施工面に凹凸がある場合はシートの貼り

付 

けが困難となる 

・施工面に多少の凹凸がある場合でも施工

が 

可能 

・施工面に凹凸がある場合、施工不可 

上面増厚工法 
・施工可 ・施工可 ・施工可 ・施工可 ・施工可 

・特に、耐久性を高めたい場合に良 

床版交換 
・施工可 ・施工可 ・施工可 ・施工可 ・施工可 

・特に、耐久性を高めたい場合に良 

施工上の留意点 

・床版上面の凹凸により防水層の膜厚が均

一にならない可能性がある 

・気温が低い場合のシート防水と床版の溶

着不足に注意が必要 

・粘着性の高い貼り付けアスファルトによ

るシート施工であるため、シートのよ

れ、隙間発生した場合に再施工が困難と

なる可能性有り 

 

・1層目の樹脂系防水材を過度に施工した場

合、乾燥時間不十分により2層目の塗膜

系防水が施工できない場合がある 

・吹き付け施工の場合、膜厚管理を十分に

行う必要あり 

その他留意点 

・アスファルト切削機等での床版コンクリートの切削は厳禁 

 切削してしまうと、既設床版上面のコンクリートにマイクロクラックが発生し付着性に影響する可能性 

   切削状の畝状の不陸により舗装転圧時の防水工のつぶれ（貫通）の可能性が高くなる 

・防水工施工前には既設床版コンクリート脆弱部は補修する必要がある 

・他の工法に比べ高い防水性能が期待でき

るが高額 

・既設床版の健全性が竣工当時の状態を維

持できている場合に適用を検討する 

・平面の平滑性が求められることから、施

工期間が長期化する 

(④アスファルト舗装)

③硅 砂

②塗膜防水材(アスファルト系[加熱型])

①プライマー

コンクリート床版

(③アスファルト舗装)

②防水シート(常温粘着型)

①プライマー

コンクリート床版

(④アスファルト舗装)

③防水シート

①プライマー

コンクリート床版

②貼付用アスファルト

(⑤アスファルト舗装)

①浸透系防水(エポキシ樹脂・アクリル樹脂)

コンクリート床版

②硅 砂

③塗膜防水材(アスファルト系[加熱型])

④硅 砂

(④アスファルト舗装)

②防水層(ウレタン系[吹き付け])

①プライマー

コンクリート床版

③舗装用接着材
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【橋面防水の照査項目】 

 橋面防水の性能は、防水便覧に示す試験項目のうち、基本（必須）照査項目を満足するものでなけれ

ばならない。 

 ※高性能防水を用いる場合は別途「ＮＥＸＣＯ施工管理基準」を参考にするものとする。 

 

解説 表 4.6. 1 床版防水の照査項目 
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解説 図 4.6. 5 ①同一工事において伸縮装置を交換しない場合 

解説 図 4.6. 6 ②同一工事において伸縮装置の交換を行う場合 

 

２）橋面舗装の例 

鉄筋コンクリート床版の橋面舗装は改質アスファルトⅡ型によるものとする。 

【解 説】 

 鉄筋コンクリート床版の橋面舗装は、「設計施工マニュアル（案）[道路橋編]平成 28 年 3 月 東北地

方整備局」に準じ、密粒度アスファルト混合物(13T)改質アスファルトⅡ型によることを基本とする。 

 その他舗装の特徴については次項の表を参照されたい。 

 舗装厚は一般的に既設橋では 5cm 程度が多いが、舗装が一層で厚さが薄い場合では舗装が損傷する

ことに伴い床版防水工が損傷する可能性が高い。したがって、補修工事において同時に伸縮装置を交換

する場合では、上部工の耐荷力、地覆高、橋梁前後の縦断勾配擦り付けの可否など、現地状況を勘案の

うえ、可能な限り二層構成での施工が望ましい。 
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【参考】各橋面舗装の特徴 [ 各床版補修工で共通 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改質Ⅱ型 

[密粒度アスファルト混合物（13T）] 

改質Ⅲ型 

[密粒度アスファルト混合物（13T）] 

改質Ⅲ型-Ｗ 

[密粒度アスファルト混合物（13T）] 

砕石マスチック舗装 グースアスファルト舗装 

概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考工法名称 

・ＨＲバインダー 

（東亜道路工業株式会社） 

・エポックファルトＤ 

（日進化成株式会社） 

・キャリメックスＨＤ 

（昭和シェル石油株式会社） 

・コスモキャリーＨＤ 

（コスモ石油株式会社） 

・シーロフレックスⅡ 

（大林道路株式会社） 

・ポリファルトＳＳ 

（ニチレキ株式会社） 

・レジフィックス 

（昭和瀝青工業株式会社） 他多数 

・ＨＲスーパー 

（東亜道路工業株式会社） 

・エポックファルトスーパー 

（日進化成株式会社） 

・キャリメックススーパー 

（昭和シェル石油株式会社） 

・シーロフレックスＳ 

（大林道路株式会社） 

・ニチファルトＨＤＳ 

（ニチレキ株式会社） 

・スーパーフィックス 

（昭和瀝青工業株式会社） 

・ＮＳバインダー 

（東亜道路工業株式会社） 

・エポックファルトアセット 

（日進化成株式会社） 

・キャリメックスＸＳ 

（昭和シェル石油株式会社） 

・シーロフレックスＦ 

（大林道路株式会社） 

・レキファルト 

（ニチレキ株式会社） 

・エコーフィックス 

（昭和瀝青工業株式会社） 

・防水エスマック 

（株式会社ＮＩＰＰＯ） 

・オートマスチック 

（大林道路株式会社） 

・スプリットマック 

（鹿島道路株式会社） 

・Ｓ－ＭＡＰ 

（株式会社佐藤渡辺） 

・スーパーマスチック 

（前田道路株式会社） 

・エス・ティ・マスチック 

（世紀東急工業株式会社） 

・以下会社で取り扱い 

（鹿島道路株式会社） 

（前田道路株式会社） 

（株式会社ＮＩＰＰＯ） 

（大林道路株式会社） 

（世紀東急工業株式会社） 

（大成ロテック株式会社） 

（東亜道路工業株式会社） 

（三井住建道路株式会社） 

概要 

・ストレートアスファルト中に熱加塑性エラ

ストマー（SBS 等）を溶融分散させたポリ

マー改質アスファルトである 

 

・左記同様にポリマー改質アスファルトであ

りたわみ追従性の向上を図ったものであ

る 

・改質Ⅱ型に比べ交通量が多い箇所で適用さ

れる 

（一般に橋梁の舗装では使用していない） 

・左記同様にポリマー改質アスファルトであ

り、たわみ追従性と耐水性が要求される場

合に適用される 

 

・細骨材に対するフィラー量が多いアスファ

ルトモルタルで粗骨材の骨材間隔を充填

したギャップ粒度のアスファルト混合物

を用いた舗装である 

・低空隙（2～3％）混合物の為、水密性に優

れている 

・高温で流動性の高いグース混合物を流し込

み施工する舗装である 

・一般には鋼床版の防水層に使用される場合

が多い 

・施工は加熱混合装置を備えたクッカで運搬

し、専用フィニッシャで流し込む 

舗装性能 

塑性変形抵抗性 ○ ◎ ○ （ ○ ） （ △ ） 

磨耗抵抗性 ◎ ○ ○ （ ○ ） （ ◎ ） 

耐水性 ○ ○ ◎ （ △ ） （ ○ ） 

たわみ追従性 ○ ○ ◎ （ △ ） （ ◎ ） 

標準施工量 2,200～2,300m2/日 2,200～2,300m2/日 2,200～2,300m2/日 2,200～2,300m2/日 2,200～2,300m2/日 

参考施工単価 2,100円/m2 2,200円/m2 2,300円/m2 3,200円/m2 9,500円/m2 

適用性 
・設計施工マニュアル標準 

（東北地方整備局） 

・一般的に橋梁では使用されていない ・水密性を高いめたい場合に使用 

（剥離抵抗性も高い） 

・止水性を高いめたい場合に使用 

※施工品質の確保が難しい 

・鋼床版で適用 

施工上の留意点 

・一般的な工法である 

・低温施工時の材料温度に留意が必要 

・地覆や伸縮装置後打ちコンクリート等端部

では十分な転厚ができない可能性がある

為、後追いで締め固めを行う必要がある 

・同左 

 

・同左 

 

・温度管理と締固めに留意が必要 

・現場施工における転圧が難しく、十分な締

固めができない場合は、所定の水密性の確

保が困難となる 

・転圧が過多となるとアスファルトがブリー

ジングしてすべり摩擦や雨天時の視認性

確保に問題がある 

・260℃での施工となるためコンクリートの

水分によるブリスタリングが生じやすい 

 

 

密粒度アスファルト

供試体の例 

改質材：ＳＢＳ 

スチレン 

供試体断面

グースフィニッシャの例 
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4.6.4 細部構造の配慮事項 

（１）水分供給の起点となる端部処理の構造に配慮しなければならない。 

特に、狭隘箇所（構造物端部）は施工がしにくく、本来の性能が発揮できない可能性がある。 

（２）防水工は可能な限り連続化を図る構造として、防水工の分断が無い様に配慮しなければならない。 

（３）導水パイプは原則横断方向には配置しないものとする。 

【解 説】 

  細部構造を配慮すべき箇所について解説 図 4.6.5 に示した。図示した箇所は一般的な箇所であり、構造

条件に応じて適切な処理を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
解説 図 4.6. 7 防水工の端部処理の配慮箇所（一般的な防水工の例） 

舗装の目地処理地覆部目地処理

端部処理

防水層の重ね合わせ

防水層

導水パイプ

縁石部目地処理 地覆部目地処理

端部処理

排水パイプ

※歩道部の導水パイプの流末は車道等に導水
するなど流末処理を行う
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（１）について 

 狭隘、転圧不足、形状が複雑、構造物境界に近いなど水分が浸入しやすく防水工の一体化が難しい箇所で

は、網状ルーフィングを用いた塗膜系、吹き付け防水など形状に追従性のある防水工により一般部の防水工

との連続化が必要である。  

また、地覆部の立ち上がり部で端部舗装の転圧不足により成型目地材の接着が不十分となる可能性が高い

ことから、注入目地材を使用することが望ましい。施工時の気温が低いことが想定される場合や、構造物面

の不陸が著しい場合についても同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭隘部

排水枡周辺の取り合い

解説 図 4.6. 8 狭隘部（伸縮装置付近、排水桝周辺）

解説 図 4.6. 9 狭隘箇所の防水工施工範囲（案） 

解説 図 4.6. 10 端部処理方法（案） 

一般防水区間

床版

舗装時には型枠用面木を設置(案)
※アスファルト付着防止剤塗布

一般防水区間

床版

舗装時には木枠(杉板)
※アスファルト付着防止剤塗布

一般防水区間

床版

注入目地材(後施工)
舗装時には枠を入れておく

※アスファルト付着防止剤塗布

網状ルーフィングシート(特殊アスファルト含侵)

プライマー

一般防水工とのラップ
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（２）について 

  半断面施工時のセンターライン周辺や、歩車道境界部などは防水が不連続になりやすく、漏水が生じや

すい場所である。このため、防水層を確実にラップさせる等の配慮をしなければならない。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防水層の連続化

調整モルタル

境界ブロック

車道

歩道

※ガードレールのアンカー,定着鉄筋との干渉に注意

車道部防水層

解説 図 4.6. 11 歩車道境界部の防水構造例 

解説 写 4.6. 9 歩車道境界、歩道部に吹き付け防水を

実施した事例 

解説 図 4.6. 12CL 上の防水構造例① 

解説 図 4.6. 13CL 上の防水構造例② 

100

一次施工側

二次施工側

一次施工

防水層(シート防水)

8
0

アスファルト舗装

二次施工

(重ね幅)

型枠

100

一次施工側

二次施工側

防水層(シート防水)

8
0

アスファルト舗装

(重ね幅)

注) 1 防水層は重ね幅100mmを確保する事

2 舗装打継ぎ面に目地材を設置の事

加熱注入目地材

4
0

8
0

4
0

4
0

反応型アスファルト乳剤

防水層
瀝青止水テープ(L型)

反応型アスファルト乳剤

Ｌ型止水テープ設置状況 
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（３）について 

  路面排水を確実に排水するため、横断方向に導水パイプが配置されているが、解説 写 4.6.10～11に示す

通り、輪荷重の載荷位置で舗装が剥離して導水パイプが露出し、床版端部の漏水原因となっている事例が

確認されている。伸縮装置の後打ちコンクリート付近は舗装が摩耗しやすい場所であり、輪荷重が載荷さ

れる場所では導水パイプは原則配置してはならないこととした。 

  また、導水パイプの材質はリサイクル、施工時の安全性の観点から樹脂製を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  勾配が低く、伸縮端部付近に水がたまりやすい場合の対応例として、勾配調整を行って導水パイプを路

肩部までとした事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.6. 10 横断方向に導水パイプを 
配置した橋梁の劣化事例 

解説 写 4.6. 11 舗装の剥離・導水パイプの露出 

解説 写 4.6. 12 路肩部まで導水パイプを 
伸ばした例① 

解説 写 4.6. 13 路肩部まで導水パイプを 
伸ばした例② 
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【その他構造】 

１）  中央分離帯の防水方法 

    中央分離帯の天端面（マウントアップ区間）の防水が行われていない場合が多く、縁石の隙間や、

天端面のひび割れより水分が浸入し床版コンクリートに浸透している場合がある。 

    このため、マウントアップコンクリート下面への防水工の敷設、既設構造物では吹付防水等による

保護を実施することが望ましい。中央分離帯がボックスビームの場合でも、吹き付け、刷毛塗りによ

り対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版

境界ブロック

調整コンクリート(現場打ち:無筋)
ひび割れからの浸透

境界部からの浸透

防水工が無い

防水工

床版に浸透

調整コンクリート下への防水工の施工
※常温接着型は舗装熱が伝わらないため避ける

床版

改良案１

床版

改良案２

吹付防水工等

トップコート(耐候性)

車道部防水との
ラップ

解説 写 4.6. 14 中央分離帯の構造 解説 写 4.6. 15 下面の漏水状況 

解説 図 4.6. 14 中央分離帯の防水の不具合 

解説 図 4.6. 15 中央分離帯の防水方法(その１；主として新設) 

解説 図 4.6. 16 中央分離帯の防水方法(その２；既設の補修) 

防護柵付きの地覆部全面に防水

工を行った事例 

(吹き付け,刷毛塗り) 
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２）  歩道部の防水方法（特に調整コンクリート下に敷設される防水） 

  調整コンクリート下にシート系防水(常温型)を敷設した場合、常温型のシートは舗設時の温度により溶

着性能を有するが、舗設時の温度が防水シートに伝わらず床版と接着しない。防水シートと床版コンクリ

ート上面に隙間が生じ、その隙間に路面水が浸入、滞水し床版に浸透する。 

そのため、調整コンクリート下の防水工は舗設時温度による溶着の必要が無いタイプとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水

シート防水（常温型）

舗装の熱が伝わらない
（接着不不良）

車道側の路面水

床版に水分が浸透

シート防水（常温型）
※舗装の熱により溶着

端部処理

端部処理

シート防水（流し貼り型）
加熱型アスファルト接着

改良案

シート防水（流し貼り型）
※加熱アスファルトにより接着

解説 写 4.6. 16 路面(セミフラット形式)の状況 解説 写 4.6. 17 下面の漏水状況 

解説 図 4.6. 17 歩道部の防水の不具合 

解説 図 4.6. 18 歩道部の防水方法 

(調整コンクリート下に防水をする場合) 

端部処理

端部処理

シート防水（流し貼り型）
加熱型アスファルト接着

改良案

解説 図 4.6. 19 歩道部の防水方法 

(フラットタイプの場合) 
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解説 図 4.6. 22 調整コンクリートの構造 

解説 図 4.6.23 レベリング舗装による勾配調整（案） 

解説 写 4.6.20 調整コンクリートの劣化 

解説 写 4.6. 21 下面のＰＣ桁の損傷 

 

３）  歩車道境界ブロックに視線誘導施設を配置する場合 

  視線誘導施設等の箱抜きが歩車道境界ブロックを貫通している場合では水分が侵入している場合がある。

このため、ベースプレートタイプのものを採用することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）  横断勾配調整コンクリート 

  端部では薄層で施工されるため剥離、割れが生じやすく路面変状の原因となる場合がある。調整コンク

リート上面へ防水工を行った場合では調整コンクリートの損傷により防水工も損傷する恐れがある。 

  このため、レべリング舗装(改質アスファルト)を用いて横断勾配を調整することが望ましい。 

 

 

 

 

 

視線誘導支柱
の箱抜き

周辺コンクリート
の劣化

砂層の場合
水みちとなる

境界ブロック

ベースプレート
タイプ

アンカー

解説 写 4.6. 18 誘導施設箱抜き事例 解説 図 4.6. 20 写真の概要図 

解説 写 4.6. 19 ベースプレートタイプの事例 解説 図 4.6. 21 視線誘導版設置の改良案

現行の構造
舗装

防水層5
0

勾配調整コンクリート
水が溜まる(排水が困難)
調整コンクリートが割れやすい
角部のシート防水の施工に課題

改良案

※レベル区間を設けない構造とする

舗装

レベリング舗装

防水層
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4.6.5 施工時の留意点 

（１）既設舗装撤去時は既設床版への衝撃を可能な限り回避しマイクロクラックの抑制に配慮しなければ

ならない。 

（２）床版コンクリート脆弱部補修時は既設床版との一体化に配慮（はつりの方法、使用材料）しなけれ

ばならない。 

（３）床版防水工施工時は既設床版との付着の確保、端部処理、防水工の連続性に配慮しなければならな

い。 

（４）舗装施工時は施工における基本事項、寒冷地特有の配慮事項に留意しなければならない。 

【解 説】 

（１）について 

  既設舗装の撤去時においては極力既設床版を削り過ぎず、また衝撃を与えないことが重要であり、マイ

クロクラックの発生による付着性低下、過度の切削による鉄筋のかぶり不足を回避しなければならない。 

 

解説 表 4.6. 2 舗装撤去時の留意事項 

施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

事前準備 施工時間 
①施工計画の立案の段階で付着したアスファルトや防水層を除去す

る方法や所要時間を十分に検討 

舗装撤去

切削機を用いる場合は極力既設床版を削らないようにする 

①不陸箇所は 10～20mm 程度を残して切削機により切削(図 4.6.24) 

②局部的に付着したアスファルト混合物や既存の防水層は人力 
 により出来るだけ床版を傷めないように配慮する 

地覆端部や伸縮装置付近の人力施工とならざるを得ない箇所 

①人力によるはつりとなることから既設床版に深い凹部を作ら 
 ないよう十分な注意が必要(図 4.6.25) 

②はつり取り不足により端部が高くなっているなど滞水が生じ 
 ない勾配となっているか(図-2) 

撤去後 既設床版状態の確認 
①点検ハンマなどによる打音検査および目視などによりコンク  
 リート床版面の浮き、平坦性、凹凸の確認を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.6. 24 舗装撤去の概念図           解説 図 4.6. 25 排水勾配の不良 

 

 

 

【コンクリート床版】

【舗装】
切削機による切削

(不陸面は既設床版より10～20mm程度残す)

不陸面は切削機
による切削後、
床版を傷めない
ように人力によ
り撤去する

【はつり過ぎによる凹部】
・既設鋼材のかぶり不足
・滞水

【はつり不足により排水勾配が適正でない場合】
スラブドレーンが勾配が高い位置に配置されて
いるため十分に機能しない

はつり不足

はつり過ぎ:凹部

床版鉄筋

スラブドレーン

滞水

端
部
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（２）について 

  既設床版との一体化が重要となる。以下の点に配慮して施工を行うこと。 

  表層補修にあたっては、4.1.5を参照すること。 

●脆弱部はつり時において既設床版に極力衝撃を与えない：マイクロクラックの発生を回避。 

  ●既設床版と一体化を図るための対応：付着性能の向上(マイクロクラック対策を含む)。 

  ●適切な材料の使用：極端に剛性が異なる材料は再劣化の発生する事例が多い。 

 

解説 表 4.6. 3 床版コンクリート脆弱部補修時の留意事項 

施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

事前準備 施工時間 ①はつり方法、及び材料から決まる施工時間に応じた所要時間を検討 

はつり方法 既設床版のマイクロクラック発生への対応 

①ウォータージェットを併用した場合のはつり方法(図 4.6.26)参考 

②はつり深さは補修材料が床版上面鉄筋の下に回り込む深さとする(図-2) 

③はつり範囲の端部はフェザーエッジとしない(図 4.6.27) 

材料仕様 適切な材料の使用 

①既設床版と同等の弾性係数となる材料を使用 

②付着性(ﾏｲｸﾛｸﾗｯｸ対策を含む)向上を目的とした浸透系接着剤の採用 

③各材料の特性に応じた施工可能温度の確認 

施工後 施工コンクリートの品質の確保 ②材料の特性に応じた適切な養生時間を確保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.6. 26 ウォータージェットを併用した場合のはつり方法【参考図】       解説 図 4.6. 27 はつりの深さ 

  

 

 

 

打撃工法による
はつり処理範囲

ウォータージェットによるはつり処理範囲

劣化範囲

床版

100mm※ 100mm※

100mm※

※ウォータージェットによるはつり範囲はマイクロクラックの影響範囲
[発生範囲が明確でないため今後の課題]

はつり範囲

劣化範囲

床版

30mm※

床版
はつり範囲

フェザーエッジ×
フェザーエッジとしない

※骨材が入る材料では、少なくとも骨材が回りこめるだけの深さまでとする
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（３）について 

  既設床版との付着の確保、及び端部処理を含めた防水工の連続性が重要である。 

●既設床版に極力衝撃を与えない方法により舗装を撤去することが前提となる 

  ●既設床版の上面の状態（付着を阻害するもの）は確実に排除（清掃）しなければならない 

  ●端部処理構造の配慮、一般防水部と端部処理部材、施工継ぎ目部の連続性を確保しなければならない 

 

解説 表 4.6. 4 床版防水工施工時の留意事項 

施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

事前準備 既設床版上面の状態 

①旧舗装や防水層の除去 
 (ショットブラストやウォータージェット(写真 4.6.22)による) 

②コンクリート面の突起、段差の平滑化，脆弱部の補修の実施(写真 4.6.23) 

③材料仕様に応じた施工時気温、床版上面含水率測定(10%程度以下を目安)の実施 

④床版性状の検査(案)の実施(別途参照) 

防水工の施工 安定した品質の確保 ①各種防水工の施工管理上のポイントによる(別途参照) 

端部処理 
端部処理材との連続性 

①端部処理材との連続性を確保 

②排水枡周辺の防水処理 

舗装境界の重ね合わせ ①次工程舗装境界との重ねに配慮(写真 4.6.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.6. 22 ウォータージェットによる表面処理 解説 写 4.6. 23 脆弱部の補修（マーキング） 

解説 写 4.6. 24 舗装境界との重ね処理 
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 ●検査項目（案） 

解説 表 4.6. 5 床版性状の検査項目と確認手法例 

検査項目 確認方法 頻度 評価基準例 

床版の凹凸 
①目視 

②定規(長尺定規) 

①全面に対して実施 

②3 箇所/日(300m
2

を超えない範囲で) 
防水層施工業者が作成する施工要領書による 

床版の粗さ 

①ＣＴメータ 

②サンドパッチング 

③型取りゲージ 

全面に対して目視により評価後 

3 箇所/日(300m
2

を超えない範囲で) 

①ＣＴメータ   ：1mm 以下 

②サンドパッチング：1mm 以下 

③型取りゲージ  ：3mm 以下 

ひび割れ ①目視 全面 
ひび割れがないこと 

(ある場合は適切に補修されていること) 

床版の段差 ①目視 全面 
防水層施工業者が作成する施工要領書による 

(防水工のタイプにより異なる) 

レイタンス 

(新設構造物等) 
①目視 全面 レイタンスがないこと 

床版コンクリー

ト 

の脆弱性 

①たたき点検 

②テストハンマー試験 

③建研式引張試験(プライマー塗布後) 

①全面 

②③全面に対してたたき点検実施後 

  3 箇所/日(300m
2

を超えない範囲で) 

①浮き、異常がないこと 

②所定の床版強度を有していること 

③接着強度が 1.2N/mm
2

以上であること
※1

 

※「道路橋床版防水システムガイドライン(案)」社団法人 土木学会（平成 24年 6 月）より抜粋 

※1「構造物施工管理要領」；東日本高速道路株式会社(平成 28 年 8月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●プロセスチェック項目（案） 

防水工施工にあたっての も基本的項目（簡易的なチェック）を以下に示す。 

解説 表 4.6. 6 床版防水施工時のプロセスチェック項目 

検査項目 チェック項目 チェック欄 

防水工施工前 

・施工計画書に示された防水材料が納品されたか 

・防水層の施工は施工計画書に従い施工されているか 

・天候条件を確認し、防水工施工に問題ないことを確認したか 

・施工時の温湿度を確認したか 

・床版面の表面温度が露天以上であることを確認したか 
 （目安：表面温度は露天温度より 3℃以上高いほうがよい）  

・施工は教育を受けた施工管理者の責任のもとで実施されているか 

・コンクリートの材齢を把握しているか（必要に応じて） 

防水層施工時 

・マスキングを行っているか（必要に応じて） 

・材料使用量の管理方法及び実際の使用量を確認したか 
 （例 吹付：カウンター，塗布：缶の個数等）  

・プライマーの硬化時間は計画通りか（手で触ってくっつかない程度がよい） 

・飛散防止対策を実施しているか 

・防水材の硬化時間は計画通りか 

・防水材を積層する場合、インターバルを計画書どおりとっているか 

・使用材料の実績使用量を確認したか 

・コンパウンドの温度が適切であるか（シート系防水に適用） 

・施工を中止する必要な状況を確認したか 

・不具合があった場合の補修が適切に行われたか 

解説 写 4.6. 25 CT メータ 解説 写 4.6. 26 サンドパッチング 解説 写 4.6. 27 建研式引張試験 
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解説 表 4.6. 8 舗装施工時(環境、寒冷条件に対して)の配慮事項 

解説 表 4.6. 9 舗装施工時（施工境に対して）の配慮事項 

（４）について 

  ・施工における基本事項の遵守が重要となる。以下の点に留意すること。 

  ●舗設前の防水工の状態を確認と、防水材との確実な付着に対する配慮 

  ●適切な施工機械による舗設による防水材の損傷の回避 

  ●舗設時の温度、特に寒冷期においては防水層との付着性能、及び所定の締固め度の確保 

  ●施工境からの路面水の流入を防止するための確実な目地対策 

 
施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

舗装前 防水層の状態確認 

①基層施工前に防水層のブリスタリングやピンホール、損傷を確認 

②舗装施工までに時間が空いた場合は舗装用接着剤の再塗布を検討 

③防水層表面の滞水、付着物、油脂類が無いかを確認 

施工機械 施工機械による防水材の損傷を避ける 

①ローラーの散水や作業車のエアコン水等を防水層上に滞水させない 

②舗装用機械をトレーラーから降ろすときは防水層施工範囲以外で実施 

③泥やアスファルトがついたタイヤで防水層上を走行させない 

④施工機械が防水層上を走行する場合は急制動、急回転を避ける 

⑤施工機械の防水層上での長時間停車を避ける 

⑥基層施工のためのフィニッシャは現場条件に適したものを選定する 
 クローラー式の場合はゴム式クローラーが望ましい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

舗設時 

舗装施工時の環境条件、温度管理 

①舗設時の起終点部、舗装継目部及び端部は特に温度管理に注意 
（アスファルト混合物の温度低下による締め固め不足が懸念） 

②勾配が低い方から施工する 

③基層舗設後出来るだけ早く表層を舗設するように配慮 

④夏季及び急勾配の施工箇所においては施工に十分注意 

特に寒冷な条件における温度管理 

①アスファルト混合物製造時の温度を管理範囲の上限側とする 

②温度が低下しても良好な施工性が得られる中温化技術の適用 
 （アスファルト混合物温度の低減は行わない） 

③アスファルト混合物の運搬中の保温方法の改善 
 （帆布の重ね、特殊保温シート、木枠の取り付け） 

④敷き均しは連続作業としフィニッシャのスクリードを断続的に加熱 
 （局部加熱に注意） 

⑤転圧可能 小範囲敷き均し後に直ちに締め固め作業を開始 
 （初期クラック抑制のためローラの線圧を小さくする） 

⑥ローラへの付着防止剤の噴霧によりアスファルト混合物の付着を防止 

 
施工段階 配 慮 事 項 対 応 方 法 

舗設時 施工境からの水分の浸入を防止 

①舗装継目部への対応 
 ・フィニッシャを数台並べてホットジョイントにより施工 
 ・コールドジョイント部の既設舗装の加熱 
  (乳剤の塗布や成型目自材の併用も検討し継目部の一体化) 

②基層の舗装継目部は防水シートの重ねあわせ部に対して位置をずらす 
 （走行車両の車輪の真下にならないような配置計画） 

③基層と表層の舗装継目は 10cm 程度以上離す 

④舗装境界部からの路面水の侵入防止のための施工境への目地材の設置 
 ・注入目地材：隙間部へのプライマーの塗布、メーカー指定範囲内での  
        温度管理 
 ・成型目地材：貼り付け部分の十分な清掃 
        舗設時のアスファルト混合物の温度低下に注意 
 ※表層と構造物などの接触面(継目)にはあらかじめ隙間を作っておく 
 ・表層がポーラスアスファルトの場合は基層に目地材を設置 
 ・寒冷地の目地材：高弾性タイプ 
          (氷点下においても硬くならずに弾性の性質を保持) 

解説 表 4.6. 7 舗装施工時の配慮事項 

解説 写 4.6. 28 舗装施工前の防水層の損傷事例 解説 写 4.6. 29 アスファルトフィニッシャ 解説 写 4.6. 30 ゴム式クローラ 
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4.6.6 補修事例 

１）  半断面施工時の配慮事例 

   施工境界部において防水工の継手処理を実施した事例。また、舗装の境界部には隙間が生じないよう

に目地材等を施工している事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）  舗装切削、橋面研掃時の配慮事例 

   舗装切削後に橋面研掃機によりコンクリート表面を平滑にした事例。 

防水施工前の水分量計測状況（高周波水分計）。 

バックホウによる既設コンクリートの損傷を防止するために爪カバーを用いた事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）  地覆端部目地処理の配慮事例 

   地覆端部は施工の容易さから整形目地材による端部処置が一般的であるが、熱が伝わりづらく、溶着

不良が発生する不具合が生じやすい。このため、舗設後に注入目地材により端部の処理を行った事例。 

   ※型枠がローラー転圧により締め固められて撤去に時間を要する場合があるため注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 4.6. 31 舗装境界との重ね処理 解説 写 4.6. 32 境界部の目地注入処理 
(カッターで成型後) 

解説 写 4.6. 33 研掃機の使用状況 
防水施工前の含水率測定状況 

解説 写 4.6. 34 爪カバー設置による剥ぎ取り状況
https://www.do-blog.jp/earth-machine/article/542/ 

解説 写 4.6. 35 舗設時木材設置状況 解説 写 4.6. 36 目地材注入状況 
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４）  歩車道境界部の配慮事例 

   ①防水層設置に配慮した事例 

    漏水が生じやすい歩車道境界部の立ち上げ部にウレタン吹き付け防水した事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②歩車道境界ブロックを打設コンクリートとした事例 

    プレキャスト部材の施工目地部からの水分供給を防止するために、歩車道境界ブロックを打設コン

クリートとした事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③歩車道境界ブロック接合部に目地材を使用した事例 

    歩車道境界ブロックの目地材はモルタルが一般的であるが、劣化により漏水が発生する恐れがある

ため、耐熱性のシーリング材により施工を行なった事例。（舗設時の高温と変位追従に対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 4.6. 28 歩車道境界部断面図 解説 写 4.6. 37 ウレタン防水吹付状況 

解説 写 4.6. 38 歩車道境界ブロック部型枠設置状況 解説 写 4.6. 39 歩車道境界ブロックコンクリート打設後 

解説 写 4.6. 40 シーリング材施工状況 解説 写 4.6. 41 施工後状況 

耐圧ホース

アスファルトウレタン塗膜系防水

現場打ちコンクリート
排水パイプ

アスファルトウレタン塗膜系防水

エポキシ系接着剤塗布
(コンクリートに接する面)

4-88



 

参考文献 

１）コンクリート構造物の耐久性シリーズ 凍害 長谷川寿夫・藤原忠司著 技報堂出版 

２）気象因子を考慮したコンクリートの凍害劣化予測 浜幸雄，松村光太郎，田畑雅幸，富板崇， 

  鎌田英治 日本建築学会構造系論文集 第 523 号 1999 年 9 月 

３）2013 年制定 コンクリート標準示方書 維持管理編 土木学会 

４）コンクリ－トのひび割れ調査，補修・補強指針-2013- （社）日本コンクリ－ト工学協会 

５）ＡＳＲに配慮した電気化学的防食工法の適用に関するガイドライン 

  （社）日本材料学会 2007 年 11 月 

６）土木研究所資料 塩害環境下にあるコンクリート中鉄筋のマクロセル腐食形成機構 

  平成 21 年 1 月 独立行政法人土木研究所 構造物メンテナンス研究センター 

 ７）炭素繊維シート格子接着工法により補強した RC 床版の疲労耐久性 松井繁之他  

   コンクリート工学年次論文集 2005 

 ８）コンクリート部材の補修・補強に関する共同研究報告書（Ⅲ） 

   －炭素繊維シート接着工法による道路橋コンクリート部材の補修・補強に関する設計・ 

    施工指針（案）－ 平成 11 年 12 月 建設省土木研究所 

 ９）社団法人日本橋梁建設協会：鋼・コンクリート合成床版維持管理の計画資料、2007.3 

１０）鋼道路橋のトラフリブを有する鋼床版を対象としたデッキプレート貫通型亀裂の検出の 

   ための調査要領 国総研資料第 471 号 平成 20 年 8 月 

１１）鋼床版の疲労損傷と補修・補強技術に関する検討 村越潤，梁取直樹，宇井崇 

   鋼構造と橋に関するシンポジウム論文報告集 Vol.10 2007 年 8 月 

１２）鋼床版橋梁の疲労耐久性向上技術に関する共同研究報告書 

   －SFRC 舗装による既設鋼床版の補強に関する設計・施工マニュアル（案）－ 

   平成 21 年 10 月 独立行政法人土木研究所 

 

4-89



【 第5編　PC橋  】



 

目 次 

 

第 5 編 ＰＣ橋 .......................................................................................................................... 1 

5.1 コンクリートの損傷（ひび割れ、断面欠損） ................................................................ 1 

5.1.1 損傷の特徴 ............................................................................................................... 1 

5.1.2 損傷原因 ................................................................................................................... 5 

5.1.3 工法検討にあたっての調査 .................................................................................... 11 

１）飛来塩分による塩害（参考） .................................................................................... 12 

２）凍結抑制剤による塩害（参考） ................................................................................ 14 

３）アルカリ骨材反応（参考） ....................................................................................... 16 

４）凍害 ............................................................................................................................ 18 

５）中性化 ........................................................................................................................ 20 

６）地震の影響、耐荷力低下、外力の増加、構造不良 ................................................... 22 

７）品質不良、施工不良 .................................................................................................. 24 

5.1.4 補修工法 ................................................................................................................. 25 

１） ひびわれ補修工 ........................................................................................................ 31 

２） 断面修復工法............................................................................................................ 33 

３）表面処理工 ................................................................................................................. 34 

5.1.5 補修材料 ................................................................................................................. 36 

5.1.6 損傷事例 ................................................................................................................. 41 

5.2 ＰＣ鋼材に沿った異常 .................................................................................................. 43 

5.2.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................. 43 

１）ＰＣ鋼材定着の変遷 .................................................................................................. 44 

２）グラウトの変遷 .......................................................................................................... 44 

5.2.2 工法検討にあたっての調査 .................................................................................... 45 

5.2.3 補修工法 ................................................................................................................. 47 

１）グラウト再注入工 ...................................................................................................... 48 

２）ＰＣ鋼材突出防止工 .................................................................................................. 48 

5.2.4 補修事例 ................................................................................................................. 49 

5.3 間詰めコンクリート ...................................................................................................... 50 

5.3.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................. 50 

5.3.2 補修工法 ................................................................................................................. 52 

5.3.3 補修事例 ................................................................................................................. 53 

5.4 波型鋼板ウェブＰＣ橋 .................................................................................................. 54 

5.4.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................. 54 

 

 

 



第5編  ＰＣ橋 

 

5.1 コンクリートの損傷（ひび割れ、断面欠損） 

5.1.1 損傷の特徴 

（１）ＰＣ部材に生じる主な損傷を解説 表 5.1.1 に示す。 

（２）支間中央の曲げひび割れ 

（３）ＰＣ定着部付近のひび割れ 

（４）ＰＣ鋼材に沿った漏水・遊離石灰、ひび割れ 

（５）床版間詰部の漏水・遊離石灰 

【解 説】 

 ＰＣ橋のひび割れは、部位により施工や構造上の不具合が原因となる場合が多いため、原因と進行

状況に留意しなければならない。 

ひび割れパターンと損傷原因については解説 表 5.1.2～3に示す。 

 特に、グラウト注入不良による主ケーブルに沿ったひび割れ、定着部付近の支圧応力によるひび割

れについては、ひび割れ自体の損傷は軽微なものが多いものの、漏水などにより内部鋼材の腐食が懸

念されるため、錆汁の滲出の有無など漏水状況に留意しなければならない。 

 （４）（５）については 5.2、5.3 で詳述する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

解説 図 5.1. 1 支間中央の曲げひび割れ 

解説 図 5.1. 2 ＰＣ定着部付近のひび割れ 

解説 図 5.1. 3 ＰＣ鋼材の沿った漏水・遊離石灰、ひび割れ 

①

①

②

②定着部の支圧応力による
ひびわれ

①シースに沿ったひびわれ
⇒グラウト注入不良

5-1



 

（１）ＰＣ部材に生じる主な損傷 

 ＰＣ部材に生じる主な損傷として、ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、変色・劣化につ

いて、想定される損傷原因を解説 表 5.1.1 主な損傷と損傷原因に示す。 

 

解説 表 5.1. 1 主な損傷と損傷原因 

主な損傷 

主な損傷原因 

外 的 原 因 内 的 原 因 

外力作用 環境 材料劣化 構造 製作・施工 

ひびわれ 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

乾燥収縮、 

温度変化、 

塩害（飛来・飛散

塩分） 

凍害、 

化学的侵食 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

 

 

 

 

 

 

構造不良 

鉄筋不足、応

力集中等 

 

施工不良、 

品質不良、 

グラウト不良、 

防水・排水工不良

剥離・ 

鉄筋露出 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

漏水・遊離

石灰 
（ひびわれの進行による） 

変色・劣化 火災 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

化学的侵食、 

死滅したかび（黒

色） 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

－ 品質不良 

 

（２）ひびわれパターン 

 損傷がひびわれの場合は、定期点検においてひびわれパターンを記録することとなっている。ひび

われパターンは、発生箇所、発生形状に応じて区分されているため、このひびわれパターンから損傷

の発生原因がある程度推定できる。ひびわれの発生パターンと推定される損傷原因を解説 表 5.1.2、

表 5.1.3 に示す。 

 ひびわれパターンを用いて損傷原因を推定するに当たり、ひびわれパターンの選択方法について以

下に留意点を示す。 

 

 

 

 

 

 

  

  

・⑨以外のひびわれパターンは、解説 表 5.1.2、3に示す発生位置（支間中央、支点部等）、発生部位

（シース沿い、定着部付近等）、ひびわれ方向（鉛直、縦方向等）の全てに着目して選択する。 

・⑨については、発生位置によらずひびわれ形状だけに着目して選択する。 

（例）支承部付近に亀甲状のひびわれがあれば⑤、⑥ではなく⑨を選択 
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解説 表 5.1. 2 ひびわれパターンと損傷原因（その１） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

支間中央部 

①主桁直角方向の桁下面および

側面の鉛直ひびわれ 

荷重による曲げひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

 

 

 

 

支間中央部 

②主桁下面縦方向ひびわれ ・ＰＣグラウト充填不良（雨水の浸

透により腐食膨張、凍結膨張） 

・アルカリ骨材反応（拘束方向） 

・塩害（飛来塩分） 

・かぶり不足 

 

 

 

 

支間１／４部 

③主桁直角方向の桁下面および

側面の鉛直ひびわれ 

 大断面箱桁の場合、温度応力と乾

燥収縮が複合して発生する場合

がある 

 

 

 

 

支点部 

④支点付近の腹部に斜めに発生

しているひびわれ 

荷重によるせん断ひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

 

 

 

 

支点部 

⑤支承上桁下面・側面に鉛直に発

生しているひびわれ 

・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点の沈下、移動 

・外力の増加 

 

 

 

 

支点部 

⑥支承上から斜めに側面に発生

しているひびわれ 

・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点の沈下、移動 

・外力の増加 

・地震による水平力 

 

 

 

 

支点部 

⑦ゲルバー部のひびわれ ・耐荷力の低下 

・外力の増加 

・構造不良（断面急変による応力集

中） 

 

 

 

 

支点部 

⑧連続桁中間支点部の上側の鉛

直ひびわれ 

荷重による曲げひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

・支点沈下 

 

 

 

 

その他 

⑨亀甲状、くもの巣状のひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇所

の微細なひびわれの場合） 

・定着部後打ちコンクリート部の乾

燥収縮 

 

 

 

 

その他 

⑩桁の腹部に規則的な間隔で鉛

直方向のひびわれ 

外縁鉄筋に沿ったひびわれの場合

・塩害（飛来塩分） 

・塩害（飛散塩分：外桁の損傷が卓

越している場合） 

・かぶり不足 

 

①

②

 

③ 

 
④ 

 
⑤

 

⑥ 

 

⑦ 

 ⑧

 

⑨ 

 

⑩ 
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解説 表 5.1. 3 ひびわれパターンと損傷原因（その２） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

その他 

⑪ウェブと上フランジの接合点

付近の水平方向のひびわれ 

・施工不良（コンクリート打設時の

締め固め不足による沈下ひびわ

れ、打ち継ぎ目の処理不良） 

・床版とウェブの温度差、乾燥収縮

差 

 

 

 

 

その他 

⑫桁全体に斜め 45°方向のひび

われ 

荷重によるねじりひびわれ 

・構造不良（曲線橋などにおける鉄

筋量不足） 

・橋軸直角方向の不等沈下 

・橋軸直角方向の外力の増加 

 

 

 

 

 

支間中央部 

⑬変断面桁の下フランジの PC

鋼材に沿ったひびわれ 

・構造不良（下床版に配置された PC

鋼材の腹圧力により下向きの荷重

が生じる。曲線橋、緊張時の偏心

荷重により発生する場合がある）

・ＰＣ鋼材の過緊張により発生する

場合がある 

 

 

 

 

支間１／４部 

⑭PC連続中間支点付近反局部の

PC 鋼材に沿ったひびわれ 

・ＰＣグラウト充填不良（雨水の浸

透により腐食膨張、凍結膨張） 

・アルカリ骨材反応（拘束方向） 

 

 

 

 

支間１／４部 

⑮PC連続中間支点付近の反局部

の PC 鋼材曲げ上げに直交す

るひびわれ 

・構造不良（PC 鋼材が図心位置に

集中しているため、活荷重等の交

番応力により発生） 

 

 

 

 

 

その他 

⑯PC 鋼材定着部付近 ・構造不良、施工不良（PC 鋼材定

着部の局部応力集中により発生）

 

 

 

 

その他 

⑰PC 鋼材が集中している付近 ・構造不良、施工不良（フランジ、

ウェブのクリープ、乾燥収縮の変

形量の差） 

 

 

 

その他 

⑱主桁上フランジ付近 ・構造不良、施工不良（プレストレ

ス導入時の桁変形により発生） 

 

 

 

支点部 

⑲主桁腹部に水平なひびわれ ・構造不良、施工不良（定着部の支

圧応力により発生） 

 

 

 

その他 

⑳シースに沿って生じるひびわ

れ 

・ＰＣグラウト充填不良（雨水の浸

透により腐食膨張、凍結膨張） 

・アルカリ骨材反応（拘束方向） 

 ⑪ 

 

⑫ 

 

⑬

 

⑭ 

 

⑮ 

 

⑯

 

⑰ ⑰ 

 ⑱

 

⑲ 

 

⑳ 
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5.1.2 損傷原因 

損傷原因は損傷状況、環境条件などにより多岐にわたるため、詳細調査等により個別に判断す

ることが望ましい。 

【解 説】 

  損傷原因の抽出は、環境条件による損傷原因抽出フロー、ひびわれパターンによる損傷原因抽出

フロー、剥離・鉄筋露出の損傷原因抽出フロー、漏水・遊離石灰の損傷原因抽出フローを用いて実施

する。ここで、環境条件による損傷原因抽出フローは、ひびわれ、剥離・鉄筋露出の有無に限らず必

ず実施するものとする。PC 橋においては、上記損傷種類に加えて間詰め部からの漏水、遊離石灰、

錆汁も多く見られる。これについては 5.3 間詰めコンクリートに原因、対策工法の考え方を記す。 

 なお、本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果、何れにも該当しない場合は、専門技術者に相

談して損傷原因を推定する必要がある。ひびわれパターンについては、フロー図の利便性を考慮して、

主な損傷原因が同じであるひびわれパターンをグルーピングしているため、個々の詳細について確認

する場合は、解説 表 5.1.2、表 5.1.3を参考にすると良い。 

 本フロー図は、可能性のある損傷原因を漏れなく抽出するためのものである。そのため本フロー図

の利用方法を以下に示す。 

・箱書きの条件に該当する場合は、横方向に進み損傷原因を抽出するとともに次の箱書きに進む。 

・箱書きの条件に該当しない場合は、そのまま次の箱書きに進む。 

・このように箱書きの条件に該当する場合はその都度横方向に進み、該当する損傷原因を一つに限定

することなく、複数抽出することとする。 

 フローの利用方法 

 損傷原因の推定において、条件１、条件３に該当する場合は、原因Ａと原因Ｃの二つが損傷

原因として推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

該当しない

次に進む

END

該当する

該当する

条件３原因Ｃ

条件４原因Ｄ

条件１原因Ａ

原因Ｂ 条件２

条件１に該当する

場合は、原因Ａを

抽出するとともに

次の条件に進む 

該当した損傷原因

を抽出する 

該当した損傷原因

を抽出する 

条件２に該当しな

い場合は、そのま

ま次の条件に進む
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解説 図 5.1. 4 環境条件、ひびわれパターンによる損傷原因の抽出 

推定される損傷原因

次に進む

②,⑭,⑳⑨ ⑩

次に進む

⑤,⑥

⑦

①,④,⑧,⑫

次に進む

⑨

②,⑩

次に進む
②,⑭,⑳

ひびわれパターンによる損傷原因抽出フロー環境条件による損傷原因抽出フロー

該当する

END

START

END

次に進む

ひびわれパターン図

(1)沿岸部における
塩害影響地域

(2)塩害によると
思われる損傷

該当する

損傷箇所に
漏水，滞水がある

(3)凍結抑制剤
散布地域

次に進む

該当する 該当する

(4)凍結環境
該当する

次に進む

架設年が古い
（概ね50年以上）

次に進む

該当する

次に進む

(5) 外縁鉄筋位
置に沿って発生

(4)沿岸部における
塩害影響地域

該当する 該当する

(1)粗骨材に沿って亀
甲ひび割われが進展

(3)耐荷力の低下，
外力の増加が

懸念される

(6)局部的な応力
集中により発生

②,⑭,⑳

該当する

該当する

(7)定着部後打ちコ
ンクリート部

(8)シースに沿った
ひびわれ

該当する

該当する

該当する

(9)内桁より外桁の
損傷が著しい

該当する

(10)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

該当する

(12)上記(4),(9)に該
当しない

次に進む

該当する

次に進む

①,④,⑧,⑫ ⑤,⑥

(11)支承の機能が
損なわれている

次に進む

次に進む

(13)環境条件を含め，損
傷原因に該当が無い

次に進む

次に進む

次に進む

該当が無い

アルカリ
骨材反応

耐荷力低下
外力の増加

塩害
（飛来塩分）

構造不良

乾燥収縮

グラウト不良

塩害
（飛散塩分）

凍害

中性化

かぶり不足

該当する
支承機能障害

品質不良
施工不良

次に進む

次に進む

③,⑪,⑬,⑮
⑯,⑰,⑱,⑲

(3)耐荷力の低下，
外力の増加が

懸念される

次に進む

該当する

 
 

① 

 

②

 
③

 
 

④ 

 ⑤  
 

⑥

 
 

⑦

 
 ⑧

 
⑨ 

 
⑩ 

 
 ⑪   

⑫

⑬ 

 
 

⑭ 

 
 

⑮

 
 

⑯ 

 
 

⑰ ⑰

 
 ⑱ 

 
 

⑲

 
 

⑳ 

※ 本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果，何れ
　　にも該当しない場合は，専門技術者に相談して損傷
　　原因を推定する必要がある

(2)地震の影響
が懸念される

該当する
地震の影響

次に進む
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 コンクリート構造物には、「ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰」などの損傷が多く生じ

ているため、ひびわれと同様にそれぞれの損傷原因の推定フローを解説 図 5.1.5、5.1.6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

－－－－－－－－－－－ 損傷原因抽出フローの条件判断に関する説明 －－－－－－－－－－－－ 

 環境条件による損傷原因推定フロー  

  4.1.2 を参照すること。 

剥離・鉄筋露出の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

該当する

次に進む

該当する

次に進む

該当なし

次に進む

END

該当する

次に進む

該当する

(1)衝突又は接触し
た跡が見られる

(2)鉄筋露出部
のかぶりが不

足している

(3)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

(4)鋼材の腐食
膨張によると
考えられる

(5)上記いずれにも
該当しない

外力

かぶり不足

凍害

ひびわれパタ
ーンによる損傷
原因抽出フロー

環境条件に
よる損傷原因
抽出フロー

品質不良
施工不良

漏水・遊離石灰の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

該当する

次に進む

END

次に進む

該当する

シースに沿った
ひびわれからの
漏水・遊離石灰

床版下面からの
漏水・遊離石灰

排水管からの
飛沫水が付着

定着部の後
処理の不良

排水管の損傷，
延長不足

橋面防水機能の
不備・不良

ドレーンからの
漏水・滞水

伸縮装置，ス
ラブドレーンから

の導水不良

該当する

次に進む

該当する 桁端部から橋座
面への漏水

伸縮装置
非排水機能の

不備・不良

該当する 地覆から張出し
床版への漏水

張出し部
水切り機能の

不備・不良

解説 図 5.1. 5 剥離・鉄筋露出の損傷原因の抽出 解説 図 5.1. 6 漏水・遊離石灰の損傷原因の抽出
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ひびわれパターンによる損傷原因推定フロー  

(1)粗骨材に沿って亀甲ひび割れが進展 

 アルカリ骨材反応による損傷は、東北地方から北陸にかけての日本海沿岸で多く見られる。アルカ

リ骨材反応の PC 橋特有の症状として、PC 鋼材に沿ったひびわれが挙げられる。ひびわれからは白

色のゲル状物質の滲出が見られる。PC 鋼材腐食によるひびわれ、グラウト不良によるひびわれと似

た変状であるが、アルカリ骨材反応の場合必ずしも鋼材の直上とはならない。 

 PC の拘束を受けていない箇所では、亀甲状、網目状のひびわれが発生し、白色のゲル状物質が滲

出する。同年代の竣工でアルカリ骨材反応による変状が著しい構造物が周囲にある場合には同種の骨

材を使用している可能性が高い。 

 アルカリ骨材反応に関しては、昭和 61 年 6 月「アルカリ骨材反応暫定対策について」が建設省技

術調査室から通達、昭和 61 年 10 月 JIS A 5308「レデーミクストコンクリート」にアルカリ骨材反

応抑制対策が盛り込まれた。従って、これ以前の橋梁はアルカリ骨材反応対策がなされていないか確

認すること。なお、凍結抑制剤に含まれている塩分は、アルカリ骨材反応を促進することから、アル

カリ骨材反応による損傷が顕在化している箇所で、漏水、回り水等により凍結抑制剤が損傷部に供給

されている場合は特に注意する必要がある。 

 

(2)地震の影響が懸念される 

・地震の作用：地震による短期的な断面力の増加、偏土圧、圧密沈下、洗掘などによる支点沈下、支

点移動による長期的な断面力の増加が考えられる。 

 

(3)耐荷力の低下、外力の増加が懸念される 

・耐荷力の低下：ひびわれから錆汁が多く発生している、剥離・鉄筋露出から見られる鋼材の腐食が

著しい、コンクリートに幅の広いひびわれが多数発生しているなどの場合は、鋼材断面欠損等によ

り耐荷力が低下している可能性がある。 

・偏土圧等の作用：衝突、想定外の荷重（過積載）などによる短期的な断面力の増加、偏土圧、圧密

沈下、洗掘などによる支点沈下、支点移動による長期的な断面力の増加が考えられる。 

・死荷重の増加：床版の上面増厚、歩車道境界への車両用防護柵の追加など、架設時から死荷重が増

加している場合が考えられる。 

・活荷重の増加：現況の交通量が多く、設計活荷重が小さいとひびわれが発生する可能性がある。

PC 橋が建設されるようになって以降の、道路橋示方書に規定されている活荷重を以下に示す。 

  ・昭和 14 年鋼道路橋設計示方書：一等橋 13tf、二等橋 9tf 

  ・昭和 31 年鋼道路橋設計示方書：一等橋 20tf、二等橋 14tf 

  ・平成 5 年道路橋示方書    ：A、B 活荷重 25tf 

昭和 26 年日本初のＰＣ橋が建設
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(4) 沿岸部における塩害影響地域 

 塩害部における塩害影響地域においては、張出し床版下面、桁フランジ下面に飛来塩分が付着しや

すい。桁下面の主鉄筋、スターラップが塩害によって腐食し、「ひびわれ」⇒「桁下面広範囲の剥離・

鉄筋露出」に至る例が多い。腐食が進むとひびわれから錆汁が見られる。 

 

(5) 外縁鉄筋位置に沿って発生 

 スターラップ等の 外縁鉄筋は、塩分の浸透により 初に腐食が生じる鋼材であり、 外縁鉄筋に

沿ったひびわれが生じる。鋼材の腐食が進むと錆汁が生じる。 

(6)局部的な応力集中により発生 

 断面の急変部、PC 鋼材定着部近傍、PC 鋼材の集中配置等により応力集中が生じてひびわれが発

生する場合がある。 

 

(7)定着部後打ちコンクリート部 

 定着部の後打ちコンクリート部は、締固め不足、本体コンクリートとの一体性不足が生じやすく、

乾燥収縮により、網目状のひびわれが生じる場合がある。 

(8)シースに沿ったひびわれ・・・ポステン PCの場合 【詳細は 5.2 で記載】 

・グラウトの充填不良箇所では、ダクト内部の空隙に雨水が浸透し、凍結膨張によりひびわれが生じ

て遊離石灰が発生する。鋼材の腐食が生じると錆汁が流出する。平成８年以前は、ブリーディング

の発生するグラウト材の使用、中間排気口の未設置、グラウトホースの折曲り等により解説 図

5.1.7のようにグラウト不足が生じやすい。 

・コンクリート打設から硬化するまでの間にコンクリートが沈下し、シースに沿ってシース下面に空

隙ができる。その空隙に浸透した水の凍結膨張によりひびわれが発生する。 

 

 

 

 

 

                

・平成 5 年以前の PCT 桁は、主桁上縁に定着しており、橋面から水が浸入しやすくなっている。 

 

 

 

 

 

            

・グラウト施工直後にグラウト本体が凍結して生じることもある 

残留空気

ブリーディング水 

ブリーディング水 

残留空気
残留空気 

ブリーディング水

PC鋼材の上縁定着 

シース 

コンクリートの沈下 

空隙に水が浸透 

橋 面 

シース下面に空隙

解説 図 5.1. 8 グラウトの充填不良 

解説 図 5.1. 7 シース下面の空隙

解説 図 5.1. 9ＰＣＴ桁の建設省標準設計図（昭和 55 年制定） 
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(9)内桁より外桁の損傷が著しい 

 凍結抑制剤を散布する地域では、床版の防水工が機能していても、地覆からの回り水、走行車両に

より巻き上げられた飛散水により外桁に塩分を含んだ橋面水が付着する。従って、外桁の外側面、下

面の損傷が内桁より著しい場合は、凍結抑制剤による塩害が懸念される。 

 

(10)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微

細なひびわれ、ポップアウトが生じる。また、南西方向の構造物面などでは、日射により凍結融解を

繰り返すような箇所に生じやすい。 

(11)支承の機能が損なわれている 

 支承の腐食、破断、沓座沈下等により、桁の伸縮機能、回転機能、鉛直荷重支持機能が保持されて

いないと、桁の温度変化時の伸縮変位、活荷重載荷時の回転変位を拘束するため、桁端部に損傷が生

じる場合がある。 

 

(12)上記(4)、(9)に該当しない 

 外縁鉄筋は、 もかぶりが薄い鉄筋である。 外縁鉄筋位置でひびわれが発生しており、塩害で

はない場合は、中性化、かぶり不足が考えられる。 

(13)環境条件を含め、損傷原因に該当が無い 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良、施工不良について検討する。 

 

 剥離・鉄筋露出の損傷原因推定フロー  

(1)衝突又は接触した跡が見られる 

 剥離・鉄筋露出箇所周囲に、衝突又は接触した跡が見られる場合は、交通車両の接触、桁架設時の

接触等によりコンクリートが欠損したと考えられる。 

(2)鉄筋露出部のかぶりが不足している 

 鉄筋が露出している箇所のかぶりが、設計上必要なかぶりを確保されていない場合、中性化などに

より鋼材が腐食膨張して剥離に至る。 

(3)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微

細なひびわれ、ポップアウトが生じる。また、日照状況から凍結融解を繰り返すような箇所で生じや

すい。 

(4)鉄筋露出部に腐食が見られる 

 ひびわれからの劣化因子の侵入により鉄筋が腐食し、体積膨張により剥離・鉄筋が生じている場合

は、ひびわれパターンによる損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

 塩害の進行、中性化の進行により鉄筋が腐食し、体積膨張により剥離・鉄筋露出が生じている場合

は、環境条件による損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

(5)上記いずれにも該当しない 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良（セメント不良等）、施工不良（締固め不足等）、

構造不良（局部応力集中等）について検討する。 
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5.1.3 工法検討にあたっての調査 

詳細調査では、損傷の程度や範囲を把握し、損傷の程度や原因に応じた適切な補修工法の選定と、

損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めなければならない。 

【解 説】 

（１）補修設計時標準調査で把握すべき損傷項目と記録すべき事項 

 1) ひびわれ 

コンクリートのひびわれは、様々な要因によって、様々な形状や規模で発生する。表面に生じ

たひびわれの①発生パターン、②幅、③延長、④部材貫通の有無をルーペ、クラックゲージ、ス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 2) 剥離・鉄筋露出 

ハンマーによるたたきにより、コンクリートのうき、剥離・鉄筋露出を明らかにし、スケー     

ル等で①形状、②面積、③深さ、④鉄筋錆範囲等を測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 3) 漏水・遊離石灰 

表面に生じた漏水・遊離石灰の①発生パターン、②形状、③面積をスケール等で測定し、損傷

の程度や範囲を把握する。 

 4) 豆板・空洞 

ハンマーによるたたきにより、豆板・空洞の損傷を明らかにし、①形状、②面積、③深さをス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 

（２）補修設計時追加調査で実施すべき事項 

 補修設計時追加調査は、5.1.2 で抽出された損傷原因毎に必要となる詳細調査、構造照査等を実施

する。なお、塩害（飛来塩分）、アルカリ骨材反応は、本要領の対象外であるが参考としてそれぞれ

のマニュアルで記載されている事項の抜粋内容を記載する。詳細内容については、各々のマニュアル

を参照すること。 

 

 

 

 

・塩害（飛来塩分）：塩害橋梁維持管理マニュアル（案）平成 20年 4月 橋梁塩害対策検討委員会 

 ⇒ 以降、「塩害維持管理マニュアル」と称す。 

・アルカリ骨材反応：アルカリ骨材反応による劣化を受けた道路橋の橋脚・橋台躯体に関する補修・補強ガイ

ドライン（案）平成 20年 3月 ＡＳＲに関する対策検討委員会 

 ⇒ 以降、「アル骨補修・補強ガイドライン」と称す。 
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１）飛来塩分による塩害（参考） 

 塩害に関する詳細調査、劣化予測、健全度の評価、対策方法の選定は、塩害維持管理マニュアルに

基づいて行う。塩害維持管理マニュアルに示されている詳細調査の考え方を以下に示す。 

（１）詳細調査 

 1) 外観変状調査 

 外観変状調査では、①ひびわれのパターン・発生方向・本数、②ひびわれ幅、③ひびわれの長

さ、④かぶりコンクリートの剥離・鋼材の露出、⑤錆汁の滲出、⑥遊離石灰・エフロレッセンス

の発生状況、⑦ジャンカ・スケーリング・ポップアウト等のコンクリート表面の損傷について調

査することを原則とする。 

 2) 鋼材の腐食度調査 

 鋼材の腐食状況は、はつりにより確認するのが良いが、はつりによる目視観察は一部にとどめ

ることとする。調査にあたっては、電磁誘導法あるいは電磁波反射法により鋼材位置を確認した

うえで対象箇所のコンクリートを 30cm 角程度の大きさで鋼材位置まではつり取る。はつり深さ

は、鋼材表面が現れる程度を原則とするが、鋼材の腐食状況などを詳細に調査したい場合など目

的に応じて橋梁の損傷を拡大しない程度に鋼材背面まではつっても良い。 

 3) 塩化物イオン含有量調査 

 塩化物イオン含有量調査では、硬化コンクリート中に含まれる塩分分析用コア試料の採取方法

（JIS A 1154）に従い全塩化物イオン含有量を分析する。塩分分析用試料は、鋼材が密に配置さ

れていて、コアの採取が困難な場合は、小径のコア試料やコンクリートドリルで削孔した際に発

生する粉末を試料としてもよい。なお、小径のコア試料の場合は、骨材の 大寸法の大きさに応

じて、所要の分析精度が得られる分量を確保する必要がある。ドリル削孔による場合は、「土木

学会 附属書 コンクリート中の全塩化物イオン濃度の測定結果に及ぼす骨材料の影響の補正

方法」により骨材量の相違による影響を補正しなければならない。 

 4) 中性化深さ調査 

 中性化深さ調査は、フェノールフタレイン法（JIS A 1152）に従い行う。調査箇所は、極力橋

梁に損傷を与えないことと、塩害と中性化の複合劣化であるか否かを判断するために、鋼材の腐

食状況確認のためのはつり箇所や塩化物イオン含有量の試験に用いる試料の採取箇所を利用し

て行うのが望ましい。 

（２）塩害（飛来塩分）による損傷 

  詳細調査の結果、以下のような状況が確認された場合は、塩害による損傷と判定する。 

① 鋼材位置での塩化物イオン含有量が 1.2kg/m3を超過し、目視調査の結果、鋼材に沿ったひび

われ等の損傷が見られた場合 

② 鋼材位置での塩化物イオン含有量が 1.2kg/m3を超過し、はつり調査の結果、鋼材に腐食が見

られた場合 

（３）劣化予測 

 劣化予測は、健全度の評価および対策方法の分類を行うことを目的として、塩化物イオンの拡

散予測と中性化の進行予測を実施する。 

・ 塩化物イオンの拡散予測：鋼材位置の塩化物イオン含有量が腐食発生限界値である 1.2kg/m3

を今後 20年以内に超過するか否か 

・ 中性化の進行予測：中性化残りが今後 20 年以内に 25mm 未満となるか否か 
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（４）健全度ごとの対策方針 

解説 表 5.1. 4 健全度ごとの対策方法の分類 

健全度 対策方法の分類 

グレードⅠ 塩害対策は不要 

グレードⅡ 
塩害による損傷が将来発生する可能性があるため、損傷の発生を抑制するための補修

対策が必要 

グレードⅢ 
塩害が原因の損傷が見られるため、損傷の進行を抑制または現状の性能を維持するた

めの補修対策が必要 

グレードⅣ 
塩害が原因の損傷が甚大なため、耐荷性能の確認と評価を行うとともに安全確保のた

めの早急な対策の実施と、更新を含めた恒久対策の検討が必要 

（５）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害
（飛来塩分）

・鋼材位置での塩化物イオン
含有量が1.2kg/m3を超過

・鋼材に腐食が見られる

＜詳細調査＞
①外観変状調査
②鋼材の腐食度調査
③塩化物イオン含有量調査
④中性化深さ調査

健全度評価（グレードⅠ～Ⅳ）

塩害と判定

塩害以外
将来塩害が懸念

劣化予測
・塩化物イオン含有量

20年以内に1.2kg/m3を超過
・中性化残り

20年以内に25mm未満

該当しない

該当する

対策の分類

安全確保のための早急な対策の実施と、更新を含めた恒久対策が必要
（１）補修・補強対策を実施する場合の例

補強・・・FRP接着、外ケーブル、中間支柱の設置
補修・・・犠牲陽極材を用いた電気防食、電気防食、脱塩＋表面塗装

コンクリート片剥落防止対策、断面修復、桁カバー

（２）更新を前提とした対策を実施する場合の例
①更新まで概ね5年以内の場合

補強・・・FRP接着、外ケーブル、中間支柱の設置
補修・・・コンクリート片剥落防止対策

②更新まで概ね5年を超える場合
補強・・・FRP接着、外ケーブル、中間支柱の設置
補修・・・コンクリート片剥落防止対策、断面修復、

桁カバー（さらなる損傷の進行防止）

塩害対策は不要

損傷の発生を抑制するための補
修対策が必要
対策の例
補修・・・表面塗装、桁カバー

電気防食

損傷が全体的か局部的か

損傷の進行を抑制または現状の性能を維持する
ための補修対策が必要
対策の例
補修・・・犠牲陽極材を用いた電気防食

断面修復（防錆処理含む）、桁カバー
コンクリート片剥落防止対策、表面塗装
電気防食、脱塩＋表面塗装

損傷の進行を抑制または現状の性能を
維持するための補修対策が必要
対策の例
補修・・・電気防食、脱塩＋表面塗装

コンクリート片剥落防止対策
表面塗装

追跡調査追跡調査追跡調査

グレードⅣ グレードⅠ

グレードⅢ グレードⅡ

全体的

局部的

解説 図 5.1. 10 飛来塩分による塩害の対策工法選定フロー 
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２）凍結抑制剤による塩害（参考） 

 東北地方のほぼ全域で凍結抑制剤を散布しているため、漏水・滞水箇所では凍結抑制剤による塩害

が進行する。特に外桁については、床版の防水工が機能していても、地覆からの回り水による塩害が

顕在化してくることが予想される。 

（１）詳細調査 

 基本的に飛来塩分による塩害と同様の調査を実施する

が、コンクリート表面から拡散浸透する塩分と、漏水によ

りひびわれを介して直接内部に流入する塩分では、劣化機

構、進展が異なることに留意する必要がある。 

  1) 外観変状調査 

  2) 塩化物イオン含有量調査 

  3) 鋼材の腐食度調査 

  4) 中性化深さ調査 

5) 漏水・滞水原因（水の浸入経路）調査 

・ 留意事項：漏水箇所全てにおいてはつり調査を行うことは橋梁への影響が大きすぎることか

ら、鋼材の腐食度調査は、塩化物イオン含有量調査で鋼材位置において 1.2kg/m3を超過する

塩化物イオン量が確認された場合、外観変状調査で錆汁の滲出が見られた場合に実施する。 

・ 留意事項：塩分量調査のためのコア採取、小径コア採取、コンクリートドリル試料採取をす

る場合は、既設構造物を傷めないよう試料の採取本数、採取箇所を十分検討のうえ実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）塩害（飛散塩分）による損傷 

 詳細調査の結果、以下のような状況が確認された場合は、塩害による損傷と判定する。 

① 鋼材位置での塩化物イオン含有量が 1.2kg/m3を超過し、目視調査の結果、外観に鋼材に沿っ

たひびわれ等の損傷が見られた場合 

② 鋼材位置での塩化物イオン含有量が 1.2kg/m3を超過し、はつり調査の結果、鋼材に腐食が見

られた場合 

・ 留意事項：鋼材位置での塩化物イオン含有量が 1.2kg/m3以下であっても、中性化の進行によ

りセメント水和物に固定化されていた塩化物イオンが解離し、未中性化領域に濃縮するため

腐食の開始が早まる。塩化物イオンを含む場合は、中性化残りが 15～25mm 程度を下回ると

鋼材腐食が顕著になることが報告されている。 

（３）対策方法の考え方 

 1) 塩害（飛散塩分）による損傷と判定された場合 

 塩害による損傷と判定された場合は、塩害維持管理マニュアルに基づいて健全度に応じた対策

工法の選定を行う。 

除雪・飛散により堆積し 
た雪水（凍結抑制剤含む）

地覆からの水の 
回り込み 

主桁に回り込ん
だ橋面水が付着 

 
 

橋台部 橋台部 掛け違い部

伸縮装置からの漏水 

橋面からの飛散水

排水管の導水不良 

外桁の損傷が進行 

解説 図 5.1. 11 回り水による塩 

解説 図 5.1. 12 凍結抑制剤による損傷箇所の例 
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 2) 塩害以外又は将来塩害が懸念される場合 

 凍結抑制剤を含む漏水が、ひびわれを介して又は剥離・鉄筋露出部から直接内部に流入する場

合は、漏水を伴わないひびわれ、剥離・鉄筋露出より鋼材の腐食進行が早くなる。従って、先ず

漏水原因の対策を行い、水の供給を止めることが重要である。そのうえで、損傷自体の対策（ひ

びわれ、剥離・鉄筋露出等）、損傷原因（ひびわれ、剥離・鉄筋露出が生じた原因）の対策を実

施する必要がある。 

解説 表 5.1. 5 健全度ごとの対策方針の考え方 

健全度 対策方法の分類 

グレードⅡ 塩害による損傷が将来発生する可能性があるため、損傷の発生を抑制するための補修

対策が必要 

  ※ 漏水により将来塩害が懸念されるため、塩害橋梁維持管理マニュアル（案）による健全度はⅡとなる 

解説 表 5.1. 6 各補修・補強工法により期待する効果 

期待する効果 工法例 

塩化物イオンの供給量を低減 表面処理工、漏水原因対策（橋面防水工、水切り工、

伸縮装置の非排水化による導水 等） 

 

 

・損傷自体（ひびわれ、剥離・鉄筋露出等）の対策 

・損傷原因（ひびわれ、剥離・鉄筋露出等が生じた原因）の対策 

 

（４）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項を参照 

塩害
（飛散塩分）

・鋼材位置での塩化物イオン
含有量が1.2kg/m3を超過

・鋼材に腐食が見られる

＜詳細調査＞
①外観変状調査
②鋼材の腐食度調査
③塩化物イオン含有量調査
④中性化深さ調査
⑤漏水・滞水原因の調査

塩害維持管理マニュア
ルを参考に健全度評
価、対策工法の検討を
実施する

塩害と判定

塩害以外
将来塩害が懸念

・漏水対策工
・水切り工
・外桁表面処理工
・ひびわれ補修工
・断面修復工
・ひびわれ，剥離・鉄筋

露出の原因対策工

ひびわれ、剥離・
鉄筋露出に漏水・

滞水が浸透

該当する

・漏水対策工
・水切り工
・外桁表面処理工

該当しない

防水，止水機能の
保持の確認

解説 図 5.1. 13 飛散塩分による塩害の対策工法選定フロー 
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３）アルカリ骨材反応（参考） 

 アルカリ骨材反応の詳細調査、補修・補強方法の検討は、アル骨補修・補強ガイドラインに基づい

て行う。アル骨補修・補強ガイドラインに示されている詳細調査の考え方を以下に示す。なお、凍結

抑制剤に含まれている塩分がアルカリ骨材反応を促進すること分かっているため、漏水、回り水等が

見られる場合は特に注意して点検・調査を実施する必要がある。 

（１）詳細調査 

 1) 補修の必要性を判断する外観調査 

 近接目視調査を行い、次の全てに該当する場合にはアルカリ骨材反応による変状が耐久性に影

響を及ぼしている可能性が低いものと評価してよい。 

・ アルカリ骨材反応によるひびわれが生じていても、ひびわれ幅が小さく、それらが反応ゲル

や炭酸カルシウムなどで充填されている場合 

・ コンクリートに浮きや剥離が見られない場合 

・ 過去にアルカリ骨材反応に対する補修を行った箇所に、外観上の変化が認められない場合 

・ 経過観察中にあってひびわれなどのアルカリ骨材反応による変状が進行していないと判断さ

れる場合 

 2) 補修で十分であるかを判断する外観調査（耐荷性への影響を判断） 

 近接目視調査を行い、次のいずれかに該当する場合には、アルカリ骨材反応による変状により

耐荷機構が変化し、耐荷性に影響を及ぼしているおそれがあるものと評価する。 

・ 構造物中の鉄筋が破断している場合、または破断しているおそれがある場合 

・ コンクリートと鉄筋の付着や定着が損なわれているおそれがある場合 

・ ＰＣ鋼材定着部の陥没および鋼材の突出等の変状が認められる場合 

・ 上記以外に耐荷性能に影響を及ぼすと考えられる変状が認められる場合 

 3) 補修の必要性、補修工法を検討するための詳細調査 

 補修の必要性、及び補修工法の検討は、次のような調査から得られる結果を参考に実施する。 

・ アルカリ骨材反応による劣化の経時変化の調査（過去の調査記録の把握） 

・ 今後のコンクリート膨張量に関する調査（残存膨張量試験） 

・ 変状が見られる箇所付近の雨水の流下状況に関する調査 

 4) 補強の必要性を判断するための詳細調査、検討 

  ・ 鉄筋の破断、鉄筋とコンクリートとの付着喪失、鉄筋の腐食について調査 

  ・ 残存プレストレス、部材断面でのプレストレス力の分布を評価 

（２）補修を行うかどうかの判断 

・ アルカリ骨材反応によりコンクリート表面にひびわれが生じている場合には、鋼材を腐食さ

せる物質が侵入しやすくなるため、ひびわれ箇所の補修を行うことを検討しなければならな

い。 

・ 今後もアルカリ骨材反応によるコンクリートの膨張が進行すると予想され、将来的に構造物

の耐久性に大きな影響が生じるおそれがある場合には、アルカリ骨材反応による変状の進行

を抑制するための補修を行うのがよい。 

・ アルカリ骨材反応による変状が生じた箇所が水みちとなっているような場合には、周囲から

の水の流下を防ぐような対策を講じるのがよい。 
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（３）対策方法の考え方 

 アルカリ骨材反応の補修工法は、その補修目的に合致したものを選定しなければならない。 

解説 表 5.1. 7 代表的なアルカリ骨材反応の補修工法 

補修工法 

主たる補修目的 副次的な効果 

内部の鋼材を 

腐食から守る 

アルカリ骨材反応の 

更なる進行を防ぐ 

断面の一体性を 

高める 

ひびわれ注入工法 ○ － ○ 

ひびわれ充填工法 ○ － － 

断面修復工法 ○ ○※１ △※３ 

撥水系表面保護工法 － △※２ － 

遮水系表面保護工法 － △※２ － 
○：ほとんどの部材、部位で効果が期待できる。 
△：効果が期待できない場合もある。 
－：当該補修工法単独では、効果は期待できない。 
※１：断面修復工法を適用した箇所では、既設コンクリートが除去されるので、補修部位に限ってはアル

カリ骨材反応の発生は考えにくい。しかし、補修箇所周囲におけるアルカリ骨材反応による劣化の

進行については、その与える影響は明確でない。そこで、本ガイドライン（案）では「鋼材保護性

能の回復を目的とした補修」の一つとして紹介した。 
※２：その形状等の制約から、外部からの水分の供給を絶つことが困難な部材、部位については、効果を

期待できない。 
※３：補修材の種類や補修箇所の形状によっては、有効な断面として機能しない場合もありうるので、注

意が必要である。 

（４）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルカリ骨材反応

補修を行うか
どうかの判断
・詳細調査

補修の必要性

補修で十分で
あるかの判断

・外観調査
・詳細調査

補修の実施＜代表的な補修工法＞
・ひびわれ補修工
・断面修復工
・表面処理工

外観詳細調査

個別に専門家を交えて補強
方法を検討

定期的に監視
（外観調査）

Yes

Yes

補強必要

補修で十分

補修必要

No

補修不要

補修対策工の検討

補強の実施

アルカリ骨材
反応の判定

別途検討
No

解説 図 5.1. 14 アルカリ骨材反応の対策工法選定フロー 
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４）凍害 

 凍害は、コンクリート中の水分が０℃以下になったときの凍結膨張（水は凍結時に９％の体積膨張

を生じる）によって発生するものであり、長年にわたる凍結融解の繰り返しによってコンクリート表

面から徐々に劣化していく。 

（１）詳細調査 

 凍害による劣化の主な形態は次に示す①～④が代表的であり、外観変状調査によりこれらの損

傷状況を記録する。 

 ① ポップアウト：表層下の骨材粒子などの膨張による破壊でできた表面の円錐状の剥離 

  ⇒ 吸水性の高い軟石を用いた場合に、骨材中の水分の凍結膨張により発生 

 ② 微細ひびわれ：紋様や地図状が多い 

 ③ スケーリング：表面が薄片状に剥離・剥落 

  ⇒ ②③はコンクリートのペースト部分が劣化するものであり、適切な空気泡（エントレイ

ンドエア）が連行されていない場合に多く発生。密実なコンクリートとすることも有効。 

 ④ 崩壊：小さな塊か、粒子になる組織の崩壊 

 ⑤ 凍害深さ 

 ⑥ 鋼材の位置（かぶり）と腐食状況 

 

（２）凍害による損傷 

 詳細調査項目における①～④のいずれかの損傷が近接目視点検で確認された場合は、凍害によ

る損傷と判定する。 

・留意事項：凍害が直接的な損傷原因でなくても（詳細調査項目①～④が見られなくても）、ひ

びわれ等から漏水が流入し、凍結膨張することによって「ひびわれ幅が拡大⇒鋼材腐食が進

行」することに留意する必要がある。 

 

（３）対策方法の考え方 

 1) 凍害による損傷と特定された場合 

 凍害による損傷と特定された場合は、「2013 年制定 コンクリート標準示方書[維持管理編]」を

参考に標準的な対策工法を例示する。 

解説 表 5.1. 8 外観上のグレードと劣化の状態の関係３） 

外観上のグレード 劣化の状態 

状態Ⅰ（潜伏期） 凍結融解作用を受けるが、性能低下がなく初期の健全性を保持している段階 

状態Ⅱ（進展期） 凍害深さが小さく剛性にほとんど変化はなく鋼材腐食もないが、美観等に影響を及

ぼす段階 

状態Ⅲ（加速期） 凍害深さが大きくなり、剥落等の第三者への影響が起こり鋼材腐食が発生する段階

状態Ⅳ（劣化期） 凍害深さが鋼材位置以上になり、腐食が著しくなり、使用性能や安全性能へ影響を

及ぼす段階 
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解説 表 5.1. 9 外観上のグレードと標準的な工法の例３） 

外観上のグレード 標準的な工法 

状態Ⅰ（潜伏期） 表面処理（予防保全） 

状態Ⅱ（進展期） 表面処理 

状態Ⅲ（加速期） 表面処理、ひびわれ注入、断面修復 

状態Ⅳ（劣化期） ひびわれ注入、増厚、打換え、巻立て 

 

 2) 凍害以外又は将来凍害が懸念される場合 

 漏水を伴うひびわれは、直接内部に流入するため、ひびわれの進行が早くなる。従って、先ず

漏水原因の対策を行い、水の供給を止めることが重要である。そのうえで、損傷原因（ひびわれ

が生じた原因）や損傷自体の対策（ひびわれ）、を実施する必要がある。 

解説 表 5.1. 10 各補修・補強工法により期待する効果 

期待する効果 工法例 

水の供給を抑制 表面処理、漏水原因対策（橋面防水工、水切り工、

伸縮装置の非排水化による導水 等） 

 

 

・損傷自体（ひびわれ、剥離・鉄筋露出等）の対策 

・損傷原因（ひびわれ、剥離・鉄筋露出等が生じた原因）の対策 

 

（４）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各章を参照 

凍害

・ポップアウト
・微細ひびわれ
・スケーリング
・小崩壊

＜詳細調査＞
①外観変状調査
②漏水・滞水原因の調査

・漏水対策工
・表面処理工

凍害と判定

凍害以外
将来凍害が懸念

・漏水対策工
・ひびわれ補修工
・断面修復工
・ひびわれ，剥離・鉄筋

露出の原因対策工

ひびわれ、剥離・
鉄筋露出に漏水・滞水

が浸透

該当する

・漏水対策工

該当しない
①凍害深さ小、鋼材腐食無し
②凍害深さ大、鋼材腐食発生
③凍害深さ鋼材位置以上、鋼材

腐食著しい

・漏水対策工
・表面処理工
・ひびわれ補修工
・断面修復工

・漏水対策工
・ひびわれ補修工
・断面修復工
・耐荷力補強工

①

②

③

防水，止水機能の
保持の確認

解説 図 5.1. 15 凍害の対策工法選定フロー 
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５）中性化 

 コンクリートは pH値 12～13 の強アルカリ性であるが、大気中の二酸化炭素がコンクリート内に侵

入し炭酸化反応を起こすことによって細孔溶液の pH が低下することを中性化という。pH の低下に伴

い鉄筋表面の不動態皮膜が消失し、水分と酸素の供給により鋼材に腐食が生じる。 

（１）詳細調査 

 1) 中性化深さ 

 中性化領域は、フェノールフタレイン１％溶液（JIS K 8001）をコンクリート割裂面に吹付け

たときの非発色部分（pH8.2～10 程度以下）とし、コンクリート表面から発色部と非発色部の境

界までの深さを数箇所求め、その平均値を中性化深さとする。 

 測定は、コアを採取した後、速やかに行う必要がある。また、コンクリートの切断に水を用い

ると正確な中性化深さが測定できないので、割裂により測定面を出す必要がある。中性化深さの

測定方法については、JIS A 1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」を参考とすることが

できる。 

 2) ひびわれ調査 

   ひびわれの位置、間隔、パターン、幅、深さなどを調査する。 

 3) 鋼材の腐食度調査 

 鋼材の腐食は、構造物の性能に直接影響を及ぼす場合が多いので、調査ではかぶりコンクリー

トをはつり、腐食の有無、位置、面積、重量、孔食深さなどを直接測定することが重要である。 

 非破壊で鋼材腐食のモニタリングを行う場合には、自然電位や分極抵抗などの電気化学的指標

を測定する。ただし、これらの値は含水状態や中性化の程度などコンクリートの状態に影響を受

けるため留意する必要がある。 

 

（２）対策方法の考え方 

 1) 中性化残り 

 中性化による腐食については、中性化深さが鋼材位置に到達する以前に開始することが多くの

研究、調査で明らかになっている。腐食開始時期はかぶりと中性化深さの差である中性化残りに

よって評価することとし、中性化残りが 10mm を発錆限界とする。ただし、鋼材腐食は中性化残

りだけでなく、コンクリートの品質や環境条件（塩化物イオンを含む場合は中性化残りが 15～

25mm 程度を下回ると鋼材が腐食 など）等多くの要因の影響を受けるため留意する必要がある。 

 2）劣化の状態 

解説 表 5.1. 11 外観上のグレードと劣化の状態３） 

外観上のグレード 劣化の状態 

状態Ⅰ－１（潜伏期） 外観上の変状が見られない。中性化残りが発錆限界以上 

状態Ⅰ－２（進展期） 外観上の変状が見られない。中性化残りが発錆限界未満 

腐食が開始 

状態Ⅱ－１（加速期前期） 腐食ひびわれが発生 

状態Ⅱ－２（加速期工期） 腐食ひびわれの進展とともに剥離・剥落が見られる 

鋼材の断面欠損は生じていない 

状態Ⅲ（劣化期） 腐食ひびわれとともに剥離・剥落が見られる 

鋼材の断面欠損が生じている 
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 3) 対策工法の例 

解説 表 5.1. 12 外観上のグレードと標準的な工法３） 

外観上のグレード 標準的な工法 

状態Ⅰ－１（潜伏期） 表面処理※、再アルカリ化※ 

状態Ⅰ－２（進展期） 表面処理、（断面修復）、再アルカリ化 

状態Ⅱ－１（加速期前期） 表面処理、（電気防食）、再アルカリ化、断面修復 

状態Ⅱ－２（加速期工期） 断面修復 

状態Ⅲ（劣化期） 断面修復、（鋼板・炭素繊維接着）、（外ケーブル）、（巻立て）、（増厚） 

    ※：予防的に実施される工法 

（ ）：塩化物イオン濃度などが高いことにより鉄筋腐食速度が速い場合、腐食量が大きい場合に選定する 

 

（３）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性化

詳細調査
・中性化深さ
・ひびわれ調査
・鋼材腐食度調査

中性化残り

ひびわれ調査

鋼材腐食量調査

・表面処理工※

・再アルカリ化※

10mm以上

・表面処理工
・（断面修復工）
・再アルカリ化

・表面処理工
・（断面修復工）
・再アルカリ化
・断面修復工

腐食ひびわれ無し

10mm未満

腐食ひびわれが見られる
剥離・剥落が見られる

腐食ひびわれが見られる
剥離・剥落は見られない

・断面修復工
・断面修復工
・耐荷力補強工

鋼材の断面欠損
が生じていない

鋼材の断面欠損
が生じている

※　：予防的に実施される工法
（　）：塩化物イオン濃度などが高いことにより、鉄筋腐食速度が速い場合、腐食量が大きい

場合に選定する
注）：塩化物イオンを含む場合は，中性化残りが15～25mm程度を下回ると鋼材が腐食

解説 図 5.1. 16 中性化の対策工法選定フロー 
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６）地震の影響、耐荷力低下、外力の増加、構造不良  

（１）詳細調査 

  実際の荷重状態、構造状態、変位・変形状況を確認するため、以下に示す調査を行う。 

 1) 劣化の進行による耐荷力の低下の確認 

  ・鋼材の腐食度調査（はつり調査、自然電位調査等） 

  ・桁のたわみ量の計測（桁に変形等が見られる場合） 

  ・コンクリート強度試験 

  ・中性化試験 

  ・損傷が著しい場合：載荷試験（荷重車載荷による実発生応力、たわみ量を確認） 等 

 2) 想定外の外力の有無、外力の増加の確認 

  ・中～大規模地震、衝突等の有無の確認 

  ・下部工周辺地盤の沈下、変形の有無の確認 

  ・洗掘等の有無の確認 

  ・偏心荷重の有無 

  ・下部工の沈下、移動、傾斜等の計測 等 

 3) 構造不良の確認 

  ・配筋状況の確認 

  ・類似構造における損傷状況の把握 

  ・コンクリート強度試験 等 

 4) 荷重の増加（死荷重、活荷重）の確認 

  ・増加荷重の確認（上面増厚、下面増厚、歩車道境界への防護柵追加、歩道拡幅等の確認） 

  ・実交通量の確認（活荷重の増加、大型車交通量の増加等の確認） 

  ・コンクリート強度試験 

  ・桁のたわみ量の計測（桁に変形等が見られる場合） 等 

（２）構造照査 

 上記詳細調査により、著しい耐荷力の低下・不足が懸念された場合に構造照査を実施する。 

 荷重（活荷重、死荷重等）、外力、応力集中等を原因とした損傷なのかを確認するため、現況構造

物に対して構造性能を照査する。耐荷力等の構造照査は、梁モデル、格子モデル、ＦＥＭモデル等に

より、荷重状況、応力状況が再現できる手法を選択する。 

 耐荷力の低下を再現する場合は、腐食鋼材を考慮しない、実コンクリート強度を用いる、断面欠損

やひびわれによる剛性低下を考慮するなどについて検討する必要がある。 

 構造解析による照査の主な着眼点を以下に示す。 

 ・構造解析により求まる発生応力と許容値を比較する 

 ・発生応力から推定されるひびわれ幅と、実ひびわれ幅を比較する 

 ・構造解析より求まる変形量と実変形量を比較する 

 ・載荷試験結果（ひずみ量、変位量等）と構造解析結果を比較する 
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（３）対策方法の考え方 

 構造照査により、著しい耐荷力の低下、不足が確認された場合に耐荷力向上のための補強詳細設計

を実施する。 

 ・耐荷力向上が必要：耐荷力向上の補強詳細設計を実施 

 ・耐荷力向上が不要：ひびわれ補修工、断面修復工 

 ・基礎の沈下、移動あり：基礎が沈下、移動していることが確認された場合は、基礎、伸縮装置、

支承等に損傷がないか、現在も沈下、移動の進行がないかなどを確認のうえ、総合的に対策工法

を検討する必要がある。 

（４）対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐荷力低下
外力の増加

詳細調査
・劣化の進行による耐荷力の低下の確認
・想定外の外力の有無，外力の増加の確認
・構造不良の確認
・荷重の増加（死荷重，活荷重）の確認

・ひびわれ補修工
・断面修復工
・耐荷力補強工

・ひびわれ補修工
・断面修復工

補強必要

構造不良

基礎の沈下，
移動を確認

基礎の損傷調査，移動
の進行調査等に基づく
対策検討

該当する

該当しない

著しい耐
荷力の低下，不足

が懸念

該当しない

構造照査

該当する

補強不要

解説 図 5.1. 17 耐荷力低下等の対策工法選定フロー 

解説 図 5.1. 17 耐荷力補強工の例 
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７）品質不良、施工不良  

 ひびわれの損傷原因は、施工時に生じる初期損傷が非常に多い。以下に示す品質不良、施工不良に

よるひびわれ状況図より損傷原因を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 5.1. 18 品質不良、施工不良の概要図４） 

 

支保工の沈下： 
 

型枠のはらみ： 
 

不適当な打ち継ぎ処理： 
 

混和材料の不均一な分散： 
膨張性のものと収縮性のもの
とがあり、部分的に発生する 

急速な打込み： 
コンクリートの沈降によって
発生する 

コンクリートの沈下・ブリーデ
ィング： 
鋼材などの埋設物の上部、下部
や打ち重ね面に沿ってコンク
リートを打ち込んでから硬化
するまでの間に発生する 

セメントの水和熱： 
拘束された壁部材や断面の大
きい部材に発生する。水和熱に
よる温度変形が外的、内的に拘
束されることにより、貫通ひび
われや表面ひびわれなどが発
生する 

低品質な骨材： 
ポップアウト状に発生する 

骨材に含まれている泥分： 
コンクリートの乾燥につれて
不規則な網目状のひびわれが
発生する 

セメントの異常凝結： 
短く、不規則なひびわれが比較
的早期に発生する 

長時間の練混ぜ： 
運搬時間が長すぎた時などに
発生するひびわれで全面網目
状になる 
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5.1.4 補修工法 

（１）ＰＣ桁の補修設計に際して漏水が見られる場合は、水の遮断・抑制を図るため、5.1.3 に従

い伸縮継手の非排水化、橋面防水、排水流末処理等の計画をしなければならない。 

（２）補修設計は、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施するものとする。 

（３）異なる損傷が近接している場合、損傷原因が複数ある場合は、いずれの損傷や原因に対して

も対策を実施しなければならない。 

（４）補修範囲の設定に際しては、損傷の範囲や原因に応じて決定しなければならない。 

（５）補修工事においては、材料選定や施工方法に配慮しなければならない。  

（６）ひびわれ補修工は、ひびわれの進行性を評価し、劣化因子の遮断、抑制、除去等の観点で適

切な補修工法を選定しなければならない。 

（７）塩害の影響を受けた部材を断面修復する場合は、断面修復部と既設コンクリート部の間で生

じるマクロセル腐食に注意しなければならない。 

（８）ＰＣ部材の断面修復を行う場合は、はつり施工時の耐荷性能、プレストレス移行に伴う補修

後の応力状態等について注意しなければならない。 

【解 説】 

 ひび割れ補修や断面補修については、部位によって作用する応力の違いもあり、損傷度合いの違い

や補修材料の違いも様々であるため、ここでは一般的な考え方を示す。工法選定にあたっては

5.1.2,5.1.3に基づく検討を実施のうえ、参考文献、『コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル

(案) 土木研究所資料平成 28 年 8 月』等を参考に個別に判断することが望ましい。 

 （１）について  

東北地方のＰＣ橋の損傷は、漏水等による水分が凍結融解することにより剥離・鉄筋露出した損傷

例が見られる。また、冬季に東北地方のほぼ全域で凍結抑制剤を散布していることから、今後、飛散

塩分による塩害が顕在化することが想定される。従って、ＰＣ桁への水の遮断・抑制を図ることが橋

梁の延命化に向けて重要である。 

 特に、外桁については、床版の防水工が機能していても、地覆からの回り水による塩害が顕在化す

ることが予想されるので、水切り工の設置や外桁の表面処理工を検討する必要がある。また、内桁に

ついても、床版の防水工が機能していないと床版間詰め部からの漏水により、塩害が顕在化すること

が予想されるので橋面防水工による水の遮断が必要である。 

 なお、平成３年度以前に完成した橋梁は、橋面防水層未設置もしくは設置不十分となっていること

が想定されるため、 舗装工事時や補修時に現地確認のうえ、防水工設置を検討する必要がある。 

（２）について   

補修設計は、再劣化を防止するために、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施す必要

がある。特に補修履歴がある損傷（再劣化）は、損傷原因を先ず除去しないと、同原因により再度損

傷することとなる。このように再劣化した場合は、損傷原因の除去が特に重要であり、その効果（適

切な原因除去がなされているかなど）を追跡調査等により確認する必要がある。 

（３）について  

 コンクリートの損傷原因が複数ある場合は、どの損傷原因にも適合できる補修を行う必要がある。

また、異なる損傷が近接している場合は、いずれの損傷にも対応できる計画とする必要がある。なお、

複合劣化による損傷の場合は、損傷の進行速度の評価、対策工法の選定において高度な技術的判断が

必要となるため、専門技術者により詳細な検討を行う必要がある。 
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 複合劣化による損傷は、設計上次の点に留意する必要がある。 

    1) アルカリ骨材反応と塩害による劣化に脱塩工法を採用する場合は、コンクリート中の Na＋お

よび K＋が通電処理による電気泳動で陰極である鉄筋の近傍に集積し、カソード反応で OH－

が生成されることもあり、陰極である鉄筋近傍では局部的に高アルカリ環境が形成され、鉄

筋近傍を中心にアルカリ骨材反応が促進される恐れがある。５） 

  2) 塩害と中性化による劣化に再アルカリ化工法を採用する場合は、塩化物の含有量が多いと、

再アルカリ化処理溶液がコンクリート内部に十分浸透しなくなるので、 初に脱塩工法でコ

ンクリート中の塩化物を十分に除去し、その後に再アルカリ化工法を実施する必要がある。 

（４）について   

補修範囲の設定にあたっては、劣化原因の抑制や除去、施工性等も加味して総合的に判断する必要

がある。 

（５）について 

 図 1.1.2 橋梁補修の基本的流れに示すように、設計者は設計時に施工計画についても  適否を確認

する必要がある。以下に、施工を考慮した設計事例を示す。 

 1) 連続繊維シート接着工法でひびわれを補修する際は、ひびわれ幅が比較的大きい場合や、ひ

びわれ部からの漏水が認められる場合には、下地処理としてひびわれ部を注入工法で補修す

る等の設計上の配慮が必要である。この下地処理が不十分だと、連続繊維シートと構造物と

の接着面が破壊し、シートの剥離などの不具合が生じることになる。 

 2) 中性化したコンクリート桁に再アルカリ化工法を行い、表面被覆工法により二酸化炭素の    

侵入を防止する場合は、塗膜剤の剥離を防ぐため、塗膜剤は、アルカリ性に強いポリマーセ

メント系などの材料を選定する必要がある。 

 3) 塩害を受けたＰＣ桁に脱塩工法を適用する場合は、ＰＣ鋼材の水素脆化に注意する必要があ

る。水素脆化とは、水の電気分解反応により発生した水素（拡散性水素）がＰＣ鋼材に吸蔵

されることにより、ＰＣ鋼材が脆くなり、 終的には破断に至る現象である。水素脆化の影

響は、電流密度及びＰＣ鋼材の張力にほぼ比例するため、通電する電流が小さい電気防食工

法が主に採用されてきている。脱塩工法の採用にあたっては、間欠通電を行うことで吸蔵水

素量の抑制が可能であるため、水素脆化に留意した通電サイクルの計画が必要である。 

（６）について 

  ひびわれ補修において、乾燥収縮などの非進行性（施工中又は竣工後の早い時点でひびわれが顕

在化し、数年以内に収束）のひびわれについては、鋼材腐食の観点から、解説 表 5.1.13 により補修

実施の有無を決めるものとする。 

解説 表 5.1. 13 鋼材腐食の観点からのひびわれの補修判定４) 

環境条件 塩害・腐食環境下 

ひびわれ幅 

ｗ(mm) 

0.3＜ｗ 補修必要 

0.2＜ｗ≦0.3 補修必要 

ｗ≦0.2 補修不要 

※上表は、「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針 2009」の評価、判定の方法の表を用いて、延

命期間 20 年以上とした場合である。塩害・腐食環境下では、一般的な環境より損傷の進行が速くなる。 
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非進行性のひびわれに関しては、ひびわれ補修のみで漏水や鋼材腐食を抑制できることから、ひび

われの挙動（温度変化による開閉や乾燥の進行に伴うひびわれの拡大など）とひびわれ幅に応じて、

解説 表 5.1.14により補修工法を選定するものとする。 

解説 表 5.1. 14 ひびわれの補修工法の選定例４） 

 ひびわれ部の挙動小 ひびわれ部の挙動大 

ひびわれ幅 0.2mm 以下 0.2～1.0mm 1.0mm 以上 0.2mm 以下 0.2～1.0mm 1.0mm 以上 

補修工法 
ひびわれ被覆

工法 
注入工法 充填工法 

ひびわれ被覆
工法 

注入工法 充填工法 

補修材料 

塗膜弾性 
防水材 

or 
ポリマーセメ
ントペースト 

エポキシ樹脂 
系注入材 

or 
アクリル樹脂
系注入材 

or 
注入用ポリマ
ーセメント 

ポリマーセメ
ントモルタル 

or 
可とう性エポ
キシ樹脂 

塗膜弾性 
防水材 

（軟質形） 
エポキシ樹脂
系注入材 

or 
アクリル樹脂
系注入材 

シーリング材
(ウレタン樹脂)

or 
可とう性エポキ

シ樹脂 

 一方、進行性のひびわれは、欠損を生じていない場合においても、単にひびわれを補修するだけで

は不十分であり、表面被覆工法や断面修復工法などの適用が必要となる。 

 解説 表 5.1.15 は、損傷原因に応じた具体的な対策工法であるが、要求性能として何を重視する

かによって選定する補修工法の組み合わせが異なることに注意する必要がある。 

解説 表 5.1. 15 ひびわれ原因に応じた具体的な補修・補強工法４） 

劣化原因

要求性能 
中性化 塩害 

アルカリ

骨材反応
凍害 

化学的 
侵食 

風化 火災 荷重 

劣化因子の遮断 ひびわれ補修（表面塗布・注入・充填）・表面被覆工法 － － 

劣化速度の抑制 含浸 電気防食 含浸･拘束
ひびわれ補修（表面塗布・注入・充填） 

表面被覆工法 
－ 

劣化因子の除去 
断面修復 － 

再ｱﾙｶﾘ 脱塩 含浸  － 

耐力･変形性能の改善 補強・打換え（部材の取替えを含む） 

 

 PC 桁は、一般には死荷重時にはフルプレストレス状態でありひびわれを許容しておらず、設計荷

重時（活荷重載荷時等）には引張応力度の発生を許容している。従って、死荷重状態で PC 桁に荷重

によりひびわれが発生している場合は、耐荷力の低下、外力の増加などが考えられる。このような場

合に補修を行うか否かの判断をするには、構造照査により求まる鋼材の応力度からひびわれ幅を算定

し、実際に生じているひびわれ幅と比較することにより評価する方法がある。 

 以下に、鋼材の応力度から曲げひびわれ幅を求める算定式を参考に示す。６） 

  

 

 

  ：鋼材の表面形状がひびわれ幅に及ぼす影響を表す係数で、一般に、異形鉄筋の場合に 1.0、

普通丸鋼および PC 鋼材の場合に 1.3 としてよい。 

  ：コンクリートの品質がひびわれ幅に及ぼす影響を表す係数 

    ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2）。一般に、設計圧縮強度  を用いてよい。 

    ：引張鋼材の段数の影響を表す係数 

   ｎ：引張鋼材の段数 
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   ｃ：かぶり（mm） 

    ：鋼材の中心間隔（mm） 

   φ：鋼材径（mm） 

    ：コンクリートの収縮およびクリープ等によるひびわれ幅の増加を考慮するための数値 

    ：鋼材位置のコンクリートの応力度が０の状態からの鉄筋応力度の増加量（N/mm2） 

    ：鋼材位置のコンクリートの応力度が０の状態からの PC 鋼材応力度の増加量（N/mm2） 

 

（７）について 

  塩害では鋼材表面の不動態皮膜が塩化物イオンにより破壊されることで腐食が開始する。腐食反

応は、鋼材表面から鉄イオン（Fe2+）が細孔溶液中に溶け出すアノード反応と鉄イオンが鋼材中に残

した電子（e-）が酸素と水と反応するカソード反応に分けて考えられる。鋼材の腐食はこれらがいず

れも起きることにより進行するものであり、アノード反応により溶け出た Fe2+がカソード反応により

生成した水酸化物イオン（OH-）と反応することにより水酸化第一鉄（Fe(OH)2）を生成する。水酸化

第一鉄は溶存酸素の供給により第二酸化鉄（Fe(OH)3）の赤錆となる。 

 アノード反応とカソード反応が同じ位置もしくは極めて近い位置で生じる場合の腐食が、ミクロセ

ル腐食と称される。ミクロセル腐食は、鉄筋表面全体で均一に腐食が進行する。マクロセル腐食は、

アノード反応とカソード反応が互いに離れた位置で生じ、一部で局所的に腐食が進行する。例えば、

ひびわれや打継目などの欠陥部で塩化物イオンや水、酸素など腐食因子の浸透が不均一となる場合な

どに生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 塩害を受けたコンクリート構造物に断面修復工による補修を行うと、腐食環境（たとえば、コンク

リート中の塩化物イオン濃度など）が異なる断面修復部と既設コンクリート部の間でマクロセルが形

成され、未補修部分の鋼材腐食が進行するおそれがある。従って、多量の塩化物イオン（2kg/m3 程

度を目安１０））を含むコンクリートは、断面はつりによりすべて除去し、断面修復部と既設コンクリ

ート部の塩化物イオン濃度差をできるだけ小さくする必要がある。 

 なお、主鉄筋とスターラップの交差部においては、マクロセル腐食により一般部より著しい断面

欠損が生じている場合があるため、コンクリート内部側の鉄筋についても状況を確認する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

sc

'
csd

se

pe

Cl－ Cl－ Cl－ Cl－ Cl－ Cl－

ミクロセル腐食

鉄筋

コンクリート OH－ e－ 

アノード

カソード 

腐食

腐食が均一に全体で進行

Cl－ Cl－

マクロセル腐食 

鉄筋 

コンクリート 

OH－ 

e－ アノード カソード

腐食 

腐食が不均一に一部で卓越して進行 

Cl－

解説 図 5.1. 19 ミクロセル腐食とマクロセル腐食 ７） 

一般部 

腐食進行が速い

交差部 交差部 

解説 図 5.1. 20 交差部のマクロセル腐食 
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（８）について 

 ＰＣ橋の主桁は供用状態では全断面有効として設計されており、補修のためにコンクリートをはつ

り取ると、取り除いた断面にプレストレスが移行するため、補修の途中段階での応力の検証が必要と

なる。また、補修したコンクリート部分には、架設時に導入したプレストレスは有効とならず、耐荷

力の回復等のために新たにプレストレスを追加する場合は、そのプレストレスのみが有効となる。従

って、ＰＣ桁の補修設計にあたっては、プレストレスの移行や回復しないプレストレスを考慮して設

計しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐荷力の低下や、比較的広範囲の断面修復などにより、外ケーブル等による追加プレストレスを導

入する場合は、断面はつりによるプレストレスの再分配に加え、追加プレストレスが導入されること

による応力超過（オーバープレストレス）に注意し、施工段階ごとの応力照査が必要である。 

 (a)追加プレストレスの導入位置および導入順序 

外ケーブル工法の場合、既設部材の図心からは離れた位置に外ケーブルを配置することにな

るので、緊張順序によっては既設部材の耐荷性能に影響を及ぼす恐れがある。格子桁の一部の

主桁に追加プレストレスを導入すると、導入していない桁の応力状態にも影響する。このため、

追加プレストレスの導入位置や導入順序についても検討が必要である。 

 (b)追加プレストレスによる二次力の発生 

不静定構造物では、追加プレストレスを導入すると二次力が発生する。特に支間長に対して

橋脚高さの比率が小さい連続ラーメン橋の場合、この二次力の発生により追加プレストレスの

導入効率が低下するので注意する必要がある。 

 (c)断面はつりによる剛性の低下が大きい場合の影響 

断面はつりによる剛性の低下が大きい（部材の高さに対するはつり深さの比率が大きい）場

合には、局部応力が卓越したり、部材にひびわれが生じたりすることが想定される。これらの

影響を正しく評価するには、ＦＥＭ解析の採用を検討するのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面はつり

損傷部上縁照査 

損傷部下縁照査 

施工中の照査 

断面修復 

既設上縁照査 

既設下縁照査 

補強後の照査

外ケーブル 

修復部下縁照査

修復部上縁照査 損傷部上縁照査 

損傷部下縁照査 

・全断面に作用していたプ
レストレスは、はつり後
の断面のみに作用する。

 
 
・現断面での応力検討必要

ＰＣケーブル 

・架設時は、プレストレス
が全断面に作用（全断面
で設計がなされてる） 

補修のための追
加の外ケーブル

・断面修復部には、追加の
外ケーブルによるプレス
トレスのみが作用する。

・はつり後断面には、移行
プレストレスと、追加プ
レストレスが作用する 

断面修復 

解説 図 5.1. 21ＰＣ桁の補修段階の応力状態 

解説 図 5.1. 22 施工段階ごとの応力照査例 
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 ＰＣ桁の補修のために大きくコンクリートをはつり取ると、プレストレスの移行により応力状態に

影響が及ぶため、仮設支保工の必要性や補修作業を小区間ずつ段階的に行うなどの検討が必要となる。

ただし、ＰＣ桁は、死荷重、活荷重で引張力が発生する側にＰＣ鋼材を配置し圧縮側には少量の鉄筋

しか配置されていない場合が多いため、仮設支保工により圧縮側、引張側が逆転すると桁が損傷する

おそれがあるため、仮設支保工を設置する部位、支える荷重などには十分留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲げモーメント図 

支間中央で荷重を受け

ると上縁が引張となる曲げモーメント図 

引張側に圧
縮力を導入

ＰＣ鋼材

解説 図 5.1. 23 仮設支保工設置時の留意点 
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１） ひびわれ補修工 

 ひびわれ補修工は、コンクリート表面に発生したひびわれから浸入する水、酸素および二酸

化炭素などの劣化因子を遮断するために行うものであり、ひびわれ幅や補修目的に応じてひび

われ被覆工法、ひびわれ注入工法、ひびわれ充填工法から適切な工法を選定する。 

  (a)ひびわれ被覆工法（ひびわれのみを被覆する工法） 

 ひびわれ被覆工法は、微細なひびわれ（幅 0.2mm 以下）に塗膜による被覆を施し、防水性、

耐久性を向上させる目的で行う工法である。ひびわれ幅の変動が大きい場合や進行性のひび

われの場合には、ひびわれの挙動により被覆部にひびわれを生じる恐れがあるため、可撓性

のある材料の採用や被覆部の下に絶縁材等の処理をする必要がある。 

 

 

 

 

  (b)ひびわれ注入工法 

 ひびわれ注入工法は、ひびわれ幅が 0.2～1.0mm のひびわれに、樹脂系またはセメント系

の材料を注入して、防水性、耐久性を向上させる目的で行う工法である。注入方法は、ゴム

圧などにより注入圧力が 0.4MPa 以下の低圧で、かつ低速で注入する工法が主流となってい

る。 ひびわれ補修の注入工法において使用する合成樹脂や、断面修復工事に使用するポリ

マーセメント系材料は、低温時（５℃以下）に硬化が遅くなることがある。施工者は、使用

材料の特性を十分把握したうえで、低温時の施工を避けたり、外気温や湿度の影響に配慮し

た材料・工事の品質を確保する必要がある。 

 ひびわれ注入工法としては、機械を用いて注入する高圧注入工法と、機械を使わず注入す

る低圧注入工法がある。高圧注入工法では、注入量や注入圧は、流入計や圧力計を使って管

理できるが、注入圧力が高いとひびわれを押し広げてしまうことや、注入量を十分チェック

できないことから、常にひびわれ部の状況を確認する必要がある。 

  一方、低圧注入工法は、注入量を容易にチェックできる反面、複数の注入孔から同時に注

入した場合、ひびわれ部内部の空気が閉じこめられて、内部に未充填部が残されるという問

題もある。このため、特に低圧注入工法では、施工時期に応じた可使時間やひびわれの幅に

適応した粘度をもつ材料を選定することが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被覆材

ひびわれ 

絶縁材 被覆材 

ひびわれ

ひびわれ調査

開 始

ひびわれ部の清掃

注入用パイプセット

ひびわれ面シール

注 入

パイプ撤去

シール材撤去

終 了

パイプ間隔確認

シール材の養生

注入量の確認・養生
ひびわれ 

ひびわれ 
部の清掃 

シール材 
注入パイプ 

自動低圧式
樹脂注入機 

 
ひびわれ 

注入パイプ 

シール材 

パイプ間隔 10～50cm 

（注入深さによる） 

30mm 程度 

解説 図 5.1. 24 ひびわれ被覆工法 

解説 図 5.1. 25 ひびわれ注入工法フロー 解説 図 5.1. 26 ひびわれ注入工法例 
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(c)ひびわれ充填工法 

 ひびわれ充填工法は、1.0mm 以上の比較的大きなひびわれ、かつ鋼材が腐食していない場

合の補修に適する工法である。ひびわれに沿ってＵ字形にコンクリートをカットし、カット

した部分にシーリング材、可撓性エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタルなどを充填する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

充填工法で補修する場合の施工上の留意点としては、ひびわれ面のカット部処理が挙げられ

る。カット部の端部を鋭角にすると、カット部の処理が不十分となり、カット部と充填部と

の間から水の浸透により、充填材を劣化させる要因になりかねない。特に、Ｖ形にカットし

た場合は、下図のように浸透した水が凍結し、充填材を押し出すことによって充填材が剥離

し、はく落する場合があるので端部は 10mm 程度カッター目地を入れてフェザーエッジとな

らないようにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひびわれ調査

開 始

ひびわれ面のＵカット

清 掃

プライマー塗布

バックアップ材挿入

充填材を充填

養 生

終 了

可撓性エポキシ樹脂充填 

ひびわれ 

プライマー塗布 

1
0 

10～15

可撓性エポキシ樹脂の場合

ひびわれ 

プライマー塗布 

1
0 

10～15

シーリング材 

ポリマーセメントモルタル

シーリング材の場合 

フェザーエッジなの

で端部が浮きやすい

充填材 

ひびわれ 

水が浸透

凍結などによって 

境界面の剥離が進行 
→充てん材が浮き上がる 

充填材が 
剥離、剥落

解説 図 5.1. 27 充填工法フロー 解説 図 5.1. 28 充填工法例 

解説 図 5.1. 29 充填工法で生じる補修箇所の不具合 ８） 
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２） 断面修復工法 

 断面修復工は、施工規模や修復対象の部位（施工の方向）に応じた断面修復工法の適用範囲

の概念図を解説 図 5.1.32に、施工方向ごとの留意事項を解説 表 5.1.16に示す。 

補修部位の位置 下面 側面 上面 

施工の方向 

補修面積 
上向き施工 横向き施工 下向き施工 

小 

 

 

 

 

大 

   

解説 図 5.1. 30 断面修復工法の適用範囲の概念図 

 

 

解説 表 5.1. 16 施工方向毎の留意事項 11) 

施工方向 代表的な箇所 施工方法の概要 

下向き 
床版の部分打換え、

地覆打換え 

新設の場合とほぼ同様の施工方法。 
 

横向き 桁側面等 

吹付け、コテいずれも適用可能であるが、施工規模、現場状況、使用材

料等を勘案して、適切な施工方法を採用する必要がある。 
コンクリート橋の上部工への填工法は過去の再劣化事例から採用しない

こととした。 

上向き 桁・床版下面等 

重力に逆らう施工となるため、慎重な配慮が必要である。施工規模が比

較的小さい場合には、コテによる人力施工も可能であるが、施工規模が

大きくなった場合には、吹き付け工法を採用することが望ましい。 
コンクリート橋の上部工への填工法は過去の再劣化事例から採用しない

こととした。 

  

鋼材が腐食している場合は、解説 図 5.1.32 に示すように、鋼材の裏側までコンクリートをはつ

り取り、鋼材のさびを除去して鋼材の防錆処理を行う必要がある。鋼材の断面欠損が著しい場

合には、新たに鋼材（添え筋）を追加する。なお、ひびわれが発生していない部分の鉄筋も腐

食していることが多いのでこの部分も含めて補修する。 

 塩害による損傷の場合は、マクロセル腐食を防ぐために残留する塩化物イオン量が 2.0kg/m3

程度以下８）となるようにはつり範囲を設定する。PC 鋼材が露出するなどはつり範囲が大きく耐

荷力に影響を及ぼす場合は、外ケーブル等による補強を検討する必要がある。ただし、はつり

による応力再分配、外ケーブルによるオーバープレストレスなどにより補強による既設部材の

応力改善が図れない場合は、電気防食工法や脱塩工法等の採用について検討する必要がある。 

左官工法

吹付け工法

左官工法 

吹付け工法 

 

左官工法

充填工法
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 断面修復工は、損傷部を除去した面を清掃し、プライマーを塗布して接着面の付着性を確保

する必要がある。既設コンクリートはつり時は、健全部に損傷を及ぼさないように、劣化部や

不具合部のコンクリートを取り除く必要がある。特に、PC 鋼材は応力レベルが高い状態で保持

されており、多少の傷であっても部材の力学的性能を損なう可能性があるため、損傷させない

よう十分注意してはつり作業を行う必要がある。劣化した部分の除去方法の一例を以下に示す。 

・小断面のコンクリートを除去する方法としてブレーカーを使用すると、健全なコンクリー

トにマイクロクラックを発生させる等の問題があるので、手はつりや電動ピックなどによ

り少しずつはつり、硅砂等を使用したショットブラストで仕上げる。 

・大断面を修復する場合は、ウォータージェットを使って除去する。 

・腐食した鋼材は適切な素地調整及び防錆処理を施し仕上げる。 

３）表面処理工 

 表面処理工は、コンクリート部材の表面を有機系または無機系被覆材により被覆を施し、劣

化因子の侵入を抑制、防止する工法と、コンクリート表面に塗布した表面含浸材がコンクリー

ト内部に含浸して劣化因子の侵入抑制または新たな性能を付与する効果をもたらす工法がある。 

  (a)有機系被覆工法 

 有機系被覆工法は、塗装工法とシート工法に大別され、一般には、作業性に優れる塗装工

法が適用される。劣化因子の侵入を抑制する性能の他、耐久性、コンクリートとの付着性、

耐アルカリ性などが要求される。また、繰返し荷重の作用やアルカリ骨材反応によってコン

クリートのひびわれが挙動する場合には、劣化因子の侵入を抑制する効果を維持するために、

ひびわれ追従性も要求される。 

 一般に、有機系被覆工法を適用する場合に、目的とする機能を１層の皮膜で充足すること

は困難であり、塗装工法はプライマー工、パテ工、中塗り工、上塗り工で構成され、シート

工法はプライマー工、パテ工、主材張付け工、上塗り工で構成される。有機系被覆工法は、

主たる構成材料である樹脂系材料の種類と膜厚、シート材料によって分類される。 

  (b)無機系被覆工法 

 無機系被覆材は、有機系被覆材に比較して紫外線劣化に対する抵抗や耐久性や難燃性に優

れている特徴を有する反面、ひびわれ追随性に劣るものもある。 

 中塗り（主材）として使用する無機系被覆材は、ポリマーセメント系被覆材の使用実績が

多い。無機系被覆工法には、中塗りだけの被覆を施した単層による塗布工法、中塗りおよび

上塗り材（仕上げ、保護）で構成される複層による塗布工法、中塗りの中にメッシュを入れ

た剥落防止効果を有するメッシュ工法の３種類がある。 

鋼材を露出させる 

はつり範囲が外縁側の

鋼材位置となる場合 

フェザーエッジ(Feather edge） 

とならない処理を実施 

カッター目地 
10mm 程度

鋼材 

充填 法 補修事例

解説 図 5.1. 31 断面修復工法フロー 

解説 図 5.1. 32 断面修復工法のはつり範囲４） 
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  (c)表面含浸工法 

 表面含浸工法は、下地となるコンクリート表層部が多量の水分を含む場合、コンクリート

組織が相当に緻密である場合およびコンクリート表層部の脆弱化が相当に進んでいる場合な

どは、性能を十分に発揮できない場合もあるため適用にあたっては十分な注意が必要である。

表面含浸材は、撥水タイプのシラン系と固化タイプのけい酸塩系に大別される。 

 シラン系表面含浸材は、コンクリート表層から数 mm の厚みの範囲に撥水層（吸水防止層）

が形成され、水や塩化物イオンなどの劣化因子の侵入を抑制することができる。北海道など

の寒冷地での使用実績が多く、効果の持続性の確認が進められている。 

 

 ただし、シラン系では表層が緻密化されないため、水の圧力に対する抵抗性を求める場合

や水の滞留が懸念される環境の場合※は、けい酸塩系表面含浸材の採用を検討する必要がある。

けい酸塩系は、施工で生じた微細なひびわれを充填する対策として有効であるが、ひびわれ

の追従性を有していないため、進展性のひびわれへの採用には留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ シラン系の注意事項： 
・水が滞留しやすい環境では、表層が飽和状態を迎えた後スケーリングが加速的に進む懸念がある。

・含浸部にひびわれなどの損傷が生じた場合に、その部分に著しいスケーリングが生じる懸念がある。

・水に触れると同着反応が瞬時に起こり、十分に浸透しない懸念がある。 

 

 

解説 図 5.1. 33 表面処理工法フロー９） 
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5.1.5 補修材料 

補修材料は、工法や材料の特徴を十分に理解し、劣化や損傷の原因、施工条件、経済性等を考慮

して、適切なものを選択しなければならない。 

【解 説】 

（１）コンクリートの補修材料の選定に際して考慮すべき要因としては、一般に、以下のような項目

が挙げられる。 

①ひびわれ、はく落などの変状の原因（環境・荷重作用、劣化機構）および程度（現状の程度お

よび劣化予測に基づく将来の程度）。 

 ②補修工法の特徴：補修材料に要求される性能は、採用される工法により相違する。 

 ③計画面：期待延命期間、構造物の重要度、点検の頻度、維持管理体制など。 

④設計面：目標とする性能（力学的な性能、機能性（水密性、耐火性など）、第三者影響度、 

          美観・景観、耐久性）、構造物の種類や形状・寸法、施工範囲。 

 ⑤施工面：作業空間などの施工の難易度、騒音・振動・臭気などに関する周囲の施工環境。 

 ⑥補修後の維持管理の難易度。 

 ⑦経済性、環境に及ぼす影響。 

⑧その他 

（２）補修工法に使用される主な材料と用途および留意点の概要を解説 表 5.1.17に示す。なお、補

修材料に求める機能として、損傷進行への追随性、接着性、充填性、耐久性などがあるが、これらが

合致しない材料で補修を行った場合は、補修後に再劣化することが懸念されるため、材料選定には十

分配慮する必要がある。 

また、補修材料としては、本節に記載したものの他にも種々の材料が研究・開発されており、今後

とも新材料が提案されるものと予想される。新材料を採用するにあたっては、上記項目を考慮し十分

に検討する必要がある。 

解説 表 5.1. 17 補修・補強工法に使用される材料と主な機能ならびに概要４） 

 
表面等の

改質 
被覆 

ひびわれ 
注入 

充てん 打換え 
引張性能 
改善※） 

鉄筋代替 その他の用途 

セメント系 
－ ○ ◎ ◎ ◎ － － アンカー定着材など 

・セメント系材料は、被覆から打換えまで、汎用的な材料として広く用いられている。ポリマーセメントモルタ

ル（PCM）の場合、薄層となるほどポリマーの配合割合が高まる。 

高分子系 
○ ◎ ○ △ － ○ ○ 接着剤、はっ水剤、プライマーなど 

・高分子系材料は各種接着剤、結合材、合成樹脂、ゴム、繊維として使用される。合成樹脂やゴムの場合、単体

もしくはセメントと配合して用いられるが、大断面への適用例は少ない。 

金属系 
－ △ － － － ◎ ◎ 犠牲陽極材、アンカーなど 

・金属系材料は、鉄筋や鋼板等の引張補強材料として主に利用されるが、 近では犠牲陽極材等の特殊用途も増

加している。 

繊維系 
－ ○ － － － ◎ ◎ はく落防止など 

・短繊維と連続繊維に大別される。短繊維はコンクリート（モルタル）中に混和して、主にその引張性能を改善

するために利用される。連続繊維はＦＲＰとして引張補強材やはく落防止剤として利用される。 

その他 
○ － － － － － － 防せい材、アルカリ付与材など 

・補修・補強工事には上記のほかにも、種々の材料が利用されており、その主なものとして、浸透性防水材、防

せい材、浸透性固化材、浸透性アルカリ付与材、プライマーなどがある。 

 ◎；よく使用される ○；使用される △；場合によっては使用される －；使用されない 
 ※） 引張強度、じん性能、伸び能力、ひびわれ拘束力、耐衝撃性等の増加 
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解説 表 5.1. 18 補修・補強工法に使用される材料の主な特徴と留意事項 

セメント系 
（無機系セメント） 

・既設コンクリートと同質の材料で、種々の物性、特に熱膨張係数、電気抵抗、物

質透過性が近い 
・汎用的な建設材料である 
・比較的安価である 
・不燃性である 

セメント系 
（ポリマーセメント） 

・接着性に優れる 
・引張、曲げ強度が向上する 
・変形能が大きくなる 
・自己収縮などの収縮量は増加する 
・吸水率が低下し、遮塩性や耐凍害性が向上する 
・中性化速度が低下する 
・硬化が遅くなるので、特に低温時（５℃以下）の施工には注意が必要となる 
・粘性が増加するため、コテ作業性やポンプ圧送性が悪くなる 
・電気抵抗が大きくなる。（工事後に電気化学的防食工法の適用が困難になる） 

高分子系 
（合成樹脂） 

・酸・アルカリに強く、錆や腐食を生じない 
・接着性に優れる 
・機械的強度のバランスがよい 
・弾性係数（剛性）が小さい 
・諸物性が温度に影響される 
・可燃性がある（耐熱性に限界がある） 
・熱膨張係数が大きい 
・熱や電気を伝えにくい。（工事後に電気化学的防食工法の適用が困難になる） 
・クリープと応力緩和現象がある 
・紫外線によって劣化する 
・硬化時の収縮が大きく、大断面に適用する場合は特に注意が必要 
・硬化が遅くなるので、特に低温時（５℃以下）の施工には注意が必要となる 
・水の混入による硬化への悪影響やコンクリート面が湿潤状態である場合の接着へ

の悪影響がある 

 

（３）ひびわれ補修工法の材料 

 建設省総合技術開発プロジェクト「コンクリートの耐久性向上技術の開発」では、ひびわれの進行

区分とひびわれ幅によって、使用する注入材の品質規格を規定している。解説 表 5.1.19 に、注入材

および充填材の品質規格を示す。 

解説 表 5.1. 19 ひびわれ注入材と充填材の品質規格１２） 

材料の種類

項目 

土木補修用エポキ

シ樹脂注入材１種

土木補修用エポキ

シ樹脂注入材２種 

土木補修用エポキ

シ樹脂注入材３種 

土木補修用充てん

材ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 

土木補修用充てん

材ｼｰﾗﾝﾄ系 

ひびわれ進行区分※１ Ｂ Ａ Ｂ Ａ、Ｂ 

ひびわれ幅（mm） 0.2～5.0 5.0＜ 

粘度（mPa･s） 1 000 以下 4±1※２ 1 000 以下 10 000 以下 ダレを認めず 

可使時間（分） 30 以上 30以上 30 以上 30 以上 240 以上 

硬化時間（時間） 16 以内 16以内 24 以内 16 以内 24 以内 

硬化収縮（％） 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 － 

伸び率（％） － 50以上 100 以上 － 800 以上 

モルタル付着強さ 

（乾燥面）（N/mm2）
6以上 6以上 6以上 6以上 

たわみ量 10mm以

上で破壊すること

付着力耐久性保持率

（％）※３ 
60 以上 60 以上 60 以上 60 以上 60 以上 

 ※１：Ａ＝ひびわれが進行している、Ｂ＝ひびわれの進行が止まった 
 ※２：チキソトロピック係数 2rpm/20rpm の粘度であらわす 
 ※３：規格に対する百分率 
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（４）断面修復工法の材料 

 断面修復工法に用いられる断面修復材は、セメントモルタル、ポリマーセメントモルタルおよびポ

リマーモルタルの中から選択される。これらの断面修復材は、その品質の安定化、均一性および使用

性を考慮し、必要な粉体材料と粒状体材料（細骨材）があらかじめ適量に配合された材料（プレミッ

クス材料）の形態として用いられる場合が多い。各断面修復材の期待される性能と断面修復材の適用

効果との関係を解説 表 5.1.20に示す。 

解説 表 5.1. 20 断面修復工法に期待される性能と適用効果９） 

期待される性能 
断面修復材の種類 

セメント 
モルタル 

ポリマーセメント 
モルタル 

ポリマー 
モルタル 

力学的性能 ○ ○ ○ 

ひびわれ抵抗性 ○ ○ ○ 

中性化抑制 ○ ○ ○ 

塩化物イオンの侵入抑制 △ △ ○ 

凍結融解抵抗性 ○ ○ ○ 

化学的侵食抑制 △ △ ○ 

アルカリ骨材反応抑制※１ △ △ ○ 

美観・景観に関する性能 △ △ ○ 

剥落抵抗性※２ ○ ○ ○ 

注）表中の○は適用効果あり、△は適用効果を期待する場合検討が必要（他の工法との併用など）を示す 
 ※１：アルカリ骨材反応抑制は、標準的な遮水性による判定 
 ※２：付着性状による判定 

（５）表面処理工法の材料 

 表面処理工法は、有機系または無機系の被覆材により被覆を施し、劣化因子の侵入を抑制・防止す

る工法と、コンクリート表面に塗布した表面含浸材がコンクリート内部に含浸して、劣化因子の侵入

抑制、または新たな性能を付与する効果をもたらす工法がある。各表面処理材の期待される性能と適

用効果との関係を解説 表 5.1.21～5.1.23に示す。 

解説 表 5.1. 21 無機系被覆工法に期待される性能と適用効果９） 

期待される性能 
単層による塗装工法 複層による塗装工法 メッシュ工法※３

柔軟形 標準形 柔軟形 標準形 ＊ 

中性化抑制 ○ ○ ○ ○ ＊ 

塩化物イオンの侵入抑制 ○ ○ ○ ○ ＊ 

凍結融解抵抗性 ○ ○ ○ ○ ＊ 

化学的侵食抑制 △ － △ △ ＊ 

アルカリ骨材反応抑制※１ △ － △ △ ＊ 

ひびわれ追従性 ○ △ ○ △ ＊ 

美観・景観に関する性能 △ △ ○ ○ ＊ 

剥落抵抗性※２ － － － － ○ 

注）表中の○は適用対象、△は適用する場合に検討が必要（他の工法との併用など）、－は適用の対象外を示す 
 ※１：アルカリ骨材反応抑制は、標準的な遮水性による判定 
 ※２：剥落抵抗性は付着性を基本に判定した 
 ※３：メッシュ工法の「＊」については、単層および複層による塗布工法と併用して使用するために、その

適用範囲は、使用する無機系被覆の各工法の適用範囲に準ずることを示す。 
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解説 表 5.1. 22 有機系被覆工法に期待される性能と適用効果９） 

 

塗装工法 シート工法※２ 

中塗り材の種類 塗布接着形シート工法 
（クロスシート、メッシュシート、等） 

張付け接着形

シート工法標準形 厚膜形 柔軟形 柔軟圧膜形

樹脂およびシー

トの種類※１ 

エポキシ エポキシ、

アクリル、

ビニルエス

テル、ポリ

エステル、

アクロイル 

エポキシ、

ポリウレタ

ン、フッ素 

エポキシ、ポリ

ウレタン、アク

リルゴム、クロ

ロプレンゴム、

ポリブタジエ

ン、ポリウレア

ガラス繊維

シート 1 層

/2層/エポキ

シ 

ビニロン繊

維シート/エ
ポキシ、ア

クリル、ク

ロロプレン

ゴム 

アラミド繊

維シート/エ
ポキシ 

カーボン繊

維シート/エ
ポキシ、ア

クリル 

ガラスマッ

ト
※３1 層/2

層/エポキシ

/ビニルエス

テル/ポリエ

ステル 

ラミネートシー

ト/エポキシ 

膜厚（μm） 100 未満 100 以上 100 未満 100 以上
500 

/1000 
500 700 

積層数に

より変化 

1000～

2000 
1000 

期待される性能 

中性化抑制 ○ ○ ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

塩化物イオンの

侵入抑制 
○ ○ ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

凍結融解抵抗性 △ △ △ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

化学的侵食抑制 △ ○ △ ○ ○ － ＊ ○ ○ ＊ 

アルカリ骨材反

応抑制 
△ △ △ △ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

ひびわれ追従性 △ △ ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

美観・景観に関

する性能 
○ ○ ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

剥落抵抗性 － － － － ○ ○ ○ ○ ＊ ○ 

注）期待される効果は主要なもののみ示した。表中の○は適用対象、△は適用する場合に検討が必要（他の工

法との併用など）、－は適用の対象外を示す 
 ※１：樹脂系に記載のものは全てではなく、市販の代表的な有機系被覆材を載せた 
 ※２：剥落防止を主目的とする。＊印は、同様の樹脂系のものを用い、かつ膜厚が同じ場合は、塗装工法と

同様の適用効果を期待できることを示す。膜厚は目安を示した。 
 ※３：ガラスマットについては、日本下水道事業団編「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食

技術指針・同マニュアル（平成 14 年 12 月）を参照した。 
 

解説 表 5.1. 23 表面含浸工法に期待される性能と適用効果９） 

期待される性能 シラン系 
けい酸塩系 

その他系 
けい酸リチウム系 けい酸ナトリウム系 

中性化抑制 △ △ ○  

塩化物イオンの侵入抑制 ○ － ○  

凍結融解抵抗性 △ － △  

化学的侵食抑制 － － －  

アルカリ骨材反応抑制※１ △ △ －  

美観・景観に関する性能 － － －  

剥落抵抗性※２ △ － △  

注）表中の○は適用対象、△は適用する場合検討が必要（他の工法との併用など）、－は適用対象外を示す 
 ※１：アルカリ骨材反応抑制は、標準的な遮水性による判定 
 ※２：剥落抵抗性は付着性を基本に判定した 
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 表面含浸工法には多くの製品があり、製品の種類や成分によってコンクリート表層の改質機構が異

なる。更に、適用する箇所の環境条件により、発揮される性能・効果や適用範囲が異なってくる。解

説 表 5.1.23は土木学会が標準的な環境において実施したものであるのに対し、解説 表 5.1.24は北海

道開発土木研究所が、北海道での適用を想定したうえで表面含浸工法の適用性に関して整理した表で

ある。東北地方と同様に凍結環境、凍結抑制剤による塩害環境であることから、表面含浸工法の採用

にあたり参考としてよい。 

解説 表 5.1. 24 表面含浸工法の適用性１３） 

要求性能 シラン系
けい酸塩系 

△とした理由 
リチウム系 ナトリウム系

遮塩性 ○ ○ －  

凍害（スケーリング） △ △ △ 
シラン：水の滞留が懸念される環境は不可 

けい酸：スケーリングに関する文献が見当たらず

アルカリ骨材反応 △ － － 環境が厳しい条件下では完全な膨張抑制は困難 

中性化 × △ △ Ｗ／Ｃが小さい場合は無塗布と大差ない 

化学的侵食 × × ×  

撥水 △ × × 表面の撥水効果の寿命は早くて２年程度 

吸水防止 ○ △ △ 反応が緩慢に進行する環境下では時間を要する 

脆弱部固化 × △ △ 損傷度によって断面修復工との併用が必要 

微細ひびわれ補修 × △ △ 
進展性がある未収束のひびわれには不可 

水の供給源が背面の場合も不可 

 備考 ○と△は、適用可（△は条件付） 

    ×は、適用不可 

    －は、不明（文献調査では、文献が見あたらなかった 

    上表は文献から調べた一般的な傾向を整理したもので、製品の成分によって異なる場合もある 
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5.1.6 損傷事例 

   １）定着部の損傷事例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足内容】【事例説明】：初回点検において、下床版の内ケーブル定着部の後打ちコンクリート
にうき－e（0.1m×0.1m）が見られる。著しい損傷ではないため、定着部の異常（c）
パターン4と判定した。後打ち部は、無収縮モルタルを注入している。

【損傷原因の想定】：定着部のうきは、グラウトホースの注入口と同位置にある。施
工は、無収縮モルタル硬化→型わく脱型→ビニールホース切断後に、穴埋め施工
するが、その穴埋め部にうきが見られる。施工上の不具合によるものであると想定
される。
【設計及び施工時の配慮】：左官工法による孔埋め施工と思われるが、確実に充填
する施工が必要と考える。

後打ち部

PC定着部（下床版）

損
傷
部

【補足内容】【事例説明】：初回点検において、外ケーブル定着部の保護キャップから防錆油もれ
が見られるため、定着部の異常（c）と判定した。外ケーブルは、アンボンドマルチ
ケーブル採用（高密度ポリエチレン樹脂で被覆されているケーブル）

【損傷原因の想定】：保護キャップ内にある高密度ポリエチレン樹脂内の防錆油（グ
リース）が温度上昇により膨張し、漏れたものと推測する。

【設計及び施工時の配慮】：グラウトの注入口は、現状はモルタルで塞いでいるが、
防錆油もれが見られるため、シールやキャップ等で漏れを防止する対応が必要と考
える。

コンクリート
型枠パネル

60mm

アンボンドマルチケーブル

解説 写 5.1. 1PC 定着後打ち部の異常 解説 写 5.1. 2PC 定着後打ち部の異常接写

解説 写 5.1. 3PC 定着保護キャップ 解説 写 5.1. 4 防錆油の漏れ 
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↑ ↑
損傷発生個所

損傷発生個所
↓↓

【補足内容】【事例説明】：初回点検において、ＰＣプレテンＴ桁のＰＣ鋼材偏向部の跡埋め処理
部の全箇所（２４カ所）において、「うき：ｅ」が確認された事例。

【損傷原因の想定】：第三者被害予防措置範囲であったため、叩き落したが変化は
見られなかった。しかし、うき部の構造確認を行うため切刀ハンマーおよびたがねを
用いて再度叩き落としを行ったところ、接着剤の塗布痕のあるモルタル（製品名：プ
レキャストコーン）が確認された。塗布痕を観ると、桁本体と一体化されないまま固
結している状況である。
【設計及び施工時の配慮】：工場制作時に接着剤を十分に塗布し、桁本体と一体化
を図ることが重要と考える。また樹脂を圧入する構造への変更検討も必要と考える。

プレキャストコーン

主桁側
コンクリート

うきを解消する
ためには、この
空間を埋めるた
めに十分な塗布
量が必要

接着剤
↓

※製品カタログより空間寸法を再現

解説 写 5.1. 5 PC 定着部の偏向部 解説 写 5.1. 6 跡埋め処理部のうき、剥離 
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5.2 ＰＣ鋼材に沿った異常 

5.2.1 損傷の特徴と原因 

主桁ウェブ側面、下フランジ下面、側面の主ケーブルに沿ったひび割れ、漏水・遊離石灰は内部

鋼材の腐食が懸念される。特に、錆汁を伴っている場合は、内部鋼材の破断も懸念されることか

ら注意が必要である。 

ウェブはＰＣ鋼材の曲げ上げ付近（支間 1/4 付近）、下フランジは中央径間付近に着目する。 

ひび割れはＰＣグラウトの充填不足により、シース内部に空洞がある箇所に雨水、路面水等が長

時間にわたり透水したものがシース内にたまり、凍結して発生する。 

【解 説】 

  ＰＣグラウト充填不足は、シース内にＰＣグラウトが十分に充填されていない状態をいう。 

ＰＣ鋼材に沿ったひび割れは竣工後かなりの時間が経過してから現れることが多い。そのため、

ＰＣ鋼材の破断に至るまで変状が確認されないこともある。 

グラウト材料のブリージングや注入ホースの閉塞、不適切な注入作業が原因である。 

グラウト充填不足の場合には、雨水や凍結抑制剤を含んだ水分がＰＣグラウト未充填部へ侵入

し、凍結融解を繰り返すことにより、コンクリート表面にシースに沿ったひび割れ等が生じる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 5.2. 1 ブリージング水(注入水)の残留 

解説 図 5.2. 2 シースに沿ったひび割れのイメージ 

解説 図 5.2. 3 ひび割れ発生のメカニズム 
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解説 図 5.2. 6 シース内部構造 

 

１）ＰＣ鋼材定着の変遷 

   ＰＣ定着工法については、平成 5 年までに建設されたＰＣ橋は上縁定着されている場合があ

り、橋面の排水が上縁の後埋めコンクリート打継部から定着具やシース内に浸入し、ＰＣ鋼材

を腐食・破断へと導く可能性があることから、平成 6 年以降は旧建設省の標準設計から上縁定

着方式が見直された。特に東北地方のように橋面に凍結抑制剤が散布されている橋梁で、ＰＣ

鋼材の腐食・破断が生じる可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）グラウトの変遷 

グラウトはＰＣ鋼材を腐食から保護し、ＰＣ鋼材と部材コ

ンクリートの間の一体性を確保するため、シース内に充填さ

れる必要がある。グラウトの配合については、セメント、フ

ライアッシュ、アルミニウム粉末が当初用いられていたが、

現在は高性能ＡＥ減水材を用いたノンブリージンググラウト

が用いられている。H8 年以降、ブリージングに配慮したグラ

ウト材の使用が始まった。 

解説 表 5.2. 1 道路橋示方書Ⅲにおける材料や施工に関する変遷 

年代 材料 施工 備考 

Ｓ53 
ｸﾞﾗｳﾄ膨張率 10%以下 

Ｗ/Ｃ45%以下 

一般的な工法 ｸﾞﾗｳﾄ材料・施工の基本 

Ｈ2 

塩化物ｲｵﾝ 0.3kg/m3 以下 

ｸﾞﾗｳﾄ強度 200kgf/cm2 以上 

ｸﾞﾗｳﾄ施工の重要性

の注意喚起 

ｸﾞﾗｳﾄ施工が耐久性確保の上で

重要であることを明記､腐食防

止のため塩化物ｲｵﾝ量の制限 

Ｈ8 

ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ率 3%以下 

ﾉﾝﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ型を推奨 

粘度の高いﾉﾝﾌﾞﾘｰｼﾞ

ﾝｸﾞ型ｸﾞﾗｳﾄ材の使用

を考慮したｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ 

ｸﾞﾗｳﾄ施工記録作成による確実

な施工の担保、ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞに対

する配慮、高粘性型への対応 

Ｈ14 
ｸﾞﾗｳﾄ膨張率 0.5% 

ﾉﾝﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ鋼材 

流量計の使用 ﾉﾝﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ型への完全移行と

膨張率低減、アルミ粉末廃止 

Ｈ24 

ｸﾞﾗｳﾄ膨張率±0.5% 

ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ率 24h 後 0% 

ｸﾞﾗｳﾄ強度 30N/mm2 

塩化物ｲｵﾝ量はｾﾒﾝﾄ質量

0.08%以下 

注入前のｼｰｽ内水通

しを廃止し、圧縮空

気による注入後のｸﾞ

ﾗｳﾄﾎｰｽ防水処理 

ｸﾞﾗｳﾄ膨張率とﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ率の

測定は鉛直管試験によること

を推奨 

図 5.2.4上縁定着タイプ(イメージ) 

●～Ｓ55   上縁定着あり 

●Ｓ55～Ｈ5 支間長 28ｍ以上の橋梁 

図 5.2.5端部定着タイプ(イメージ) 

●Ｓ55～Ｈ5 支間長 28ｍ未満 

●Ｈ6～   すべて端部定着 

橋　台
【主桁上縁で定着
　　：平成５年以前】

橋　台
【主桁端部で定着
　　：平成６年以降】

グラウト
(充填不良で
滞水する恐れ)

鋼製シース

ＰＣ鋼材

グラウトとはＰＣ部材にﾌﾟﾚ
ストレスを与えた後,シース
の空隙に注入し,付着の確保
と鋼材の腐食を防止するもの

解説 図 5.2. 4 上縁定着タイプ(イメージ) 解説 図 5.2. 5 端部定着タイプ(イメージ) 
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解説 図 5.2. 8 超音波試験 

 

5.2.2 工法検討にあたっての調査 

グラウト充填状況の確認方法については、まだ十分に確立されていないが、現在における有効な

方法として、Ｘ線透過法、超音波試験法、打音振動法、衝撃弾性波法（インパクトエコー法）、削

孔目視調査（ＣＣＤカメラ、ファイバースコープ法）などがある。これらはそれぞれ適用条件や環

境に制約条件があることから、現場に見合う方法を選定する必要がある。 

 錆汁が確認されるなど、内部鋼材の腐食が懸念される場合は必ず目視により腐食・欠損状況を確

認しなければならない 

【解 説】 

  1) Ｘ線透過試験 

  (a)概要：Ｘ線が物質を透過する場合、その物質の種類や厚さによって

透過後のＸ線の強さが変化する性質を利用して画像を撮影する非

破壊の調査方法である。グラウトの充填状況は、撮影された画像

のコントラストの違いによって識別される。 

  (b)適用条件： 

  ・放射線管理区域（コンクリート壁などの仕切りがない場合は 5m以内）の設定 

  ・Ｘ線透過能力による部材厚さ限界（35cm 程度） 

  ・Ｘ線発生装置と撮影部材を挟んだ反対側に、Ｘ線フィルムを設置する必要がある 

  (C)調査により確認できる事項：グラウト充填不足の有無、箇所、範囲を特定できる。 

 2) 超音波試験法 

  (a)概要：物体を伝搬している超音波が、物体の端面や異なる材質の物体との境界面に当ると、そ

こで反射する性質を利用した調査方法である。超音波パルスを送信、受信できる探触子を定

着具に当て、ＰＣ鋼棒内部に超音波パルスを伝搬させ、途中で反射されて戻ってきたエコー

を受信するとＰＣ鋼棒に欠陥（腐食による断面欠損）があると判断する。 

 

 

 

 

 

 

  (b)調査により確認できる事項：エコーを受信までの時間、エコーの大きさから欠陥の位置、大き

さを推定することができる。 

 3) 打音振動法 

  (a)概要：ＰＣ鋼材両端の定着具近傍にＡＥセンサーを取り

付け、一端をハンマー等で打撃したときの他端での受信

波の電波特性（伝播時間、受信振幅、スペクトル）から、

シース内グラウトの充填度を推定する方法である。 

  ・充填が良好の場合：振動が周辺コンクリートの散逸・減衰する。 

  ・未充填の場合：振動の減衰が少ない。 

  (b)調査により確認できる事項：グラウト充填不足の有無を推定できる。 

Ｘ線発生装置 

ＰＣ鋼材

Ｘ線フィルムまたは 

イメージングプレート 

入力センサー 

ＡＥ測定装置

出力センサー

入力 

(加振) 

ＰＣ鋼材 

（増幅、フィルター、 

 分析機能および磁気記録装置）

 
定着具から 576mm
の位置に欠陥を検出 

解説 図 5.2. 7 Ｘ線透過試験 

解説 図 5.2. 9 打音振動法 
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 4) 衝撃弾性波法 

  (a)概要：衝撃弾性波法（インパクトエコー法）は、衝撃による振動が空隙や鉄筋などに反射した

弾性波を測定して、その波の強弱により内部欠陥を判断する方法であり、得られた波形をスペ

クトルイメージングにより、可視化することで充填度を判断する方法である。 

  (b)調査により確認できる事項：鋼材軸方向調査でグラウト充填不足の有無を、鋼材直角方向調査

でグラウト充填不足の箇所を推定できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5) 削孔目視調査（CCD カメラ、ファイバースコープ） 

  (a)概要：設計図書を参考に鉄筋探査器を用いて鋼材探査を行い、コンクリート用ドリル（φ16mm

程度）でシース位置まで削孔を行う。シース表面より打音確認を行い、異音が確認された場合、

シースを削孔して CCD カメラまたはファイバースコープを削孔孔に挿入してグラウトの充填

度を観察する。検測尺を挿入して未充填範囲を確認することができる。 

  (b)適用条件：ドリルによる削孔は、構造物に損傷を与えることになるため、必要 低限の削孔数

とする。また、現時点で滞水している場合、削孔により気中状態になると腐食がより進行する 

  (C)調査により確認できる事項：グラウト充填不足の有無、箇所、範囲の特定及び、PC 鋼材の腐

食状況を確認できる。 

 

 

 

 

 

厚
さ

(
D
)

打撃点
センサー

打撃点
センサー

打撃点
センサー

厚さ(D)とほぼ同じ 厚さ(D)よりやや厚い 厚さ(D)より厚い 
解説 図 5.2. 10 衝撃弾性波法 

解説 写 5.2. 1 ドリルによる削孔 解説 写 5.2. 2 孔の状況 解説 写 5.2. 3 CCD カメラによる確認
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5.2.3 補修工法 

詳細調査による結果をふまえ、以下に示すフローを参考に対策工法を検討する。 

【解 説】 

・先ず非破壊調査（現在有効性が確認されている、Ｘ線透過試験、超音波試験を基本とする）

によりグラウト充填不良を確認し、更にひびわれから錆汁が出ている、損傷の進行が確認さ

れる場合に、削孔目視調査により損傷の程度や範囲を確認してグラウト再注入工を行う。 

・錆汁が無い、損傷進行が見られない場合は、今後の損傷の進行性を確認するため、ひびわれ

幅の初期値を計測する。 

・グラウト不良が確認された場合は、橋面防水工、伸縮装置の非排水化、張出し床版水切工な

どの止水、防水対機能の不備、不良、定着部の状況を確認し、必要な対策を行う。 

・ＰＣ鋼棒において、詳細調査で断面欠損が著しいことが確認された場合は、ＰＣ鋼材突出に

よる第三者災害を防止する観点からＰＣ鋼材突出防止工法を実施する。 

・ＰＣ鋼材の著しい腐食による断面欠損や破断が見られる場合は、耐荷力向上のため外ケーブ

ル補強、鋼板接着工法、炭素繊維接着工法などについて検討を行う。 

対策工法の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 5.2. 11 グラウト不良の対策工法選定フロー 
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解説 図 5.2. 12 グラウト充填不良範囲の確認 

解説 図 5.2. 13 グラウト充填状況 

 

１）グラウト再注入工 

  (a)再注入孔の削孔 

 再注入工孔の削孔位置は鋼材の探査結果に基づき選定する。削孔では定着具や PC 鋼材に

損傷を与えないように特に注意を払う必要がある。コンクリートドリルで削孔する場合は、

削孔をシースの少し手前で中断しタガネを用いた手はつりを行うか、鋼材感知センサー付き

ドリルを使用するなどする。ウォータージェットを用いる場合は、ドリルに比べて鋼材に損

傷を与える可能性は小さくなるが、大規模な給排水設備の設置が必要となる。 

  (b)充填不良状況の確認 

 グラウト充填不良状況、充填不良範囲は、検測尺を挿入して計る方法と、内視鏡により目

視確認する方法がある。 

 

 

 

 

 

  (c)グラウト注入材料 

 再注入に用いるグラウト材料は、非膨張型ノンブリーディングタイプセメント系を基本と

する。グラウト材の粘性は、PC 鋼棒のように空隙率が小さい場合には、注入圧が高くならな

いように粘性が低いグラウトを使用するか、真空ポンプを使用する。 

  (d)グラウト注入 

 グラウト注入にあたっては、空隙の始端部、終端部に加え、適切な間隔で確認孔を設置し、

低い側から注入し、確認孔で充填状況（確認孔から充填材が排出される）を確認する。この

とき、シール部から漏れたりしないように注入圧力等に留意しながら行う。 

 

 

 

 

 

２）ＰＣ鋼材突出防止工 

 ＰＣ鋼棒において、詳細調査で断面欠損が著しいことが確認された場合は、ＰＣ鋼材突出に

よる第三者災害を防止する観点からＰＣ鋼材突出防止工法を実施する。 

 ＰＣ鋼材突出防止工としては、一般的に鋼板と連続繊維シートを併用した工法が用いられて

いる。解説 図 5.1.33に突出防止工の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

内視鏡確認状況 シース内の状況 
検測尺

コア抜き 既設グラウト

1.帯鋼板取付

2.繊維シート（1 層目）

3.繊維シート（2 層目）

4.仕上げ塗装 

帯鋼板

横桁部繊維シー

ト 

帯鋼板

横桁部繊維シー

ト 

エポキシ系プライマ

エポキシ系パ

繊維シート（1 層

繊維シート（2 層

仕上げ塗装 

エポキシ系プライ

帯鋼

断面修復 

ポリエステル系

ポリエステル系プライ

削孔位置 

確認孔からの充
填材の排出状況

解説 図 5.2. 14ＰＣ鋼材突出防止工の例１１） 
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5.2.4 補修事例 

   １）PC 鋼材に沿った異常の事例 

     グラウト充填不良により、空洞に雨水等が浸透滞留し、凍結膨張していると推定された。

シース内部に水が供給されている可能性があるため、管内の調査を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     削孔目視調査では、20ｍｍ程度のドリルでシース管位置を削孔し、PC ケーブルを損傷さ

せないように慎重にシース管を破る。内部状況（空隙状況、PC 鋼線腐食状況）は CCD カ

メラやファイバースコープで確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     グラウト再注入は、あらかじめシース管位置を確認し、高圧ポンプで注入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 5.2. 6 シース管内部調査状況 解説 写 5.2. 7 グラウト充填不足の状況 

解説 写 5.2. 8 グラウト再注入工 解説 写 5.2. 9 注入確認工の設置状況 

解説 写 5.2. 4 主桁側面に遊離石灰を伴うひび割れ 解説 写 5.2. 5 主桁下面の鋼材に沿った 
ひび割れ・遊離石灰 
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5.3 間詰めコンクリート 

5.3.1 損傷の特徴と原因 

ＰＣＴ桁の間詰めコンクリートは、床版と桁との打継ぎ目が適切でない場合、橋面水の漏水が生

じ、遊離石灰、錆汁が生じる。特に昭和 40 年代頃までは、主桁上フランジにテーパーが付けられ

ていないこと、鉄筋により結合されていないことから、損傷が進行すると抜落ちが生じるおそれが

あるため留意する必要がある。 

【解 説】 

 この形式の床版の損傷の多くは現場で打設される間詰め部分に集中している。間詰め部と工場製

作部の境界に漏水・遊離石灰が発生している事例が多いため注意が必要である。特に、漏水・遊離石

灰を伴うひび割れが確認された場合は貫通ひび割れとなっていると考えられるため早急な対応が必

要である。 

ＰＣＴ桁橋の床版間詰め部は、プレテンション桁においては、昭和 46 年改正から、ポストテンシ

ョン桁においては昭和 44年制定からテーパーが付けられるようになり、連結鉄筋により桁と床版が

結合されるようになった。従ってこれ以前の橋梁は、床版と桁の打継ぎ目からの漏水、輪荷重による

疲労などにより損傷が進行すると、間詰めコンクリートが抜け落ち、安全性に影響を及ぼすことから

留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 表 5.3. 1 プレテンション桁の断面形状の変遷（ＪＩＳ桁） 

 昭和 35年制定 昭和 46年改正 昭和 55年改正 平成 3年改正 

断面寸法 

    

解説 表 5.3. 2 ポストテンション桁の断面形状の変遷（建設省標準設計） 

 昭和 44年制定 昭和 55年改正 平成 6年改正 

断面寸法 

   

間詰めコンクリート

部の漏水・錆汁 

間詰めコンクリート

部の遊離石灰 

昭和 40 年代頃まで 

現在

間詰めコンクリ

ートの抜け落ち

テーバー 配筋
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1
3
0
 

5
0
0
～

9
0
0
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1
6
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6
0
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1
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0
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6
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6
0
0
～

1
0
0
0
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240 

1
6
0
 

7
5
0
～

1
0
5
0
 

1、200     1、500 

20 20 

Ｈ
 ｂ 

400、500

ｂ：150 

 ：160 

 ：180 

1
8
0
 

1、500 

20 20 

Ｈ
 ｂ

500 

ｂ：180 

 ：200 

2
0
0
 

1、500     1、750 

20 20 

Ｈ
 

340、360 

2
0
0
 

解説 図 5.3. 1 間詰め床版の形式 
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解説 表 5.3. 3ＰＣＴ桁の間詰め部における無筋の可能性について 

 設計年 竣工年 

プレテン桁 1971 年（昭和 46年）以前 1974 年（昭和 49年）以前 

ポステン桁 1969 年（昭和 44年）以前 1972 年（昭和 47年）以前 

 ※橋梁定期点検要領の「⑨抜け落ち」の解説より 

 

 ＰＣＴ桁の間詰めコンクリートについては、「ＰＣＴ桁の間詰めコンクリート点検要領（案）平成

15 年 1 月 国土交通省道路局国道課」に基づき一斉点検がなされた。一斉点検では近接目視点検に

よりテーパーの有無、連結鉄筋の有無、第三者被害の有無、損傷の有無について確認がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間詰め部

主桁ｳｪﾌﾞ

解説 写 5.3. 1 間詰部の漏水・遊離石灰 解説 写 5.3. 2 間詰部の漏水 

解説 写 5.3. 3 抜け落ち事例 
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5.3.2 補修工法 

ＰＣＴ桁の間詰めコンクリートは、床版と桁との接合状況に応じて対策工法が変わるため、損傷

状況とともに架設年次にも留意して対策工法を検討する必要がある。 

【解 説】 

間詰めコンクリートの変状が軽微な場合は、ひびわれ補修工を実施して損傷の進行を抑制する必要が

ある。特に漏水・遊離石灰が生じている場合は、橋面からの凍結抑制剤の浸透により損傷進行が速く

なるため、橋面防水工を実施する必要がある。 

 間詰めコンクリートの変状が大きい場合は、既設の間詰めコンクリートを取り除き、新しいコンク

リートを打設し直す必要がある。床版には横締めＰＣ鋼材が存在するため、間詰めコンクリート撤去

時にはＰＣ鋼材を損傷させないように十分留意するとともに、プレストレスにより桁間隔が狭まらな

いように間隔を保持しておく必要がある。 

 なお、橋梁架設年次が 40 年代以前であれば、間詰め床版の損傷に伴い「抜け落ち」が生じる可能

性が高いため、鋼板接着工法、ＦＲＰ接着工法、上面増厚工法などについて検討する必要がある。下

面からの対策にあたっては、接着した鋼板と既設コンクリート間に水が浸入すると、補強材の劣化が

進行するため、橋面防水工を併せて実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

橋面防水工 
鋼板接着工 

アンカーボルト 橋面防水工 

型枠支保工

間詰めコンクリート

補強鉄筋

プレスト
レス力 

プレスト
レス力 

間隔を保持 

解説 図 5.3. 2 鋼板接着補強概要図 解説 図 5.3. 3 間詰め再構築概要図 
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解説 写 5.3. 4 間詰部補強前 解説 写 5.3. 5 間詰部補強後 

解説 写 5.3. 6 間詰部補強前 解説 写 5.3. 7 間詰部補強後 

 

5.3.3 補修事例 

   下面鋼板貼り付けの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   下面増厚の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961(S36)PC ポステン T 桁 

1957(S32)PC ポステン T 桁 
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5.4 波型鋼板ウェブＰＣ橋 

5.4.1 損傷の特徴と原因 

（１）ウェブ鋼板と上下フランジコンクリートとの境界部（ずれ止め部）の損傷 

（２）箱桁内部の滞水等 

【解 説】 

損傷状況の定量的な評価は、土木学会 2014 年制定複合構造標準示方書【維持管理編】を参考に

するとよい。波形鋼板ウェブＰＣ橋の損傷・補修事例は報告されていないため、想定される損傷

と定期点検での不具合事例について紹介する。 

（１）について 

ずれ止めは、ウェブと床版の一体性を確保し、合成構造として機能するために極めて重要な

部材である。一般にずれ止めはコンクリート中にあるためにずれ止め本体の状況を推定するこ

とは困難である。このため、ウェブと床版の接合部の腐食やコンクリートのひび割れ等に留意

しなければならない。特に、境界部での雨水の侵入や滞水については、局部腐食の進行が懸念

されることから、水分供給の遮断と適切な止水処理がなされているか確認することが重要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）について 

   箱桁内部は湿潤状態になりやすく、排水処理が十分でない場合に滞水が生じやすい。箱桁内

部に排水管が配管されている場合は排水管接合部がはずれる等の原因で、桁内に滞水している

事例が見られる。また、排水管引き込み部の隙間から雨水が入り込む事例もみられるため、箱

桁内部滞水状況、漏水原因、排水処理状況について確認することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 5.4. 1 ずれ止め部のコンクリートのうき 解説 写 5.4. 2 境界部止水材の劣化 

解説 写 5.4. 3 箱桁内部の滞水、防食機能の劣化 解説 写 5.4. 4 引き込み開口部からの漏水 
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【 第6編　RC橋  】



 

目 次 

 

 

第 6 編 ＲＣ橋 .......................................................................................................................... 1 

6.1 コンクリートの損傷（ひび割れ、断面欠損） ................................................................ 1 

6.1.1 損傷の特徴 ............................................................................................................... 1 

6.1.2 損傷原因 ................................................................................................................... 5 

6.1.3 工法検討にあたっての調査 ...................................................................................... 9 

6.1.4 補修工法 ................................................................................................................. 10 

6.1.5 補修材料 ................................................................................................................. 11 

6.2 支点部のせん断ひび割れ ............................................................................................... 12 

6.2.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................. 12 

6.2.2 工法検討にあたっての調査 .................................................................................... 13 

6.2.3 補修工法 ................................................................................................................. 13 

 



第6編  ＲＣ橋 

6.1  コンクリートの損傷（ひび割れ、断面欠損） 

6.1.1 損傷の特徴 

（１） コンクリート部材の表面にひび割れが生じている場合、ひび割れ性状（位置、方向、幅）

に留意する。特に、耐荷力不足による主桁の曲げひび割れ、せん断ひび割れに注意する必要

がある。ＲＣ部材に生じる主な損傷を解説 表 6.1.1～3 に示す。 

（２）桁支間中央部は大きな応力が発生する部位であり、桁に垂直方向にひび割れが発生する。 

（３）支点部は、地震やせん断補強筋不足によるせん断ひび割れが生じやすく、発生した場合は脆

性的な破壊に至る恐れがあるため、特に注意しなければならない 

（４）主桁、床版下面では、施工時のかぶり不足、締固め不足による剥離・鉄筋露出が多く報告さ

れている。 

【解説】 

 現存する多くの RC 桁は 40 年以上前に建設されたものが多く、耐荷力不足や耐久性に対する構造

詳細の面で不十分であることが課題である。このため、主桁の曲げひび割れ・せん断ひび割れ、ゲル

バー部のせん断ひび割れ等が生じる事例が多い。また主桁の鉄筋量が多いことも特徴であり、太径の

鉄筋が密に配置されたことにより、コンクリートの締固めが十分行き渡らず豆板（剥離・鉄筋露出）

が生じている例も多い。 

 （３）については 6.2 で詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 6.1.1 コンクリート桁のひび割れ 解説 図 6.1. 1 コンクリート桁のひび割れ 

解説 写 6.1. 1 支間中央の曲げひび割れ 解説 写 6.1. 2 支点のせん断ひび割れ 

(ａ)単純桁

荷重

曲げひび割れ

せん断ひび割れ

曲げひび割れ

曲げひび割れ

荷重

(ｂ)連続桁

せん断ひび割れ
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（１）ＲＣ部材に生じる主な損傷 

 ＲＣ部材に生じる主な損傷として、ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、変色・劣化につ

いて、想定される損傷原因を解説 表 6.1.1 主な損傷と損傷原因に示す。 

解説 表 6.1. 1 主な損傷と損傷原因 

主な損傷 

主な損傷原因 

外 的 原 因 内 的 原 因 

外力作用 環境 材料劣化 構造 製作・施工 

ひびわれ 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

乾燥収縮、 

温度変化、 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

凍害、 

化学的侵食 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

 

 

 

 

 

 

構造不良 

鉄筋不足、応

力集中等 

 

施工不良、 

品質不良、 

防水・排水工不良

剥離・ 

鉄筋露出 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

漏水・遊離

石灰 
（ひびわれの進行による） 

変色・劣化 火災 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

化学的侵食、 

死滅したかび（黒

色） 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

－ 品質不良 

 

（２）ひびわれパターン 

 損傷がひびわれの場合は、定期点検においてひびわれパターンを記録することとなっている。ひび

われパターンは、発生箇所、発生形状に応じて区分されているため、このひびわれパターンから損傷

の発生原因がある程度推定できる。ひびわれの発生パターンと推定される損傷原因を解説 表 6.1.2、

表 6.1.3に示す。 

 ひびわれパターンを用いて損傷原因を推定するに当たり、ひびわれパターンの選択方法について以

下に留意点を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

・⑨以外のひびわれパターンは、解説 表 6.1.2、3に示す発生位置（支間中央、支点部等）、発生部位

（ウェブと上フランジの接合点等）、ひびわれ方向（鉛直、縦方向等）の全てに着目して選択する。

・⑨については、発生位置によらずひびわれ形状だけに着目して選択する。 

（例）支承部付近に亀甲状のひびわれがあれば⑤、⑥ではなく⑨を選択 
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解説 表 6.1. 2 ひびわれパターンと損傷原因（その１） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

支間中央部 

①主桁直角方向の桁下面および

側面の鉛直ひびわれ 

荷重による曲げひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

 

 

 

 

支間中央部 

②主桁下面縦方向ひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・塩害（飛来塩分） 

・かぶり不足 

・構造不良（中空床版橋の配力鉄筋

量不足など） 

 

 

 

 

支間１／４部 

③主桁直角方向の桁下面および

側面の鉛直ひびわれ 

鉄筋の曲げ上げ部 

・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点沈下 

・外力の増加 

・構造不良（曲げ上げによる、下縁

側鉄筋量不足） 

 

 

 

 

支点部 

④支点付近の腹部に斜めに発生

しているひびわれ 

荷重によるせん断ひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

 

 

 

 

支点部 

⑤支承上桁下面・側面に鉛直に発

生しているひびわれ 

・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点の沈下、移動 

・外力の増加 

 

 

 

 

支点部 

⑥支承上から斜めに側面に発生

しているひびわれ 

・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点の沈下、移動 

・外力の増加 

・地震による水平力 

 

 

①

②

 

③ 

 
④ 

 
⑤

 

⑥ 
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解説 表 6.1. 3 ひびわれパターンと損傷原因（その２） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

支点部 

⑦ゲルバー部のひびわれ ・耐荷力の低下 

・外力の増加 

・構造不良（断面急変による応力集

中） 

 

 

 

 

支点部 

⑧連続桁中間支点部の上側の鉛

直ひびわれ 

荷重による曲げひびわれ 

・耐荷力の低下 

・外力の増加 

・支点沈下 

 

 

 

 

その他 

⑨亀甲状、くもの巣状のひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇所

の微細なひびわれの場合） 

 

 

 

 

 

その他 

⑩桁の腹部に規則的な間隔で鉛

直方向のひびわれ 

外縁鉄筋に沿ったひびわれの場合

・塩害（飛来塩分） 

・塩害（飛散塩分：外桁の損傷が卓

越している場合） 

・かぶり不足 

 

 

 

 

その他 

⑪ウェブと上フランジの接合点

付近の水平方向のひびわれ 

・施工不良（コンクリート打設時の

締め固め不足による沈下ひびわ

れ、打ち継ぎ目の処理不良） 

・床版とウェブの温度差、乾燥収縮

差 

 

 

 

 

その他 

⑫桁全体に斜め 45°方向のひび

われ 

荷重によるねじりひびわれ 

・構造不良（曲線橋などにおける鉄

筋量不足） 

・橋軸直角方向の不等沈下 

・橋軸直角方向の外力の増加 

 

 ⑪ 

 

⑫ 

 

⑦ 

 ⑧

 

⑨ 

 

⑩ 
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6.1.2 損傷原因 

 ＲＣ部材の損傷は、損傷原因が必ずしも一つとは限らないため、可能性のある損傷原因を全て抽

出するものとする。 

【解 説】 

損傷原因の抽出は、環境条件による損傷原因抽出フロー、ひびわれパターンによる損傷原因抽出フ

ロー、剥離・鉄筋露出の損傷原因抽出フロー、漏水・遊離石灰の損傷原因抽出フローを用いて実施す

る。ここで、環境条件による損傷原因抽出フローは、ひびわれ、剥離・鉄筋露出の有無に限らず必ず

実施するものとする。なお、本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果、何れにも該当しない場合

は、専門技術者に相談して損傷原因を推定する必要がある。 

 ひびわれパターンについては、フロー図の利便性を考慮して、主な損傷原因が同じであるひびわれ

パターンをグルーピングしているため、個々の詳細について確認する場合は、解説 表 6.1.2、表 6.1.3

を参考にすると良い。 

 本フロー図は、可能性のある損傷原因を漏れなく抽出するためのものである。そのため本フロー図

の利用方法を以下に示す。 

・箱書きの条件に該当する場合は、横方向に進み損傷原因を抽出するとともに次の箱書きに進む。 

・箱書きの条件に該当しない場合は、そのまま次の箱書きに進む。 

・このように箱書きの条件に該当する場合はその都度横方向に進み、該当する損傷原因を一つに限定

することなく、複数抽出することとする。 

 

 フローの利用方法 

 損傷原因の推定において、条件１、条件３に該当する場合は、原因Ａと原因Ｃの二つが損傷

原因として推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

該当しない

次に進む

END

該当する

該当する

条件３原因Ｃ

条件４原因Ｄ

条件１原因Ａ

原因Ｂ 条件２

条件１に該当する

場合は、原因Ａを

抽出するとともに

次の条件に進む 

該当した損傷原因

を抽出する 

該当した損傷原因

を抽出する 

条件２に該当しな

い場合は、そのま

ま次の条件に進む
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  解説 図 6.1. 2 環境条件、ひびわれパターンによる損傷原因の抽出 

推定される損傷原因

次に進む

②⑨ ⑩

次に進む

次に進む

⑪

①,④,⑧,⑫

次に進む

⑨

②,⑩

②

ひびわれパターンによる損傷原因抽出フロー環境条件による損傷原因抽出フロー

該当する

END

START

END

次に進む

ひびわれパターン図

(1)沿岸部における
塩害環境下

(2)塩害によると
思われる損傷

該当する

損傷箇所に
漏水，滞水がある

(3)凍結抑制剤
散布地域

次に進む

該当する 該当する

(4)凍結環境
該当する

次に進む

(5)架設年が古い
（概ね50年以上）

次に進む

該当する

次に進む

(5) 外縁鉄筋位
置に沿って発生

(4)沿岸部における
塩害環境下

該当する 該当する

(1)粗骨材に沿って亀
甲ひびわれが進展

(3)耐荷力の低下，
外力の増加が

懸念される

(7)局部的な応力
集中により発生

②

該当する

該当する

該当する

(8)内桁より外桁の
損傷が著しい

該当する

(9)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

該当する

(11)上記(4),(8)に該
当しない

次に進む

該当する

次に進む

①,③,④,⑧,⑫ ⑤,⑥

(10)支承の機能が
損なわれている

次に進む

(12)環境条件を含め，損
傷原因に該当が無い

次に進む

次に進む

次に進む

該当が無い

アルカリ
骨材反応

耐荷力低下
外力の増加

塩害
（飛来塩分）

構造不良

塩害
（飛散塩分）

凍害

中性化

かぶり不足

該当する
支承機能障害

品質不良
施工不良

(6)鉄筋量の不足
が懸念される

次に進む

③,⑤,⑥

(6)鉄筋量の不足
が懸念される

該当する

該当する

次に進む次に進む

次に進む

⑦

(3)耐荷力の低下，
外力の増加が

懸念される

該当する

 
 

①

 

② 

 
③ 

 
 

④

 
 

⑤

 
 

⑥

 
 

⑦

 
 ⑧ 

 
⑨ 

 
⑩ 

 ⑪ 

 
 

⑫ ※ 本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果，何れ
　　にも該当しない場合は，専門技術者に相談して損傷
　　原因を推定する必要がある

(2)地震の影響
が懸念される

該当する
地震の影響
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コンクリート構造物には、「ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰」などの損傷が多く生じて

いるため、ひびわれと同様にそれぞれの損傷原の推定フローを解説 図 6.1.3、6.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

－－－－－－－－－－－ 損傷原因抽出フローの条件判断に関する説明 －－－－－－－－－－－－ 

 環境条件による損傷原因推定フロー  

  4.1.2 を参照すること。 

 

漏水・遊離石灰の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

END

次に進む

該当する 床版下面からの
漏水・遊離石灰

排水管からの
飛沫水が付着

排水管の損傷，
延長不足

橋面防水機能の
不備・不良

ドレーンからの
漏水・滞水

伸縮装置，ス
ラブドレーンから

の導水不良

該当する

次に進む

該当する 桁端部から橋座
面への漏水

伸縮装置
非排水機能の

不備・不良

該当する 地覆から張出し
床版への漏水

張出し部
水切り機能の

不備・不良

解説 図 6.1. 3 剥離・鉄筋露出の損傷原因の抽出 解説 図 6.1. 4 漏水・遊離石灰の損傷原因の抽出

剥離・鉄筋露出の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

該当する

次に進む

該当する

次に進む

該当なし

次に進む

END

該当する

次に進む

該当する

(1)衝突又は接触し
た跡が見られる

(2)鉄筋露出部
のかぶりが不
足している

(3)スケーリング
からポップアウト

に進展

(4)鋼材の腐食
膨張によると
考えられる

(5)上記いずれにも
該当しない

外力

かぶり不足

凍害

ひびわれパタ
ーンによる損傷
原因抽出フロー

環境条件に
よる損傷原因
抽出フロー

品質不良
施工不良
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ひびわれパターンによる損傷原因推定フロー  

 ＲＣ橋特有の項目について以下に示す。その他の項目についてはＰＣ橋と共通とする。 

 (1)耐荷力の低下、外力の増加が懸念される 

・耐荷力の低下：ひびわれから錆汁が多く発生している、剥離・鉄筋露出から見られる鋼材の腐食が

著しい、コンクリートに幅の広いひびわれが多数発生しているなどの場合は、鋼材断面欠損等によ

り耐荷力が低下している可能性がある。 

・地震、偏土圧等の作用：地震、衝突、想定外の荷重（過積載）などによる短期的な断面力の増加、

偏土圧、圧密沈下、洗掘などによる支点沈下、支点移動による長期的な断面力の増加が考えられる。 

・死荷重の増加：床版の上面増厚、歩車道境界への車両用防護柵の追加など、架設時から死荷重が増

加している場合が考えられる。 

・活荷重の増加：現況の交通量が多く、設計活荷重が小さいとひびわれが発生する可能性がある。 

 活荷重に関する基準の変遷は以下の通りである。 

  ・1919 年（大正 8 年）道路構造令および街路構造令： 

    街路（自動車 11.250tf、転圧機 15tf）、国道（自動車 7.875tf、転圧機 12tf） 

  ・1926 年（大正 15 年）道路構造に関する細則案： 

    街路（自動車 12tf、転圧機 14tf）、国道（自動車 8tf、転圧機 11tf） 

  ・1939 年（昭和 14 年）鋼道路橋設計示方書：一等橋 13tf、二等橋 9tf 

  ・1956 年（昭和 31 年）鋼道路橋設計示方書：一等橋 20tf、二等橋 14tf 

  ・1993 年（平成 5 年）道路橋示方書    ：A、B 活荷重 25tf 

※ RC 橋の設計について 

・1956 年（昭和 31 年）のコンクリート標準示方書から異形鉄筋が加わり、1964 年（昭和 39 年）

の JIS で異形鉄筋が規格化された。それ以前は丸鋼が使われていたため、異形鉄筋と比べてコン

クリートとの付着力に劣る。 

・コンクリートの設計基準強度は、1964 年（昭和 39 年）の鉄筋コンクリート道路橋設計示方書で

180kgf/cm2以上と規定される以前は定められていなかった。 

・1964 年（昭和 39 年）の鉄筋コンクリート道路橋設計示方書までは、設計荷重作用時の許容応力

度に対する照査のみを行っており、1978 年（昭和 53 年）の道路橋示方書で終局荷重時の破壊に

対する安全度の照査を行うようになった。 

・このように架設年次の古い RC 橋は、耐荷力やコンクリートの品質（豆板、空洞等）、鉄筋のかぶ

り確保などに問題を抱えている事例が多く報告されている。平成 5 年のスパイクタイヤ禁止以降、

凍結抑制剤の散布量が増加したこともあり、塩害が進行してきている。特に、かぶりの薄いスター

ラップ筋は損傷しやすいため、せん断耐力の低下に伴う桁端部のひびわれに留意する必要がある。 

(2) 外縁鉄筋位置に沿って発生 

 スターラップ等の 外縁鉄筋は、塩分の浸透により 初に腐食が生じる鋼材であり、 外縁鉄筋に

沿ったひびわれが生じる。鋼材の腐食が進むと錆汁が生じる。 

(3)鉄筋量の不足が懸念される 

 床版橋などのように支間に比べ比較的幅員の広い橋梁では、橋軸直角方向の曲げモーメントが大き

くなり橋軸方向のひびわれが発生することがある。鉄筋の曲げ上げ点付近では、折り曲げ鉄筋の位置

の不良、下縁側の軸方向鉄筋量の不足などによりひびわれが生じることがある。 

(4)局部的な応力集中により発生 

 断面の急変部などは、局部的に応力集中が生じてひびわれが発生する場合がある。 
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6.1.3 工法検討にあたっての調査 

詳細調査では、損傷の程度や範囲を把握し、損傷の程度や原因に応じた適切な補修工法の選定と、

損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めなければならない。 

詳細調査項目・内容については第５編ＰＣ橋に準じること 

【解 説】 

（１）補修設計時標準調査で把握すべき損傷項目と記録すべき事項 

 1) ひびわれ 

コンクリートのひびわれは、様々な要因によって、様々な形状や規模で発生する。表面に生じ

たひびわれの①発生パターン、②幅、③延長、④部材貫通の有無をルーペ、クラックゲージ、ス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 2) 剥離・鉄筋露出 

ハンマーによるたたきにより、コンクリートのうき、剥離・鉄筋露出を明らかにし、スケー     

ル等で①形状、②面積、③深さ、④鉄筋錆範囲等を測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 3) 漏水・遊離石灰 

表面に生じた漏水・遊離石灰の①発生パターン、②形状、③面積をスケール等で測定し、損傷

の程度や範囲を把握する。 

 4) 豆板・空洞 

ハンマーによるたたきにより、豆板・空洞の損傷を明らかにし、①形状、②面積、③深さをス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 

（２）補修設計時追加調査すべき事項 

生コンクリートが JIS 化される以前の RC 橋の場合には、使用骨材の吸水率や割れが原因と推

定される事例も見受けられることから、疑われる損傷を発見した場合には、骨材の詳細調査をし

なければならない。 
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6.1.4 補修工法 

（１）一般的な事項は第５編ＰＣ橋に準じるものとする。 

（２）架設年次の古い（昭和中期以前）のＲＣ桁は、耐荷力に劣ることに加え、劣化因子の侵入に

対する抵抗性も小さいことから、損傷に対する安全性は総合的に評価する必要がある。 

【解 説】 

東北地方のＲＣ橋の損傷は、漏水等による水分が凍結融解することにより剥離・鉄筋露出した損傷

例が見られる。また、冬季に東北地方のほぼ全域で凍結抑制剤を散布していることから、今後、飛散

塩分による塩害が顕在化することが想定される。従って、ＲＣ桁への水の遮断・抑制を図ることが橋

梁の延命化に向けて重要である。 

対策は第５編ＰＣ橋に準じるものとし、ここでは設計上の留意点を示す。 

（２）について 

 昭和 53 年道示以降のＲＣ桁の設計は、死荷重時に有害なひびわれが生じないように鉄筋の許容応

力度を 100N/mm2以下に規定しており、この状態でひびわれ幅は 0.2mm 程度以下となる。 

 死荷重時の規定 

 ・昭和 39 年 鉄筋コンクリート道路橋設計示方書：規定無し 

 ・昭和 53 年 道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編：解説文で 1000kgf/cm2以下が望ましいと記載 

 ・平成 14 年 道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編：条文で許容値 100N/mm2を規定 

 

 架設年次の古い（昭和中期以前）RC 桁は、付着力の劣る丸鋼を使用していること、スターラッ

プの径が細いこと、かぶりが少ないことなどから、現行構造物と比較して耐荷力に劣るとともに、劣

化因子の侵入に対する抵抗性も小さい構造である。 

 1956 年（昭和 31 年）のコンクリート標準示方書から異形鉄筋が加わったが、解説 図 6.1.5に示す

ように昭和 32 年の標準設計図ではまだ丸鋼を使用している。この標準図ではかぶりが 25mm と少な

いため（現行基準では、通常の地域で 35mm、塩害影響地域Ⅲで 50mm、塩害影響地域Ⅱで 70mm）

凍結抑制剤からの塩分の浸透、中性化の進行による劣化が早期に進行する。 

 特に、豆板、空洞等が見られる施工不良の橋梁は、「かぶりの薄いスターラップの腐食⇒スターラ

ップ径が細くて破断⇒せん断ひびわれの発生（せん断耐力低下）」と損傷が進行するため、耐荷力の

低下に留意する必要がある。（当時の構造は曲げ上げ鉄筋があり、スターラップだけでせん断力を負

担しているわけではないが、せん断破壊は脆性的であるため注意が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スターラップ径φ9

支間 14.0m 

スターラップ間隔 250～300 

純かぶり 
50mm-32/2-9=25mm 

主鉄筋径φ32 

幅員 11.5m 

解説 図 6.1. 5 鉄筋コンクリートＴ桁橋標準設計（建設省土木研究所 昭和 32 年 3 月） 
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鉄筋のかぶりが適切に確保されていないと、劣化因子の浸入により鉄筋の腐食が早期に進行するこ

とから耐久性が低下する。補修施工時においてかぶり不足が確認された場合は、適切に対処する必要

がある。 

 例えば、断面修復箇所が鉄筋継手位置と重なった場合で、重ね継手鉄筋が本来確保すべきかぶり内

に位置している場合は、かぶりを適切に確保できるようにはつり範囲を広げて鉄筋位置を修正する、

表面処理工により中性化の進行を防止するなどの対応が必要である。 

 また、鉄筋の結束線についてもかぶり内に入らないようにする必要がある。（結束線は鉄筋内側に

折り曲げること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 補修材料 

   第５編ＰＣ橋に準じるものとする。 

 

 

 

剥離・鉄筋露出

結束線もかぶり
内に入れない

例）補修範囲を広げて
鉄筋位置を修正

例）表面処理工により
中性化を抑制 

重ね継手鉄筋がか
ぶり内に入ってる 

剥離・鉄筋露出

かぶりを確保すべき
箇所に鉄筋が配置 

重ね継手箇所

解説 図 6.1. 6 かぶり確保に関する留意事項
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6.2  支点部のせん断ひび割れ 

6.2.1 損傷の特徴と原因 

（１）支点部、支点付近の主桁側面に斜め 45 度に発生しているひび割れである。 

（２）せん耐力以上の荷重が作用し斜めひび割れが発生すると、圧縮力をコンクリート、引張力

を鉄筋で受け持たせるという RC の基本的な機構が損なわれ、部材が変形せずに急激に破壊

に至る可能性がある。（脆性的な破壊）そのため、仮受け支保工の設置などの緊急措置の検

討を行う必要がある。 

（３）一般に脆性的なせん断破壊を防止するためにせん断補強筋が配置されているが、昭和 52年

以前に適用されている RC桁はせん断補強筋の配置間隔が広いため注意が必要である。 

 【解 説】 

  せん断補強筋の配置の考え方を道路橋示方書の年代別に整理した。 

  昭和 39年適用の道示では、せん断補強筋は計算上必要な区間だけに配置されており、その他の

範囲では 低限の配筋となっている。そのため、鉄筋の配置変化位置で耐力不足となり、せん断

ひび割れが発生する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造細目 昭和39年道示 昭和52年道示 平成2年道示

鉄筋径 φ9以上 D13以上 D13以上

必要範囲の 大間隔 有効高の1/2 有効高の1/2 有効高の1/2

不要範囲の 大間隔 有効高以下 30ｃｍ以下 30ｃｍ以下

配置区間 規定なし 規定なし 必要な区間に有効高を加えた区間

軸方向筋間隔 50ｃｍ以下 30ｃｍ以下 30ｃｍ以下

備考

・計算上必要な区間だけに配置
・不要範囲の 大間隔が広いため、
　配置変化位置で耐力不足になる
　可能性がある。

・計算上必要な区間だけに配置
・不要範囲の 大間隔を狭めため、
　配置変化位置で耐力不足になる
　可能性が減少している。

・必要区間に有効高分シフトした
　範囲に設置
・計画範囲が広くなっているため、
　荷重増加した場合でも安全性が
　高い。

計算上必要
な区間

計算上必
要な区間

有効高を加
えた区間

配置変化位置で耐力不
足となる可能性がある

S39道示 Ｈ2道示

解説 表 6.2. 1 道路橋示方書年代別の考え方 

解説 図 6.2. 1 せん断補強筋の考え方 

解説 写 6.2. 1 せん断ひび割れ事例 
支保工による仮受け措置あり 

解説 写 6.2. 2 せん断ひび割れ事例 
道路橋の定期点検に関する参考資料(2013) 
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6.2.2 工法検討にあたっての調査 

    詳細調査については、5.1.3 6) を参照し、上部工コンクリートの健全度、及び現況の耐

荷力について評価を行うこと。 

必要に応じて、載荷試験、応力頻度計測による応力性状の把握を行い、供用安全性につい

て評価したうえで対策を実施することが望ましい。 

 

 

6.2.3 補修工法 

工法選定にあたっては、5.1.3 6)参照すること。 
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第7編  下部構造 

 

7.1  コンクリートの損傷（ひび割れ） 

7.1.1 損傷の特徴 

一般に、下部工の変状は①環境作用による変状、②外力作用による変状、③初期欠陥（設計・

施工不良）による変状に分類できる。これらの変状が下部工の構造性能に及ぼす影響は外観変状

の程度のみによるものではなく、「変状した部位」とその範囲、変状の「パターン」、変状の「原

因」などによって異なることに留意する。 

【解説】 

  下部構造に生じる主な損傷として、ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、変色・劣化

について、想定される損傷原因を解説 表 7.1.1 主な損傷と損傷原因に示す。 

 

解説 表 7.1. 1 主な損傷と損傷原因 

主な損傷 

主な損傷原因 

外 的 原 因 内 的 原 因 

外力作用 環境 材料劣化 構造 製作・施工 

ひびわれ 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

乾燥収縮、 

温度変化、 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

凍害、 

化学的侵食 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

 

 

 

 

 

 

構造不良 

鉄筋不足、応

力集中等 

 

施工不良、 

品質不良、 

防水・排水工不良

剥離・ 

鉄筋露出 

疲労、 

支承の機能障害、

耐荷力の低下、 

外力の増加 

地震、衝突、活

荷重、死荷重、

偏土圧、圧密沈

下、洗掘 等 

漏水・遊離

石灰 
（ひびわれの進行による） 

変色・劣化 火災 

塩害（飛来・飛散

塩分）、 

化学的侵食、 

死滅したかび（黒

色） 

アルカリ骨材反応、 

中性化、 

品質の経年変化 

－ 品質不良 
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7.1.2 損傷原因 

ひびわれパターンと損傷原因として考えられる項目を解説 表7.1.2～7.1.3に示したので参考に

するとよい。 

下部構造の損傷は、損傷原因が必ずしも一つとは限らないため、可能性のある損傷原因を全て

抽出するものとする。 

【解 説】 

（１）環境条件が原因の損傷 

 環境条件による塩害（飛来塩分）、凍害、化学的侵食及び、漏水による塩害（飛散塩分）、凍害など

の劣化は、損傷の直接的な損傷原因ともなるし、損傷を加速させる二次的な損傷原因ともなる。どち

らの場合も確実に損傷原因として抽出できるようにするため、ひびわれパターンによる損傷原因抽出

フローとは別に損傷原因を抽出することとした。  

 

（２）ひびわれパターン 

 損傷がひびわれの場合は、定期点検においてひびわれパターンを記録することとなっている。ひび

われパターンは、発生箇所、発生形状に応じて区分されているため、このひびわれパターンから損傷

の発生原因がある程度推定できる。ひびわれの発生パターンと推定される損傷原因を解説 表 7.1.2、

表 7.1.3 に示す。 

 ひびわれパターンを用いて損傷原因を推定するに当たり、ひびわれパターンの選択方法について以

下に留意点を示す。 

 

 

 

 

 

 

（３）対策履歴について 

 下部工は、側道橋の拡幅を支持するために後付けで梁を下部工躯体に設置している場合もあること

から、設計時に想定した荷重状態で無いこと、後付け部との一体性が確保されているかなど、損傷原

因については過去の対策工法の履歴を踏まえて総合的に判断する必要がある。 

 

 

・④以外のひびわれパターンは、解説 表 7.1.2、3に示す発生位置（橋台全面、支承下部等）、発生部

位（打ち継ぎ目、鉄筋段落し部等）、ひびわれ方向（鉛直、縦方向等）の全てに着目して選択する．

・④については、発生位置によらずひびわれ形状だけに着目して選択する． 

（例）支承部付近に亀甲状のひびわれがあれば⑤ではなく④を選択 
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解説 表 7.1. 2 ひびわれパターンと損傷原因（その１） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

 

橋台前面 

①規則性のある鉛直ひびわれ 外縁鉄筋に沿ったひびわれの場合

・かぶり不足による中性化 

・塩害（飛来塩分） 

打ち継ぎによる場合 

・乾燥収縮 

 

 

 

 

 

橋台前面 

②打ち継ぎ目に垂直なひびわれ ・打ち継ぎによる乾燥収縮 

 

 

 

 

 

橋台前面 

④亀甲状、くもの巣状のひびわれ 

 

・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇所

の微細なひびわれの場合） 

 

 

 

 

 

 

支承下部 

⑤支承下面付近のひびわれ ・支承の機能低下（桁の伸縮、回転

の拘束） 

・支点の沈下、移動 

・外力の増加（地震による水平力含

む） 

・鉄筋量の不足 

 

 

 

 

 

支承下部 

②打ち継ぎ目に鉛直なひびわれ ・打ち継ぎによる乾燥収縮 

 

 

 

 

 

Ｔ型橋脚 

③鉄筋段落し付近のひびわれ 

 基部付近のひびわれ 

・地震による水平力 

・鉄筋量の不足 

 

 

 

 

 

Ｔ型橋脚 

④亀甲状、くもの巣状のひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇所

の微細なひびわれの場合） 

 

 

 

 

 

Ｔ型橋脚 

⑥張り出し部の付け根側のひび

われ 

・外力の増加（曲げひびわれ、地震

による水平力含む） 

・疲労 

・鉄筋量不足 

・支保工の沈下 

・早期脱型 

 
①

 

②

 

④

 

⑤

 

②

 

④

 ⑥

 ④ ③  ④ ③
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解説 表 7.1. 3 ひびわれパターンと損傷原因（その２） 

位置 ひびわれパターン 推定される損傷原因 

 

 

 

 

 

Ｔ型橋脚 

⑦橋脚中心上部の鉛直ひびわれ ・乾燥収縮 

・外力の増加 

・鉄筋量不足 

 

 

 

 

 

Ｔ型橋脚 

⑧張り出し部の付け根下側のひ

びわれ 

・打ち継ぎ目の施工不良 

（柱部の沈下収縮） 

・乾燥収縮 

 

 

 

 

 

 

ラーメン橋脚 

④亀甲状、くもの巣状のひびわれ ・アルカリ骨材反応 

・凍結融解（滞水が生じている箇所

の微細なひびわれの場合） 

 

 

 

 

 

 

ラーメン橋脚 

⑨柱上下端・ハンチ全周にわたる

ひびわれ 

・隣接する基礎工の相対沈下（単独

フーチング基礎の場合） 

・外力の増加（地震による水平力含

む） 

 

 

 

 

 

 

ラーメン橋脚 

⑩柱全周にわたるひびわれ ・地震力に対する鉄筋量不足 

 

 

 

 

 

 

ラーメン橋脚 

⑪柱上部・ハンチ全周にわたるひ

びわれ 

・応力の伝達機構が複雑な箇所であ

り、応力集中により発生する場合

がある 

・鉄筋量の少ない箇所であり、地震

力、不等沈下等により生じる場合

がある 

 

 

 

 

 

 

ラーメン橋脚 

⑫はり中央部下側のひびわれ ・外力の増加（曲げひびわれ） 

・疲労 

・支保工の沈下 

・早期脱型 

 

 

⑦

 

⑧

 ④ 

 ⑨ 

 
⑩ 

 ⑪ 

 ⑫ 
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（４）損傷原因の抽出 

 損傷原因の抽出は、環境条件による損傷原因抽出フロー、ひびわれパターンによる損傷原因抽出フ

ロー、剥離・鉄筋露出の損傷原因抽出フロー、漏水・遊離石灰の損傷原因抽出フローを用いて実施す

る。ここで、環境条件による損傷原因抽出フローは、ひびわれ、剥離・鉄筋露出の有無に限らず必ず

実施するものとする。 

 なお、本フロー図を用いて損傷原因を推定した結果、何れにも該当しない場合は、専門技術者に相

談して損傷原因を推定する必要がある。 

 ひびわれパターンについては、フロー図の利便性を考慮して、主な損傷原因が同じであるひびわれ

パターンをグルーピングしているため、個々の詳細について確認する場合は、解説 表 7.1.2、表 7.1.3

を参考にすると良い。 

 

 本フロー図は、可能性のある損傷原因を漏れなく抽出するためのものである。そのため本フロー図

の利用方法を以下に示す。 

・箱書きの条件に該当する場合は、横方向に進み損傷原因を抽出するとともに次の箱書きに進む。 

・箱書きの条件に該当しない場合は、そのまま次の箱書きに進む。 

・このように箱書きの条件に該当する場合はその都度横方向に進み、該当する損傷原因を一つに限定

することなく、複数抽出することとする。 

 

 フローの利用方法 

 損傷原因の推定において、条件１、条件３に該当する場合は、原因Ａと原因Ｃの二つが損傷

原因として推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定される損傷原因

START

次に進む

次に進む

該当する

次に進む

該当しない

次に進む

END

該当する

該当する

条件３原因Ｃ

条件４原因Ｄ

条件１原因Ａ

原因Ｂ 条件２

条件１に該当する

場合は、原因Ａを

抽出するとともに

次の条件に進む 

該当した損傷原因

を抽出する 

該当した損傷原因

を抽出する 

条件２に該当しな

い場合は、そのま

ま次の条件に進む
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解説 図 7.1. 1 環境条件、ひびわれパターンによる損傷原因の抽出 

推定される損傷原因

③,⑨,⑩ ④①

次に進む

次に進む

⑪

ひびわれパターンによる損傷原因抽出フロー環境条件による損傷原因抽出フロー

該当する

END

START

END

次に進む

ひびわれパターン図

(1)沿岸部における
塩害環境下

(2)塩害によると
思われる損傷

該当する

損傷箇所に
漏水，滞水がある

(3)凍結抑制剤
散布地域

次に進む

該当する 該当する

(4)凍結環境
該当する

次に進む

(5)架設年が古い
（概ね50年以上）

次に進む

該当する

次に進む

(5) 外縁鉄筋位
置に沿って発生

(4)沿岸部における
塩害環境下

該当する 該当する

(1)粗骨材に沿って亀
甲ひびわれが進展

(3)耐荷力の低下，
外力の増加が

懸念される

該当する

該当する

(9)損傷部に伸縮
装置からの漏水

該当する

(10)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

該当する

(11)上記(4),(9)に該
当しない

該当する

⑥,⑦,⑫⑤

(8)支承の機能が
損なわれている

(13)環境条件を含め，損
傷原因に該当が無い

次に進む

該当が無い

アルカリ
骨材反応

耐荷力低下
外力の増加

塩害
（飛来塩分）

構造不良

塩害
（飛散塩分）

凍害

中性化

かぶり不足

該当する

疲労

品質不良
施工不良

(6)鉄筋量の不足
が懸念される

⑤

該当する

次に進む

次に進む

②,⑧

乾燥収縮

次に進む

(7)打ち継ぎ目に垂
直に発生

次に進む

該当する

次に進む

次に進む

次に進む

次に進む

温泉地，
酸性河川流域

該当する
化学的侵食

支承機能障害

(12)活荷重による
応力変動が大きい

該当する

次に進む

次に進む

③,⑥,⑦,⑨,⑩,⑪,⑫

 
 

①  
 

② 

 
 

②

 
 

④ 

 ④  
 ④ 

 
 

⑤ 

 ⑥

 
 

⑦  
 

⑧ 

 
 ⑨  

 
⑩

 
 ⑪  

 ⑫ 

③,⑨,⑩,⑪⑥,⑦,⑫

 ④③

 
 

④ ③

該当する
地震の影響

(2)基部,段落とし部
のひびわれ，

支承アンカーに沿
った斜めひびわれ

次に進む
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 コンクリート構造物には、「ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰」などの損傷が多く生じ

ているため、ひびわれと同様にそれぞれの損傷原因の推定フローを解説 図 7.1.2、7.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

－－－－－－－－－－－ 損傷原因抽出フローの条件判断に関する説明 －－－－－－－－－－－－ 

 環境条件による損傷原因推定フロー  

  4.1.2 を参照すること。 

剥離・鉄筋露出の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

該当する

次に進む

該当する

次に進む

該当なし

次に進む

END

該当する

次に進む

該当する

(1)衝突又は接触し
た跡が見られる

(2)鉄筋露出部
のかぶりが不

足している

(3)微細なひびわ
れ、表面層の剥離

(4)鋼材の腐食
膨張によると
考えられる

(5)上記いずれにも
該当しない

外力

かぶり不足

凍害

ひびわれパタ
ーンによる損傷
原因抽出フロー

環境条件に
よる損傷原因
抽出フロー

品質不良
施工不良

漏水・遊離石灰の
損傷原因抽出フロー

推定される損傷原因

START

次に進む

該当する

次に進む

END

排水管からの
飛沫水が付着

排水管の損傷，
延長不足

ドレーンからの
漏水・滞水

伸縮装置，ス
ラブドレーンから

の導水不良

該当する

次に進む

該当する 桁端部から橋座
面への漏水

伸縮装置
非排水機能の

不備・不良

解説 図 7.1. 2 剥離・鉄筋露出の損傷原因の抽出 解説 図 7.1. 3 漏水・遊離石灰の損傷原因の抽出
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ひびわれパターンによる損傷原因推定フロー  

(1)粗骨材に沿って亀甲ひびわれが進展 

 アルカリ骨材反応による損傷は、東北地方から北陸にかけての日本海沿岸で多く見られる。アルカ

リ骨材反応のひびわれは、亀甲状、網目状のひびわれが発生し、白色のゲル状物質が滲出する。また、

太径の主鉄筋が多数配置されている箇所では、鉄筋により膨張が拘束されるため鉄筋に沿ったひびわ

れが生じる。同年代の竣工でアルカリ骨材反応による変状が著しい構造物が周囲にある場合には同種

の骨材を使用している可能性が高い。アルカリ骨材反応に関しては、昭和 61 年 6 月「アルカリ骨材

反応暫定対策について」が建設省技術調査室から通達、昭和 61 年 10 月 JIS A 5308「レデーミクス

トコンクリート」にアルカリ骨材反応抑制対策が盛り込まれた。従って、これ以前の橋梁はアルカリ

骨材反応対策がなされていないか確認すること。なお、凍結抑制剤に含まれている塩分は、アルカリ

骨材反応を促進することから、アルカリ骨材反応による損傷が顕在化している箇所で、漏水、回り水

等により凍結抑制剤が損傷部に供給されている場合は特に注意する必要がある。 

(2)基部、段落とし部のひび割れ、支承アンカーに沿った斜めひび割れ 

  橋脚の柱部は地震等の水平力に起因する曲げモーメントやせん断が大きく作用する。１本柱に生

じる曲げモーメントは橋脚の下部に向かうにつれて大きくなるが、昭和 55 年より古い道路橋示方書

で設計・施工された既設の鉄筋コンクリート橋脚では解説 図 7.1.4に示すように軸方向鉄筋の段落と

しが行われていた。大規模な地震に対して段落とし部が弱点となることがこれまでの地震被害から明

らかでああり、橋脚の耐荷力低下に影響する損傷であることから、橋脚のひびわれ位置、性状に注意

する必要がある。平成 8 年以降の道路橋示方書では、橋脚高さ 30ｍ未満までは原則段落としは行わ

ないものとしている。 

 

 

 

 

 

 

また、地震時の大きな水平力が支承を介して作用すると、橋座端部に支承アンカーに沿った斜めひ

び割れが発生する場合がある。沓座部の損傷については 7.2で詳述する。 

※ 下部構造の設計について 

 下部構造の形状、配筋は概して、橋台であれば土圧により、橋脚であれば地震荷重により決まって

いるため、通常の荷重では損傷を受けることはほとんど無いが、大地震のたびに何らかの被災を受け

て、その都度技術基準の改定が行われてきている。 

・関東大震災［1923 年（大正 12 年）］：神奈川県を中心にせん断力による被害と、東京都や横浜市

での火災による被害が多い。 

・福井地震［1948 年（昭和 23 年）］：せん断力と地盤の液状化による落橋が多い。 

・新潟地震［1964 年（昭和 39 年）］：地盤の液状化による被害が多い。 

・十勝沖地震［1968 年（昭和 43 年）］、日本海中部地震［1983 年（昭和 58 年）］、三陸はるか沖地

震［1994 年（平成 6 年）］：地震の規模の大きさに対して橋梁に大きな被害は見られなかった。 

・宮城県沖地震［1978 年（昭和 53 年）］：せん断力による被害が多い。 

・兵庫県南部地震［1995 年（平成 7 年）］：せん断破壊、曲げ破壊、液状化に伴う側方流動によるも

のが多数発生。 

解説 図 7.1. 4 橋脚の耐震基準の変化 

計算上不要となる位置

鉄筋

鉄筋を減らす

計算上不要となる位置

鉄筋

計算上不要となる位置

鉄筋

鉄筋は減らさない
鉄筋を減らす

鉄筋を減らす位置を
高くする

Ｓ55以前 Ｈ8以前 Ｈ8以降 

橋脚高さ 30m 未満 

原則段落としなし 
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(3)耐荷力の低下、外力の増加が懸念される 

・耐荷力の低下：ひびわれから錆汁が多く発生している、剥離・鉄筋露出から見られる鋼材の腐食が

著しい、コンクリートに幅の広いひびわれが多数発生しているなどの場合は、鋼材断面欠損等によ

り耐荷力が低下している可能性がある。 

・偏土圧等の作用：衝突、想定外の荷重（過積載）などによる短期的な断面力の増加、偏土圧、圧密

沈下、洗掘などによる支点沈下、支点移動による長期的な断面力の増加が考えられる。 

・死荷重の増加：床版の上面増厚、歩車道境界への車両用防護柵の追加など、架設時から死荷重が増

加している場合が考えられる。 

・活荷重の増加：現況の交通量が多く、設計活荷重が小さいと橋脚の梁部などではひびわれが発生す

る可能性がある。 

(4)沿岸部における塩害影響地域 

 塩害部における塩害影響地域（P7-8）においては、飛来塩分の付着による塩害が進行する。ただし、

下部構造は、上部工と比べてかぶりが大きいため塩害が生じにくく、かつ、塩害による鋼材腐食が生

じたとしてもその劣化の進行は比較的緩やかである。 

(5) 外縁鉄筋位置に沿って発生 

 外縁の鉄筋は、塩分の浸透により 初に腐食が生じる鋼材であり、 外縁鉄筋に沿ったひびわれ

が生じる。鋼材の腐食が進むと錆汁が生じる。「土木構造物設計マニュアル（案）－土工構造物・橋

梁編－ 平成 11 年 11 月 建設省」では、下部構造の配筋方法について解説 図 7.1.5のように 外縁

鉄筋を主鉄筋から配力鉄筋に変えている。実際には、平成 7 年の兵庫県南部地震以降徐々にこのよ

うな配筋方法に変ってきており、平成 11 年のマニュアルによりこの配筋方法が定着したと見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)鉄筋量の不足が懸念される 

 平成 14 年道示では死荷重時の鉄筋応力の許容値を 100N/mm2と条文で規定しているが、それ以前

の道示ではコンクリート橋編の解説に記載されていたこともあり、下部構造設計において必ずしも死

荷重時の許容値 100N/mm2を遵守していない場合も見られる。また、平成 39 年道示では解説を含め

て死荷重時の許容値が設定されていなかったこともあり、特に橋脚の梁では、死荷重時の必要鉄筋量

が不足している場合には、ひびわれの発生が見られる。 （100N/mm2の応力度でひびわれ幅は 0.2mm

程度以下） 

(7)打ち継ぎ目に垂直に発生 

 コンクリートを打ち継ぐ場合、新しく打設したコンクリートが乾燥収縮するとき、先に打設したコ

ンクリートに収縮変形を拘束されることにより、打ち継ぎ目に垂直にひびわれが発生する。

配力鉄筋 

主鉄筋 

配力鉄筋 

主鉄筋 

解説 図 7.1. 5 橋台の配筋方法 
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(8)支承の機能が損なわれている 

 支承の腐食、破断、沓座沈下等により、桁の伸縮機能、回転機能、鉛直荷重支持機能が保持されて

いないと、桁の温度変化時の伸縮変位、活荷重載荷時の回転変位を拘束するため、橋座端部に損傷が

生じる場合がある。 

(9)損傷部に伸縮装置からの漏水 

 凍結抑制剤を散布する地域では、伸縮装置の非排水機能が損傷すると、パラペット、橋座面、縦壁、

橋脚梁などが漏水し、塩害が発生する懸念がある。 

(10)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微

細なひびわれ、ポップアウトが生じる。また、南西方向の構造物面などでは、日射により凍結融解を

繰り返すような箇所に生じやすい。 

(11)上記(3)、(8)に該当しない 

 外縁鉄筋は、 もかぶりが薄い鉄筋である。 外縁鉄筋位置でひびわれが発生しており、塩害で

はない場合は、中性化、かぶり不足が考えられる。 

(12)活荷重による応力変動が大きい 

一般に繰り返し荷重を直接受ける下部工の梁部材などは十分な疲労耐力を有しているため、予想外

の荷重が想定以上に繰り返し加わるなどの場合を除き、安全性に影響を与えるような劣化や損傷が生

じることはない。ただし、使用条件下で共振現象や高速走行荷重を受けるようなもので剛性が小さい

部材については、疲労による損傷が発生する懸念がある。 

(13)環境条件を含め、損傷原因に該当が無い 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良、施工不良について検討する。 

 剥離・鉄筋露出の損傷原因推定フロー  

(1)衝突又は接触した跡が見られる 

 剥離・鉄筋露出箇所周囲に、衝突又は接触した跡が見られる場合は、交通車両の接触、桁架設時の

接触等によりコンクリートが欠損したと考えられる。 

(2)鉄筋露出部のかぶりが不足している 

 鉄筋が露出している箇所のかぶりが、設計上必要なかぶりを確保されていない場合、中性化などに

より鋼材が腐食膨張して剥離に至る。 

(3)微細なひびわれ、表面層の剥離 

 漏水や滞水を伴う箇所に凍結が生じると、コンクリート表面にスケーリング（表面層の剥離）、微

細なひびわれ、ポップアウトが生じる。また、日照状況から凍結融解を繰り返すような箇所で生じや

すい。 

(4)鉄筋露出部に腐食が見られる 

 ひびわれからの劣化因子の侵入により鉄筋が腐食し、体積膨張により剥離・鉄筋が生じている場合

は、ひびわれパターンによる損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

 塩害の進行、中性化の進行により鉄筋が腐食し、体積膨張により剥離・鉄筋露出が生じている場合

は、環境条件による損傷原因推定フローを用いて損傷原因を推定する。 

(5)上記いずれにも該当しない 

 上記いずれの原因にも該当しない場合は、品質不良（セメント不良等）、施工不良（締固め不足等）、

構造不良（局部応力集中等）について検討する。 
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7.1.3 工法検討にあたっての調査 

損傷状況から抽出された損傷原因については、原因対策型の補修を実施するために詳細調査を

実施して損傷原因を特定しなければならない。更に詳細調査では、損傷の程度や範囲を把握し、

損傷の程度や原因に応じた適切な補修工法の選定と、損傷範囲に応じた適切な補修範囲を決めな

ければならない。 

【解 説】 

 補修設計にあたっては、同じ損傷を繰り返さないために、損傷自体の対策だけでなく、損傷の発生

原因を含めた対策を行わなければならない。更に、補修の必要性の判断、補修工法の選定、補修範囲

の確定のためには、損傷の程度や範囲を詳細調査により把握しなければならない。従って補修設計時

標準調査、補修設計時追加調査は、損傷原因の特定、損傷の程度や範囲を把握することを目的に行う

必要がある。なお、補修範囲は当該損傷だけに着目せず、別損傷の状況、他の径間に生じている損傷

状況など橋梁全体を総合的に評価して決定する必要がある。 

 補修工法の選定は、予防保全、残存供用期間を考慮のうえ、 小のライフサイクルコストを実現で

きる時期、工法を採用することが望ましい。ただし、本手引きにおいては、対策区分Ｃの損傷につい

て、原因を含めて適切に補修することを主眼としているため、損傷の原因、程度、範囲から補修工法

を選定することとした。架替え予定の橋梁の補修などは、個別に検討して判断すること。 

 

（１）補修設計時標準調査で把握すべき損傷項目と記録すべき事項 

 1) ひびわれ 

コンクリートのひびわれは、様々な要因によって、様々な形状や規模で発生する。表面に生じ

たひびわれの①発生パターン、②幅、③延長、④部材貫通の有無をルーペ、クラックゲージ、ス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 2) 剥離・鉄筋露出 

ハンマーによるたたきにより、コンクリートのうき、剥離・鉄筋露出を明らかにし、スケー     

ル等で①形状、②面積、③深さ、④鉄筋錆範囲等を測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 

 3) 漏水・遊離石灰 

表面に生じた漏水・遊離石灰の①発生パターン、②形状、③面積をスケール等で測定し、損傷

の程度や範囲を把握する。 

 4) 豆板・空洞 

ハンマーによるたたきにより、豆板・空洞の損傷を明らかにし、①形状、②面積、③深さをス

ケール等で測定し、損傷の程度や範囲を把握する。 
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7.1.4 補修工法 

（１）橋台、橋脚の補修設計に際して漏水が見られる場合は、水の遮断・抑制を図るため、7.1.3

に従い伸縮継手の非排水化、排水流末処理等の計画をしなければならない。 

（２）補修設計は、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を 優先に実施するものとする。 

（３）異なる損傷が近接している場合、損傷原因が複数ある場合は、いずれの損傷や原因に対して

も対策を実施しなければならない。 

（４）補修範囲の設定に際しては、損傷の範囲や原因に応じて決定しなければならない。 

（５）補修工事においては、材料選定や施工方法に配慮しなければならない。   

（６）ひびわれ補修工は、ひびわれの進行性を評価し、劣化因子の遮断、抑制、除去等の観点で適

切な補修工法を選定しなければならない。 

（７）塩害の影響を受けた部材を断面修復する場合は、断面修復部と既設コンクリート部の間で生

じるマクロセル腐食に注意しなければならない。 

（８）下部構造は、洗掘、沈下、側方移動等の変位により、他の部材の損傷を誘発するとともに、

橋梁全体の安全性の低下に繋がるため、周辺状況の変状も踏まえて総合的に評価する必要がある。

【解 説】 

 （１）について 東北地方の橋台、橋脚の損傷は、漏水等による水分が凍結融解することにより剥

離・鉄筋露出した損傷例が見られる。また、冬季に東北地方のほぼ全域で凍結抑制剤を散布している

ことから、今後、飛散塩分による塩害が顕在化することが想定される。従って、橋台、橋脚への水の

遮断・抑制を図ることが橋梁の延命化に向けて重要である。 

（２）について  補修設計は、再劣化を防止するために、損傷箇所の補修より損傷原因の除去を

優先に実施す必要がある。特に補修履歴がある損傷（再劣化）は、損傷原因を先ず除去しないと、同

原因により再度損傷することとなる。このように再劣化した場合は、損傷原因の除去が特に重要であ

り、その効果（適切な原因除去がなされているかなど）を追跡調査等により確認する必要がある。 

（３）について  コンクリートの損傷原因が複数ある場合は、どの損傷原因にも適合できる補修を

行う必要がある。また、異なる損傷が近接している場合は、いずれの損傷にも対応できる計画とする

必要がある。なお、複合劣化による損傷の場合は、損傷の進行速度の評価、対策工法の選定において

高度な技術的判断が必要となるため、専門技術者により詳細な検討を行う必要がある。 

 複合劣化による損傷は、設計上次の点に留意する必要がある。 

    1) アルカリ骨材反応と塩害による劣化に脱塩工法を採用する場合は、コンクリート中の Na＋お

よび K＋が通電処理による電気泳動で陰極である鉄筋の近傍に集積し、カソード反応で OH－

が生成されることもあり、陰極である鉄筋近傍では局部的に高アルカリ環境が形成され、鉄

筋近傍を中心にアルカリ骨材反応が促進される恐れがある。５） 

   2) 塩害と中性化による劣化に再アルカリ化工法を採用する場合は、塩化物の含有量が多いと、

再アルカリ化処理溶液がコンクリート内部に十分浸透しなくなるので、 初に脱塩工法でコ

ンクリート中の塩化物を十分に除去し、その後に再アルカリ化工法を実施する必要がある。 

（４）について 補修範囲の設定にあたっては、劣化原因の抑制や除去、施工性等も加味して総合的

に判断する必要がある。 

 

7-12



 

（５）について 図 1.1.2 橋梁補修の基本的流れに示すように、設計者は設計時に施工計画についても  

適否を確認する必要がある。以下に、施工を考慮した設計事例を示す。 

 1) 連続繊維シート接着工法でひびわれを補修する際は、ひびわれ幅が比較的大きい場合や、ひ

びわれ部からの漏水が認められる場合には、下地処理としてひびわれ部を注入工法で補修す

る等の設計上の配慮が必要である。この下地処理が不十分だと、連続繊維シートと構造物と

の接着面が破壊し、シートの剥離などの不具合が生じることになる。 

 2) 中性化したコンクリート桁に再アルカリ化工法を行い、表面被覆工法により二酸化炭素の    

侵入を防止する場合は、塗膜剤の剥離を防ぐため、塗膜剤は、アルカリ性に強いポリマーセ

メント系などの材料を選定する必要がある。 

（６）について  ひびわれ補修において、乾燥収縮などの非進行性（施工中又は竣工後の早い時点

でひびわれが顕在化し、数年以内に収束）のひびわれについては、鋼材腐食の観点から、解説 表 7.1.4

により補修実施の有無を決めるものとする。なお、架設後まもない橋梁で乾燥収縮等のひびわれが進

行中の場合は、ひびわれが落ち着くまで水の浸入を防止するための応急処置で対応し、その後適切な

対応を行うのが良い。 

解説 表 7.1. 4 鋼材腐食の観点からのひびわれの補修判定１） 

環境条件 塩害・腐食環境下 

ひびわれ幅 

ｗ(mm) 

0.3＜ｗ 補修必要 

0.2＜ｗ≦0.3 補修必要 

ｗ≦0.2 補修不要 

※上表は、「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針 2009」の評価、判定の方法の表を用いて、延

命期間 20 年以上とした場合である。塩害・腐食環境下では、一般的な環境より損傷の進行が速くなる。 

 非進行性のひびわれに関しては、ひびわれ補修のみで、漏水や鋼材腐食を抑制できることから、ひ

びわれの挙動（温度変化による開閉や乾燥の進行に伴うひびわれの拡大など）とひびわれ幅に応じて、

解説 表 7.1.5により補修工法を選定するものとする。 

解説 表 7.1. 5 ひびわれの補修工法の選定例１） 

 ひびわれ部の挙動小 ひびわれ部の挙動大 

ひびわれ幅 0.2mm 以下 0.2～1.0mm 1.0mm 以上 0.2mm 以下 0.2～1.0mm 1.0mm 以上 

補修工法 
ひびわれ被覆

工法 
注入工法 充填工法 

ひびわれ被覆

工法 
注入工法 充填工法 

補修材料 

塗膜弾性 
防水材 

or 
ポリマーセメ
ントペースト 

エポキシ樹脂 
系注入材 

or 
アクリル樹脂
系注入材 

or 
注入用ポリマ
ーセメント 

ポリマーセメ
ントモルタル 

or 
可とう性エポ
キシ樹脂 

塗膜弾性 
防水材 

（軟質形） 
エポキシ樹脂
系注入材 

or 
アクリル樹脂
系注入材 

シーリング材
(ウレタン樹脂)

or 
可とう性エポキ

シ樹脂 

 一方、進行性のひびわれは、欠損を生じていない場合においても、単にひびわれを補修するだけで

は不十分であり、表面被覆工法や断面修復工法などの適用が必要となる。 

 解説 表 7.1.6は、損傷原因に応じた具体的な対策工法であるが、要求性能として何を重視するかに

よって選定する補修工法の組み合わせが異なることに注意する必要がある。 
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解説 表 7.1. 6 ひびわれ原因に応じた具体的な補修・補強工法１） 

劣化原因

要求性能 
中性化 塩害 

アルカリ

骨材反応
凍害 

化学的 
侵食 

風化 火災 荷重 

劣化因子の遮断 ひびわれ補修（表面塗布・注入・充填）・表面被覆工法 － － 

劣化速度の抑制 含浸 電気防食 含浸･拘束
ひびわれ補修（表面塗布・注入・充填） 

表面被覆工法 
－ 

劣化因子の除去 
断面修復 － 

再ｱﾙｶﾘ 脱塩 含浸  － 

耐力･変形性能の改善 補強・打換え（部材の取替えを含む） 

 

 昭和 53 年道示以降の橋脚の梁の設計は、死荷重時に有害なひびわれが生じないように鉄筋の許容

応力度を 100N/mm2 以下に規定しており、この状態でひびわれ幅は 0.2mm 程度以下となる。平成

14 年道示で条文に規定されたが、それまでは下部工編ではなくコンクリート橋編の解説に記載され

ていたこともあり、この許容値が遵守されていない場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 死荷重時の規定 

 ・昭和 39 年 鉄筋コンクリート道路橋設計示方書：規定無し 

 ・昭和 53 年 道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編 ：解説文で 1000kgf/cm2以下が望ましいと記載 

 ・平成 14 年 道路橋示方書Ⅳ下部工編     ：条文で許容値 100N/mm2を規定 

（７）について  塩害では鋼材表面の不動態皮膜が塩化物イオンにより破壊されることで腐食が開

始する。腐食反応は、鋼材表面から鉄イオン（Fe2+）が細孔溶液中に溶け出すアノード反応と鉄イオ

ンが鋼材中に残した電子（e-）が酸素と水と反応するカソード反応に分けて考えられる。鋼材の腐食

はこれらがいずれも起きることにより進行するものであり、アノード反応により溶け出た Fe2+がカソ

ード反応により生成した水酸化物イオン（OH-）と反応することにより水酸化第一鉄（Fe(OH)2）を生

成する。水酸化第一鉄は溶存酸素の供給により第二酸化鉄（Fe(OH)3）の赤錆となる。 

 アノード反応とカソード反応が同じ位置もしくは極めて近い位置で生じる場合の腐食が、ミクロセ

ル腐食と称される。ミクロセル腐食は、鉄筋表面全体で均一に腐食が進行する。マクロセル腐食は、

アノード反応とカソード反応が互いに離れた位置で生じ、一部で局所的に腐食が進行する。例えば、

ひびわれや打継目などの欠陥部で塩化物イオンや水、酸素など腐食因子の浸透が不均一となる場合な

どに生じる。 

 

 

 

 

 

 

Cl－ Cl－ Cl－ Cl－ Cl－ Cl－

ミクロセル腐食

鉄筋

コンクリート OH－ e－ 

アノード

カソード 

腐食

腐食が均一に全体で進行

Cl－ Cl－

マクロセル腐食 

鉄筋 

コンクリート 

OH－ 

e－ アノード カソード

腐食 

腐食が不均一に一部で卓越して進行 

Cl－

解説 図 7.1. 6 下部構造に生じる死荷重によるひびわれ例 

解説 図 7.1. 7 ミクロセル腐食とマクロセル腐食 ２） 
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 塩害を受けたコンクリート構造物に断面修復工による補修を行うと、腐食環境（たとえば、コンク

リート中の塩化物イオン濃度など）が異なる断面修復部と既設コンクリート部の間でマクロセルが形

成され、未補修部分の鋼材腐食が進行するおそれがある。従って、多量の塩化物イオン（2kg/m3 程

度を目安３））を含むコンクリートは、断面はつりによりすべて除去し、断面修復部と既設コンクリー

ト部の塩化物イオン濃度差をできるだけ小さくする必要がある。 

（８）について 架設年次の古い下部構造は、洗掘が生じている例が多い。これは、1950 年代後半

から 1960 年代中ごろにかけての過剰な砂利採取による河床の低下、ダムの整備による上流からの土

砂供給の減少によるものと考えられる。洗掘が進行して杭が露出すると、杭の水平方向の抵抗が見込

めなくなり、地震時の安全性が大きく損なわれる。直接基礎の場合は、基礎下面まで洗掘が進行する

と、沈下、傾斜、転倒の恐れが生じる。 

 軟弱地盤における摩擦杭の場合や、設定した支持層

の下に軟弱層がある場合などは、圧密沈下により基礎

が沈下する場合がある。また、側方移動は、橋台の背

面盛土の荷重により、軟弱層が塑性流動することによ

り基礎が水平方向に変位する現象である。主として橋

軸方向に大きな変位や傾斜を生じ、パラペットと桁の

遊間、伸縮装置の遊間に異常が見られ、変位が進行す

ると支承の破損、伸縮装置の破損、桁とパラペットの

密着による破損などに繋がる恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の隆起 

構
造

物
の

変
位

 

軟弱層 

支持層 

沈下 
γh

ｈ
 

流動 

橋台間の距離の計測 
（左右、上下の４箇所程度） 

遊間量の計測 

盛土の沈下、ひ

びわれの有無

桁の反り上がりの有無
遊間量の計測 

 定期計測により以下を確認 
 ・変位の進行の有無 
 ・季節による変動の有無 等 

解説 図 7.1. 8 側方移動のメカニズム 

解説 図 7.1. 9 側方移動の可能性判断のための計測例 
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7.1.5 補修材料 

第 5 編ＰＣ橋に準じるものとする。 
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7.2  沓座部の損傷 

7.2.1 損傷の特徴と原因 

（１） 漏水による影響を受けやすい胸壁、沓座、梁部のひび割れ、剥離・鉄筋露出 

（２） 外力（地震など）により、梁、沓座に発生するひび割れ 

【解説】 

（１）について 

桁端部の橋台、掛け違い部の橋脚では、伸縮装置等からの漏水により水が滞水しやすい環

境である。特に東北地方においては、凍結抑制剤の塩分を含む水分が供給されることにより、

塩害や凍害などの影響を受け劣化が進行しやすい。また、補修後短期間で漏水による再劣化

事例も多い。特に南面では日中の気温差の影響で網目状のひび割れが顕著にみられる場合が

多い。水分の供給や温度変化の繰り返しにより劣化が進行し、コンクリートの剥離に進展す

る危険性がある。 

    特に、古い橋梁の下部工は低品質な骨材が使用されている場合があり、コンクリートの脆弱

化が進んでいる場合もあるため、劣化深さの把握も必要となる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏 水

沓座(梁)の滞水胸壁の劣化

解説 図 7.2. 1 沓座（梁）部の劣化のイメージ 

解説 写 7.2. 1 伸縮装置からの漏水 

解説 写 7.2. 2 胸壁部の剥離・鉄筋露出 解説 写 7.2. 3 沓座部の欠損 

解説 写 7.2. 4 沓座部のひび割れ、欠損 
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 （２）について 

    地震後支承の損傷が確認されなかった場合は、他部材の損傷によりエネルギーを吸収して

いる場合があるため、沓座周辺の損傷状況の確認をする必要がある。 

   １）橋脚の梁付け根の鉛直ひび割れ  

地震により、想定外の水平力または鉛直荷重が作用した場合、固定橋脚（特に、水平力が

集中しやすい連続桁の固定部）において、ＲＣ橋脚の横梁付け根部に天端上端から縦方向の

ひび割れが発生する可能性がある。橋脚梁部のひび割れは常時鉛直荷重が作用する部位であ

るため、損傷の進展と二次災害防止のために緊急措置を行う場合もある。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    

 

 

２）沓座部の押し抜きせん断ひび割れ  

    沓座前面の押し抜きせん断ひび割れは、設計上想定していない箇所で発生する場合がある。 

    設計上は桁端部側のアンカーボルトから沓座前面に 45度でせん断抵抗面積を考慮している

が、事例では、沓座前面側のアンカーボルトから押し抜きせん断が生じている。この場合、想

定した抵抗面積よりも小さくなるため、押し抜きせん断耐力が不足する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道示Ⅳ 図-解 8.3.1 橋脚の張出ばりに作用する荷重の例 

沓座前面のうき 

道示Ⅳ 図-解 8.6.4 コンクリートの抵抗面積 

45°

設計上の抵抗面積

45°

事例での抵抗面積

解説 写 7.2. 5 梁付け根のひび割れ事例 解説 写 7.2. 6 梁付け根のひび割れ事例(接写) 

解説 図 7.2. 2 梁損傷イメージ 

解説 写 7.2. 7 沓座部の押し抜きせん断 解説 写 7.2. 8 押し抜きせん断ひび割れ事例 

解説 図 7.2. 3 抵抗面積 
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7.2.2 補修事例 

前項の１）橋脚の梁付け根の鉛直ひび割れに対する事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通行止め措置

橋脚梁下ベントによる仮受け

梁の鋼棒による横締め

ゲージ設置による変位,ひずみの
モニタリング

１車線供用

本復旧対策に向けた調査

交通開放

ＰＣ鋼棒による補強

交通開放

恒久対策（梁の増厚補強）

工事完了

ベントによる梁の仮受け

(ジャッキ無し･･･待ち受け)

鋼棒による梁の横締め

(たわみとり程度)

1車線供用

ひび割れ

ベントの
転倒防止

；ゲージ貼付位置

梁のゲージ；πゲージ

梁の横締め

工
事
完
了

４
車
線
解
放

常時に対する安全性は確保

(水平力にもある程度抵抗可能)

横締め完了

解説 図 7.2. 4 対策のフロー(例) 解説 図 7.2. 5 応急対応状況 

解説 図 7.2. 6 恒久対策完了まで 
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7.3  沈下、傾斜 

7.3.1 損傷の特徴と原因 

（１）基礎の洗掘等により、橋面に変状が生じる。 

（２）周辺地盤の沈下により下部工に変状が生じる場合もある。 

【解説】 

  基礎の変状（沈下、移動、傾斜）は目視による確認は不可能な場合が多い。しかしこれらの変状

は、一般的に上部構造、伸縮装置、支承、取り付け護岸等の変状として現れることが多いので、こ

れらの状況から変状を推測することが重要である。 

（１）について 

  １）直接基礎：洗掘による変状は洪水による生じるケースが大半である。支持層下面に軟弱地盤

がある場合の直接基礎では圧密沈下に伴い、躯体の変状が生じることがある。  

  ２）杭基礎：杭基礎の場合、底版下面に空隙が生じても、常時で問題となる可能性は少ないが、

地震時においては、地盤抵抗が発揮されないため杭の損傷、下部工の転倒の恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）について 

 地震による液状化や流動化、地すべりなどの地盤変状により下部構造の移動、傾斜により橋面（主

に伸縮装置の段差、高欄の段差）に変状が生じるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤沈下

舗装ひびわれ

地盤沈下

(a) 要注意

解説 写 7.3. 1 橋面の変状 解説 写 7.3. 2 基礎の洗掘 

解説 写 7.3. 3 下部工の沈下 解説 写 7.3. 4 沈下による舗装のひび割れ

解説 図 7.3. 1 基礎の洗掘 解説 図 7.3. 2 下部工の沈下 
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7.3.2 工法検討にあたっての調査 

 地震後、護岸や周辺地盤に変状が生じている場合、上部工と下部工、伸縮装置同士の衝

突により胸壁付け根にひび割れが生じている場合では、下部工基礎に想定外の荷重が作用

して損傷している可能性がある。変状が著しい場合は既存資料を確認し、杭頭の試掘調査

の検討を行うことが望ましい。 
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解説 図 7.3. 3 対策のイメージ 

解説 写 7.3. 5 横桁補強状況 解説 写 7.3. 6 ジャッキアップ状況 

解説 写 7.3. 7 横移動防止鋼材設置状況 

 

7.3.3 補修事例 

  （１）下部工沈下 

     東北地方太平洋沖地震により、 大 25 ㎝の沈下が確認された橋梁において、桁をジャッ

キアップし現道の走行性を改善した事例。（高さ調整のための鋼製ピースを設置） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●ジャッキアップ時の留意点 

    上下部工は支承のセットボルトにより連結されているため、ジャッキアップ後のセットボ

ルトの開放により主桁のたわみが解放されて主桁が水平移動する恐れがある。このため、ジ

ャッキアップの際は必ず桁の変形を確認するとともに、ジャッキアップ受け台の横移動を防

止する固定装置を設置する必要がある。 

 

解説 写 7.3. 8 鋼製ピース設置状況 

解説 写 7.3. 9 主桁変形による受け台移動事例 

7-22



 

7.4   踏み掛け版 

7.4.1 設計一般 

 踏掛版の設置については、「設計施工マニュアル（案）［道路橋編］東北地方整備局平成２８年

３月」、第６編下部構造に準拠するものとする。同マニュアルに記載のないものについては、「道

路橋示方書・同解説Ⅳ［下部構造編］」に準拠するものとする。 

【解説】 

  上記マニュアルでは新設時における踏掛版の設置にあたって、空洞が生じやすいため空洞確認孔

を設置することとしている。空洞確認孔は、点検孔であるとともに空隙が生じた場合に充填材の注

入工としての役割も考慮したものとなっている。 

  解説 図 7.4.1に示す通り、車道部では舗装の下に隠れているため、維持管理においては空洞孔の

設置位置を竣工図により把握する。路肩部は舗装から露出している場合もあることから、キャップ

の逸脱により点検孔が詰まることのないように適切に維持管理していかなければならない。 
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φ50
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車線中心線

わだち部

わだち部

車線の中心線

わだち部

縦目地

目地

空洞確認孔

側面図

平面図

横断図

空洞確認孔

舗装

キャップ

硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管

舗装

キャップ

硬質塩化ビニル管

車道部 路肩部
空洞確認孔
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解説 図 7.4. 1 新設時の踏掛版の構造 

点検孔の位置を把握

し、路面切削等の際

に損傷しないように

配慮する。 

除雪時の損傷やキャ

ップの逸脱による目

詰まりに注意 
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7.4.2 損傷の特徴と原因 

（１）橋台背面の盛土の沈下による踏み掛け版（摺付け版）の損傷 

（２）橋台背面の空洞化に伴う踏み掛け版の受台の損傷 

【解説】 

 踏み掛け版の設計上は板下の空洞化を想定し、長さの 70％を支間とした単純梁として計算されて

いるが、これを超える範囲の空洞化が生じる可能性に留意する。 

 過去の事例では、盛りこぼし橋台、軟弱地盤等に踏み掛け版（摺付け版）の空洞化や損傷が生じ

ている。 

（１）について 

 地震により橋台背面の盛土が沈下し、段差が生じることで、踏み掛け版（摺付け版）に損傷が生

じる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 7.4. 2 踏み掛け版（摺付け版）の損傷概要 

解説 写 7.4. 1 地震後の橋面の段差 

解説 写 7.4. 2 踏み掛け版と伸縮部の隙間 
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（２）について 

 地震により橋台背面の盛土が沈下、空洞化が生じる場合がある。このような場合、表面上は走行安

全性に影響はないものの、車両走行時には踏み掛け版と受け台に設計以上の応力が作用する可能性が

あるため、損傷が生じる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 7.4. 3 橋面状況(段差無し) 解説 写 7.4. 4 切削後の状況 

解説 写 7.4. 5 踏み掛け版下面の空洞状況 解説 写 7.4. 6 受け台の損傷状況 
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7.4.3 対策事例 

   １）踏み掛け版の空洞充填 

     踏み掛け版の空洞充填の事例として、発砲モルタルによる充填対策がある。 

     道路下面の空洞を充填する工事では、施工上の制約から狭い空隙まで充填が可能な流動性

を有している材料を選定する必要がある。 
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解説 写 7.4. 7 コア削孔状況 解説 写 7.4. 8 圧送ホースによる充填状況 

解説 図 7.4. 3 踏み掛け版の空洞充填図 
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【 第8編　橋梁付属物  】



 

目 次 

 

第 8 編 橋梁付属物 ................................................................................................................... 1 

8.1 伸縮装置 .......................................................................................................................... 1 

8.1.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................... 1 

8.1.2 補修工法 ................................................................................................................... 4 

8.1.3 補修事例 ................................................................................................................... 8 

8.2 支承 .................................................................................................................................. 9 

8.2.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................... 9 

8.2.2 補修工法 ................................................................................................................. 12 

8.2.3 補修事例 ................................................................................................................. 17 

8.3 排水施設 ........................................................................................................................ 18 

8.3.1 損傷の特徴と原因 .................................................................................................. 18 

8.3.2 補修工法 ................................................................................................................. 19 

8.3.3 補修事例 ................................................................................................................. 20 

 

 



第8編  橋梁付属物 

8.1  伸縮装置 

8.1.1 損傷の特徴と原因 

（１）本体の破損（変形、異常音、段差） 

（２）止水機能の喪失による伸縮装置の漏水（止水材の脱落、止水材接合部の不具合） 

（３）後打ちコンクリートの充填不良（充填不良部からの漏水、後打ちコンクリートの陥没） 

（４）地覆、歩車道境界部からの漏水 

（５）止水材等からの排水流末不良 

※解説 表 8.1.1 に代表的な損傷と損傷原因を示す。 

【解 説】 

（１）について   

伸縮装置本体の損傷は、交通車両の走行性、歩行者の利用性が損なわれるとともに、損傷が進行す

ると交通車両や歩行者の安全性にも影響を与える。従って、橋梁点検等により損傷が発見された場合

は、早期に補修対策を検討する必要がある。 

（２）について  

伸縮装置の非排水化機能の損傷から橋面水が沓座等へ漏水し、滞水や土砂詰まりが鋼主桁、横桁等

の橋体工や支承等の付属物の腐食を促進している事例が多く見られる。また、 凍結抑制剤散布によ

る塩分を含んだ橋面水が伸縮装置から漏水し、コンクリート桁や下部工などのコンクリートの塩害を

進行させている場合がある。 

冬季にフィンガー部に雪や土砂が堆積・凍結する状況において、車両通行が止水材を押し込み、そ

の押し込み力で止水材や支持金具が破壊し漏水することが東北地整の調査で明らかとなっている。 

 特に、東北地方のような寒冷地では、沓座に滞水した水が凍結融解を繰り返し、凍害により沓座モ

ルタルや沓座等の剥離の進行により鉄筋の腐食が促進されている事例も確認されている。従って、伸

縮装置を非排水化することは、これらの損傷要因を除去（あるいは抑制）するものとなるため、橋梁

全体の耐久性の向上やミニマムメンテナンス化の実現に繋がる。なお、鋼製ジョイントの非排水型（樋

が無いタイプ）のバックアップ材は、経過年数とともに劣化するので定期的な点検により機能の維持

を確認する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸縮装置

押し込み力

（櫛 部）

堆積物

支持金具 支持金具

解説 図 8.1. 1 止水材の脱落原因 解説 写 8.1. 1 伸縮装置止水材の脱落事例 
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（３）について 

 伸縮装置補修後に漏水が発生している橋梁のうち、伸縮装置の止水材とは別に後打ちコンクリート

の充填不良部が原因となっての漏水事例が多く報告されている。充填不良は橋台背面からの路面排水

の侵入経路となるほか、伸縮装置本体が十分に固定されないことから、本体のガタツキや陥没が生じ

やすい。走行安全性にも支障きたす可能性があるため注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）について 

伸縮装置の地覆立ち上がり部についても、漏水に対する配慮が重要である。伸縮装置を非排水型

にしているにもかかわらず、地覆立ち上がり部の処理が不適切なために、漏水が生じる構造となって

いる場合も見られる。 

埋設ジョイントを設置した場合についても、同様の状況が見られ注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）について 

 伸縮装置の止水樋等における排水パイプの

不具合（排水パイプの脱落等）により、沓座

に漏水が発生する事例がある。また、排水パ

イプが未設置である場合もあるため、排水装

置と排水経路、流末に至るまで確認が必要で

ある。 

 

充填不良部

コンクリート充填不良

床版への漏水 主桁への
漏 水

解説 写 8.1. 2 後打ちコンクリートの 
充填不良事例 

解説 写 8.1. 3 地覆立ち上がり部の漏水事例 解説 写 8.1. 4 歩車道境界の漏水事例 

解説 写 8.1. 5 排水パイプの脱落事例 

解説 図 8.1. 2 充填不良による漏水のイメージ 
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解説 表 8.1. 1 伸縮装置の損傷と損傷原因１） 

損傷種類 損傷原因 概 要 

漏水 
止水機能の低下による 

橋面からの浸透水 

・鋼製ジョイントで排水型である。 

・止水材の脱落・接合部の不良により漏水。 

・埋設型で舗装にひびわれがある 

・地覆・歩車道境界の立ち上がり部の止水不良 

・排水装置（樋等）の流末不良 

遊間異常 

下部工の傾斜・移動 

・橋台の側方移動による前方移動 

・地震等大きな水平力での下部工の移動・傾斜 

・地滑り等の災害による下部工の移動・傾斜 

・橋脚の洗掘等による傾斜 

支承回りの損傷に伴う桁移動 

・地震等大きな水平力による桁の移動 

・沓座縁端距離の不足による沓座の破損 

・沓座・台座の補強鉄筋の不足による破損 

・支承の破断 

・モルタル充填不足 

据付け時の誤差 ・施工誤差 

設計上の誤差 

（伸縮量の設定誤り） 
・設計誤差 

段差 

沓座の破損 

・地震等大きな水平力の作用 

・沓座縁端距離の不足による 

・モルタル充填不足 

桁の亀裂・破断 

・疲労損傷 

 1)支承ソールプレート溶接部 

 2)桁端切り欠き部（ゲルバーヒンジ部含む） 

後打ち部の凹凸 

・埋設ジョイント特殊舗装部の荷重繰返し載荷 

・経年によるすりへり（後打ち部） 

・後打ち充填不足 

異常音 

フェイスプレートとウェブプ

レートの溶接部の破損 

・動的荷重の繰返し載荷 

・後打ち充填不足 

アンカーバーの破損 
・後打ち充填不足による空洞のため、アンカーバー

に集中力が作用 

亀裂・破断 
疲労亀裂 

・動的荷重の繰返し載荷 

・支持式タイプのフィンガー 

施工不良 ・強度不足 

欠損 
荷重作用 

（除雪車のグレーダーも含む）

・動的荷重の繰返し載荷による劣化 

 1)ゴムジョイントのゴム部材の損傷 

 2)後打ちコンクリートの損傷 
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8.1.2 補修工法 

（１）伸縮装置本体が損傷し、交通安全性に問題のある状況である場合は速やかに応急復旧を行い、

本体の交換を実施する必要がある。 

（２）伸縮装置の非排水化機能が無いまたは損傷している場合は、伸縮装置の種類や遊間に応じて、

非排水化対策を実施するか伸縮装置取替えを実施するかなどを検討する必要がある。対策工

法の選定に当たっては、維持管理（点検・清掃等）がし易い工法とすることが望ましい。 

（３）その他、伸縮装置の対策の考え方については、「新設橋の排水計画の手引き（案）」に準拠す

ること。 

【解 説】 

伸縮装置の対策工法を選定する際の主な留意点として、下記の事項が挙げられる。 

   1) 対策工法選定については、損傷原因・状況を十分把握する。 

      2) 対策工法は、損傷状況や損傷の進行性等を考慮して選定する。 

      3) 下部工やその損傷に起因する場合は、損傷原因を除去後に伸縮装置の対策を行う。 

 

  伸縮装置の損傷対策工（橋梁上部工、橋梁下部工の原因対策型補修含む）を選定するに当たっては、

解説 図8.1.3伸縮装置対策工の選定フローに損傷原因ごとの対策工の選定方法および非排水化工の選定

方法を示しているため、損傷種類・損傷要因・施工条件などとの適合性を十分検討のうえ、対策工選

定の参考として良い。 

 なおこれらの選定フローは、対策工法選定の一般的な流れを示すものであり、環境条件、損傷状況、

新技術開発状況などに応じて、 適な対策工法を選定する必要がある。 
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橋面から非排水化の例 

橋下から非排水化の例 

漏水（滞水） 亀裂・破断 遊間異常 段差 異常音 欠損

本体取替え 本体取替え

フィンガー切断

据付け直し

本体取替え

フィンガー切断

据付け直し

本体取替え

フィンガー切断

フィンガー切断

据付け直し

ジャッキアップ
による高さ修正

打ち替え（埋設
ジョイント）

ジャッキアップ
による高さ修正

本体取替え 本体取替え

アンカーバー
増設

本体取替え

ゴム部材等
取替え

コンクリート
打替え

下部工
移動傾斜

支承回りの
損傷

設計誤差 施工誤差 沓座の破損 桁の亀裂
後打ち部
の凹凸

フェイスPLとウ
ェブPLの損傷

アンカーバー
破損

ゴム材欠損
（ゴムジョイント）

後打ち部

損傷原因 損傷原因 損傷原因

本体取替え工か 非排水型とする

排水式orたれ流し式か 対策終了

非排水化フローへ

Yes

No

Yes

No （１）対策工法選定においては，損傷原因・状況を十分
把握する。

（２）対策工法は損傷状況や損傷の進行性等を考慮して
選定する。

（３）下部工や支承の損傷に起因する場合は，損傷原因
を除去後に伸縮装置の対策を行う。

非排水化

鋼製ジョイント

フィンガー遊間
40×40mm以上あるか

樋があるか 桁遊間は10cm以上か

作業空間は50cm以上か

作業空間は出入り可能

出入空間（≧30cm）
（端横桁フルウェブ等）

切欠（40×60）可能

・応力照査
・補強可能か

切欠工（ダブリング）

橋面から非排水化 橋下から非排水化

鋼鈑桁橋か

作業空間35cm以上か

端対傾構か端横桁

本体取替え

ゴムジョイント ゴムジョイント

部材欠損（劣化）

全体的（著しい） 部分的

本体取替え

部分的

・ゴム部材取替え
・シール材取替え
・取付けボルト取替え

部材欠損

全体に損傷
ひびわれやポットホー
ルが見られる

部分的

打替え（特殊As） 部分補修

ある ない

ない

ある ある

ある

いいえ

はい

ない

はい

ある

端対傾構

いいえない

ない

端横桁

いいえ

桁遊間（≧100mm）

出入空間 

≧30cm※ 

※潜り込める高さ 
（橋台） 

作業空間（≧500mm） 

桁遊間（≧100mm） 

（橋脚）

 

現場発泡型硬質 

ウレタンフォーム 

軟質ウレタンフォーム 

（バックアップ材） 

フィンガーシール 

（弾性シーリング材） 

解説 図 8.1. 3 伸縮装置対策工の選定フロー１） 

防塵材 

支持金具

接着剤 

止水材 

防塵材

止水ゴム

支持金具

プレート 

8-5



 

１）非排水型の伸縮装置の構造 

  「新設橋の排水計画の手引き（案）」に準拠するものとし、構造概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【フェースプレート】 
Ｔ型断面の場合は後打ちコンクリートの充填性に 
配慮が必要 

【押込み力支持部材】 
 疲労の観点からボルト接合 
が望ましい 

 

※スポット溶接は不可 

【二次止水(樋構造)】 
 交換可能な構造とする 

【排水パイプ】 
50mm 程度の太径とし、ホースクランプ
等により脱落しにくく、取り外し可能
な構造としておく 

【一次止水】 
 弾性シール材,止水ゴム等 
 (品質基準を満足するもの) 
 
※継ぎ手を有する場合は止水
性能試験を満足する継ぎ手
方式を採用する 

●その他 
地覆部は延長や立上げとし止水構造とする 
補修の場合は固定部コンクリートの健全性を確認する 

凸 型 に張 出 し た 止 水材 を 圧 着 す る
( + 接 続 用 シ ー リ ン グ塗 布 )

止 水 材 の 圧 着
止水材

止 水 テ ー プ 貼 付 け 後 に 止 水材 を 圧 着 す る
( + 接 続 用 シー リ ン グ 塗 布 )

止水材

止 水 材 の 圧 着

解説 図 8.1. 4 非排水型伸縮装置の構造概要（例）４） 

解説 図 8.1. 5 止水材接合例①４） 

（止水テープ貼り付け後に圧着による接合） 

解説 図 8.1. 6 止水材接合例②４） 

（凸型止水材圧着による接合） 

流末は確実に橋座外へ導水すること 
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２）後打ちコンクリート 

製品ジョイントでは、伸縮装置の形状が後打ちコンクリート後方にフェースプレートを延長し

たＴ型断面の場合など、コンクリートの充填性が悪いことが想定される場合には、鉄筋間隔（過

密配筋）や使用コンクリート、締め固めの方法、充填状況の確認方法などについて照査する必要

がある。また、樹脂発泡体を捨て型枠とした施工の場合、充填不良が生じたとしても不具合が発

見しにくい他、将来的にも目視による漏水箇所の特定が困難となるなど維持管理上の問題も残る

ため可能な限り型枠（施工後撤去）による施工を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地覆部立ち上げ構造 

歩車道境界部や地覆立ち上がり部の構造は、伸縮装置端部とこの境界部からの漏水を防止するため、

伸縮装置端部を境界部材の天端高さ近傍まで立ち上げる構造や、伸縮装置を外側まで配置する構造な

ど確実な漏水対策を施すものとする。 尚、立ち上がり部は地覆上部からの水分の流入を防止するこ

とを目的とし、原則カバープレートの設置を検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹脂発泡体捨型枠

漏水 

伸縮装置(立ち上げタイプ) 

カバープレート 

 カバープレート

歩道部止水材 

車道部止水材 

歩道部立上げ構造 

歩道部 

車道部 雨水 

歩道部止水材 

車道部フェースプレート 

車道部止水材 

カバープレート 

解説 写 8.1. 6 樹脂発泡体捨型枠による施工 

（漏水が位置の特定など点検困難） 

解説 写 8.1. 7 木製型枠による施工事例 

（型枠取り外し前） 

解説 写 8.1. 8 地覆部立ち上げ写真４）
解説 図 8.1. 7 カバープレートの例４） 

解説 写 8.1. 9 製品タイプの歩道部立ち上げ事例４） 解説 図 8.1. 8 製品タイプの排水処理の例４） 
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8.1.3 補修事例 

１）パラペット天端の損傷・補修事例 

     パラペットが伸縮装置の後打ちコンクリートの下から剥離し、鉄筋が広範囲に露出した

事例。伸縮装置コンクリートと既設パラペットの境界から水が浸入し、伸縮装置の止水機

能が喪失するとともに、伸縮装置の後打ちコンクリート部で段差が生じた。 

     補修は、後打ちコンクリートとパラペットに目地を設けず、全幅補修するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 8.1. 10 パラペット前面の剥離 解説 写 8.1. 11 後打ちコンクリート部の段差

解説 図 8.1. 9 損傷原因 

解説 図 8.1. 10 対策のイメージ 
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8.2  支承 

8.2.1 損傷の特徴と原因 

（１）支承周辺は狭隘な空間となりやすく、高湿度や土砂・塵埃の堆積など腐食環境が厳しい場合

が多く、局部腐食や異常腐食が進行しやすい。 

（２）大きな応力を受けやすく、地震時に割れ、破損、もしくは破断が生じやすい。 

（３）上部構造の異常移動や下部構造の移動等により、遊間異常を生じやすい。 

（４）アンカーボルト、ナット部は塗膜が損傷しやすく、腐食が進行しやすい 

【解 説】  

支承における主な損傷種類と損傷要因は、解説 表 8.2.1及び解説 表 8.2.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 8.2. 1 支承の著しい腐食 解説 写 8.2. 2 地震によるローラー支承の損傷 

解説 写 8.2. 3 支承の遊間異常 解説 写 8.2. 4 アンカーボルトの著しい腐食 

8-9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 表 8.2. 1 支承の損傷種類と損傷原因（鋼支承）１） 

損傷種類 損傷要因 概 要 

鋼 

支 

承 
本 

体 

腐食・塗装劣化 

塗装の経年劣化 

・塗装は経年とともに劣化して防錆性能を失いやがて腐食

へと進展 

・塗装劣化は部材により局部的にはがれ、白亜化、亀裂が

生じて腐食へと進展 

塗装劣化部への水分

供給 

・降雨や結露が一般的な水分供給源 

・橋座面への桁端部（伸縮）からの漏水および滞水 

・土砂詰まり 

腐食性物質が作用 

・工業地帯は亜硫酸ガスの影響 

・海岸付近は海塩粒子の飛来（特に冬季の日本海側） 

・これら腐食性物質は腐食進行を促進 

亀裂・破断 
荷重の繰返し作用 

・曲線橋や斜橋等構造や挙動が複雑で予想外の反力が作用

・移動と回転方向が一致しておらず、支承の配置や形式選

定が不適切 

・コンクリート橋でクリープや乾燥収縮等が予想外に大き

い 

・溶接の欠陥（不適切な鋼材、溶接材、施工） 

・支承の機能不全（不十分な維持管理） 

地震荷重が作用 ・地震時の大水平力 

脱落（ゆるみ） 
施工時の締付け不足 ・施工不良 

振動によるゆるみ ・支承の上下動によるゆるみ 

沈下 

充填モルタルの不良 ・施工時のモルタル充填不良 

施工時の据付け不良 ・施工誤差 

下部工の移動 

・橋台の側方移動 

・地滑り等の災害による移動 

・橋脚の洗掘による移動 

移動 

地震荷重が作用 ・地震時の大水平力 

下部工の移動 

・橋台の側方移動 

・地滑り等の災害による移動 

・橋脚の洗掘による移動 

施工時の据付け不良 ・施工誤差 

設計不良 ・移動量の設計誤り 

解説 図 8.2. 1 鋼製支承の構造図 
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解説 表 8.2. 2 支承の損傷種類と損傷原因（ゴム支承、他）１） 

損傷種類 損傷要因 概 要 

ゴ
ム
沓 

変色・劣化 劣化によるひびわれ ・経年劣化 

変形 
ゴムのはらみだし ・鉛直耐力が不足 

ゴムのめくれ ・ゴムと補強材の剥離 

モ
ル
タ
ル 

ひびわれ 

施工時の不良 
・不適切な材料の選定 

（無収縮モルタルを使っていない） 

振動によるひびわれ ・支承の上下動によるひびわれ 

凍結融解によるひび

われ 
・伸縮装置からの漏水による凍結融解ひびわれ 

欠損 
施工時の不良 

・不適切な材料の選定 

（無収縮モルタルを使っていない） 

設計不良 ・鉄筋不足 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト 

脱落（ゆるみ） 
施工時の締付け不良 ・施工不良 

振動によるゆるみ ・支承の上下動によるゆるみ 

破断 

地震荷重が作用 ・地震時の大水平力 

下部工の移動 

・橋台の側方移動 

・地滑り等の災害による移動 

・橋脚の洗掘による移動 

上揚力の作用 ・地震時の大水平力 

変形 

地震荷重が作用 ・地震時の大水平力 

下部工の移動 

・橋台の側方移動 

・地滑り等の災害による移動 

・橋脚の洗掘による移動 

上揚力の作用 ・地震時の大水平力 

解説 図 8.2. 2 ゴム支承の構造図 
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8.2.2 補修工法 

補修設計に際しては、原因対策型の補修を実施するために損傷原因を特定するとともに、損傷の

程度、範囲、原因に応じた適切な補修工法を選定しなければならない。 

なお、支承に腐食による著しい断面減少が確認されたり、地震外力などによるアンカーボルトの

破断・変形が確認された場合は、補修工法とするか本体取替えをするかについて検討する必要があ

る。また、対策工法は維持管理（点検・清掃等）がし易い工法を選定することが望ましい。 

【解 説】 

支承の補修対策工選定に当たっては、解説 図 8.2.3 支承補修対策工選定フローを参考とする。なお、

この選定フローは対策工選定の一般的な流れを示すものであるので、支承が置かれている架橋位置の

環境条件、損傷や新技術開発状況などに応じて、 適対策工法を選定する必要がある。 
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参考 図 8.2. 3 支承補修対策の選定フロー１） 
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１）支承取替えについて 

（１）支承取替えに伴う支承の設計と橋梁本体の照査は、完成時だけでなく仮設時における橋梁本

体の照査を行うとともに、仮設部材の設計を行う必要がある。 

（２）支承取替設計に際しては、施工条件・構造条件に応じて、施工中の桁仮支持方法、支持部材

の設計、施工方法などについて十分検討しなければならない。 

【解 説】 

（１）について  

支承取替え時にはジャッキアップを行うので、ジャッキアップ位置で局部的な応力集中が生じること

や、橋梁を仮支持するための仮設部材が必要であることなどより、仮設時での安全性に対する検討、

仮設部材の設計が必要である。 

（２）について  

既設橋梁においては、交差物件、交通規制などの現地状況から、施工空間がかぎられている場合が

多いため、施工条件を十分検討したうえで仮支持方法等を選定する必要がある。 

 支承取替えや沓座モルタルの再施工を行う場合は、主桁をジャッキアップし仮支持して補修を行う

こととなる。仮支持の方法は、橋梁ごとにその地形等の施工条件が異なるため解説 図 8.2.4に示すフ

ローチャートを参考に選定すると良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼鈑桁，鋼箱桁
支承取替え工法
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解説 図 8.2. 4 仮支持方法選定フロー２） 
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解説 表 8.2. 3 仮支持方法の概要２） 

 概要図 施工条件 施工性 

主
桁
付
き
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
工
法 

 

 

 

 

 

 

 

・主桁と橋座の間に組合せジ

ャッキが設置できない。 

・支承周辺（橋座）に作業ス

ペースが十分とれる。 

・橋座上（支承周辺）に端横

構等の障害物が無い。 

・端部の床組みが端対傾構形

式である。 

・工場で製作したブラケット

を現地にて取り付けるが

安全面を含めて施工性は

良い。 

・ブラケット取合部の主桁に

は予め垂直補剛材を取り

付け補強しておくこと。 

主
桁
支
持
工
法 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主桁と橋座の間に組合せジ

ャッキを設置できるスペ

ースがある。 

・支承と橋座端まで作業スペ

ースが十分とれる。 

・支承周辺に端横構等の障害

物がある。 

・端部の床組みが端対傾構形

式である。 

・主桁に垂直補剛材（アング

ルまたは鋼板）を取付け補

強して仮受けする。 

・仮設物（ブラケット・ベン

ト）がないので他工法に比

べ工期が短い。 

端
横
桁
仮
受
工
法 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主桁と橋座の間に組合せジ

ャッキが設置できない。 

・支承周辺（橋座）に作業ス

ペースが十分とれる。 

・端部の床組みがフルウェブ

の横桁形式であること。 

・端横構等の障害物があると

きは端横桁のみで仮受け

する。 

・端横桁下フランジと橋座面

との間には組合せジャッ

キを利用する方法もある。

・耳桁（主桁）外側にブラケ

ットを取り付け仮受けし、

端横桁をジャッキアップ

しサンドルで仮受けする

方法もある。 

下
部
工
付
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
工
法 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支承と橋座面との間にジャ

ッキが設置できない。 

・支承周辺が狭隘で橋座上に

ジャッキを設置できない。

・端横構等の障害物がある。

・橋脚周辺に仮設備（ベント）

が設置できない。 

・下部工への搬入路がない。

・足場が必要な場合がある 

・ブラケット取付け用のアン

カーボルト削孔では鉄筋

に当たらないように事前

に調査すること。 

・アンカーボルトの付着力が

十分とれるように施工す

ること。 

・ブラケット取付けに日数を

要する。 

ベ
ン
ト
に
よ
る
仮
受
工
法 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支承と橋座端との間にジャ

ッキが設置できない。 

・支承周辺が狭隘で橋座上に

ジャッキを設置できない。

・下部工周辺に仮設備が設置

できる。 

・下部工周辺に機材の搬入口

がある。 

・ベント下には沈下防止のた

め必ずコンクリート基礎

を設けること。 

・機材搬入のための搬入路の

造成が必要な場合もある。

・ベントは水平力にも抵抗で

きるようにすること。 

・ベントの組立・解体に日数

を要する。 

主桁 

ブラケット 
補剛材 

サンドル ジャッキ 橋座 

主桁 

補剛材 

組合せジャッキ 

補強鉄筋 
橋座 

支承

サンドル 
ジャッキ 

橋座 

主桁 主桁 

端横桁 

補剛材 

主桁 補剛材 

組合せジャッキ 

ブラケット 

橋座

支承 

補剛材

組合せジャッキ 

橋座

支承 

主桁 

ベント

コンクリート基礎 
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２）支承補修について 

（１）支承補修に際しては、補修効果が十分発揮されるように、損傷状況に応じた施工方法を選定

し、適切に施工管理を行わなければならない。 

【解 説】 

（１）について  

以下に、設計・施工時に留意すべき事項を示す。 

１）部分取替え 

セットボルト、サイドブロック（ジョイントプロテクター）など支承の構成部品が破損した

場合、一般に破損部品のみが取替えられる。この場合、まず取替え部品を製作してから破損し

た部品を取り外し、できるだけ短時間で部品を取り替えるべきである。なお、部品の製作や取

替えに時間がかかる場合にはその期間中、失われた機能を仮設部材で一時的に補うことが必要

である。 

 ２）補修溶接 

支承を溶接補修する場合は、使用材料の溶接性および溶接熱がゴム支承本体など構成部品に

及ぼす影響について考慮しなければならない。支承を溶接補修する場合、主な材料が鋳鋼であ

る場合や、溶接姿勢などの条件が悪い場合には、あらかじめ溶接施工試験を行うなどして、施

工法について確認するのが良い。 

 ３）沓座の補修、拡幅 

沓座モルタルの破損に対しては、上部構造をジャッキアップして仮受けしてから、破損部分

を全て取り除き、補強し、新しい沓座モルタルを打設する。一方、沓座モルタルの軽微なクラ

ックに対しては、エポキシ樹脂などを充填して、クラックの伸展を防止する方法もある。沓座

幅が不十分な場合には併せて沓座幅の拡幅を図ることが望ましい。 

 ４）塗替え塗装（金属溶射） 

素地調整は塗装の耐久性を左右する大きな要因であるので、旧塗膜の劣化度に応じて適切に

行うものとする。塗替えに際しては、旧塗膜の劣化、腐食部分、付着物などを除去し、塗装し

ても支障を生じない状態までに素地調整を行う必要がある。橋面水が伸縮装置から漏水して橋

座に滞水している場合が多いなど、支承は特に腐食性環境にある。従って、支承の防錆機能の

向上を図るためには、耐久性があり形状への追随性もある防食についても検討する必要がある。

なお、東北地方においては、これまでの劣化損傷を踏まえ、またメンテナンスの入りにくいコ

ンクリート橋の鋼製支承を考慮し、支承の防錆機能の向上を図るため、原則として金属溶射（亜

鉛又は亜鉛アルミニウム）を採用することとした。ただし、狭隘な箇所ではブラスト処理が十

分にできない場合や、溶射ガンの溶射角度（45 度～90 度）が確保できないなど、適切な施工が

行えない場合もあることに留意しなければならない。 
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8.2.3 補修事例 

   １）金属溶射 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）支承交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 8.2. 5 金属溶射施工状況(鋼橋) 解説 写 8.2. 6 金属溶射施工状況(コンクリート橋)

解説 写 8.2. 7 下部工ブラケットによるジャッキアップ 解説 写 8.2. 8 沓座部でのジャッキアップ 
         沓座補強あり 
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8.3  排水施設 

8.3.1 損傷の特徴と原因 

排水施設の主たる損傷に対する損傷原因および対策を解説 表 8.3.1 に示す 

排水管の流末不良により、他の損傷原因となる恐れがあるため、本体の損傷のみならず、流末処理

の仕方に留意しなければならない 

【解 説】 

排水施設の変状による漏水は、橋梁自体への影響を及ぼす場合が多い。特に寒冷地では、冬期に氷

柱となり、交差・並走する道路等へ落下して第三者被害となるおそれがあることから、通常点検時よ

り損傷の有無に注意を図らなければならない。 

解説 表 8.3. 1 排水施設の損傷と対策３） 

名 称 原 因 対 策 

土砂詰り 

飛来して橋面上にたまっていた土砂や木葉

などのごみが排水管内に付着し、それを押し

流すだけの流量がない場合、土砂が蓄積し、

ついには排水管や枡を閉塞させてしまう。特

に、地面が露出した場所（河川敷、耕作地な

ど）の近傍においては、飛来する土砂の量が

多く、このような環境に対する配慮が行われ

るように定めた規定などはないため、発生し

やすい。 

 清掃により機能を復旧するが、同じことを

繰り返す可能性が高い。排水枡の交換・追加

などが比較的有効であるが、これも完全な解

決策ではないので、点検を継続して問題が軽

微なうちに対策を講じることが望ましい。 
 なお、清掃に高圧洗浄水が用いられる場

合、排水管に過大な力が作用することが予想

されるため、設計・施工には注意が必要であ

る。 

腐食 

 湿潤状態の環境では、排水枡、排水管、添

架装置などに腐食が発生しやすい。 
 また、海岸などの飛来塩分の多い場所や、

凍結抑制剤の散布により腐食が促進される

場合もある。 

 腐食部分の損傷の大きさで判断するが、部

材の取替えや補修材の溶接を行う。 

滞水 

 排水枡据付け高さのミス、舗装の変形など

により、排水枡へ流れ込まない状態になり、

水が橋面上にたまった状態になる。原因とし

て、まれに線形計算のミスによる場合がある

ので、施工時の確認が必要である。 

 排水枡据付け高さのミスが原因の場合は、

排水枡周辺をはつって高さを調整する。 
 舗装の変形などによる場合には再舗装、オ

ーバーレイが必要である。舗装の範囲をどう

するかは、水溜りの大きさなどを考慮して実

施する。交通によるわだち掘れによる滞水が

生じている場合は、舗装の強度などを上げる

よう考慮することが必要になる。 

床版損傷 

 鋼床版の腐食、あるいは鋼製排水枡に舗装

の流動や、排水管の移動などで力がかかるこ

とによる亀裂の発生、コンクリート床版との

接触面が、温度変化などによって剥離するこ

とによって生じる。 

 樹脂注入などにより補修を行う。 

欠損 

 活荷重によって生じる振動、土砂の堆積、

伸縮装置設計の不適当などにより、排水管あ

るいはその添架金物に異常な力がかかるこ

とによって、損傷が生じる。 
 また、車両が排水枡上を通過することで、

スクリーンを壊したり、移動させてしまう場

合がある。特に、除雪車両の通行する場所で

は注意が必要である。 

 形状の復旧が可能な場合には、溶接による

補修、そうでない場合には、部材の取替えが

必要になる。 
 添架金物の復旧は、損傷場所によって溶接

あるいはボルト接合により行う。 
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8.3.2 補修工法 

（１）排水管経路において、上部構造と下部構造との接続部には、フレキシブルな伸縮継手を使用

すること。 

（２）排水桝の位置や橋下の状況を確認し、流出水が鋼部材や支承に影響を与えないように導水す

ること。 

（３）固形物の侵入、清掃のし易さ、排水管流末処理付近の他部材への影響（腐食等）を考慮する

こと。 

（４）橋面防水工のフレキシブルパイプと、排水桝との接続を確実に施工すること。 

   排水桝への接続が困難な場合は、固定金具を設置すること。 

（５）橋台部の排水装置の流末は、橋座外へ導くことを原則とする。なお、排水管は橋梁へ影響を

及ぼさないように、流末処理を適切に導水しなければならない。 

 ※材質や構造細目については新設橋の排水計画の手引き（案）を参照すること 

【解 説】 

対策工法選定に際しては損傷原因を究明し、第三者被害に配慮するとともに他の橋梁部材に悪影響

を与えないような対策を講じる必要がある。 

（１）について 従来は接続部に受け桝を設けていたが、この方法によると土砂塵埃が堆積し、東北

地方のような寒冷地では凍結するおそれがあるため、フレキシブル管の採用を標準とした。また、上

部工の排水管経路において、箱桁内に横引き間を設置すると損傷の有無が確認できないうえ、漏水し

た水が箱桁内に溜まると荷重増加により耐荷性に影響を与える場合もあることから、見えない箇所へ

の導水は避ける必要がある。 

（３）について 排水管の先端を橋体や支承の直近にしてしまうと、雨水等が飛散、滞水して腐食の

原因となるため、橋梁周辺の状況に合わせた流末処理とする必要がある。 

（４）について 補修後においても維持管理し易く、万一の場合でも補修し易いように配慮する必要

がある。フレキシブルパイプの逸脱や損傷により、流末不良が生じる事例が多く見られるため、固定

金具を用いるなどして適切に排水する必要がある。 

（５）について 橋面防水工の排水であるフレキシブルパイプと、流末との接続が悪い事例が多いの

で、注意が必要である。また、伸縮装置の止水樋の流末も同様に処理を行うこと。 

（６）について 過去の事例では、伸縮装置の非排水化を施しても排水装置の流末処理が不十分であ

る場合、再び橋座に排水してしまい、桁端部付近が劣化するケースがある。従って、補修設計施工時

には、適切な箇所への導水を考慮することを原則とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水ます 

舗装

床版

主 け

床版排水孔

 ｉ＝３％ 
沓座排水勾配 

排水流末まで導水

垂れ流し排水管 

外げた 

内側に向ける 

6
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解説 図 8.3. 1 排水管下端処理 
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8.3.3 補修事例 

   １）水抜きパイプの流末不良 

     床版水抜きパイプの流末処理としてフレキシブルパイプが用いられているが、固定

金具の取り付けがない、または不十分であった場合、強風やフレキブルパイプの破損

により流末不良が生じ、周辺部材の劣化が懸念される。 

     伸縮装置の二次止水としてゴムなどが設置されているものの、導水パイプの未設置、

逸脱により沓座部へ流末が垂れ流しとなっている場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●対策事例 

    ○フレキブルパイプの固定金具を複数設置し、固定間隔を短くした事例である。逸脱

や損傷を防止するため、固定間隔は 1000 ㎜以下とすることが望ましい。 

    ○排水パイプの延長に塩ビ管を用いた事例である。逸脱を防止するため、排水する管

はサドルバンドなどで下部工へ固定することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 写 8.3. 1 スラブドレーンの脱落 
フレキシブルチューブの流末不良 

解説 写 8.3. 2 伸縮装置排水パイプの流末不良 

解説 図 8.3. 2 固定金具を複数設置した事例 解説 写 8.3. 3 排水パイプの延長例 
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第9編  耐震補強 

9.1  耐震補強の基本 

9.1.1 基本方針 

 東北地方整備局管内橋梁の耐震補強設計については、「設計施工マニュアル（案）［道路橋編］東

北地方整備局平成２８年３月」、第３編耐震設計および第８編第３章耐震補強設計に準拠するもの

とする。同マニュアルに記載のないものについては、「道路橋示方書・同解説Ⅴ［耐震設計編］」に

準拠するものとする。 

【解 説】 

  基本的には道路橋示方書を遵守し、既設橋梁であることに留意しつつ現実的な補強工法を見出

すものとする。 

  既設橋梁の耐震設計においては以下の点に留意する。 

１）橋梁全体系として必要な耐震性を有するように配慮する 

２）個々の橋梁が有する条件に応じた適切な補強設計を行う事とする 

３）既設配筋等の諸条件を適宜復元設計・調査により明確にした上で実施することを原則とする。 

 

9.1.2 目標とする耐震性能 

（１）橋梁の重要度は「Ｂ種の橋」に区分し、「耐震性能２」とする。 

（２）橋側道橋や横断歩道橋は「Ａ種の橋」に区分し、「耐震性能３」とする。 

【解 説】 

 （１）について 国土交通省東北地方整備局が直接管理する国道の橋梁については、すべて「Ｂ

種の橋」に区分され、レベル２地震動における耐震補強設計で目標とする耐震性能は「耐震性能２」

とする。ただし、耐震補強設計においては、既設橋に固有の構造的な与条件があるために、道路橋示

方書に示される計算方法の適用外である場合や、既設構造を活用しながら補強対策を行う場合など、

新設する橋への適用を念頭に記載されている道路橋示方書の考え方をすべてそのまま適用するのが

難しい場合がある。この場合は、個別の橋の構造条件と橋に求められる耐震性能を踏まえて適切に耐

震補強設計を行う必要がある。 

 （２）について 橋側道橋や横断歩道橋については、緊急輸送道路の確保や第三者被害の予防を

目的とした耐震性能を確保するため、「Ａ種の橋」に準ずる。レベル２地震動における耐震補強設計

で目標とする耐震性能は「耐震性能３」とする 

解説 表 9.1. 1 橋梁の耐震対策方法 

耐震補強において 
目標とする橋の耐震性能 

耐震設計上の
安全性 

耐震設計上の
供用性 

耐震設計上の修復性 道示Ⅴ 表-解
2.2.1 との対応 短期的修復性 長期的修復性

レベル 2地震動による損傷が限定的

なものに留まり、橋としての機能の
回復が速やかに行い得る性能が確保
されるとみなせる耐震性能レベル 

落橋に対する
安全性を確保

する 

地震後、橋とし

ての機能を速
やかに回復で
きる 

機能回復のため
の修復が応急復

旧で対応できる

比較的容易に恒
久復旧を行うこ

とが可能である 耐震性能 2と同等
（恒久復旧の容易

さ等に違いがあ
る） 

レベル 2地震動により損傷が生じる
部位があり、その恒久復旧は容易で

はないが、橋としての機能の回復は
速やかに行い得る状態が確保される
とみなせる耐震性能レベル 

落橋に対する

安全性を確保
する 

地震後、橋とし
ての機能を速
やかに回復で

きる 

機能回復のため

の修復が応急復
旧で対応できる

恒久復旧を行う

ことは可能であ
る 

レベル 2地震動に対して落橋等の甚
大な被害が防止されるとみなせる耐

震性能レベル 

落橋に対する
安全性を確保

する 

――― ――― ――― 耐震性能 3と同等
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 ここで「耐震性能２」と「耐震性能３」の対策例を示す。 

 「耐震性能２」；速やかな機能回復が可能な性能を確保するものとし、解説 図 9.1.1 に示される対

策について要否を検討する。 

         段落とし部に対して優先的・限定的に補強を実施する「３箇年プログラム」１）に

よる補強にとどまっている橋梁は「耐震性能２」を確保していないことに注意す

る。 

         また、Ｈ８年道示適用以降で建設された橋梁は「耐震性能２」を満足していると

みなしてよい。２）３） 

 「耐震性能３」；落橋・倒壊に対する安全性を確保するものとし、解説 図 9.1.2 に示される対策に

ついて要否を検討する。 

         落橋防止対策にとどまらず、段落とし部先行の損傷を回避し、急激な耐力低下に

よる柱の倒壊に対する安全性も確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 曲線、斜橋のみ 

※2 支承部の補強（支承の交換、水平力を分担する構造、段差防止構造） 

解説 図 9.1. 1 耐震性能２を目指す対策内容４） 解説 図 9.1. 2 耐震性能３を目指す対策内容４） 

水平を分担する構造

段差防止構造

橋脚の巻立て対策

橋脚の巻立て対策

繊維材巻立て
（段落し部）
（吊り足場）

繊維材巻立て
（段落し部）
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9.1.3 橋脚の耐震補強方針 

既設橋梁の橋脚補強では、じん性を向上させてねばり強い構造とし、基礎が支持できる範囲内で

所定の躯体耐力向上を図ることを基本として、じん性と耐力の向上をバランスさせた工法を検討す

るものとする。 

【解 説】 

 橋脚躯体の地震時保有水平耐力を向上させると、大きな地震力を受けた場合に、橋脚躯体から

基礎構造物に伝わる地震力も大きくなり、基礎も含めた大規模な補強が必要になる可能性がある。

したがって、基礎への影響を 小限に抑制するためには、橋脚のじん性を向上させて耐力が過度

に上がらないような工法が望ましいとされる。しかし、橋脚躯体にじん性だけを期待すると、下

図に示すように大規模な地震後に橋脚躯体に大きな残留変位が生じて復旧が困難になることが考

えられる。以上から基礎が支持できる範囲内で所定の橋脚躯体耐力の向上を図り、じん性と耐力

の向上をバランスさせる工法を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説 図 9.1. 3 降伏水平耐力と許容塑性変位の関係５） 

 

じん性を向上させ
る補強方法

PE

Py2

Py1

P

δ
δy1 δy2 δE δP2 δP1

耐力向上による
補強方法

δR2

δR1

(μR1-1)δy1

(μR2-1)δy2

δR1

地震後の
復旧が困難

δR2

地震後の
復旧が容易

降伏水平耐力：Py1 ＜ Py2
基礎への影響：小 ＜ 大
許容塑性変位：δP1 ＞ δP2
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9.1.4 損傷事例 

  RC 巻立後の再劣化として、上面からの漏水が既設コンクリートと巻立コンクリート間に浸透し、

乾燥収縮ひびわれ部から漏水・遊離石灰として滲出する事例が見られる。 

  劣化を防止する対策として、巻立天端に勾配をつけ、新旧コンクリート境界部にシール材を充填

する対策のほか、巻立部上端に水切りを設置する方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R C 巻 立 て

既設 橋 脚

弾 性シ ー ル 材

2.0％

※ＲＣ巻立て天端には2.0%程度の排水勾配を設ける。

※

解説 写 9.1. 1 RC 巻立後の再劣化事例 

解説 図 9.1. 4 RC 巻立天端部の水処理例 

解説 写 9.1. 2 天端に水切りを設置した事例 
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9.2  耐震設計上の留意点 

9.2.1 落橋防止システム 

（１）既設橋における計画では、取付部の構造や既設構造物の耐荷力、維持管理を考慮するもの

とする。 

（２）落橋防止システムを構成する鋼製部材（ブラケット等）において、溶接線に直角な方向に

引張応力を受ける継手には、完全溶込み開先溶接を用いるのを原則とし、部分溶込み開先

溶接を用いてはならない。 

（３）橋座部に支承部等（落橋防止構造、水平力を分担する構造を含む）を設置した場合は、既設

橋座部の照査を行い、要求性能を満足していることを確認しなければならない。 

【解 説】 

（１）について 

 １） 取付部構造について 

ｲ）現橋梁の橋座まわりの状況を考慮し、設置スペースなどに十分考慮して計画する。 

ﾛ）落橋防止構造や横変位拘束構造、レベル 2 地震時による水平力を分担する構造は、取付部の

耐力を照査した上で問題がないと判断した上で取り付ける。 

ﾊ）取付部の構造上（設置が困難）や耐荷力（補強が困難）または維持管理上の問題があり、落

橋防止構造の設置が困難な場合は、やむを得ず 1.5SE を落橋防止構造と取り扱ってよい。 

 ここで設置が困難な状況とは、設置スペースの確保ができない場合などで、補強が困難な状

況とは取付部耐力が不足して補強が大規模で経済性・構造性・施工性から問題が生じる場合と

する。また、維持管理上の問題とは、設置により将来の点検や近接目視確認・補修施工等が困

難となる部材が生じたり、支承部の周辺が煩雑な構造という本来避けるべき構造となる場合と

する。 

２）既設構造物の耐荷力判定について 

ｲ）既設の移動制限構造などの部材は、構造性と耐荷力上から落橋防止システムとして取り扱え

るかを判定するものとする。ここで耐荷力の判定においては、新設同様の耐荷力を持つこと

を基本とする。 

ﾛ）支承部の設計地震力は、従来の変位制限構造の設計地震力として用いられていた 3×kh×Rd

（ここで、kh はレベル 1 地震動に相当する設計水平震度、Rd は死荷重反力）ではなく、H24

道示Ⅴの 15.4 の規定によることを基本とする。 

ﾊ）鋼桁の連結板など、衝撃を緩和する構造となっていない場合は落橋防止構造と取り扱っては

ならない。また、主桁ウェブに連結に伴う応力によるひずみ変形が生じる可能性もあるため、

撤去することが望ましい。 

３）維持管理について 

ｲ）落橋防止システムの計画にあたっては、維持管理（橋梁点検を含む維持管理業務）に支障が

ないよう留意する。 

ﾛ）支承の取替え計画がある場合などは、撤去が容易な鋼製ブラケットなどの採用を検討する。

補修・補強計画を十分確認した上で、経済性のみではなく維持管理の容易性などに留意した

計画を行う。なお、鋼製ブラケットを採用する場合は、取付けボルトの位置や長さに留意し

た計画が必要である。 
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（２）について 

 道路橋示方書Ⅱ【鋼橋編】平成 24 年 3 月 7.2.2（2）に準拠し、溶接線に直角な方向に引張応力を

受ける継手には、応力の伝達がスムーズな完全溶け込み開先溶接を用いるのを原則としている。ルー

ト部に不溶着部を残した部分溶込み開先溶接はルート部に応力が集中しやすいため、これを用いない

こととしている。 

 

（３）について 

 既設橋梁の落橋防止構造等を設計する際には、新たに取り付ける部材と既設の部材（橋座部）に

ついて、以下の点に留意しなければならない。 

１）橋座部に支承等（落橋防止構造、水平力を分担する構造を含む）を設置した場合の橋座部

の設計について 

   道路橋示方書を適用して橋座部の設計をする場合は平成２４年に制定された道路橋示方書

（以下、道示）Ⅳ下部構造編 8.6(1)に規定される要求性能を満足していることを確認しなけ

ればならない。 

    要求性能を満たすためには、(4)に規定する方法で設計を行うことによって(1)を満足すると

みなすか、あるいは(1)を満足することが個別に検証された方法による必要がある。 

    道示Ⅳ下部構造編 8.6(4)に示す橋座部の耐力評価式では、作用力と同じ方向に配置された鉄

筋が水平力に対して効果を発揮するとして考慮しており、同式を用いて評価する場合はこの考

え方に基づく必要がある。 

 

 ２）台座コンクリートを設ける場合の設計について 

    台座コンクリートに求められる役割を達成するための地震時の荷重の伝達機構を踏まえた

力学的機構を考慮し、想定される破壊形態に対して、必要な耐荷力及びその前提となる構造

細目（例えば、鉄筋の定着長など）が満足されていることを確認しなければならない。 
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9.2.2 基礎の補強 

（１）耐震補強においては、基礎への影響を 小限となるよう計画・設計することを基本とする。 

（２）基礎については、補強後の状態でレベル 1 地震動およびレベル 2地震動において耐震性能

の照査を行う。 

（３）補強を検討する際は、下記事項に留意する。 

１） 既存基礎の信頼性評価について 

２） 補強レベル（グレード）の目標値設定について 

３） 施工性や経済性から 適な工法の選定について 

【解 説】 

既設道路橋の耐震補強について、基礎の照査に関する考え方は、「既設道路橋の耐震性能照査及び

耐震設計において道路橋示方書を準用する場合の考え方及び留意点について（案）平成 27 年 6 月 25

日事務連絡」に準拠すること。 

 

（１）基礎の補強は、下記を念頭に入れ、橋梁全体の耐震補強方法や解析方法を尽くして、基礎への

影響を 小限となる耐震補強を計画することを基本とする。 

 

１） 兵庫県南部地震では、杭体に亀裂が生じた事例はあったが、基礎本体の破断や大きな残留変

位などといった地震時の安定性に影響を及ぼすような重大な被害は生じていないこと。 

２） これまでの地震による基礎の被害状況においても、既設橋脚の基礎の中には必ずしも耐震補

強が必要と判断されるものは多くないこと。 

３） 基礎の補強は施工上の制約から多大なコストを要すること。 

 

また、基礎の補強の要否の判定においては、基礎の照査結果や現地の環境条件（交差物件や立

地条件など）、地盤条件などの諸条件を十分勘案した上で判断する必要がある。補強の要否判定の

目安としては、橋梁全体のバランスのとれた補強対策を尽くした上で、現地条件により倒壊や落

橋といった甚大な被害が懸念される橋梁が考えられる。 

ｲ） 液状化に伴う流動化が生じる箇所に位置する橋梁 

ﾛ） 液状化が生じる箇所に位置する橋梁（液状化時の基礎耐力が著しく小さい橋梁） 

ﾊ） 洗掘が著しい橋梁 

ﾆ） 基礎の耐力および変形性能が著しく小さい橋梁  など 

ただし、基礎補強の要否は、対象橋梁のおかれた条件に大いに左右されるものであり、現地条

件を十分に考慮のうえ判断する必要がある。 

 耐震補強の現状は、耐震上急務とされる橋脚の耐震補強や落橋防止システムを先行整備してい

る。これは上記のように基礎の損傷が落橋に直結することは少ないことや、基礎の補強が多

大なコストを要する現状を反映している。 
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（２） 橋脚柱の耐震補強を実施する場合は、補強後の状態における基礎の照査を行う。照査は、レ

ベル 1 およびレベル 2 地震動に対して安定性や耐震性能を評価し、基礎補強の要否を判定する。

なお、橋脚柱の耐震補強において、じん性向上を主眼とした軸方向鉄筋をフーチングに定着させな

い工法を採用した場合など、躯体耐力が大幅に増加しない場合は基礎の照査を省略できる。 

 ただし、この場合でも、地震時に液状化や流動化を起こす軟弱地盤上の基礎など、現地状況を

考慮して大きな被害が懸念される橋梁については、照査を実施する。 

 

（３） 基礎の補強設計を行う場合は下記の問題点を考慮して補強計画を検討する。 

 

１） 既存基礎の設計図書を確認するのはもちろんであるが、必要に応じて地質調査など地盤情報

を確認する必要がある場合は十分な調査を行うこと。 

２） 基礎の諸元や配筋、場合により基礎形状自体が不明な場合も考えられるが、そのような場合

は十分調査及び推定（復元設計など）を実施した上で補強設計を行う。 

  また、橋梁付近の地形形状などは設計図書と大きく異なる場合や施工において周辺地域に影響

を及ぼす恐れがある場合などは、十分な測量調査、施工計画検討を実施する。 

３） 補強レベルは、対象橋梁のおかれた現地条件等を十分に勘案して、経済性や施工性を考慮し

て現実的なものを選定する。 

４） 基礎の補強工法としては増杭や地盤改良が挙げられるが、桁下制限や既設杭の影響（斜杭な

ど）から施工が困難で、多大な工事費が生じる可能性が高い。したがって、施工が可能な工法

で、かつ経済性で安価な工法を選定する。 

５） 基礎の補強工法選定においては、経済性や施工性の向上にむけて新技術・新工法を積極的に

採用して選定するのが望ましく、その動向には十分留意されたい。 
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9.2.3 その他 

１）基準の変遷 

関東地震以後の耐震設計に関する諸規定の変遷を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H24 耐震設計編に示される設計地震動は「レベル１、レベル２」で着色 

  

 

耐震設計関連の規定 
主な規定 主な地震 

設計震度と耐震計算法 落橋防止対策  

1920(大正 15 年) 

道路構造に関する細則案 

・ 強地震力を考慮する。ただし、具体的な数値、計算方法は示されず 

・震度法による耐震計算 
・規定なし 

1923(大正 12 年)  

関東地震(M7.9) 

1948(昭和 23 年)  

福井地震(M7.3) 

1952(昭和 27 年)  

十勝沖地震(M8.1) 

1964(昭和 39 年)  

新潟沖地震(M7.5) 

1968(昭和 43 年)  

日向灘地震(M7.5) 

1978(昭和 53 年)  

宮城県沖(M7.1) 

 

 

 

1983(昭和 58 年)  

日本海中部地震(M7.7) 

 

 

 

1993(平成 5 年)  

釧路沖地震(M7.8) 

北海道南西沖地震(M7.8) 

1994(平成 6 年)  

三陸はるか沖地震(M7.5) 

1995(平成 7 年)  

兵庫県南部地震(M7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003(平成 15 年)  

三陸南地震(M7.0) 

宮城県北部地震(M6.4) 

十勝沖地震(M8.0) 

2004(平成 16)年 

新潟県中越地震(M6.8) 

2008(平成 20)年 

岩手・宮城内陸地震(M7.2) 

2011(平成 23)年 

東北地方太平洋沖地震(M9.0)

1939(昭和 14 年) 

鋼道路橋設計示方書案 

・水平加速度 0.2ｇ及び鉛直加速度 0.1ｇを考慮 

・震度法による耐震計算 
・規定なし 

1956(昭和 31 年) 

鋼道路橋設計示方書 

・水平震度は 0.1～0.35 とし、地盤別、地域別に 9 種類分類して規定 

・震度法による耐震計算 
・規定なし 

1964(昭和 39 年) 

鋼道路橋設計示方書 
・同上 ・規定なし 

1971(昭和 46 年) 

道路橋耐震設計指針 

・震度法(地域別、地盤別、重要度補正係数を考慮)による耐震計算 

・応答を考慮した修正震度法 

・設計水平震度(0.1～0.3) 

・落橋防止対策を規定 

(移動制限装置、沓座縁端距離、け

た間連結装置) 

1980(昭和 55 年) 

道路橋示方書 V  

耐震設計編 

・震度法(地域別、地盤別、重要度補正係数を考慮)による耐震計算 

・応答を考慮した修正震度法 

・設計水平震度(0.1～0.3) 

・地震時変形性能の照査法 

・動的解析の位置づけを行い、設計地震入力を規定 

・下部構造編において、鉄筋コンクリート橋脚の軸方向鉄筋段落し部の設計法、せん断耐力に対

する設計法が改訂 

・落橋防止対策を規定 

(移動制限装置、けたかかり長 SE、

落橋防止装置) 

1990(平成 2 年) 

道路橋示方書 V  

耐震設計編 

・比較的生じる可能性の高い中規模程度の地震に対しては構造物としての健全性が損なわれず、

大正 12 年の関東地震のような稀に起こる大きな地震に対して落橋などが生じないことを目標 

・震度法と修正震度法を統合し、新たに震度法(地域別、地盤別、重要別、固有周期補正係数を考

慮)による耐震計算 

・設計水平震度(0.1～0.3) 

・連続橋の耐震計算法を規定 

・鉄筋コンクリート橋脚に対する地震時保有水平耐力の照査を規定(設計震度：0.7～1.0) 

・動的解析による安全性の照査方法を規定 

・同上 

1995(平成 7 年) 

兵庫県南部地震により被

災した道路橋の復旧に係

る仕様 

・平成 7 年兵庫県南部地震のように発生頻度が極めて低いマグニチュード 7 級の内陸直下型地震

による地震動を考慮 

・強度を向上させると同時に、変形性能を高めて橋全体系として地震に耐える構造を目指す 

・地震動と橋の重要度に応じて橋の耐震性能を確保することを目標(健全性を損なわない、致命的

な被害を受けない、限定された損傷にとどめる) 

・地震の影響の大きい部材(RC 橋脚、鋼製橋脚、基礎、支承等)に対する地震時保有水平耐力の照

査の実施(設計震度：1.5～2.0) 

・動的解析による兵庫県南部地震に対する安全性の照査 

・免震設計の採用 

・ねばり強い構造のための配筋細目等 

・落橋防止装置の強度を強化する

とともに、複数個の落橋防止装置

を設置、また緩衝機能を付与 

1996(平成 8 年) 

道路橋示方書 V  

耐震設計編 

・RC 橋脚の設計法、鋼製橋脚の設計法の高度化(せん断応力度の寸法効果の考慮、変形性能評価

式、コンクリートを充填しない場合の鋼製橋脚の設計法) 

・必要な機能を明確にして落橋防

止システムを考慮(けたかかり長、

落橋防止構造、変位制限構造、段

差防止構造) 

2002(平成 14 年) 

道路橋示方書 V  

耐震設計編 

・判定規定型基準への改定 

・耐震性能 1～3(健全性を損なわない性能、損傷が致命的とならない性能、損傷が限定的となり機

能回復が速やかに行い得る性能)の定義、性能の観点、限界状態の設定法 

・鋼製橋脚の設計法、橋台基礎の設計法、上部構造の限界状態評価法の高度化等 

・動的解析の適用範囲を広げるとともに具体的な照査方法を規定 

・同上 

2012(平成 24 年) 

道路橋示方書 V  

耐震設計編 

・東海・東南海・南海・日向灘等の連動地震を考慮した地域別補正係数の導入 

・耐震用部材の設置方法や強度の考え方を明示 

・地震による部材損傷と第三者被害の予防への配慮事項を明示 

・橋台背面アプローチ部の橋梁の一部として位置付け、配慮事項を明示(対応例：踏掛板設置等に

より、緊急車両等の通行確保) 

・地域防災計画との整合性や地域特性等の考慮を規定化 

・支承単独で L1L2 地震に抵抗す

る設計となり変位制限構造が廃止

・落橋防止構造を省略できる条件

の適用範囲を拡大 

・直角方向の落橋防止対策として

横変位拘束構造を規定化 
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２）耐震補強箇所の被災事例 

   ①ダンパー取り付け部の損傷 

     ダンパーブラケット取り付け部のコンクリート面に破壊が生じた事例であり、ダンパー

が機能する前に破壊が生じれば、ダンパーの所定の性能が機能しない恐れがある。定着部

コンクリートの破壊に対する照査が必要である。また、熊本地震ではダンパーの台座コン

クリートを変位制限構造（直角方向の固定装置）と併用していたために、設計で想定した

機能を発揮できなかった事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②ダンパーブラケットの変形 

ダンパーの荷重によりウェブが変形した事例であり、ダンパーが十分に機能しない可能

性がある。ウェブの面外座屈に対する補強が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変形

自重

水平力

解説 写 9.2. 1 定着部コンクリートの損傷 解説 写 9.2. 2 固定壁の損傷 

解説 写 9.2. 3 上記写真の補修後の状況 

解説 写 9.2. 5 解説 図 9.2. 1 

解説 写 9.2. 4 固定壁の損傷 
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